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はじめに

 本稿は、岩⼿県の明治期から昭和期までの美術に関わった学校教員と結成された団体に
注⽬し、どのような関係性を形成し教育に影響を与えていったのか、その背景や経緯を整
理、考察するものである。
 まず、岩⼿県の美術教育の歴史の概略について述べる。明治期では、岩⼿中学校（現盛
岡第⼀⾼等学校）の図画教師である海野融（雅号・三岳）の教え⼦達が東京美術学校を卒
業し、東京を拠点としつつも岩⼿の画家らとの繋がりを保つ集団に発展していったことが
あげられる。その⼀⼈である五味清吉の存在は⼤きい。在学時から⽂展に⼊選し北虹会を
発⾜させた五味は、後に結成する北⽃会でも重鎮として在京の美術家から慕われていたと
される。また、在京の清⽔七太郎が五味を慕い、北⽃会に積極的に参加し、岩⼿で地元の
若⼿画家を中⼼とした七光社や素顔社等の結成に関わっていたことも注⽬すべき点といえ
る。
 この他、南部家も交えた在京県⼈のサロン的な役割を果たしていたとされる北⽃会には、
⼤正期の萬鉄五郎や昭和戦前の松本竣介、⾈越保武も関わっていたという。同会は、昭和
戦前には岩⼿美術連盟として地元の美術団体と統合し⼀⼤組織となるが、その結成におい
ても中⼼的な役割を担っていた。戦況が悪化し在京の作家や評論家の森⼝多⾥、宮沢賢治
の実家を頼った⾼村光太郎らが岩⼿に疎開し、岩⼿の教育活動に深く関わるが、その会員
らによって戦後の岩⼿の美術教育は、他県と⽐べてもいち早く動き出き出すことになる。
戦後昭和 22 年、県公会堂地階に岩⼿美術研究所が開設され、橋本⼋百⼆・深沢省三・深
沢紅⼦・⾈越保武らが、⽊炭デッサンの指導を熱⼼に⾏い、後にこの研究所が、戦後初の
県⽴美術⼯芸学校、また、岩⼿県⽴盛岡短期⼤学美術⼯芸科の誕⽣につながり、後進を輩
出していくことになる。
 以下、時代ごとに整理、考察を⾏う。なお、⽂中の引⽤・参考⽂献は⽂末もしくは段落
末へ（（編）著者姓 , 出版年 , ⾴番号）として記す。また、旧字体の引⽤部は、新字体に変
更している。
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第１章 明治期

 『近代⽇本美術教育の研究 明治時代』「明治期図画教員総覧」の表によると、岩⼿県に
おける図画教師の赴任は、東北６県の中で最も早く、明治９年８⽉に岩⼿県師範学校の在
職教員であった岡井益太郎によって開始された。宮城師範学校出⾝者とされ、明治 13 年
以降は同年５⽉ 13 ⽇に盛岡市内丸に設⽴した岩⼿中学校も併任している。また、岡井は、
すでに明治８年、現在の仁王⼩学校の前⾝となる教員養成所・伝習所で指導を⾏っていた
という（岩⼿県教育委員会 ,1981a,516-518）。岡井の著書として、国内の計量に⽤いる際
の尺度を学習する教科書で、⽥⼝⼩作との共著『⼩学度量衡問答法全』（⽥⼝⼩作・岡井
益太郎 ,1880）があるようだが、図画専⾨の教員としての素性等は現在のところ不明であ
る。
 ⾦⼦⼀夫によると、明治期の岩⼿の専⾨の図画教員は、師範学校の太⽥七郎と盛岡中学
校（旧岩⼿中学校）の海野融の２⼈に代表されるとある（⾦⼦ ,1992,455）。太⽥は、盛
岡藩の奥詰だった川⼝⽉嶺に学び、後に上京し⼯部美術学校でサン・ジョヴァンニに学ん
だ。『⽇本美術教育史』の中では、『画学模範』の著者とされ、同書には「⾵景之部」や

「他に動物之部、⼈物之部があるらしい」とある（⼭形 ,1967,46）。また、「これまでのも
のは皆欧州のまねで初⼼者向きでないから、国⾵のものを⽰すといっている」と記載もあ
ることから、『画学模範』は⽇本の⾝近な⾵景の⼀部を題材として取り上げたようである。
師範学校で勤務した後は、嘱託教授をしていた私⽴盛岡⼥学校（現盛岡⽩百合学園中学⾼
等学校）に移り、昭和 11 年まで勤務したという（⾦⼦ ,1992,458）。
 海野融は、⽗海野楳岳に学び、明治 11 年上京し、洋画家の宮本三平に師事し洋画を学
んだ。太⽥も宮本に学び、海野と学んだ期間が重なるという（⾦⼦ ,1992,458）。明治 17 年、
海野は岩⼿中学校へ図画教師として着任し、同 44 年まで勤務した。同 25 年開校の私⽴
岩⼿⼥学校でも海野は和洋画学を担当、岩⼿県⽴農学校（現盛岡農業⾼等学校）において
も同 32 年に図画科嘱託教授として赴任したとある（岩⼿県教育委員会 ,1981a,1113 ⾦
⼦ ,1992,458 ⽩亞記念会館企画展委員会 ,1967,34）。
 明治 39 年には、東京美術学校出⾝の⽇本画家で作⼈館中学部の葛 揆⼀郎（雅号・江⽉）
を中⼼に、岩⼿県初の美術団体である彩友会が発⾜した。盛岡市内の若⼿図画科教員と絵
画の研究を⽬的とし、葛 の他に⼩岩素光、仁王⼩学校の早川良雄（雅号・⽯⼭）、岩⼿県
⽴⼯業学校（現岩⼿県⽴⼯業⾼等学校）の武⾕富造（雅号・松泉）の４⼈が幹事となり、
会⻑に南部英麿をおき、海野融や太⽥七郎・狩野存信・新渡⼾仙岳らが相談役として名を
連ねた（いわて近代洋画 100 年展実⾏委員会 ,2005,13,23）。
 彩友会が結成された同 39 年、海野融の教え⼦の五味清吉が盛岡中学校を卒業し上京、
岡⽥三郎助の洋画研究所で学んでいる。後に五味は東京美術学校に⼊学し、明治 43 年に
岩⼿県出⾝の東京美術学校⽣を中⼼とした県内初の洋画団体である北虹会の結成に参加、
また昭和戦前の北⽃会の中⼼メンバーとして岩⼿県洋画画壇を牽引していく。海野の教え
⼦には吉川保正・清⽔七太郎・内村吉助・及川古志郎の弟である及川呉郎・佐々⽊直哉・
⾦⽥⼀京助・⽯川啄⽊らもいる（⽩亞記念会館企画展委員会 ,1967,62-63 いわて近代洋
画 100 年展実⾏委員会 ,2005,9）。
 教え⼦の⼀⼈、吉川保正は明治 26 年下閉伊郡重茂村（現宮古市）出⾝、同 41 年に盛
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岡中学校の海野融に美術を学ぶ。同 45 年には北虹会第３回展に出品している。この北虹
会は⼤正２年岩⼿北虹会と改称し会⻑が南部利淳となり、東京美術学校に進んだ萬鉄五郎・
内村吉助・及川呉郎・佐々⽊直哉・⼭本寛三・中村義守らが参加している。翌年吉川は上
京し、川端画学校、太平洋画塾で洋画、デッサンを学んだ後、東京美術学校彫刻科に⼊学
している。県内で発会した⻩菊社や七光社にも関わり、昭和２年中国雲南省⽴美術学校教
授や、帰国後県⼯業指導所（現岩⼿県⼯業技術センター）に同 23 年まで勤務、同 26 年
から 52 年まで岩⼿県⽴盛岡短期⼤学（現岩⼿県⽴⼤学）の講師、教授を務めている。また、
柳宗悦の東北地⽅⺠芸調査指導に同⾏や共同研究を⾏うなど、郷⼟の⽂化を数多く研究し
た。なお、盛岡中学校時代の⾈越保武は、昭和５年帝展に⼊選した吉川の彫刻を郷⾥で⾒
て以来、彫刻へ志したという（⽩亞記念会館企画展委員会 ,1967,10,85-93）。

第２章 ⼤正期

 ⼤正３年、七光社の前⾝の団体である⻩菊社が、師範学校の⽯川確の熱意で清⽔七太郎・
⼯藤慶太郎・北⽥清⼆郎・⼩川⾦太郎・菊地武雄・⼯藤芳之助・四⼾清⼦・中島弥平・吉
⽥⾦三郎・古津広・⼩泉博・藤⽥謙といった盛岡在住の⻘年画家や岩⼿師範学校⽣徒、盛
岡中学校⽣徒によって結成された。同年盛岡で⻩菊社展を開催し、同４年、中の橋洋画
展を契機に名称を七光社と改称する。⼤正 11 年には盛岡市⼋幡町に、五味清吉の弟であ
る⼩原節三の設計による七光社共同アトリエが建設されるなど、岩⼿の美術界を牽引し
た（⽩亞記念会館企画展委員会 ,1967,56 いわて近代洋画 100 年展実⾏委員会 ,2005,14-
15,168）。
 岩⼿北虹会を解散後、⼤正 12 年４⽉に岩⼿県出⾝および旧南部藩出⾝者の在京美術家
たちによって、顧問を美術評論家の森⼝多⾥、事務局に⼭本寛三が務め、北⽃会が結成さ
れた。結成時の会員は 27 名であり、橋本⼋百⼆・堀江尚志・⿃居新六・⼭本寛三・及川
呉郎・及川⽂吾・鎌⽥次郎・萬鉄五郎・⾼橋吉雄・⾼橋三平・丹下富⼠男・村⽥丹下・⼭
吉敬三・真⼭孝治・深沢紅⼦・深沢省三・藤川宇之助・五味清吉・相川善⼀郎・佐藤醇
吉・吉川保正・⽊村政福・清⽔・平沢陸三・諸澤⻁男・森⼝多⾥・菅原勝次らが参加した。
後に阿部⾦剛・熊⾕登久平・松本竣介・菊地武雄・⾈越保武・⼩泉清⼀・内藤春治・岸丈
夫なども加わり、同郷の親睦的な意味合いが強く、戦時期に他の岩⼿県に関連する美術団
体と統合されるまで活動が続いていた。東京・画廊九段など、主に東京で展覧会を開き、
第４回展のみ唯⼀盛岡でも巡回している（萬鉄五郎記念館 ,1994,5,92）。『新岩⼿⼈』昭和
11 年 2 ⽉ 25 ⽇号を基に当時の東京での彼らの様⼦をうかがううえで、五味に着⽬してみ
ると、彼から洋画の初歩の⼿解きをしてもらっていたという南部嚴⼦夫⼈の発⾔があるこ
とから、五味は南部家屋敷内の⻑屋に住まいしていたこともあって、南部家に信頼されて
いた存在であったことがうかがえる。また、東京美術学校在学中に⽂展⼊選を果たし帝展
でも活躍していた五味を慕って、清⽔や深沢省三らの若い在京美術家が集まっていたよう
である。その他、萬の役割に着⽬すると、彼は結成会員に名は連ねており、七光社第 13
回展にも出品、また、⾃⾝で若い画家を集めた円⿃会を結成し、展覧会を開いている。こ
の団体に清⽔も深く関わり、第３回展では清⽔の他、橋本⼋百⼆・平沢陸三・深沢省三が
参加している（萬鉄五郎記念館 ,1994,6-7）。
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第３章 昭和戦前

 昭和戦前の岩⼿県内の図画教師としては、中井政次郎（画号・汲泉）・藤原徳太郎・海
野経が代表的である。昭和４年から盛岡中学校の図画教師として中井が着任し、以来 14
年間後進を育てている。教え⼦には⾈越保武・荒川⽂助・福⽥隆・海野経・吉⽥清志等が
おり、⾈越と海野はその後、東京美術学校へ⼊学した。海野は同校４年時に国家総動員下、
繰上げ卒業となり応召を受け、昭和 20 年復員、翌年８⽉盛岡中学校の美術教師となり、
吉⽥は海野にも教わり東京芸術⼤学に進む（吉⽥ ,1997,41-43）。
 藤原徳太郎は『藤原徳太郎画集』の略歴によると、⼤正 14 年札幌師範学校を卒業し、
昭和５年東京美術学校図画師範科を卒業、同年から昭和 20 年まで岩⼿師範学校に勤務し
ている。その後、昭和 25 年岩⼿⼤学に勤務し、同 44 年に退官するまで絵画制作を⾏う⼀⽅、
⻑く美術教育研究に携わった（藤原 ,2003,126）。昭和 10 年には卒業⽣や在校⽣の平館清七・
⾼橋忠彌・荒浜栄悦・宮川重郎らとともに岩⼿県教員美術協会を結成し、桜城⼩学校にて
第⼀回岩⼿教員美術展を開催したとされる（伊藤 ,1995,136 平舘 ,2000,86）。
 昭和２年、岩⼿の洋画壇の七光社から独⽴し、素顔社が結成された。南部家の絵暦を作
成していた舞⽥家の直系である舞⽥⽂雄や、師範学校の教師である磯野英夫、その学⽣だっ
た照井壮助・⾦野芝郎・藤原善夫らによる美術団体である。平舘清七・⾼橋忠彌・⼩笠原
哲⼆らが加わり、東京帝国⼤学農学部を卒業した⼩泉⼀郎が第⼀回展に参加している（い
わて近代洋画 100 年展実⾏委員会 ,2005,17 細野 ,1982,43）。
 この他、着⽬すべき点として、昭和５年６⽉に東京で在京県⼈を対象とした団体「新岩
⼿⼈の会」が結成されたことがあげられる。『新岩⼿⼈ 解題 総⽬次 執筆者索引』によると、
同会の満⼀周年を機に、岩⼿を郷⼟とする⼈たちの横の連携を計り、相互の親睦を深める
意味合いで機関誌『新岩⼿⼈』が⽣まれたとある。表紙を飾る揮毫は斎藤実で、郷党の重
鎮として多くの⽀持を得ていたことが、この機関誌からうかがえるという（鈴⽊ ,1997,2）。
当時のこうした背景として、明治初期に旧南部藩出⾝者によって、南部利淳が会⻑の南部
同郷会が結成されており、後の新岩⼿⼈の会に繋がっていったことがあげられるだろう。
宮沢賢治追悼会、在京岩⼿学⽣会総会といった県⼈会や集会の様⼦も各号に掲載されてお
り、例えば、昭和 8 年３⽉ 25 ⽇号は三陸震災の追悼記念号として発⾏されている。昭和
９年４⽉ 25 ⽇号には清⽔七太郎が会友として記されており、昭和 10 年８⽉ 25 ⽇号を機
に機関誌の体裁が変わると、表表紙は北⽃会の会員が担うことになった。北⽃会創⽴メン
バーの清⽔は、在京芸術家と新聞記者の懇親会である円円会発⾜の⼀⽅の⽴役者でもあっ
たと記されている（鈴⽊ ,1997,3）。昭和 12 年１⽉ 25 ⽇号では、北⽃会新年会として東
京美術学校倶楽部会員の顔合わせと新⼈紹介がされたとあり、北⽃会と在京美学⽣の関係
も近いことが読み取れる。『北⽃会の⼈々』によると、北⽃会と新岩⼿⼈の会との間には、
在京及び県内有⼒者による経済⽀援の関係があり、昭和６年には新渡⼾稲造・柵瀬軍之佐・
栃内曽次郎・⿅島精⼀など政界・財界の有⼒者による北⽃会後援会が組織されている。ま
た、北⽃会、新岩⼿⼈の会、南部家、在京学⽣、その他在京県⼈との野球⼤会を度々⾏う
など、在京⼈の安らぎの場としても機能していたという（萬鉄五郎記念館 ,1994,8）。
 昭和 16 年３⽉、戦時期の全国的な⽂化団体の統合のため岩⼿⽂化協会が発会した。５
⽉には、在京の美術家が主体の北⽃会と、地元の団体である七光社と素顔社、これらのほ
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か、鋳⾦、⽊⼯、染織などの各団体も「岩⼿美術連盟」として統合され、会員 96 名の県
下最⼤の美術団体となる。『新岩⼿⼈』昭和 16 年６⽉ 25 ⽇号によると、東京側の事務所
は及川呉郎宅、岩⼿側の事務所は⼩泉⼀郎宅に置かれ、役員は洋画が清⽔七太郎・橋本
⼋百⼆・及川呉郎・菊池武雄・奈知安太郎、⽇本画は池⽥⿓甫、彫刻は堀江赳、⼯芸は内
藤春治とある。同連盟は第１回展の開催時点で、会⻑を⼩泉⼀郎、常任幹事に佐々⽊⼀郎、
幹事に舞⽥⽂雄・⼩泉清⼀・吉川保正・⾈越保武らを擁したとあり、昭和 16 年８⽉に東京展、
地⽅展の巡回やデッサン講習会を⾏い、それ以降は在京作家の疎開で活動が地⽅に移るこ
とで、盛岡で春・秋の⼆季展を開いている（岩⼿県⽴美術館 ,2024,20）。北⽃会のように
岩⼿美術連盟後援会も結成されたとあり、⽶内光政・及川古志郎・板垣征四郎・郷古潔・
⿅島精⼀らが所属していたとある（萬鉄五郎記念館 ,1994,9）。その後、昭和 18 年の決戦
美術展覧会、同 19 年の戦意昂揚ポスター展などを開催し、また従軍画家として派遣され
た者も複数名いた（奥州市⽜の博物館 ,2022,18）。岩⼿に疎開した県ゆかりの作家たちや
美術評論家の森⼝多⾥、彫刻家・作家の⾼村光太郎は、岩⼿の戦後美術に⼤きな影響を与
えることになる。

第４章 昭和戦後

 昭和前期にも清⽔七太郎・橋本⼋百⼆・奈知安太郎らがデッサン講習会を⾏っていたが、
岩⼿美術連盟が昭和 24 年に岩⼿美術協会の創⽴をもって解消となるまで、会員の深沢省
三・深沢紅⼦・佐々⽊⼀郎は、⽇曜図画教室を開設している。終戦を蒙古で迎えた深沢省
三は、昭和 20 年 12 ⽉に盛岡に帰り、深沢紅⼦とともに巽聖歌が主宰する児童⽂化協会
の活動の⼀環として図画教室を始めた。同 21 年 5 ⽉には、佐々⽊が勤めていた盛岡国⺠
学校の⼀室を借り、深沢・深沢・佐々⽊で盛岡市内の児童・⽣徒を対象に、毎⽇曜⽇午前
中教室を開いている。教室はその後、内丸に創⽴された県⽴美術⼯芸学校内へ移転し、最
終的には市⽴図書館に移ったのち解散した（佐々⽊ ,1987,27-32）。また、昭和 22 年８⽉
には、当時県議会議員をしていた橋本⼋百⼆の計らいで、進駐軍が引き揚げて空部屋になっ
ていた県公会堂地階の⼀室を、岩⼿美術研究所として開設された。この研究所で橋本・深
沢・深沢・⾈越保武らがデッサンの指導にあたったことが、教育活動の規模を⼤きく拡⼤
させたといえる。戦時中、物置に使われていた教室は、薄暗く汚れ放題だったという。受
講者には学⽣・教員・国鉄職員・看護婦・洋裁教室の⽣徒など⼥性も多く、住職も参加し
ていたようである。⼆年⽬からは研究所⽣の⾃主的運営になり、盛岡で開かれる展覧会の
出品者は、研究所で学んだ⼈達が占めるようになる。昭和 22 年から研究所の展覧展が川
徳や松屋デパートで定期的に開催され、研究所⽣は 300 名を超えるようになった。やが
て県公会堂を全⾯的に使⽤するようになり、7 年間活動した。その後、研究所の存続を希
望する⼈々により、旧⽯井県令邸の地下室の借⽤や私塾に間借りといった形で活動が継続
されたが、昭和 35 年頃に閉鎖された（佐々⽊ ,1987,35-37）。
 注⽬すべき点は、研究所の指導者たちが、戦後初の県⽴美術⼯芸学校の誕⽣につながっ
ている点である。同校の開校に伴う運営資⾦調達の趣意書によると、昭和 23 年 2 ⽉に岩
⼿美術振興会の発起⼈として橋本・深沢省三・堀江赳・⾼橋吉雄・⼩泉⼀郎・藤⽥謙・⼩
泉清⼀・五味清吉の名が記載されている（佐々⽊ ,1987,48）。また当時花巻市に居住して
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いた⾼村光太郎の存在も⼤きかったようである。同年５⽉１⽇の岩⼿県⽴美術⼯芸学校開
校式では、岩⼿県知事の告辞のほか、⾼村が以下のような祝辞を述べている。

  「岩⼿県がこの昭和⼆⼗三年に県⽴美術⼯芸学校を創⽴したといふことはいろいろの意
味で重⼤な記念を後代に残すだらうと考へられます。（中略）今後の当学校の創⽴は
まづ此の点で美の全国的遍漫への⾃覚第⼀歩のあらはれと⼩⽣は認識いたします。終
戦後⼆ヶ年半、やうやく美の領域に於ける地⽅⾃律の基礎が出来たやうに思はれま
す。」（佐々⽊ ,1987,50-51）

 この他、式では、盛岡市⻑の⼩泉多三郎、岩⼿県美術振興会代表の川村松助、岩⼿県議
会議⻑の村上順平が祝辞を述べ、岩⼿医科⼤学学⻑と進駐軍岩⼿軍政部⻑の激励のメッ
セージがあったとされる。また、髙橋康⽂・及川全三・⾈越保武・⼩笠原哲⼆・⼯藤慶太郎・
菊地暁輝・吉岡誠・鈴⽊彦⼆郎・南部利英夫妻・巽聖歌・吉⽥孤⽺・柴内魁三・⼩泉⼀郎・
⼆⾒直三・森荘已池らをはじめ美術関係者・学校⻑・⽗兄来賓 100 余名が列席した（佐々
⽊ ,1987,52-55）。同年８⽉、県議会では、杜陵⾼校と同校を同じ場へ併置する計画があっ
たが、急遽変更し現在の合同庁舎にあった県⼯業指導所の改修⼯事を急ぎ、その屋上に校
舎を作ることになった。新築予定の校舎は、内丸の県⼯業指導所の屋上に⽊造の 360 坪
の校舎をあげることになっていたが、開校式には間に合わなかった。そこで、しばらくは
⼯業指導所の２階に⼀室 60 坪を借りうけて発⾜し、職員室は向かいの県⽴図書館に２階
⼀室を間借りし、内丸道路を横切って教室に⾏き来していたという。その後、同 25 年５
⽉１⽇、県公会堂に隣接した内丸通りに「美」のシンボルを象徴した⽊造モルタルの校舎
が竣⼯された。校舎落成式には⾼村光太郎が講演し、落成作品展にも出品している（佐々
⽊ ,1987,46,51）。
 岩⼿県⽴美術⼯芸学校の学則によると、職員は森⼝多⾥が校⻑、教授に⾼橋吉雄・深沢
省三・池⽥⿓甫・堀江赳・三⻤勤、助教授に⼩⽥島フデ、講師に⼩泉清⼀・佐々⽊⼀郎と
ある。実習担当者は、⽇本画が池⽥・⼩⽥島、洋画は深沢省三・橋本・深沢紅⼦・佐々⽊、
彫刻に堀江・⾈越保武が就任した。図案は藤⽥謙、⾦⼯には⼩泉清⼀、染⾊に藤⽥、⽊⼯
に⼀條卓也・⼤林徳兵衛、漆⼯に三⻤・古関六平が担当することになった。学課の担当者
は、美術概論と美術史に森⼝、⾊彩学と社会に⾼橋、解剖学に堀江、⼯芸図案に三⻤と教
授陣が配置された。⼯芸と⼯芸技法（⾦⼯）は⼩泉、図案法と⼯芸技法（染⾊）には藤⽥、
材料学は⽟城芳男、⽂様史に⾈越健次郎、製図に⼀條、国語に加藤英夫、英語に細川正次、
声学に芦野⽂雄といった講師陣が配置された（佐々⽊ ,1987,59）。
 学則第⼀章総則の第⼀条には、「絵画、彫刻及び⼯芸の領域にわたって専⾨家、美術教
育者及び市町村の⼯芸指導者を養成すると共に芸術を中⼼としての教養及び技術によって
⽣産及び⽂化に寄興するのを⽬的とする」（佐々⽊ ,1987,56）とある他、第⼆章は科別及
び⼊学資格、第四条には本科、選科及び専攻科を置くと記載があり、第五条は本科、第六
条は選科、第七条には専攻科の詳細について、それぞれ記載されている。本科は新制中学
校卒業者（男⼥問わず）⼜はこれと同等以上の学歴ある者を⼊学させ、修業年限を３箇年
としており、選科は⼊学資格を制限せず（学⼒、年令、男⼥問わず）、⼊学させ修業年限
は本科同様３箇年とされる。本科は、絵画彫刻科と⼯芸科に分かれ、絵画彫刻科の中に⽇
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本画科・油絵科・彫刻科がある。⼯芸科には図案科・⽊⼯科・⾦⼯科・漆⼯科・染⾊科・
窯芸科（予定）・印刷科（予定）と記されている。課程及び毎週教授時数は、第１学年が
実習 20 時間・学課 14 時間・特殊講義２時間の計 36 時間、第２学年が実習 21 時間・学
課 13 時間・特殊講義２時間の計 36 時間、第３学年が実習 25 時間・学課９時間・特殊講
義２時間の 36 時間とある。第九条の本科実習課程をみると、次のように設定されている。
第１学年は⽯膏デッサン・⽇本画技法・彫刻技法・クロッキー及び⽔彩画、第２学年は⼈
体デッサン・⽇本画実習・油絵実習・彫刻実習・⼯芸実習、第３学年は、絵画彫刻科が⽇
本画実習・油絵実習・彫刻実習であり、⼯芸科は装飾計画実習・図案実習・⼯芸実習と定
められている。なお⼯芸科⽣徒は休暇を利⽤して市町村の⼯場に委託⽣として通い、希望
の⼯芸を実習することもあるであろうと補⾜されている（佐々⽊ ,1987,56-57）。
 第⼗条で選科は、本科の規定に準拠すると記載されてある他、第⼗⼀条は、専攻科は次
の科⽬を修める必要があった。教員志望の者は、教育学・教授法・教育史及び⼼理学等を
履修させ無試験検定により岩⼿県内新制中学校、⼩学校図⼯科教員免許状を下附する⾒込
とある。また、⼯場技⼿志望の者は、⼯芸史・簿記・建築設計法・⼯場経営法及び⼯場法
規等を修めさせると定められている（佐々⽊ ,1987,57）。
 昭和 26 年３⽉ 15 ⽇に挙⾏された第１回卒業式には、開校式に引き続き⾼村光太郎が
お祝いの⾔葉を寄せている。同年、岩⼿県⽴盛岡短期⼤学に３年制の美術⼯芸科が新設さ
れることを受け、岩⼿県⽴美術⼯芸学校は岩⼿県⽴美術⼯芸⾼等学校へと教育機関として
の機能を変えることになる。同⾼校の教授陣は同短⼤美術⼯芸科と兼務で校舎も共⽤だっ
た。同 33 年４⽉岩⼿県⽴美術⼯芸⾼等学校は廃⽌され、県産業に直接関係の濃い図案科・
⽊⼯科・⾦⼯科のみが盛岡⼯業⾼等学校の⼯芸科として編⼊される。なお、⼯芸科歌とし
て歌われている歌は、作詞を森⼝多⾥、作曲を芦野⽂雄が担当した美術⼯芸⾼等学校の
校歌である。当初、⼯芸科は美⼯分校舎で授業していたが、同 35 年 12 ⽉に⼯芸科の校
舎が完成し移転する。同 43 年⼯芸科の募集を停⽌し、定員 120 名のデザイン科が新設さ
れ、平成 20 年に建築・デザイン科と統合される。昭和 61 年２⽉には⼯芸科・デザイン
科の同窓会組織の桐美会が発⾜し、同 62 年第２回総会が開催された２週間後に、第１回
盛⼯桐美会会員作品展が内丸⾃治会館で３⽇間開催され、恩師として出品した海野経を含
む 19 名が参加している（岩⼿県⽴盛岡⼯業⾼等学校創⽴ 90 周年記念事業協賛会 ,1989, 
244-250）。同短⼤美術⼯芸科は、同 30 年美術⼯芸科の新⼊⽣募集停⽌が決まり、同 33
年第５回で最後となった卒業式を迎え、７年間の歩みを終える。昭和 30 年 12 ⽉に美術
⼯芸科学⽣募集停⽌を発表した際、１⽉ 30 ⽇に当時の副知事かつ学⻑と学⽣代表の対談
が⾏なわれた。その際、美術⼯芸科は、岩⼿⼤学に特設美術科の設置により使命を果たし、
発展的に解消する旨の説明を受けたようである。その後、岩⼿県⽴美術⼯芸学校、岩⼿県
⽴盛岡短期⼤学美術⼯芸科、岩⼿県⽴美術⼯芸⾼等学校の３校を卒業した者達によって美
⼯会という同窓会が、同短⼤美術⼯芸科が廃⽌された昭和 33 年 3 ⽉から発会し、美術団
体として活動した（50 周年記念誌編集委員会 ,1999,34,48）。

第５章 昭和中期

 昭和 41 年 4 ⽉には、盛岡短期⼤学美術⼯芸科卒業⽣による美術集団「集団５」が誕⽣
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した。同 41 年８⽉、第１回⽬の展⽰が盛岡のエフワン画廊で開催され、出品者は 41 ⼈、
約 70 点の出品があり、教員であった深沢省三・堀江赳・奈知安太郎らも賛助出品したと
いう（50 周年記念誌編集委員会 ,1999,87）。翌年８⽉開催の第２回展には深沢・奈知へ加
え深沢紅⼦・照井映秀も出品している。平成 10 年５⽉には成美会発⾜ 50 周年記念岩⼿
県⽴⼤学開学記念事業として成美会美術展が、岩⼿県⺠会館（現トーサイクラシックホー
ル）にて開催された。出品者 96 名、189 点の作品が集まり、恩師賛助出品では池⽥⿓甫・
佐々⽊⼀郎・嶋屋征⼀・照井暎秀・中島善雄・奈知・橋本⼋百⼆・深沢・深沢・⾈越保武
が名を連ねた。同窓⽣からは、美術⼯芸科の他、家政科・保育科・法経科、そして同短⼤
の前⾝である岩⼿県⽴⼥⼦専⾨学校等、全科におよんでの出品となった。実⾏委員⻑は深
沢夫妻の次男、深沢⾨太が務めた（50 周年記念誌編集委員会 ,1999,94,164-165）。
 昭和 24 年に岩⼿師範学校・岩⼿⻘年師範学校・盛岡農林専⾨学校・盛岡⼯業専⾨学校
の４校を包括した岩⼿⼤学が発⾜し、学芸学部・農学部・⼯学部よりなる新制⼤学として
設置された。定員 480 名の学芸学部の課程別学⽣区分は、中学校教員養成課程（甲⼀類）、
⼩学校教員養成課程（甲⼆類）、中学校教員養成２年課程（⼄⼀類）、⼩学校教員養成２年
課程（⼄⼆類）であり、その中に図画科（甲⼀類）と⼯作科（甲⼀類）は、各５名と定
員が定められた（福井 ,2017,100）。『岩⼿⼤学特設美術科創設 40 周年記念誌』によると、
同 27 年図画科を美術第⼀科、⼯作科を美術第⼆科と名称を変更し、各科⽣徒数を５名と
した。美術第⼀科に藤原徳太郎・宮村他家次・栗原良、美術第⼆科に千葉運孝・佐藤松敏
が教官となり、翌年美術第⼀科に伊藤昌夫・川村吉司が加わっている（記念誌編集委員
会 ,1995,6）。『岩⼿⼤学教育学部百年史』の昭和 23 年７⽉時点の岩⼿師範学校教官⼀覧
によると、図画⼆級教官に藤原、図画・書道⼆級教官に宮村、図画三級教官に栗原、⼯作
⼆級教官に千葉、⼯作三級教官に佐藤とあるため、師範学校の図画・⼯作教師は学芸学部
に移⾏したようである（作道好男・克彦 ,1983,649-650）。
 昭和 27 年度から⽂部省は特別教科教員養成課程を新設し、図画⼯作など⼀般に養成困
難な分野の教員養成を⾏うこととし、同 30 年岩⼿県⽴盛岡短期⼤学美術⼯芸科が発展的
に解消された際、岩⼿⼤学学芸学部特別教科（美術・⼯芸）教員養成課程（特設美術科と
略称）が設置される。募集⼈員は絵画科が約 15 名、⼯芸科が約 15 名とあり、森⼝多⾥・
深沢省三が教官に加わる。絵画・彫塑・⼯芸・図案・造形芸術学・美術教育学の６講座と
なり、教官は美術第⼀・第⼆科を共通に担当し、校舎は旧岩⼿師範学校男⼦部校舎に置か
れた。全国国⽴⼤学教育系の特設美術科は、他に北海道教育⼤学・東京学芸⼤学・京都教
育⼤学・岡⼭⼤学教育学部・⾼知⼤学教育学部・佐賀⼤学教育学部に設置された（記念誌
編集委員会 ,1995,6 作道好男・克彦 ,1983,765-766）。昭和 32 年には川村吉司が退官し、
上⽥郁夫が就任している。翌年、森⼝は退官し、新⼈教官に⽥辺彦太郎・佐々⽊⼀郎・佐
藤恭三・藤形⼀男が就任する。昭和 34 年、学部職業科・⼯作科の改定に伴い技術科が発
⾜し、千葉・佐藤・佐藤は技術科に移⾏した（記念誌編集委員会 ,1995,6-7）。
 その後の特設美術科では教育職員免許法に基づきながら、特⾊ある学科課程が編成さ
れた。昭和 35 年に専攻を絵画・構成・⼯芸とし、コースごとに学⽣を募集、絵画 15 名、
構成７〜８名、⼯芸７〜８名とした。また宮内悊が新⼈教官に就任している。名称が昭和
41 年に学芸学部から教育学部へ改称された際、昭和 42 年度の教官⼀覧では、⻄洋画に栗
原、東洋画に伊藤昌夫、⽇本画に佐々⽊⼀郎、⽊⼯に宮内悊、⾦⼯に佐藤恭三と上⽥郁夫、
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彫塑に丸⼭震六郎、写真に宮村、美術理論・美術史に⽥辺彦太郎、美術⼯芸教育に藤原、
構成に早坂功とある。なお昭和 42 年藤形⼀男が、同 44 年に藤原が退官し、宮内が転任、
新⼈教官に同 40 年丸⼭震六郎が、同 42 年早坂功、同 44 年には前川直、福井正明が就任
している（記念誌編集委員会 ,1995,7）。
 昭和 44 年には⼤学紛争の波を⼤きく受け、11 ⽉に特美闘争が起こる。『特美と共に』
によると、学⽣は教育学部に変わり⼊学後に教員免許の取得が義務付けられたことや、デ
ザイン・⼯芸の分野へ進路を希望する者にとってデザイン演習に不満を感じていること、
⾃主制作時間と演習室の⾃由時間の保障を訴え、抗議を起こしたようである。その後学⽣
と教員双⽅で会合を重ね、カリキュラム改訂が必要という相互理解が⽣まれ、翌年に絵
画科と構成・⼯芸科が統合されて特設美術科内に⼀本化、学⽣定員は 30 名となった（福
井 ,2017,50,60）。
 新カリキュラムは、学科内学⽣の全員が２年次までに以下の科⽬を共通して履修するこ
ととなった。造形基礎理論（美学・美術史・⾊彩学・美術解剖学等）・造形教育・造形基
礎表現（デッサン・絵画・彫塑・図学製図）・造形基礎材料（材料体験：紙・⾦属・⽊材・
⾊彩）である。また、３年次から専⾨コースに進むことになり、当初は、絵画・版画・彫塑・
染織・道具デザイン・環境デザインの６コースが置かれた。その後、道具デザインを廃⽌
し、⾦⼯・窯芸・⼯業デザイン・視覚伝達デザインを加えて９コースとなっている。また
教員免許に関わる専⾨科⽬として、２年次までに基礎表現と材料体験の科⽬を履修するこ
とになった。教官は美術理論に⽥辺彦太郎、⻄洋画に栗原、⽇本画に佐々⽊、東洋画に伊藤、
染織に前川、彫塑に本⽥貴侶、⾦⼯に上⽥郁夫、構成に早坂、⽊⼯に福井とあり、丸⼭震
六郎と宮村他家次は退官している（福井 ,2017,62 作道好男・克彦 ,1983,766）。昭和 57 年、
芸術棟として教育学部３号館が落成し、美術系と⾳楽系が教育学部⼀号館から移転する。
その当時の教員は、美術科教育に⻑⽥謙⼀・種倉紀昭、美術理論に⽥中恵、絵画に海野経・
伊藤・前川、彫塑に藁⾕収、⼯芸⾦⼯に上⽥郁夫、⼯芸染織に齋藤式⼦、⼯芸⽊⼯に福井、
構成に藤原俊三、写真に武元伸次とある（記念誌編集委員会 ,1995,9 福井 ,2017,110-111）。
卒業⽣は、作家活動を⾏う者や教員として県内の美術教育に携わる者も多かった。

おわりに

 以上、明治〜昭和中期までの岩⼿県における美術と学校教員の関係について整理・考察
してきた。
 明治期は、海野融の教え⼦らを中⼼に複数名が東京美術学校に進み、五味清吉ら在京美
術家が県内初の洋画団体である北虹会を結成し、岩⼿においても展覧会を⾏うなどして発
展していったといえる。また、海野や師範学校の太⽥七郎も関わった県内初の美術団体で
ある彩友会は、地元教員らによっていち早く絵画研究の⼟壌を形成した。
 ⼤正期、北虹会は会⻑に南部利淳をおいて岩⼿北虹会に改称し、洋画以外の在京美術家
を取り込む。岩⼿北虹会解散後には、愛郷⼼を強く持ち、昭和戦前の岩⼿の美術を統括し
ていく北⽃会が結成された。県内では、⻩菊社が⽯川確と清⽔七太郎、市内在住の⻘年画
家や県⽴学校⽣によって結成され、後に七光社と改称し、五味清吉や萬鉄五郎が参加する
など、在京美術家も関わっており、互いに影響し合いながら岩⼿の美術を牽引していった。
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 昭和戦前には、県内で舞⽥⽂雄や磯野英夫、師範学校⽣によって、七光社から独⽴し素
顔社が結成された。引き続き盛岡中学校からは⾈越保武や松本竣介など複数名が東京美術
学校に進学している。北⽃会は新岩⼿⼈の会と接近し、戦況のため岩⼿美術連盟として地
元団体と統合し、県下最⼤の美術団体となり戦時⾊が強まった。
 昭和戦後、疎開していた岩⼿美術連盟の会員によって岩⼿美術研究所が開設され、戦後
初の県⽴美術⼯芸学校の誕⽣に繋がっていった。後に岩⼿県⽴盛岡短期⼤学美術⼯芸科、
岩⼿⼤学特設美術科へと継承されていき、昭和中期の岩⼿県の美術の振興に寄与した。
 以上の考察をもとにすると、先ず、在京の美術団体の強い郷⼟愛があげられる。南部同
郷会が気節の鍛錬を⽬的としていたように、北⽃会なども互いに親睦を深めながら切磋琢
磨し、郷⾥の美術⽂化を豊かにしたいという思いが、会の結束を⾼めていたと思われる。
次に彩友会以降、学校教員らによる会がいくつか発⾜しており、会の⼀つである岩⼿県教
員美術協会は、現在の県内⼩中学校教育研究会図⼯・美術部会に繋がるなど、研究会によっ
ても岩⼿の美術教育を⽀え続けていたことがあげられる。美術教員らは、教え⼦や地域の
若者に⾃らの実践を⽰すことによって、美に対する⾃律的な探究⼒を養う機会を設けてい
たと捉えることもできる。
 今後は岩⼿県の⼩・中・⾼等学校の美術教員や組織を中⼼に、美術団体や研究会、教員
や⽣徒の展覧会の発展について調査し、県内の図画・⼯作や美術教育にどのような影響を
与えているのか⽂献調査を⾏い、地域としてどのような独⾃性があるのかを考察していく。
また、今回調査した美術団体や美術教育に関わっていた⼥性にも焦点をあて、調査を掘り
下げていきたい。この他、県内の美術教育に携わる者には、作家活動を⾏ないながら継続
的に後進と展覧会を開催する者も存在したことから、教育と創作活動の双⽅を⾏なった⼈
物にも着⽬し、研究会の資料の調査や当事者及び関係者らへのインタビューなども⾏って
いく。
 本研究の展望としては、調査結果を踏まえて筆者の教員養成課程の学⽣を対象とした実
践研究への展開を視野に⼊れ、学⽣が児童・⽣徒の地域の美術⽂化への理解を深めながら、
創作活動を充実させていく教育普及の可能性について検討する。
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はじめに

 近年外国につながる⼦どもをはじめとして、学級内の多様性が⾼まる中で、特別活動と
してどのように応えるかについても議論が進んでいる。学習指導要領の改訂作業の中では、
教育課程全体において多様な⼦どもたちを包摂する柔軟な教育課程のあり⽅が議論されて
いることを受け、学級活動においては「共⽣社会の実現に向け、障害への社会的障壁の低
減や教育課程全体の包摂性の向上を⾒据えつつ」そのあり⽅を再考していくことが求めら
れるとされている１。本稿は、イングランド（England）における「『学級づくり』活動」
論の背景となった「パストラル・ケア（pastoral care）」概念を探ることで特別活動にお
ける多様性の包摂の論点に迫ろうとするものである。
 ⽇本において「特別活動」は、中等教育段階（中学校・⾼等学校）の学習指導要領上、
学級活動、⽣徒会活動、学校⾏事の 3 つである。この 3 つの区分は 1998 年学習指導要領
改訂において、部活動の取り組みを考慮しクラブ活動の項⽬が削除されて以降、変更され
ていない。⼀⽅、本稿が対象とするイングランドにおいては、⽇本の特別活動と同様の領
域は存在せず、1988 年の教育改⾰法に基づいたナショナルカリキュラム制定の際にクロ
ス・カリキュラムの領域として設定された PSE（Personal and Social Education、のちの
PSHE（Personal, Social and Health Education））や２、1999 年のナショナル・カリキュラ
ムにおいて新たにキーステージ 3 とキーステージ 4 で必修科⽬として設定された「シティ
ズンシップ」などが類似する領域として存在する。つまり、⽇本の特別活動と全くの同等
の領域はイングランドにおいて存在しないのである。本稿では、PSHE や「シティズンシッ
プ」などを総括する意味合いを含めて、「『学級づくり』活動」という名称を⽤いる。なお、

「学級づくり」活動という呼称は、武藤らが使⽤しているものであり、特に⽇本の特別活
動のうち「学級活動」に類する活動でありつつ、⽇本の学級活動に隣接するような活動や、
学級をコミュニティとして再構成するような活動も含めた、より幅広い活動を含む⽤語と
されている３。「学級づくり」活動の例としては、児童たちが円形になって座り、⼀⼈ず
つ⾃分の経験や考えを話し、またお互いの話を聴き合うことを⽬的とした初等教育段階の

岩⼿⼤学教育学部研究年報 第 85 巻（2026.3）13 〜 30

＊ 岩⼿⼤学教育学部

イングランドにおける「学級づくり」活動の背景を探る

⼩ 栁  亜 季 *

（2026 年 1 ⽉ 12 ⽇受付，2026 年 1 ⽉ 27 ⽇受理）

M. マーランドのパストラル・ケア概念を⼿がかりに
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「サークル・タイム（circle time）」や、学級の⽣徒間の話し合いや、教師からの指導を⽬
的とした中等教育段階の「チュートリアル・タイム（tutorial time）」などの活動を含むと
いう４。
 本稿が焦点を合わせる「パストラル・ケア（pastoral care）」は、総合制中等学校が⼀
般的となってきた 1970 年代から実際に学校現場から提唱されるようになってきた理念で
ある。「⽇本の⽣徒指導に当たる⾔葉」と考える論者もいるが５、本稿はイングランドの
⽂脈に即して改めて検討する。それまでグラマー・スクールやモダン・スクール等で分離
されていた多様な背景の⼦どもたちを、どのように学校の中で包摂するかが議論される中
で「パストラル・ケア」のあり⽅が議論されるようになり、その機能がのちに「学級づく
り」活動としてカリキュラムの中に位置づけられてきたと考えられてきた６。
 しかしパストラル・ケアと「学級づくり」活動の連続性を指摘する論者や、ほぼ同義
であるとみなす論者もいる⼀⽅で７ 、パストラル・ケアは⼀層「『ヒューマニスティック

（humanistic）で⼈間中⼼性（person-centredness）」なものであるとして、「学級づくり」
活動との間にはギャップがあると捉える論者や８、カリキュラム内に知識等を位置づける
ことで終わってしまっており、その前提となるパストラル・ケアが看過され「ミニマリス
ト」的になっているという指摘９、そもそも新⾃由主義的な原理から派⽣した教育改⾰と
して「学級づくり」活動がカリキュラム内に位置づけられるようになったことをふまえる
と、「学級づくり」活動と「パストラル・ケア」の理念に内在する教育哲学や価値観とは
相容れないことは間違いないこと」だとする指摘もある10。つまり、多様な⼦どもたちを
学校で包摂するために構築されてきた「パストラル・ケア」の議論の⼀部は、「学級づくり」
活動の議論としてまとめ直された際に、捨象された可能性がある。
 この点を追究するための⽅途として、本稿では、イングランドにおいて「パストラル・
ケア」の議論がどのように展開し、その中でどのような思想や価値観が⽣まれてきたのか
を検討していく。そのうち特に、「パストラル・ケア」をイングランドにおいて初めて提
唱したとされる M. マーランド（Michael Marland：1934-2008）の所論に注⽬して検討を
進めていく。この作業を通して、⽇本での多様な⼦どもたちを包摂しうる特別活動論の構
築の端緒としたい。

１．「パストラル・ケア」概念の誕⽣経緯

 １−１. 「パストラル・ケア」の定義
 これまで⽇本の先⾏研究において「パストラル・ケア」という⽤語はさまざまな形で
説明されてきた。例えば藤井の定義によれば、「パスター（pastor, 牧師、精神的指導者）
のケア（配慮、指導）という語義であり、極めてキリスト教的発想に由来しているが、
1950 年代後半から教育界では『あたかも牧師が信者に接するように、教師が⽣徒の学習・
⼈格・⽣活の指導をする』ことを意味して⽤いられている」11 と説明されている。また藤
⽥は、「パストラル・ケアとは、⽣活環境・学習環境の安全と秩序に関わるもの、その健
全さを保つための配慮と活動である。たとえていえば、⽣活圏全体をカバーする空調施設
のようなもので、順調に機能しているときは、その存在も重要性もほとんど気づかれない
ようなものである」12 と定義している。
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 共通している点として、学習⾯のみならず⽣活⾯を含めて指導を⾏う点がパストラル・
ケアの特徴として挙げられる。また、実際にパストラル・ケアの考え⽅が教育現場に広がっ
ていった 1970 年代に13、かつてのキリスト教的な発想が教師の指導にどの程度反映され
ていたのかについては不透明だが、実際に宗教団体は学校の教育に対して積極的にサポー
トをしていた。教会の牧師たちは教区や地域の⼦どもたちをよく知っており、何か学校で
問題を起こした児童⽣徒について学校の教師に情報提供をしたり、家庭内で争いや不和が
ある場合には家庭への⽀援を⾏ったりしていたという14。その意味においても、パストラル・
ケアの概念は名称上のみならず、実質上それぞれの宗教とのつながりも深かったといえよう。

 １−２．「パストラル・ケア」誕⽣の歴史的経緯
 よりパストラル・ケアの理念を探っていくために、どのような歴史的経緯の中、パスト
ラル・ケアの考え⽅が発展してきたのかを確認しよう。元々「パストラル・ケア」の源流
は中世の⼤学の学寮に始まると⾔われる。それが 19 世紀に⼊り伝統的私⽴学校、いわゆ
るパブリック・スクールにおける指導に継承されていき15、「学校は⽣徒たちの⽗親であり、
⺟親である」といったような全⼈的な教育を⾏なっていく様式が確⽴されていくこととな
る16。中世の頃からの具体的な指導のあり⽅が、そのまま 1970 年代以降の学校現場にも
継承されたとは⾔い難いが、重要なのは「この学校の理想像が本質的に、若者の総合的な
福祉に関⼼を寄せる共同体、慈愛に満ちた共同体であった」こと、そしてそのビジョンが
継承されていったことである17。
 しかし、実際に「パストラル・ケア」という⽤語⾃体が登場するのは、1940 年代の⾏
政⽂書が最初だったと⾔われている18。1943 年のノーウッド報告は 1944 年教育法の基盤
として捉えられており、⼦どもたちには主に「学習それ⾃体を楽しみ、問題を理解したり、
合理的に理解できる」タイプ、「応⽤科学や応⽤芸術などに興味と能⼒を持つ」タイプ、「抽
象的なことよりも、具体的なことを扱い、すぐに答えが返ってくることを期待する」タイ
プの 3 つのタイプがある、と規定した報告書である 19。しかし、以下のような形でパスト
ラル・ケアにあたる内容も⾔及されているのである。

私たちは、従来のことばでいえば「フォーム・マスター（form master）」の復
活が、真の教育にとって測りきれない成果をもたらすと信じている。……フォー
ム・マスターの復活とは、それぞれのフォームの⼦どもたちを、あるマスター
が特に指導するということであり、その教師が⼦どもの学校⽣活全体における
総合的な成⻑を⾒守るということである。……そのマスターはその⼦どもを他
のマスターよりも⾒ているため、その⼦どもたちを⼈間として（as boys）認
識することとなり、⼦どもたちも教師をまた⼈間として（as a man）認識する
こととなる20

 ただし、実際にこのように⼦どもたちの⽣活全体を⾒とる教師を配置し、⼦どもたちの
「学校⽣活全体における総合的な成⻑を⾒守る」ための職員体制は 1970 年代まで検討が
進まなかった21。議論が 1970 年代に進んだ理由としては⼤きく 2 つあるとされている22。
そのうちの 1 つは社会全体の変化とその中での学校の位置づけの変化であり、もう 1 つ
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は総合制中等学校の増加とその中での実際上の問題である。
 社会全体の変化として⾔及される範囲は広い。例えばマーランド（Marland, M.）は、
パストラル・ケアの必要性が⾼まった背景として、⼈々の地理的移動が増加する中で、⼦
どもたちにとっては⻑期的な⼈間関係形成の機会が減少したことや、テレビが⼀般的にな
り、特に性的描写のような刺激の強い表現に⼦どもたちが直⾯するようになったこと、拡
⼤家族から次第に核家族化が進んでいったことで、「厳しい（too demanding）」親⼦関係
の中で⼦どもが息苦しさを感じるようになったことなどを挙げている。また⼦どもたちに
とって将来の職業の選択肢が増加する中で、⾃⾝の保護者が実際に働いている場⾯を⾒る
こともないという状況も、パストラル・ケアの必要性が⾼まった背景の 1 つとして挙げ
られている23。まとめれば、⼦どもたちにとってさまざまな情報や選択肢が増加する中で、
それらを乗りこなすための安定的なサポートが不⼗分になっていたといえよう。そこから
学校に対しては、進路指導や⼦どもの⼼理⾯へのサポート等を含む福祉的な要請が⾼まる
こととなった。
 2 点⽬の総合制中等学校の増加については、その中でも特に全校⽣徒の増加が影響して
いる。それまでのグラマー・スクール、モダン・スクール、テクニカル・スクールはそれ
ぞれ⼩規模であり、平均で 450 名ほどであった。しかしその後総合制中等学校はそれぞ
れの学校を統合して設置され、⼀定地域の⻘少年を単⼀の学校に収容することを原則とし
たことで、全校⽣徒が平均 1600 名ほどとなった24。このように⼤規模になったことによっ
て、個々の⽣徒と教師の間の⼈間関係が希薄となり25、その結果教員の側も個々の⽣徒た
ちの様⼦を知ることができなくなった。さらに、総合制中等学校においては、⼦どもたち
の間の学⼒格差が増⼤し、その中で「『落ちこぼれ』の⼤量化、⾮⾏・暴⼒の増⼤、無気⼒・
無関⼼、性的頽廃は深刻さを増していく」こととなり、学校の側での福祉的サポートの必
要性が増したということも背景として指摘されている26。このような経緯から、学校にお
いて学習⾯のみならず、⼦どもたちの⽣活⾯を含め全⼈的な指導を⾏う意味合いにおいて、
パストラル・ケアの必要性が提唱されるようになった。
 ここまでパストラル・ケアの理念が学校現場において広がっていった経緯を検討した。
パストラル・ケアのルーツとしては中世の⼤学にまで遡ることができたが、普通教育とし
ての初等・中等教育における議論としては 1940 年代以降に展開してきたことを確認した。
また、1970 年代に学校現場においてパストラル・ケアの考えが受容されていった背景と
しては、社会全体の流動化や不安定化などにより、学校に福祉的な機能も期待されるよう
になったこと、総合制中等学校として再編が⾏われていった中で、学校ごとの⽣徒数が増
加し、教師と⽣徒の関係性が希薄になってきたこと、さらに多様な⼦どもたちを受け⼊れ
ていく中で、学校の側が⼀層サポートをする必要が出てきたことなども挙げられた。パス
トラル・ケアの考えが受容されていく中で、学校現場ではどのような変化や議論が⽣じて
きたのだろうか。次節で確認しよう。

 １−３．学校における「パストラル・ケア」体制
 前節で述べてきたとおり、総合制中等学校として学校規模が⼤きくなっていたことも
うけ、誰が中⼼的に⼦どもの福祉的側⾯を⾒ていくのかが問われていくこととなった。そ
こで代表的に⼦どものことを把握している教員として、「チューター（tutor）」が⽣まれ、
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またその教員を中⼼としたパストラル・ケアの議論が活発化していくこととなった。それ
まで学年を担当している教員は「フォーム・マスター（form master）」と呼ばれてきたが、
それに対して総合制中等学校における「チューター」とは、担当する⽣徒たちの家族構成
や健康状態、学⼒等について把握した上で、⽣活上・学習上必要なサポートを提供する⼈
を指している27。なお、中等学校段階において現在も実施される「チュートリアル・タイム」
は、1980 年代からチューターが学級全体に対して集団指導するものとして⽣まれてきた
ものである28。
 1970 年代の学校の典型的な組織図としては以下の図 1 のような形とされている。チュー
ターは学年⻑（Head of Years）の下の階層として配置されている教員を指している。なお、
この図 1 においては教科担当教師、さらにその上にカリキュラムについての統括を⾏う
者としての副校⻑（Deputy Headmaster）が配置されているが、これはチューターと教科
担当教師が別であることを意味しているわけではなく、あくまで機能的に教員の仕事を図
⽰した場合であるという29。それまで、複数の集団でもってそれまで別々の教員が情報を
拡散的に保持していたことから、次第に特に⽣徒の福祉的側⾯に対して責任をもつ体制が、

「パストラル・ケア体制（pastoral care structures）」や「パストラル責任ポスト（pastoral 
posts of responsibility）」として創設され30、そのうちの 1 つとしてチューターという考え
⽅が新たに登場してきたのである。

図 1 典型的なパストラル・ケア体制図31

 また学校現場での変化としては、教員側の編成のみならず、⽣徒側の編成の仕⽅につい
ても議論が⽣じた。それまで主に出⽋確認のための集団や、⼦どもたちに前提として伝
えておくべき学校⽣活についての知識を伝達する場⾯としては「基礎集団（base group）」
が設けられてきた。しかし、「あまりに多くの総合制中等学校は、指導のための⼦どもの
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グルーピングの⽅法（grouping techniques）を開発してきたが、『基礎集団』については
提供されるケアの質という観点からは⼗分考えられずに保持されている」32 と指摘された
ように、改めてパストラル・ケアの視点から考えた際にどのような集団編成とするべきか
については論点となった。
 実際に、パストラル・ケアのための⽣徒編成の仕⽅としては、⼤きく異年齢編成と同学
年編成の 2 つがあり33、同学年編成の中にも当初は能⼒別学級と能⼒混合学級が混在して
いた。異年齢編成としてはハウス制やスクール制に基づいた集団編成がなされていた。特
にハウス制については、総合制中等学校においても採⽤する学校もあった。このような異
年齢学級編成にすることで、年下の⽣徒たちが年上の⽣徒を模範とする機会を得られるこ
とや、毎年少しずつ⽣徒が⼊れ替わる形となることから集団として安定してくることなど
が利点として考えられていた34。⼀⽅で、パストラル・ケアの⽣徒編成と授業の際の⽣徒
の編成が異なることから、例えばハウス制で考えるならば、⼀⼈のハウスマスターに対
して複数の学校の教師の⽣徒が割り当てられていることとなる。実質上⼀⼈のハウスマス
ター（house master）が複数の学校の教師に対して情報共有をすることは難しかったこと
から、ハウスにおいて⽣徒たちを監督しているハウスマスターは、学校における⽣徒たち
の様⼦を把握することはできなかった35。また、ある教師の回顧によれば、ハウスマスター
はハウスで⽣じた⽣徒の問題⾏動について、噂話を恐れて教師に伝達しないために、学校
の教師側も⽣徒の普段の様⼦や家庭環境等について、教師側も知らずに授業をするような
形となっていた36。このような教員間の連携の難しさもあり、それまでのパブリック・ス
クールにおいて導⼊されていたハウス制は、総合制中等学校においては運動会等の⾏事の
ための組織として堕落している場合もあったという37。また異年齢編成でのパストラル・
ケアの⽣徒編成を⾏ったとしても、それが学習場⾯と切り離されていることから、その集
団の中での深い⼈間関係形成に及ばないこともあると指摘されてきた38。
 また同学年編成としても、能⼒別学級編成と能⼒混合学級が存在したが、次第に能⼒混
合学級が基礎集団としては重要であると指摘されるようになった。総合制中等学校が増加
していった背景として、それまでの中等教育における⽣得的知能に基づくストリーミング
に対しての批判があったが、⼀⽅で総合制中等学校となったからといって、必ずしもそれ
が学校内の能⼒別学級編成の廃⽌を意味したわけではなかった。これを⼆宮は「ストリー
ミングへの批判は、選抜を⾏う際の⽅法、そして能⼒に応じて提供される教育の公平性
を疑問視するものに過ぎず、能⼒別に分けられること、すなわち『分類』という機能に対
しては、その批判の⽭先が向けられていたわけではなかった」と説明している。実際に総
合制中等学校においては⽣得的知能に基づくストリーミングに代わって、教科ごとに能⼒
別学級編成を⾏う「セッティング」や、12 クラスを 3 つの能⼒別コースに分けるように、
ストリーミングよりは緩やかに能⼒別学級編成を⾏う「バンディング」などの⽅法で、学
校内での能⼒別編成学級が存在していた。1960 年代後半になってくると、次第に能⼒別
学級編成が⼦どもたちに劣等感や⾮差別的意識を持たせていることが理解され、能⼒別に
分ける「分類」の機能に対しても問い直しが起こってくることとなるが39、パストラル・
ケアについての議論が⽣じてきたタイミングは、ちょうどこの過渡期の時期であったので
ある。
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２．マーランドの「パストラル・カリキュラム」の発想

 ２−１．マーランドの「パストラル・ケア」とは
 本節においてはマーランドの「パストラル・ケア」の考え⽅と、特にその中で特徴的な

「パストラル・カリキュラム」の発想を検討していく。パストラル・ケアの考え⽅は 1970
年代以降、イングランドの中等学校において広がっていったが、その⽴役者ともいえる
のが、当時ロンドンの総合制中等学校のウッドベリー・ダウン・スクール（Woodberry 
Down School）の校⻑を務めていたマーランド（Marland, M.）であった。マーランド
はケント州カンタベリー（Canterbury）やロンドンのアビーウッド（Abbey Wood）な
どで勤務したのち、以後ロンドンの中等学校において勤務した⼈物である。1964 年か
ら 1971 年はクラウン・ウッズ・スクール（Crown Woods School）において英語科主任

（head of English）、1971 年から 1979 年はウッドベリー・ダウン・スクール（Woodberry 
Down School）で校⻑職を務めたのち、1980 年から退職の 1999 年までは、当時 3 つの
学校を統合して創設された北ウェストミンスター・コミュニティー・スクール（North 
Westminster Community School）の校⻑を務めた⼈物である40。
 マーランドは 1974 年に『パストラル・ケア（Pastoral Care ）』というタイトルの著作を
発表しているが、パストラル・ケア研究者のベスト（Best, R,）によれば「私の知る限り、
この本はタイトルに『パストラル・ケア』という⾔葉を⽤いた最初の書籍であり、イング
ランドとウェールズで知られるパストラル・ケアの分野を包括的に考察した最初の書籍で
あった」と称されている41。パストラル・ケアの第⼀⼈者ともいえるマーランドがどのよ
うな考えの下、パストラル・ケアを提唱したのか、また実際に⾃⾝が校⻑として勤務した
学校において、いかにパストラル・ケアを実体化したのかを⽰していこう。
 そのうち⼀部結論を先取りすれば、マーランドはパストラル・ケアについて、「サークル・
タイム」や「チュートリアル・タイム」など現⾏の「学級づくり」活動のように⼀領域の
みで⾏うものとして想定しておらず、学校のカリキュラム全体をパストラル・ケアの視点
から再構築していくことを⽬指していた。これは英語科主任や校⻑などを務めてきた経歴
を持ち、学校経営に関⼼が強かったマーランドの特徴を反映しているともいえる。マーラ
ンドはこの考え⽅を「パストラル・カリキュラム」と称しているが、この「パストラル・
カリキュラム」論を中⼼に、マーランドの「パストラル・ケア」の考え⽅を探っていきたい。
 まず、マーランドはパストラル・ケアの必要性について、以下のように記している。

私たちの⽂明化は⻘年期の⼦どもたちを、エリクソンが「アイデンティティの
危機」と明確に称したような段階へ導いた。中等教育機関とは、（その正確な
年齢区分はさておき）まさにそのこと［「アイデンティティの危機」］を経験す
る場なのである。：「⾃分はどのような⼈間になりたいのか、そして何をもって
それを実現すべきなのか？」。これこそがパストラル的必要性の核⼼なのであ
る（下線部筆者）42。

 ここでの⽂明化とは、前近代のようなかつてのような保護者から⼿解きを受けて仕事を
得ていくことと⽐較して、近代以降⼦どもたちは学校で教育を受けて、知識や技能を教育



⼩ 栁  亜 季

20

の成果として獲得していくことを指している。つまり、かつての社会のあり⽅と異なり、
⼦どもたち⾃⾝で⾃分のキャリアを形成していくこととなったことを⽂明化としているの
である。ここにさらに第 1 章第 2 節で論じたように 1970 年代の状況としての、職種の増
加や社会的・地理的移動の加速、多⽂化化などが相まって、社会がより流動化していた。
このことを受けてマーランドは、⼦どもたちの「⾃我（self）」を確⽴させる上で、パスト
ラル・ケアが必要不可⽋だと考えていた。
 またそこでの「⾃我」というのは、社会における⾃⾝の⽴ち位置やその中での義務や
特権性の⾃覚を含んだ「社会的⾃我 (social self)」のみならず、異性との関わり⽅を知り、

「結婚⽣活に適応し、家族を築き育てる」ための「性的⾃我（sexual self）」43、働くこと
から満⾜感を得て、そのことを受けて形成される⾃⼰認識としての「職業的⾃我（working 
self）」、そして⾃⾝が⾃分の⼈⽣を舵取りする時や、他者の⾏動や態度を解釈する時に依っ
て⽴つものとしての「哲学的⾃我（philosophic self）」の 4 つを挙げている44。
 その上で、マーランドのパストラル・ケアの定義を⾒てみよう。マーランドの定義は⼀
⾒簡潔である。「『パストラル・ケア』とは、⽣徒の総合的な福祉を⾒守る（looking after 
the total welfare of the pupil）ことを意味する」45。しかし、ここでいう「福祉（welfare）」が、
先述してきたような 4 つの⾃我の確⽴のための「福祉」であることをふまえると、「総合的
な福祉」という中に、ほとんど学校で⾏われる教育活動のすべてが含まれることがわかる。

 ２−２．「パストラル・カリキュラム」とは
 前節において、マーランドの「パストラル・ケア」の考え⽅は、特定の領域における教
師のあり⽅を指すものとしての⽤語ではなく、教育活動全体に関わる視点を有していたこ
とを指摘した。実際にマーランドは、パストラル・ケアの領域と教科指導の領域が別々に
存在すると考えることに対して問題意識を有している。
 まず、「［パストラル・ケア体制のうちに］教科カリキュラム（academic curriculum）
がその要素として含まれていないならば、不⼗分なのである」46 と述べているように、パ
ストラル・ケアとしては個々の⽣徒たちへの指導ももちろん存在するが、⼀⽅で教科も含
めたカリキュラム全体を通しての全体指導も前提としなければ成⽴しえない、とマーラン
ドは考えていたという点は重要である。
 その理由として、前述のような中等学校の再編もあり、実際上、全ての⼦どもたちに⼗
分な時間をかけて個別指導を⾏うことも不可能であったことも挙げられる47。しかしこの
理由に加えて、パストラル・ケアの内容上、個別のカウンセリングを超えて知識や技能等
を教授する場⾯なくして、パストラル・ケアが機能しえない場⾯も多く想定できることも
理由として挙げられる。ここで具体例として、中等学校 5 年⽣の⽣徒を対象に、進路につ
いて個別に相談を受けた場合を想定しよう。その⽣徒が基本的には専⾨的な職業教育を⾏
う場としての継続教育（further education）とアカデミックな普通教育としての⾼等教育

（higher education）の違いすら知らなかった場合48、⽣徒の話を傾聴するのみでは不⼗分
であり、イングランドにおける教育制度について教えることなくして進路指導をすること
ができないだろう49。また別の例として、性的虐待について学んだのちに、専⾨家への相
談にかかる⽣徒の数が増加するというように、保健教育（health education）があっては
じめてパストラル・ケアが機能するという場⾯もある50。このような場合に、個別指導の
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前提として⽣徒側に必要な知識がある。そのため、パストラル・ケアを謳う際には、カリ
キュラム全体を通して必要な知識や技能を習得させることも含めるべきだとマーランドは
考えていたのである。
 しかしマーランドの主張は、単にパストラル・ケアのために教科指導を⾏うべきといっ
た主張にとどまらない。マーランドはむしろ、パストラル・ケアの視点からカリキュラム
を再構築する必要がある、という主張を繰り広げた。ここから「⽣徒が⾃分の問題を解決し、
⼗分な情報に基づいて決断し、⾃分の世界の中で⾃分の⽴場を確⽴する時の⽣徒のニーズ
という観点に限って検討された」カリキュラムとして「パストラル・カリキュラム（pastoral 
curriculum）」が必要であると提唱したのである51。
 実際、マーランドは「私はパストラル・ケアが教科指導（academic teaching）を⽀え
る補助にすぎないという⾒⽅ではなく、［むしろ］知識への関⼼はより⼤きなニーズの⼀
部でしかないと考えている。結局のところ、私たちが若者たちに科学という学問を教える
のは、それが彼らのためになるからであって、その教科⾃体のためではないのだ」と書い
ている52。教科が教科⾃体のために学習されるのではなく、その⽣徒の⾃我の確⽴にどの
ように貢献するのかという点から再検討される必要があると主張しているのが「パストラ
ル・カリキュラム」の発想であるといえよう。マーランドは「⽣物のカリキュラムに、⼦
どもが⽣き物に対して敬意を払うという概念が含まれないなら、それは貧弱なカリキュラ
ムだ」と述べている。このように、パストラル・カリキュラムの構成要素としての「個⼈
の社会的発達や個別ガイダンスに必要な基礎的事実、概念、態度、技能」というのは、そ
れまでの教科の内容との重なりがあるものや、それまでの教科の内容を⼀部問い直すもの
が含まれうるものとして提唱された。いわば、教育⽬的としてパストラル・ケアを掲げた
上で、その観点からカリキュラムを編成していくことが「パストラル・カリキュラム」の
編成として述べられていたといえる。
 その上でマーランドは、パストラル・カリキュラムの編成のためには、教科や領域を前
提としてその後に内容項⽬を考えていくのではなく、図 2 のようにカリキュラムを多⾯
体として捉えるようなカリキュラム観で取り組むべきだと主張した。この図の特徴とし
ては⼤きく 2 つある。1 つ⽬は側⾯の名称が科⽬名ではなく「美的（aesthetic）」「社会的

（societal）」などの教科名を超えた、⽣徒たちが⾃我を確⽴させ、「個⼈的・社会的な世界
において⾃分の居場所を⾒つけるための視点」でラベリングされている点である。ここか
ら、既存の教科の枠組みから⽣徒のニーズにあった内容を構成していくという考え⽅を脱
却し、教科の枠組み⾃体を問い直す姿勢につながるのである。2 つ⽬は、カリキュラムを
項⽬等でリスト化した場合には、ある項⽬と別の項⽬の間のつながりは不問となるが、多
⾯体としてのカリキュラムを想定することで、隣り合う側⾯同⼠のつながりは存在すると
いうことが前提となる点である。さらにこの図の多⾯体を上から⾒た際に、すべての側⾯
が同時に⾒えるだろう。カリキュラムのすべての側⾯が互いに関連性をもちうるものとし
て捉える必要性を提起する上で、この図の多⾯体が有⽤である。
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図 2 パストラル・カリキュラムとしてのカリキュラム観 53 

 なお、先⾏研究においては「パストラル・カリキュラム」という表現が、PSE を指す
ものとして⽤いられているものもあるが、少なくともマーランドの提唱した「パストラル・
カリキュラム」という表現はこの⽤法とは異なる54。マーランドの主張においては、パス
トラル・カリキュラムとしてのあり⽅に対して、その下位区分として教科とパストラルの
領域があるという構造である（図 3）。いわゆるチュートリアル・タイムなどはパストラ
ルの領域として含まれるものなのであるが、それ以外に教科のカリキュラムについてもパ
ストラル・カリキュラムとして編成されるべき内容があると考えたのが特徴である。「全
国的に、多くの学校がこの『チュートリアル・プログラム』の作成に苦労しているが、通
常、学校全体のパストラル・カリキュラムを最初に策定することはしていない」ことを批
判していることからもわかるように55、パストラル・ケアの領域を設定し、その中での取
り組みについて考えるだけでなく、カリキュラム全体をパストラル・ケアの視点から捉え
直しカリキュラムの再構成を⾏うことを提起したのである。

図 3 各領域とパストラル・カリキュラムの関係性 56 
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２−３．北ウェストミンスター・コミュニティ・スクールにおける「パストラル・カリ
キュラム」の具体

 これまで、マーランドのパストラル・ケアの考え⽅、加えてパストラル・カリキュラム
の考え⽅を検討してきた。実際に、マーランドがどのように⾃⾝の勤務校においてパスト
ラル・カリキュラムを実現しようとしていたかを検討しよう。
 ここでは、マーランドが最後に勤務した学校であり、学校創設時に携わった北ウェスト
ミンスター・コミュニティ・スクール（North Westminster Community School、以下「北
ウェストミンスター・スクール」とする）のカリキュラムを検討する。北ウェストミンス
ター・スクールはロンドンのウェストミンスターに位置していた学校だ。1980 年に共学
のパディントン・スクール（Paddington School）、⼥⼦校のサラ・シドンズ・スクール（Sarah 
Siddons School）、男⼦校であったラザフォード・スクール（Rutherford School）の 3 つ
の学校の統合で誕⽣し、2006 年に約 30 年の歴史でもって閉校した学校であり57、11 歳か
ら 18 歳までの⽣徒たちを受け⼊れる総合制中等学校であった。北ウェストミンスター・
スクールは創設時から「コミュニティー・スクール」としての理念を持って誕⽣した学校
であり58、またマーランドがパストラル・カリキュラムの考え⽅を主張し始めた 1980 年
以降に着任していた学校であることから、マーランドが、⾃⾝の思い描いていたパストラ
ル・カリキュラムをいかに具体化しようとしたかを⾒てとるのに適した対象であると考え
られる。
 マーランドは 1980 年代に⼊ると、「すべてのパストラル・ケアの研究は多⺠族的視点
を⾒逃しており、また、すべての多⽂化学校（multi-cultural school）の研究もまたパス
トラル・ケアの視点を⾒逃していた」59 と、パストラル・ケアと多⽂化教育をつなぐ議論
の必要性を主張するようになった。その理由の⼀つとして、北ウェストミンスター・スクー
ルが多⾔語・多⽂化な学校であったことがあろう。統合される以前の学校としてラザフォー
ド・スクールは、イラクやバングラデシュからの新しくやってきた移⺠が多く、パディン
トン・スクールも 1950 年代からカリブ諸島からの移⺠を多く受け⼊れてきた学校であっ
た60。そのことも受けて、北ウェストミンスター・スクールにおいては 55 の⾔語が話され、
全体から⾒ても 48% の⽣徒たちが英語を⺟語としない状況であったのである。その点か
ら本稿の問題意識としてある、多様な⼦どもたちを包摂する特別活動のあり⽅を模索する
上でも、北ウェストミンスター・スクールの事例を検討し⽰唆を得たい。
 多⾔語・多⽂化な学校であることを受けて、マーランドは北ウェストミンスター・スクー
ルにおいてカリキュラム改⾰を⾏った。マーランドは以下のように述べている。

すべての⽣徒に多⾔語の世界への準備をさせると同時に、バイリンガルの⽣徒
のニーズと強みを満たすという相補的な⾯を持つ、⾸尾⼀貫したカリキュラム
のアプローチが必要である。このようなカリキュラムには、⼈⽂科学における
⼈々の⾔語に関する教育、主要な英語以外の⾔語の教育、すべての⼈に対する
英語の教育、第⼆⾔語としての英語の教育、⺟語の教育、⺟語による教育、そ
してパストラル・ケアを関連づけることが必要である。もちろん、これ［⾸尾
⼀貫したカリキュラム］は「多⾔語カリキュラム（multilingual curriculum）」
と同義である必要がある。世界は多⾔語なのだから、⽣徒を準備するカリキュ
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ラムも同様に多⾔語でなければならない。（下線部筆者）61。

 この引⽤においてまず重要なのは、世界が多⾔語化していくことに備えたカリキュラム
として、特定の領域のみならず、パストラル・ケアも含めたいわば教育活動全体を想定し
ていく必要性を提唱していることである。このことがまさに先述してきた「パストラル・
カリキュラム」としてのカリキュラム改⾰であると⾔える。
 まず⾔語教育の領域において、「数的にも政治的にも⽀配的なモノリンガルの英語圏の
⼈々は、この国の⾔葉と⽂章による公的⽣活が、実際の多⾔語主義の現実を排除するよう
にしている」という問題意識を有していたマーランドは62、⺟語教育として「英語」が、
現代語教育として「フランス語」などのヨーロッパ⾔語が設定される教科編成に対して疑
問を投げかけた。これは別⾓度からいえば、英語のみ話す⽣徒たちに対しても、ヨーロッ
パ中⼼主義的な考え⽅を問い直す契機をもたらすことで、世界のもつ多⾔語性に備えさせ
ようとしていたのである。
 このような理念のもと、実際のカリキュラム編成として複数の特徴的な改⾰が⾏われ
た。そのうちまず 1 点⽬は、1 年⽣・2 年⽣を対象として「⾔語基礎コース（Language 
Foundation Course）」という科⽬を設定したことである。この科⽬は、⼤きくフランス語、
スペイン語、ドイツ語の 3 つの⾔語を⽐較しながら学ぶ部分と、アラビア語、ヘブライ語、
インドネシア語等の、⾮ヨーロッパ圏の⾔語で、当時現代語カリキュラムにほとんど組み
⼊れられてこなかった⾔語について学ぶ部分の 2 つで構成されたコースであった。
 このコースが新たに設定されたことは、まさにパストラル・カリキュラムの⼀環として
であったといえる。マーランドはパストラル・カリキュラムを編成していく上で、既存の
教科枠組みを前提とするのではなく、⽣徒たちのニーズから内容を問い直していく必要が
あると考えていたことは先述した。そして実際にここで開発された「⾔語基礎コース」は、
多⾔語で満ちている世界に⽣徒たちが備えていくという教育⽬的のもと開発されているの
である。
 マーランドは「⾔語基礎コース」創設以外にも、他領域での教育と⾔語教育の連携や、
⺟語教育、移⺠の⽣徒たちへのパストラル・ケアなどの複数の観点から同時に「多⾔語カ
リキュラム」の実現を⽬指した。他領域での教育と⾔語教育の連携については、3 年⽣以
降に「⾔語への認識（awareness of language）」をテーマに掲げた教科横断的な授業が⾏
われていた。具体的には、北ウェストミンスターにおける⼆⾔語使⽤」や、数学の教師が、
基本的計算⼒（numeracy）や識字率（literacy）、社会的な意味合いについての取り組みも
含めながら扱う「北ウェストミンスター校で⽰される⺟語の統計調査」などのテーマが取
り上げられた63。
 ⺟語教育としては、スペイン語やポルトガル語、アラビア語、ベンガル語については、
領事館や保護者連合（parent association）や⽂化団体（cultural bodies）と連携しながら
放課後に学校内で⺟語教育を⾏い、広東語、ベンガル語、アラビア語などについては都市
補助⾦（Urban Aid Grant）64 を受けて教師を雇い同じく放課後で⺟語教育を⾏うなどが
⾏われた。この中に含まれない⾔語を話す⽣徒も多くいたが、これら以外の⾔語を話す⽣
徒に対しても⼤使館との連携をとることや、市⺠（members of public）からの協⼒を得
ることなど、学校側がサポートを惜しまなかったことが記録からわかる65。また、これら
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の⺟語教育を⽀える基盤として、隠れたカリキュラムへの意識があり、教師としてある⽣
徒が英語を話さない、という認識をもつのではなく、教師側がその⽣徒の話す⾔語を話す
ことができない、逆にその⽣徒は⾃分の話すことができない⾔語を知っているのだ、と認
識を切り替えることも重要だとされていた66。
 また、学校現場におけるパストラル・ケアのあり⽅もまた重要である。マーランドは、
チューターと⽣徒の間の関わりにおいては⾔語が⼤きく関わっており、モノリンガルの
チューターは、移⺠の⼦どもたちに対して完全な意味でのパストラル・ケアを⾏うことが
できないと論じている67。そこで、マーランドは⼀般的なチュートリアル・タイム以外の
時間で追加のチュートリアル（complementary tutoring）が必要だと主張している。その際、
追加のチュートリアルにおいては英語が⼗分に話すことができない⽣徒同⼠、またできれ
ば同じ⺟語の⽣徒同⼠を集めて実施することも有効だとしている68。例えば⼈種差別的な
事案が発⽣した際には、チュートリアル・タイムですべての⽣徒を対象として問題を討論
し合うことも重要であるが、⼀⽅で同じ⾟さを抱える⽣徒たちで討論する場が保障される
ことで、周りの⽬を気にして発⾔を控えたりすることなく話し合いができる場合もあると
述べられている69。北ウェストミンスター・スクールの具体的実践は管⾒の限り明⽰され
ていないが、おそらくこのマーランドの理念をふまえて実践が展開していただろうと推察
される。
 ここまで北ウェストミンスター・スクールのカリキュラムのうち、「⾔語基礎コース」
のような新しい領域を設定する動きに加えて、⾔語教育と他領域との連携の実践、⺟語教
育、パストラル・ケアなどの教育活動の⼯夫まで、複数の視点から検討してきた。これら
をパストラル・カリキュラムの視点から改めて検討してみると、すべての⼦どもたちに多
⾔語の世界への準備をさせる、そしてその上で他⾔語への寛容性を育むというパストラ
ル・ケア上の⽬的に即して、カリキュラムの各領域の内容が編成されていっていたことが
わかった。パストラル・カリキュラムを編成していくことは、カリキュラム上の各領域や、
それまでの学級の区分の仕⽅といった既存の枠組みから⼀度離れ、⼦どもたちの全⼈的発
達のために必要なことは何かを対象化することを伴うのである。

おわりに

 本稿では、イングランドにおける「学級づくり」活動の成⽴過程を辿る上で、主にマー
ランドのパストラル・ケア論を中⼼に検討してきた。まず、第 1 章においてパストラル・
ケアが元来中世の⼤学における牧師と教徒の間の関係性に由来する考え⽅であるものの、
実際に学校現場において広がっていった背景には、社会情勢の変化とそれによる学校現場
への要求の変化や、総合制中等学校の増加という教育制度上の変化とそれに伴う学校全体
の⽣徒数の増加があったことを⽰した。このような中で議論が進んだ「パストラル・ケア」
は、⽇本の特別活動とは異なり「学級」の前提を有さない状況で始まったため、誰が特に
責任を持って担当するか、どのような集団編成で実施するかなどの議論を伴いながら発展
していった。
 その上で第 2 章として、「パストラル・ケア」をイングランドで初めて⼤々的に提唱し
たマーランドの所論を取り上げた。マーランドはパストラル・ケアを⾃我の確⽴と関連づ
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けて考えており、その中では広範囲の内容が含まれていたことを⽰した。さらには、パス
トラル・ケアを考えることは教科外活動を考えることのみを意味するのではなく、教科と
されてきた区分のあり⽅⾃体も問い直すことも含むものとして、カリキュラムを「パスト
ラル・カリキュラム」として捉え直すことを提唱した。
 そして具体的に、マーランドが最後に校⻑を務めた北ウェストミンスター・コミュニ
ティ・スクールのカリキュラムを取り上げた。移⺠の⼦どもが多かった北ウェストミンス
ター・スクールにおいてマーランドは、「すべての⽣徒に多⾔語の世界への準備をさせる
と同時に、バイリンガルの⽣徒のニーズと強みを満たすという相補的な⾯を持つ、⾸尾⼀
貫したカリキュラム」の編成を⽬指していたが、単純に⾔語教育カリキュラムの改⾰に留
まらず、各教科、チュートリアル・タイム等も含めたカリキュラム全体の改⾰を⾏なって
いた。北ウェストミンスター・スクールのカリキュラム検討から、パストラル・カリキュ
ラムにおいて重要なのは、既存の教科枠にとらわれず、パストラル・ケアに必要な内容を
基軸にカリキュラムを再構築していくことの重要性が改めて⽰された。
 ここまで検討してきた内容をふまえて、多様な⼦どもたちの包摂を⽬指す⽇本の特別活
動に対しての⽰唆として 2 点あげたい。まず 1 点⽬として、どのような集団で⾏うかを
問い直す視点の重要性である。第 1 章で検討したように、「パストラル・ケア」の議論の
過程において、多様な⼦どもたちが同じ学校に在籍するようになったことを受け、どのよ
うな集団編成にするかが問われてきていた。「パストラル・ケア」の提唱時、イングラン
ドでは能⼒別学級編成やハウス制などについて、その集団編成のあり⽅が問い直された。
また後年においてマーランドが、移⺠の⼦どもたちへのパストラル・ケアの部分で論じて
いたように、あえて同じように移⺠の背景を持つ⼦どもたちで別途パストラル・ケアを⾏
うことの重要性を指摘していた。これらの点をふまえて、多様な⼦どもたちを包摂するた
めの特別活動、その中でも特に学級活動のあり⽅を考える際には、⽇本の学校においては
常に不問のものとして存在してきた「学級」それ⾃体を問い直すことの重要性を指摘した
い。⽇本の「学級」は歴史的に構築されてきたものであり、「何のために学校へ⾏き、『学
級』に所属しなければならないのか、⼤部分の⽣徒には理解不能」なことなのである70。
 2 点⽬として重要なのは、「特別活動」という領域に閉じて議論が進んでいくことの危
険性である。マーランドは「パストラル・ケア」がカウンセリング的な個別指導のみに終
始することに限界性を感じ、「パストラル・カリキュラム」を提案した。パストラル・カ
リキュラムという⽤語をマーランドが使⽤した背景には、特定の領域のあり⽅を論じる意
味合いだけでなく、教科カリキュラムを含めカリキュラム全体をパストラル・ケアの視点
から捉え直し再構築することで既存の教育を再構築することがあった。このことから、⽣
徒たちに必要となる知識・技能、態度、概念等からカリキュラム編成を⾏うことができる
と主張された。はじめにでは「学級づくり」活動論はパストラル・ケアをルーツにしてい
るとする論者や、ほぼ同義であるとする論者もいると⾔及したが、マーランドのパストラ
ル・カリキュラムの考え⽅からすると、「学級づくり」活動はあくまでその⼀部でしかな
いことがわかる。
 「学級づくり」活動の⼀つである PSE（現 PSHE）は、「狭義の PSE とは、中等学校で
⾒られる特設コースであり、内容的には総合化されたものである。広義の PSE とは、⼀
教科に限るものではなく、哲学、カリキュラム、教授・学習スタイル、ガイダンス・プロ
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グラム、⾏事や活動、インフォーマル場⾯を含んだ広範囲なものである」71。その点から
すると、カリキュラム全体に関わる視点は「学級づくり」活動にもある。しかし、重要な
のは、パストラル・カリキュラムの議論の中には教科カリキュラム改⾰の契機も含まれて
いたことである。多様な⼦どもたちの包摂に向けた学級活動を展開していくために、はじ
めにで⾔及したように、「教育課程全体の包摂性の向上を⾒据えつつ」進めていく必要性
はすでに指摘されているが、その際に⼦どもたちが学校⽣活全体を通してどのような個⼈
的・社会的ニーズを満たしていけば良いかという、いわば教育⽬的から教科のカリキュラ
ム編成も含めて再検討する視点、さらにそこからカリキュラム全体を改⾰していこうとす
る視点もまた重要だろう。
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はじめに

 秋⽥の⼩学校教師・佐々⽊昻（1906 〜 1944 年）は、昭和戦前期、「リアリズム綴⽅教育論」
などの議論を展開し、秋⽥の北⽅教育運動の理論的⽀柱、また東北 6 県にわたる北⽅性教
育運動の中⼼的担い⼿として活躍した、⽣活綴⽅教師の⼀⼈である（1）。
 佐々⽊は、1934（昭和 9）年 7 ⽉の『秋⽥魁新報』に、4 回にわたる連載論考「岩⼿の
教育―主として綴⽅について―」（（⼀）〜（四））を寄せていた（2）。同稿で佐々⽊は、同
年 6 ⽉ 9 ⽇・10 ⽇に花巻町・花城尋常⾼等⼩学校で開催された「岩⼿県綴⽅講習会」での、
佐々⽊⾃⾝の講演内容の概要・論点や、同講習会での議論内容を記述し、また当時の岩⼿
の綴⽅実践の状況や、岩⼿の教師らの様⼦を捉えた実感などを随筆⾵に記していた。佐々
⽊はこの時 28 歳、由利郡前郷尋常⾼等⼩学校の訓導であった。
 本稿では、この岩⼿県綴⽅講習会の概要等に触れつつ、佐々⽊昻の『秋⽥魁新報』への
寄稿論考の記述を辿りながら、その議論・叙述の内実とその特質を検討してみたい。ここ
では特に、同資料の研究的価値（研究上の史・資料的価値）に鑑み、その連載論考の 4 つ
を対象とし、その記述の全体を引⽤・参照しながら、佐々⽊の議論の実質を追っていくこ
ととしたい。それらは、岩⼿県綴⽅講習会の内容の実質を探り、特にそこでの佐々⽊の講
演内容を探る作業を進めることと、連動するものとなるであろう。
 なお、引⽤⽂中の旧字体は新字体に改めた。引⽤⽂中の傍点は原⽂のママ。

１．佐々⽊昻の『秋⽥魁新報』寄稿連載論考について

 先ず、本稿で中⼼的に取り上げ、検討の対象に据える、佐々⽊昻の『秋⽥魁新報』への
寄稿連載論考「岩⼿の教育―主として綴⽅について―」の、研究上の史・資料的性質と、
その位置について、確かめておきたい。
 佐々⽊のこの寄稿論考「岩⼿の教育」は、1934（昭和 9）年 7 ⽉ 4 ⽇〜 7 ⽇にかけて、
4 回に分けて連載された。本稿では、秋⽥市⽴中央図書館明徳館に所蔵の『秋⽥魁新報』（マ
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イクロフィルム）を参照した。これらは、同年 6 ⽉ 9 ⽇・10 ⽇に開かれた岩⼿県綴⽅講
習会の翌⽉、およそ⼀か⽉後に掲載されたものである。ここで参照する資料は、同研究会
に参加した本⼈・当事者の筆になる記録であり、第⼀次史・資料としての歴史的価値を持
つものであると⾔える。
 佐々⽊が書き残した膨⼤な論考等については、これまでにおいて、例えば、『佐々⽊昻
著作集』が編まれ纏められており、佐々⽊昻の北⽅教育論、綴⽅教育論等についての研究
を進め、更に発展させてゆく上で、第⼀次資料の貴重な集積⽂献となっている。ただし、
本稿で取り上げる、佐々⽊の『秋⽥魁新報』寄稿論考「岩⼿の教育」は、この『佐々⽊昻
著作集』に所収がなされていない。それが故もあってか、それは、管⾒の限りでは、これ
までの佐々⽊昻研究の中で⼤きく取り上げられ注⽬されることはなかった資料と考えられ
る。
 『佐々⽊昻著作集』に所収の研究論⽂の⼀つ、伊藤隆司「佐々⽊昻の⼈と⾏動」によれば、
同著作集では、佐々⽊の「論⽂・短評・随筆・創作及び彼が出席した座談会・講習会の記
録などのうち、現時点（⼀九⼋⼆年四⽉）で⼊⼿し得たものをすべて収録した。（但し私
簡及び断⽚の類は除外している。）」（3）としている。この点から、本稿で取り上げる、佐々
⽊の『秋⽥魁新報』への寄稿論考「岩⼿の教育」の存在は、『佐々⽊昻著作集』を編む時点で、
編者の佐藤・伊藤の両者によって認識・把握されていなかったという可能性が考えられる（4）。
 なお、『佐々⽊昻著作集』の巻末に所収の「佐々⽊昻著作年譜」（表）を参照すると、

「⼀九三四（昭九年）」の「年譜」の欄には、「6 ⽉ 9 ⽇〜 10 ⽇ 岩⼿県稗貫郡部会綴⽅講
習会（花巻・⼆七〇名参加）に、成⽥忠久、加藤周四郎、⽥村修⼆、佐藤幸之助、相沢謙
⼀らと参加、授業や講演を⾏う」と記載がある。⼀⽅、その「年譜」の表のそのすぐ下の、
同年の「著作」の欄には、『秋⽥魁新報』への佐々⽊の寄稿論考「岩⼿の教育」について
の記載は⾒られない（5）。ちなみに「佐々⽊昻著作年譜」（表）の「著作」の欄には、例えば、
1937 年の箇所に『秋⽥魁新報』掲載の「廻遊切符」「遺⾻宰領」の創作作品の記載があり、
これらは、同著作集の「第三部 創作・随筆・短評」に収められている（6）。
 他⽅、戦前東北の⽣活綴⽅に関する先⾏研究に⽬を向けると、管⾒の限りでは、佐々⽊
の『秋⽥魁新報』寄稿論考「岩⼿の教育」に論及があるのは、岩⼿の綴⽅教師群像を追っ
た記録、伊藤喜助の著書『教師の群像』（1983 年）である。伊藤は、同書の「第五章 連
帯する教師たち」「⼀ 花巻

（ママ）
⼩学校綴⽅講習会」の中で、吉⽥農や及川均の戦後における回

想を引⽤しながら、「花巻から秋⽥に帰った佐々⽊太⼀郎（昻）は秋⽥魁新報に六⽉⼀三
⽇から四⽇間に渉って、岩⼿の感想を書いている。⻑いので概略でも記すれば、当時の岩
⼿の教師・教育の様⼦もいささか判明するのではあるまいかと思う。」として、その記述
の⼀部を抜粋・引⽤している（7）。この伊藤の指摘は、管⾒の限りでは、佐々⽊の当該論
考について⾔及しその内容の⼀部を具体的に取り上げている、ほぼ唯⼀の先⾏研究とも⾔
える（8）。
 この佐々⽊の連載論考「岩⼿の教育」には、後述の通り、「佐々⽊昻研究」を進めてゆ
く上で、重要な指摘が含まれている。佐々⽊のこの連載論考の実際の内実は、実際には「岩
⼿の感想」という次元に⽌まらない質の議論の内容を持つ側⾯もあり、その意味でも、「佐々
⽊昻研究」という観点からすれば、先⾏諸研究の指摘に依拠し学びつつも、その記述内容
を全体的に眺め、あらためてその議論の特質を捉え返すことが必要となると考えられる。
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 なお、秋⽥⼤学附属図書館に所蔵がある研究資料、「北⽅教育 魁分記事 逆年次順（補
⾜）（58.3.11）」の記事⼀覧表には、「岩⼿の教育―主として綴り

（ママ）
⽅について―」について

の記載がある（9）。この記事⼀覧表の作成は 1983（昭和 58）年 3 ⽉ 11 ⽇と推察され、そ
の作成者は、そこにその記載がなく不明であるが、同記事⼀覧表において、佐々⽊の『秋
⽥魁新報』への 4 回の寄稿論考の存在が確認され、指摘されていたことになる。

２．「岩⼿県綴⽅講習会」について
 
（1）成⽥忠久の「覚え書」
 本稿の次章で詳しく⾒るように、佐々⽊の『秋⽥魁新報』寄稿論考は、岩⼿県綴⽅講習
会の報告記録という性質・側⾯を持っている。
 「岩⼿県綴⽅講習会」とは、1934（昭和 9）年 6 ⽉ 9 ⽇〜 10 ⽇、稗貫郡花城尋常⾼等
⼩学校を会場に開催された研究会のことである。岩⼿県綴⽅講習会については、岩⼿の⽣
活綴⽅実践史に関して⾔及している、伊藤喜助、吉⽥六太郎らの論考・著書のなかに記さ
れているところである（10）。また、他⽅、秋⽥の北⽅教育史に関する諸研究や、北⽅教育
社同⼈らの論考・記録のなかにも、岩⼿県綴⽅講習会の前後における秋⽥の教師たちの各
県への働きかけや北⽅教育運動の広がりなどへの⾔及があり、秋⽥の綴⽅教師たちが近県
の研究会に臨む経緯などを記している（11）。
 例えば、北⽅教育社主幹であった成⽥忠久は、1952 年の論考「『北⽅教育』覚え書」の
中で、こう記している。

 秋⽥魁新報社講堂で、講習会を開く頃までには、全国各地の熱⼼な実践⼈と、つながりをもつよ
うになっていた。⼭形では、鶴岡の⼯藤恒⼆、⼭形市の村⼭俊太郎、⻑瀞の国分⼀太郎、……（略）
……⻑崎五島列島の近藤益雄などとは、殊に温かく交流された。そしてこの講習会には、はるばる
⾼⽥から池⽥和夫、⼭形から国分⼀太郎、岩⼿から及川晃などが出席した。『北⽅教育』が秋⽥の地
から東北地帯に拡がっていったことも、この講習会からで、この時、池⽥和夫も、国分⼀太郎も、
及川晃も同⼈になった。
 及川晃が、岩⼿で講習会を開くから、ぜひ、同⼈たちに来てもらいたいというので、九⽉（昭和
⼋

（ママ）
年⼀九三三）には奥⽻⼭脈を越えて、わたくしと、佐々⽊昻、加藤周四郎、相沢謙⼀、⽥村修⼆、

佐藤幸之助の六⼈、花巻へ⾏った。会場は花城⼩学校で来会者が三百⼈ほどだった。佐々⽊昻と加
藤周四郎が、実践報告をして質疑に応え、それから望まれて、⾼学年は加藤周四郎、低学年は相沢
謙⼀が、実地授業をした。この機会で、岩⼿の真⾯⽬な実践⼈である、⾼橋啓吾、吉⽥農、及川均、
永沢⼀明、砂⼦由次郎らと親しくなった（12）。

 ここに成⽥が記す、秋⽥魁新報社⼤講堂での講習会とは、花巻での「岩⼿県綴⽅講習会」
の前年、1933（昭和 8）年の 7 ⽉ 30 ⽇〜 8 ⽉ 1 ⽇に秋⽥で開催された「北⽅教育講習会
主催『第⼀回教育講習会』」のことであり、「参加者数五〇〇⼈以上」とされ、「⽊村⽂助、
⻄原慶⼀、野村芳兵衛、滑川道夫が講演、同時に全国⽂集展、童詩曲公演会、全国綴⽅作
品展がもたれた」ものとされる（13）。このなかで及川晃が、成⽥らに依頼をして、岩⼿の
講習会を⾏うこととなったとしている（14）。
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 なお、成⽥忠久監修、⼾⽥⾦⼀ほか編著『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』の指摘によれば、
岩⼿県綴⽅講習会の「主催」者は、北⽅教育社の「稗貫郡部会」であったとされる（15）。
 成⽥のこの記録にしたがえば、佐々⽊昻は、講習会のなかで、講師として加藤周四郎と
ともに「実践報告」を⾏い、「質疑に応」じていた、ということになる（16）。

（２）佐々⽊昻の論考「秋⽥の北⽅教育運動」（1939 年）から
 佐々⽊昻は、1939（昭和 14）年当時、雑誌『教育』に論考「秋⽥の北⽅教育運動」を
書いており、その中で、1933（昭和 8）年に開催された北⽅教育社の「夏季講習会」と、
翌年の岩⼿県綴⽅講習会のことについて、次のように記していた。

 ⼋年夏、秋⽥魁新報社⼤講堂で⽊村、⻄原、野村、滑川（この時成蹊訓導）の四⽒を講師として
県内啓蒙を主点に夏季講習会を開催、会員三百、午後の座談会で名乗りを挙げ、決意を語つたのが
⼭形の國分⼀太郎⽒であり、岩⼿の及川晃⽒であつた。そして彼等は欣然私たちの同⼈になつた。
……（略）……第三期に北⽅教育運動が東北の全野に炬⽕のやうに拡つて⾏つたきつかけは主とし
てこの講習会に於ける思想の交流によるものである。
   ……（略）……
 私どもは九年六⽉、冷害の全然予知出来ない⽥植期に岩⼿の会員⼆百七

（ママ）
⼗名と花巻に集つて吾々

の⽣活台に於ける⼦供たちの⽣活事実と、その作品とその指導について情熱的に語り合つた。秋⽥
から成⽥⽒をはじめ、⽥村修⼆、加藤周四郎、佐藤幸之助、相澤謙⼀、佐々⽊昻諸⽒出席し、北⽅
教育の岩⼿⽀部を創⽴し、岩⼿⽂選を発⾏することにした。この会での主動⼒は岩⼿の同⼈及川晃
⽒であつたが、永澤、⾼橋、吉⽥、⼤内、佐藤、朝倉、作⼭、⽥村諸⽒の活動、現場に於ける⼒量
が⽬⽴つてゐた。北⽅教育⼗四号は「特輯・岩⼿」。これについて胸を焼かれるやうな情熱を⾒られ
たい。（17）

 次に、ここに佐々⽊が記す、「北⽅教育⼗四号」の「特輯・岩⼿」の⼀部を参照し、「岩
⼿県綴⽅講習会」が、北⽅教育社の機関誌『北⽅教育』のなかでどう語られていたか、そ
の⼀端を確かめてみたい。

（３）『北⽅教育』第 14 号：「特輯岩⼿」
 岩⼿県綴⽅講習会から約 2 か⽉後に発⾏された、『北⽅教育』第 14 号（1934 年 8 ⽉）の「特
輯岩⼿」には、秋⽥の⽥村修⼆の論稿「北⽅性の展開―岩⼿県綴⽅講習会―」のほか、岩
⼿の吉⽥農「問題の岩⼿」、⼤内篤「情熱」、作⼭福太郎「教育道」、及川晃「ことば／事務」
などの、8 編の論稿が並ぶ。またそこには、筆名「ＸＹＺ」による、講習会記録とも⾔え
る論稿「岩⼿講習スナツプ」も載せられてある（18）。
 この、ＸＹＺ「岩⼿講習スナツプ」のなかには、次のような記述がある。

 ……（略）……
横⿊線は⼭間の〇駅て

（ママ）
飴屋を⾒つけた加周、早速⾶降りて⽩い⻑い飴を⼗本買ふ。⼆本づゝ渡され

た連中、⼝の邊に⽩い粉をつけて、しやぶる⾞中の視線、⼀様に微笑と共に、この野⼈達へ向けられる。
     〇
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とにかく野⼈揃ひの連中、佐々昻は靴下を脱ぎたがり、加周は腕をまくりたがり、オヤヂはベランメー
調になりたがる。……（略）……
     〇
講習員⼆百五⼗名、岩⼿全県下から参ず。その受講態度の真摯なる事、⾝動き⼀つせず。講習会に
は国際的な居眠り聴講⽣など⼀⼈も⾒えない有様。後⽅の⼥教員など、両⼿に⽿をあてゝ聴き⼊る。
     〇
主催責任及川君。産後三⽇も経たぬ妻君を家に残して⼤童。之を佐々⽊、佐藤、⼤内の三君が汗み
どろになつて援く。……（略）……
     〇
加周の決定的な断定詞、昻の全⾝を投げかけ⾏く迫⼒、⼆百五⼗名の講習員が皆叱られてゐるよう
な按配、⼀講習員呟いて⽈く

「どいつも こいつも、腹の中に、エンヂンがう
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

なつてけつがる。」（19）

 秋⽥から横⿊線で岩⼿に⼊る、成⽥忠久や加藤周四郎らの勇む様⼦が伺われる。そして
講習のなかでの加藤周四郎と佐々⽊昻の奮闘ぶり、また〈腹の中に、エンジンが唸ってい
る〉とも形容されている、秋⽥から来盛の 6 ⼈の活躍の様⼦がこの記述から推察される。
 秋⽥の北⽅教育社同⼈・⽥村修⼆は、「特輯岩⼿」の巻頭論⽂、「北⽅性の展開―岩⼿県
綴⽅講習会―」のなかで、このように記していた。

 ……（略）……我々はたゞ、我々の真実の正常な進展、正しい教育実践者の集団性の深化拡充を
念とし、ひたすらそれに邁進したのみである。北⽅地帯の強く正しい集団性の拡充深化、及其の教
育実践これこそが我々の不断の念願であり実践であつた。今年六⽉九⽇⼗⽇、岩⼿県稗貫郡部会に
於て、綴⽅の講習会を開催し、全県下少壮の綴⽅教育者⼆百数⼗名を集めて［、］全国的な存在であり、
綴⽅教育の⼤先輩たる北海道の⽊村⽂助⽒、北⽅教育同⼈を招いて、其の講師とし講演、実地授業、
座談会等の企てをさせられたことは、前記北⽅地帯の同志的集団性の拡充深化の上から、⼜新しく、
正しい真実の教育の浸潤の上から、極めて有意義な、愉快なることとして新たなる喜びと感ずる。
地理的、地勢的な障害距離がこゝに完全に克服せられて、真実の教育営為の上に現場の教育者が結
び合つたことは何としても快⼼のことであつて、我々は其の正常健康な発展を図らねばならぬ。講
習の状況及、岩⼿の教育に関しては畏友佐々⽊昻⽒が魁紙上に四⽇に亘つて発表せられた筈である
から参照せられるならば敢て蛇⾜をつけ加へる必要はないと思ふ。……（後略）……（20）

 ⽥村は、岩⼿県綴⽅講習会の開催主体、そしてその舞台は、「岩⼿県稗貫郡部会」と記
している。⽥村によれば、「全県下少壮の綴⽅教育者⼆百数⼗名」が集まり、北⽅教育同
⼈らを講師とし、講演や実地授業、座談会等を実施していた。
 ⽥村は、この「企て」は「北⽅地帯の同志的集団性の拡充深化の上から、⼜新しく、正
しい真実の教育の浸潤の上から、極めて有意義な、愉快なる」喜びであると、岩⼿での講
習会の意義を述べ、また、地理的な距離が克服されて「真実の教育営為の上に現場の教育
者が結び合つたことは何としても快⼼のこと」であると、その感慨を記していた。
 ⽥村はそこで、「講習の状況及、岩⼿の教育に関しては畏友佐々⽊昻⽒が魁紙上に四⽇
に亘つて発表せられた筈」と記している。ここで⽥村が指摘している「魁紙上に四⽇に亘
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つて発表」した佐々⽊の論稿が、本稿で次に取り上げる、『秋⽥魁新報』への佐々⽊の寄
稿論考である。
 なお、この『北⽅教育』第 14 号の、巻末の「編輯室」には、こう記されていた。「北
教が岩⼿へ炬⽕を投げたことはこの特輯でよく伺はれる。岩⼿のがつちりした同志、横川
⽬の吉⽥⽒、花巻の⼤内⽒、盛岡の朝倉⽒［、］花巻の佐藤⽒、宮古の⾼橋⽒、⽚寄の作
⼭⽒、花巻の及川⽒［、］本社の⽥村⽒を⼊れてこの情熱、この実践意識を「特輯、岩⼿」
とした。」この編集後記の末尾には「（昻⽣）」とあり、これが佐々⽊昻の記述であること
がわかる（21）。佐々⽊は、『北⽅教育』に、この綴⽅講習会は、北⽅教育社が岩⼿へ投げた

「炬⽕」であった、と記していた。

３．『秋⽥魁新報』寄稿論考「岩⼿の教育」から

（１）論考その１：岩⼿の教師・綴⽅実践の状況など
 報告のその１、論考の「岩⼿の教育―主として綴⽅について―（⼀）」は、『秋⽥魁新報』
1934（昭和 9）年 7 ⽉ 4 ⽇の⼣刊記事である。その内容の主旨は、「岩⼿県綴⽅講習会」
の概要、綴⽅教師たちの顔ぶれと動向のほか、「岩⼿の⼈間」の印象も記しており、講習
会の報告記録の導⼊的記述と⾔える。
 以下、その全体を引⽤し、その論旨の要点を辿りながら、記述内容を検討してみたい。
 
       （⼀）

 ⼭形県では斯界の⾼峰である鶴岡の⼯藤恒治⽒にしても天童の新關⽒、⼭形の村⼭⽒にしても⼜
最近「教育、

（ママ）
国語教育」「実践国語教育」「北⽅⽂選」で活溌に働き出した⻑瀞のよき実践者、國分

⼀太郎⽒にしても皆秋⽥とは深い関係があり⾊々語る機会もあつた。⼜協働的な仕事をもなして来
たほどである。
 しかるにこれは奥⽻⼭脈のせいであらうか、今まで岩⼿の連中とは膝を交へてゆつくり語り合ふ
といふまでには到つて居らなかつた［。］只花城の及川晃⽒や宮古の⾼橋啓吾⽒とは去年の夏、魁
新報社の講堂で国語の講習会を開いてからどこか真実の呼びかはすものがあつて徐々ではあつたが、
⾃然紙上で結ばりを持つて来てゐた。
 それが今回稗貫郡部会主催の岩⼿県綴⽅講習会が花巻町の花城⼩学校で開かれ、全県から熱⼼家
だけが⼆百五⼗名も集まつたのでお互⼆⽇間は腹⼀ぱい云ひたいことをいひ合ふことが出来た。
 ⼀般的に⾒て岩⼿の教育は秋⽥のやうに華やかではないし⼜⼭形のやうに実践的にじつくりして
ゐるわけでもない。
 これは秋⽥と⼭形と岩⼿から出される綴⽅⽂集の形態だけから⾒てもうなづ

（ママ）
けるほどはつきりし

てゐる。しかし今岩⼿は全層にわたつて動き出したから或はうつかりすると出し抜かれるかも知れ
ないといふ感じをあの黙々とした潜熱から受けた。
 発展が正常で揃つてゐるし、知識に邪魔されてゐない点がその位置の低ければ低いなりにあぶな
気がなく⼒強く地についてゐる。
 岩⼿の⼈間には書物で物を語る者が少かつた所謂「頭脳の論理」――認識多過症――観念論が横⾏
してゐないのである。
 すぐ裸になつて⾝についた話を出して来る、それが如何にもしつくりしてゐて「存在と共にある」
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といふ感じを与へる。
 ⼤体岩⼿に限らずどこでも綴⽅⼈はすぐ腹を割つて語るが、綴⽅⾃体が知識的な乃⾄単なる表現
技術的な問題ではなく極めて⼈間的な関連をもつものなのだからであらう。
 しかし私たちの現場にしてもなほ綴⽅を表現技術的なものに考へてゐる向が決して少くはない。
盛んに⽣活指導だ、個性調査だ、環境調査だといつて居りながら⼀向綴⽅に関⼼を深めて来てゐな
いのは私たちから考へると不思議でならない。
 岩⼿でもやはりさうであつた。
 盛岡の朝倉⽒や宮古の⾼橋⽒、釜⽯の⽥村⽒、花巻の及川、佐々⽊、佐藤、⼤内⽒それに⼩野寺⽒［、］
永澤⽒、吉⽥⽒等の連中ははつきりしてゐるが⼀般的にはやはりまだ不鮮明な動揺を続けてゐた。（22）

 ⼭形の村⼭、國分らは「皆秋⽥とは深い関係があり⾊々語る機会」もあったが、「奥⽻
⼭脈のせいであらうか、今まで岩⼿の連中とは膝を交へてゆつくり語り合ふといふまでに
は到つて居らなかつた」と、佐々⽊は振り返る。ただ、「花城の及川晃⽒や宮古の⾼橋啓
吾⽒とは去年の夏、魁新報社の講堂で国語の講習会を開いてからどこか真実の呼びかはす
もの」があり、「徐々ではあつたが、⾃然紙上で結ばりを持つて来てゐた」のであった。
こうして、「今回稗貫郡部会主催の岩⼿県綴⽅講習会が花巻町の花城⼩学校で開かれ、全
県から熱⼼家だけが⼆百五⼗名も集まつたのでお互⼆⽇間は腹⼀ぱい云ひたいことをいひ
合ふことが出来た」と、佐々⽊は講習会を振り返りその意義を記している。
 「岩⼿の教育は秋⽥のやうに華やかではないし⼜⼭形のやうに実践的にじつくりしてゐ
るわけでもない。これは秋⽥と⼭形と岩⼿から出される綴⽅⽂集の形態だけから⾒ても」
頷けるほど明瞭である。「しかし今岩⼿は全層にわたつて動き出したから或はうつかりす
ると出し抜かれるかも知れないといふ感じをあの黙々とした潜熱から受けた」と、佐々⽊
は述べ、講習会に集まった岩⼿の教師たちの「黙々とした潜熱」を記している。「発展が
正常で揃つてゐるし、知識に邪魔されてゐない点」が「あぶな気がなく⼒強く地について
ゐる。」そして「岩⼿の⼈間には書物で物を語る者が少」なく、所謂「頭脳の論理」、「観
念論が横⾏してゐない」。「すぐ裸になつて⾝についた話を出して来る、それが如何にもし
つくりしてゐて『存在と共にある』といふ感じを与へる。」岩⼿に限らず「綴⽅⼈はすぐ
腹を割つて語る」が、それは「綴⽅⾃体が知識的な乃⾄単なる表現技術的な問題ではなく
極めて⼈間的な関連をもつものなのだからであらう」と佐々⽊は⾔う。
 しかし「私たちの現場」でもなお、「綴⽅を表現技術的なものに考へてゐる向が決して
少なくはない」し、「盛んに⽣活指導だ、個性調査だ、環境調査だといつて居りながら⼀
向綴⽅に関⼼を深めて来てゐないのは私たちから考へると不思議でならない」のだが、そ
れは「岩⼿でもやはりさうであつた」。岩⼿の諸⽒の「連中ははつきりしてゐるが⼀般的
にはやはりまだ不鮮明な動揺を続けてゐた」と、佐々⽊は⾒ていたのであった。

（２）論考その２：「私達現場の⼦供たちの『すがた』」
 論考の「〔⼆〕」は、「岩⼿県綴⽅講習会」での佐々⽊昻の⾃⾝の報告内容と、岩⼿の教
師たちと「語り合った」内容についての説明などがある。ここには、講習会のなかで佐々
⽊が話した内容、「講習員」たちと「語り合つた」なかみが、記されていた。
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       〔⼆〕
 こゝでは先づ私達現場の⼦供たちの「すがた」を語る必要があると思はれたので所謂「北⽅の⼦等」
の⽣活についてかなりの時間をさいて語り合つた。
 講習員がひどく感動した⽂例としては南秋⽥郡⾦⾜校の「きてき」尋四伊藤重治君作と⼭本郡富
根校の「輿三郎コ」尋五池端仁⼀郎君作であつた。
 この⼆作は既に全国的な位置だが⼆篇の詩にこもるポエヂーは東北地⽅の⼦供だちの⽣活を脈々
と波打たせ、にじみ出して光つてゐる私たち⾃⾝涙なしで⾒ることの出来ない作品である。
 しかし他にいくらかういふ⽣活を担つてゐる⼦供たちが居てもそれが直ちに表現として叙情を展
開してくれるものではないので、そこにこそ指導者の克明な努⼒が払はれなければならぬ――それ
が実際⽅案としてはどうするか。⼜⼦供だちから云へば⽣活の錬成、推敲のか

﹅ ﹅ ﹅
たちを通しての精進

が成される。だから詩にこもる⼒が私たちの⼼臓をゆすぶる。単に聴覚にのみこゝろよいリズムを、
もつと強く云へば形式的なリズム――詩の⾳楽性のみをねらつたものを私たちは真の詩の名におい
て呼びたくない。
 童詩の世界においても同じことである。そくそくと⾁薄してくる内⾯的なリズム、作者の急迫し
た呼吸、こうした詩と「⾚い⿃」の鈴⽊三重吉⽒、北原⽩秋⽒以来菊地知勇⽒その他⼀連の⽂芸主
義綴り

（ママ）
⽅の⽅向との間には超えることの出来ない運命の開きがあるのでこの点明瞭にし、どこまで

も私たちは作者の、この場合⼦供だちの呼吸を聴ける表現の錬成に努⼒して⾏かなければならない
ことを強調し合つた。
 かうなると表現技術が⼦供の⽣活と切り離されたものとしてあらはれて来るのではなく、表現作
⽤において⽣活がはつきりした位置を持ち、⼀歩前進し、深まりを持つたことを意味するもので、
⽣活と切断された表現乃⾄表現技術は何等の教育的価値をもたないことになるのである。
 綴り⽅は芸術家を養成するための教科ではない。従つて綴り⽅指導の根底に芸術品――美の創造の
みがあつてはならない。⼦供の全⼀的な⽣活指導の重要教科としてそれはむしろ「まことの座」で
なければならない。
 ⽂芸主義綴り⽅とはつきり袖を分たねばならなくなつたのはこの点である。
 こんなことはもう理論としては過去のことに属するものであるが⾊々と話すのであつた。（23）

 佐々⽊は、この岩⼿での講習会では「先づ私達現場の⼦供たちの『すがた』を語る必要
がある」と考え、「所謂『北⽅の⼦等』の⽣活」について「かなりの時間をさいて語り合つた」
と記している。講習会のなかで、⼦ども達の「すがた」、「北⽅の⼦等」の⽣活について佐々
⽊が語り、そして岩⼿の教師らとそれらを語り合っていたことが想像される。
 そして「講習員がひどく感動した⽂例」として、佐々⽊は「きてき」「輿三郎コ」の２
作を挙げる。この「⼆篇の詩にこもるポエヂー」は「東北地⽅の⼦供だちの⽣活」を「脈々
と波打たせ」ており、そのポエヂーがそこに「にじみ出して光つてゐる」。こうしてこの
⼆篇は「私たち⾃⾝涙なしで⾒ることの出来ない作品である」、と佐々⽊は記す（24）。
 他⽅、佐々⽊は、「しかし他にいくらかういふ⽣活を担つてゐる⼦供たちが居てもそれ
が直ちに表現として叙情を展開してくれるものではない」のであって、「そこにこそ指導
者の克明な努⼒が拂はれなければなら」ないとする。では、その「実際⽅案としてはどう
するか」である。それは「⼦供だちから云へば⽣活の錬成、推敲のかたちを通しての精進
が成される」ところであるだろう。そして、だからこそ、「詩にこもる⼒が私たちの⼼臓
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をゆすぶる」のであって、「単に聴覚にのみこゝろよいリズム」や「形式的なリズム」、「詩
の⾳楽性のみをねらつたもの」を、「私たちは真の詩の名において呼びたくない」と佐々
⽊は⾔う。ここで佐々⽊が、主語を「私たち」としていることに注意したい。
 では、それはどういうことか。「東北地⽅の⼦供だちの⽣活」を「脈々と波打たせ」て
そこに「にじみ出して光つてゐる」、「きてき」「輿三郎コ」のような「⼆篇の詩にこもる
ポエヂー」は、「そくそくと⾁薄してくる内⾯的なリズム、作者の急迫した呼吸」をその
内に持つ。だから、北⽅教育における「こうした詩」の⽅向と、「『⾚い⿃』の鈴⽊三重吉⽒」
ら「その他⼀連の⽂芸主義綴り⽅の⽅向」との間には、（⼤きな質的な違いがあり、それ
らを⼀緒にして捉えてはいけない、）「超えることの出来ない運命の開き」があるのだ。こ
うして、この点を「明瞭にし」て、「どこまでも私たちは作者の、この場合⼦供だちの呼
吸を聴ける表現の錬成に努⼒して⾏かなければならない」。佐々⽊は重ねて「私たち」を
主語にしながら、岩⼿の教師たちとともに、「⼦供だちの呼吸を聴ける表現の錬成」への
努⼒の必要を「強調し合」っていたということが、記されていた。
 ある意味では、ここにある、⼦どもの「呼吸を聴ける表現」という⾔葉（⾔い回し）の
中に、佐々⽊が別稿で語っている「リアリズム綴⽅教育論」の精髄が籠められている、と
も読むこともできると考えられる。
 そして、「表現作⽤において⽣活がはつきりした位置を持ち、⼀歩前進し、深まりを持つ」
ことが⼤事であって、「⽣活と切断された表現乃⾄表現技術は何等の教育的価値をもたな
いこと」、「綴り⽅」は「⼦供の全⼀的な⽣活指導の重要教科としてそれはむしろ『まこと
の座』でなければならない」ことを、佐々⽊たちは講習会で確かめあい、「⽂芸主義綴り
⽅とはつきり袖を分たねばならなくなつたのはこの点である」ということを、もう「こん
なことはもう理論としては過去のことに属するものであるが⾊々と話すのであつた」と、
岩⼿県綴⽅講習会を佐々⽊は想起していた。
 こうして、寄稿論考の「〔⼆〕」では、佐々⽊が、講習会で話したこと、岩⼿の教師たち
と話し合い「強調し合つた」ことを、主に報告していたのであった。

（３）論考その３：「個の真実」「主体のリアリテ」
 佐々⽊の寄稿「岩⼿の教育―主として綴⽅について―」の「〔三〕」は、「調べる綴⽅」
への動向などを批判的に論じ、「個の真実」「主体のリアリテ」などの概念を挙げながら、「北
⽅」の⽣活綴⽅の⽅向などについて論じている。

       〔三〕
 全国的に科学的綴⽅、所謂調べる綴⽅乃⾄調べた綴⽅が新らしい問題を投げかけてゐる（調べる
綴⽅提唱の本家本元は秋⽥である）ので岩⼿でもかなり賑かに論議された。
 しかし岩⼿では調べる綴⽅の実践として⾒るべきものは宮古と花城にしか他にないので、この科
学的綴⽅の誤れる⽅向に対する検討が既に⾏はれてゐる今⽇でもあるし、殊更偏向のないやうに努
⼒し合つた。
 うつかりすると私達の現場でも何の批判も検討もなく流⾏のハ

﹅ ﹅ ﹅ ﹅
ンテンを着、平然と誤れる道をた

どるものが無いとは云へないのであるが、綴⽅のほんとうの姿はやはり主体の感動に出⽴しなけれ
ばならないし、それが調べるか

﹅ ﹅ ﹅
たちを採るならば採つてもいゝ否採るべきであるといふことになる
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までゝ共同的に労作する必要の起きた時は当然全級なり、分団なりに諮つて為すべきものであらう
し、単純な課題主義の復活だの、個性を殺すのといふ⾺⿅気た批評を受けないだけの⽤意をしたい
と思ふ。
 個の真実をつかみ出さうといふ綴⽅が却つてそれによつてしひたげられる結果になつてはいけな
いからである。
 ⼀般教育思潮と同様に光を求めながら殊更窓に背を向けて暗さを歎ずるやうな挙に出てはそれこ
そ⼀⼤事である。
 ⼀例を挙げるならば岩⼿も秋⽥も同じこ

（ マ マ ）
とテストと環境の調査であらう。どんなに緻密にテスト

をしやうと、環境の精査をしやうとそれだけからは何も出て来ない。可能性と平⾏線だけが表はれ
たとしても決して主体のリアルなものは⽣れて来はしない。
 私達にはもう⼀歩その先が問題なのである。その場合こそテストも調査も極めて重要性を帯びて
来るのであるが、それだけの知能なり、情意なりを有つ主体が、主体をとりまくもろもろの存在、
環境に対して如何様な交渉の仕⽅においてあるか、あつたか――それが綴⽅の問題としては表現にど
う保たれてゐるか――である。
 その地帯、関渉の関係を忘却した教育は虚構に⽴つ教育であるより外に仕⽅がない。
 だからこそ私達は北⽅には北⽅の⽣活のにじみ出た詩が⽣れ、百姓の⼦には百姓の⼦の詩が⽣れ
なければ嘘であると考へ、綴⽅はまともに主体のリアリテを⾜場（契機）としなくてはならないと
思ひつづけて来たのである――といふこと⼜それが⼀般教育思想としては郷⼟教育への契機となつた
ところのものであるなどについてまで語つた。（25）

 先ず佐々⽊は、全国的に「科学的綴⽅」や「調べる綴⽅乃⾄調べた綴⽅が新らしい問題
を投げかけてゐる」ので、岩⼿県綴⽅講習会でも「かなり賑かに論議された」と、講習会
での議論の内実を記している。「岩⼿では調べる綴⽅の実践として⾒るべきものは」宮古
と花城の以外にない状況であり、また「この科学的綴⽅の誤れる⽅向に対する検討が既に
⾏はれてゐる今⽇でもある」ことから、岩⼿県綴⽅講習会では、その「誤れる⽅向」へと

「殊更偏向のないやうに」と「努⼒し合つた」のだという。「私達の現場」でもうっかりす
ると何の批判も検討もなく調べる綴⽅という「流⾏のハンテン」を着て「平然と誤れる道
をたどるものが無いとは云へない」のだが、「綴⽅のほんとうの姿はやはり主体の感動に
出⽴しなければならない」と佐々⽊は述べる。「それが調べるかたちを採るならば採つて
もい」いだろうし「共同的に労作する必要の起きた時は当然全級なり、分団なりに諮つて
為すべき」で、「単純な課題主義の復活だの、個性を殺すのといふ⾺⿅気た批評を受けな
いだけの⽤意をしたいと思ふ」とする。それは、「個の真実をつかみ出さうといふ綴⽅が
却つてそれによつてしひたげられる結果になつてはいけないからである」し、「⼀般教育
思潮と同様に光を求めながら殊更窓に背を向けて暗さを歎ずるやうな挙に出てはそれこそ
⼀⼤事である」からである。佐々⽊は、そういった憂慮と危惧を感じ、訴えていた。
 佐々⽊は、単純に「課題主義の復活」だとし、「個性を殺す」などという「⾺⿅気た批
評を受け」て、「流⾏のハンテン」を着て、「調べる綴⽅」という「誤れる道」を平然とた
どるという、「誤れる⽅向」へと殊更向かってしまうことのないようにしよう、と岩⼿の
教師たちに訴えていたことが、想像される。
 こうして、「綴⽅のほんとうの姿はやはり主体の感動に出⽴しなければならない」もの
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であり、本来の「個の真実をつかみ出さうといふ綴⽅」が、そうした調べる綴⽅の「誤れ
る⽅向」によって、「誤れる道」によって歪められ、「却つてそれによつてしひたげられる
結果」になってしまうことへの杞憂と危惧を、佐々⽊は強調していた。佐々⽊は、「⼀般
教育思潮と同様に光を求めながら殊更窓に背を向けて暗さを歎ずるやうな挙に出」るよう
なことにならぬようにしようと、岩⼿の教師たちに語っていたと推量される。
 ここには、佐々⽊昻の「綴⽅」観の⼀端が表れていると⾔える。佐々⽊は、綴⽅は、「個
の真実をつかみ出さうといふ」営みであるとする。それが故に、「綴⽅のほんとうの姿は
やはり主体の感動に出⽴しなければならない」し、だからこそ、「⼦供だちの呼吸を聴け
る表現の錬成」が必要なのだ。そしてそのためには、「光を求めながら殊更窓に背を向け
て暗さを歎ずる」のではなく、⼦どもが放つ「光」を⾒るためには、その光が差す「窓」
に背を向けず、向き合うことが必要である。⼦どもという「主体の感動に出⽴」し、「個
の真実をつかみ出さうと」すること、その「表現」から「⼦供だちの呼吸を聴」くこと、
それが綴⽅の正しい「道」である。佐々⽊昻はこう語ろうとしていたと読むことができる。
 佐々⽊は「テストと環境の調査」を⼀例に挙げ、「どんなに緻密にテストをしやうと、
環境の精査をしやうとそれだけからは何も出て来ない」し、もしそこに「可能性と平⾏
線だけが表はれたとしても決して主体のリアルなものは⽣れて来はしない」と喝破する。

「私達にはもう⼀歩その先が問題なのであ」って、「テストも調査も」重要であろうが「そ
れだけの知能なり、情意なりを有つ主体が、主体をとりまくもろもろの存在、環境に対し
て如何様な交渉の仕⽅においてあるか、あつたか――それが綴⽅の問題としては表現にど
う保たれてゐるか」が重要なのであって、その「表現」に内在する主体の環境との「交
渉」からこそ、即ち「主体のリアリテ」からこそ、「個の真実」が「つかみ出」せるのだ
し、そこに宿る「主体の感動」に「出⽴」してこそ、「⼦供だちの呼吸を聴ける」のである。
故に、「その地帯、関渉の関係を忘却した教育は虚構に⽴つ教育であるより外に仕⽅がない」
のであって、「だからこそ私達は北⽅には北⽅の⽣活のにじみ出た詩が⽣れ、百姓の⼦に
は百姓の⼦の詩が⽣れなければ嘘である」と考えてきたのだ。
 こうして、「綴⽅はまともに主体のリアリテを⾜場（契機）としなくてはならないと思
ひつづけて来た」のだと、佐々⽊は岩⼿県の講習会で「語つ」ていたと報告していた。
 この論旨・⽂脈のなかには、佐々⽊の「リアリズム綴⽅教育論」の実質が含まれており、
また、「主体のリアリテ」に関連するものとして、「個のリアリテ」概念の実質に関わるこ
とが語られているとも推察される側⾯が、内包されていたと⾔える（26）。
 その意味で、佐々⽊が論考等で展開していた教育思想が、岩⼿県綴⽅講習会の場で、そ
の場に集まる教師たちに向けて語られたであろうことは、興味深い点である。

（４）論考その４：「綴⽅こそ⽣きた修⾝」
 最後の記事となる、連載論考の「〔四〕」では、「リアリズム綴⽅教育論」に関わる⾃⾝
の持論を展開しており、「主体のリアリテ」、そして「綴⽅と修⾝」の関係、「⽣活の再認
識と再構成」などに論及している。また論考の後半では、岩⼿県綴⽅講習会の全体的印象
を振り返り、「岩⼿の教育」の今後などについて、佐々⽊⾃⾝の実感を述べている。
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       〔四〕
 まだ岩⼿ではこゝまで問題を突きつめてゐないかの如くであつたが、まともに主体のリアリテに
⽴つ限り必ず道徳性の問題を

（ママ）
からんで来るのが当然である。そこにおいてこそ⼜綴⽅は⼤きく教育

として最⼤の契機を付与するともいへるのである。岩⼿の佐藤⽒がそれに似た意⾒をいはれたが、
綴⽅と修⾝とは切り離すことが出来ない［。］
 ⽊村⽂助⽒が「悩みの修⾝」の⼀著を送つて世に問ふてゐるのも正しくそれである。
 綴⽅こそ⽣きた修⾝である。
 綴⽅の仕事を単に感覚的事象の表明に満⾜したり、単なる表現技術だと思つてゐる⼈々には諒解
し得ないであらうが、私たちは常に表現作⽤に拠る主体の健康な ､ 積極的な――⽣活の再認識と再構
成を志向してゐるのである。
 この点についてはかなり多くの例を挙げて語ることが出来た。
 ⽂例としては、⼭本郡湖北校の「イワシ」尋⼀平川⾦治君作、南秋⽥郡下井河校の「ウマノオハナシ」
尋⼀伊藤敬⼦作その他の詩、雄勝郡椿川校「ゐど」尋⼆⽊下義徳君作、⼭本郡⿅渡校作品、市明徳校「ふ
きのたう」の作品、南秋⽥郡⼟崎男⼦「⽝」尋⼆⽊村由雄君作「どうろこうじ」尋⼆中村克⺒君作、
それに由利郡⾦浦校の「⾖」に私たちは襟を正さなければ語れないほどの作品の盛られてゐること
を語ることが出来た。⼀例には「職業」⾼⼆佐藤サキ作である。

 佐々⽊は、「まだ岩⼿ではこゝまで問題を突きつめてゐないかの如くであつた」と前置
きをしながら、「まともに主体のリアリテに⽴つ限り」そこには「必ず道徳性の問題」が
絡んでくることは当然のことであると、議論を展開する。佐々⽊は、「主体のリアリテ」
と「道徳性の問題」との絡みようの必然性を、問題にしていたのであった。「そこにおい
てこそ⼜綴⽅は⼤きく教育として最⼤の契機を付与するともいへる」のであって、それが
故に、「綴⽅と修⾝とは切り離すことが出来ない」。そして、⽊村⽂助の著『悩みの修⾝』（27）

を挙げながら、佐々⽊は、「綴⽅こそ⽣きた修⾝である。」と喝破している。このことは「綴
⽅の仕事を単に感覚的事象の表明に満⾜したり、単なる表現技術だと思つてゐる⼈々には
諒解し得ない」のであろうが、「私たちは常に表現作⽤に拠る主体の健康な ､ 積極的な――
⽣活の再認識と再構成を志向してゐるの」だということについては「かなり多くの例を挙
げて語ることが出来た」、と佐々⽊は綴⽅講習会の成果、意義を振り返っている。
 ここでは、とりわけ、「主体のリアリテ」と「道徳性の問題」、⽣活綴⽅と道徳教育の関係、

「綴⽅と修⾝」の不離な関係について、佐々⽊が講習会で語っていたと推察されることが、
佐々⽊のこの論考報告から読み取れる点が注⽬される。佐々⽊が、この「主体のリアリテ」
と道徳の問題について、具体的にどのように捉え、考えようとしていたかについては、別
途考察を深めるべき論点であると⾔える。
 この最後の段落の記述からは、実際にこれらの作品が読みあげられ、作品について語り
あわれ論じられていた様が想像される。その⼀つ⼀つの作品記述と、それらへの佐々⽊の
論及内容などの詳細には、ここでは⽴ち⼊らず、それらの検討は後⽇の課題としたい。
 そして、連載論考の最後、佐々⽊はこう締めくくって、筆を置いている。

 お互にかうした実践の跡を、そしてその指導精神を⼼残りなく語ることの出来た⾮常に緊張した
⼆⽇であつた。
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 ⽇数は僅々⼆⽇であつたけれどもあたかも百年の知⼰の如く、同じ⾎の流れる同志であつた。そ
れこそ発⾞間ぎわの⼀刻も惜んで、作品批評の問題や、作品処理の問題、系統案の問題などなどに
ついて話しこの間私たち（私⼀個⼈ではない。この時私は只⼀個のメンバーに過ぎなかつた）は懸
命に、真剣に綴⽅の ､ ⼦供だちの⽣活指導を語り合つた。
 ⼀⾒したところ岩⼿の⼦供だちはその⾃発性において、発表⼒において、表現能⼒において従つ
て学習状態が秋⽥から⾒て確に劣つてゐると思はれた。
 しかし今あの黙々としてゐた岩⼿が新興岩⼿のすばらしい情熱と組織となつて澎湃と台頭して来
てゐる。
 うつかりすると出し抜かれるかも知れない。凡て教育は何ものをも恐れない正しい実践者によつ
てのみ導かれる。
 綴⽅教育も同様真実に⽴つ真摯なる教育実践者によつてのみ光が与へられるであらう。（了） 

六、⼀六（28）

 最後に佐々⽊は、「新興岩⼿のすばらしい情熱と組織」の「台頭」を述べ、岩⼿の教師
と⼦どもたちのこれからについて、その驚きと期待とを記し、講習会を振り返っていた。
こうして佐々⽊は、岩⼿県綴⽅講習会の「⼆⽇」の⼿応え、岩⼿の綴⽅教師たちとの同志
としての互いの結ばりの深まりを、連載論考で述べていたのであった。
 特にここで、佐々⽊が「私たち」という⾔葉について、あえて「私⼀個⼈ではない。こ
の時私は只⼀個のメンバーに過ぎなかつた」と添え書きしているところから、佐々⽊が、
北⽅教育運動が個⼈⾏動によるものではなく、東北各県の綴⽅教師らの協働から⽣み出さ
れる連帯・共同の、集団での教育運動ということを強く意識している様が窺われる。
 そして、この末尾にある、「六、⼀六」の記載から、この連載論考の執筆⽇（脱稿⽇）
は 6 ⽉ 16 ⽇であったということがわかる。それは、岩⼿県綴⽅講習会実施⽇の 6 ⽉ 9 ⽇・
10 ⽇から、おおよそ⼀週間後であった、ということになる。

４．成⽥忠久への⼿紙：佐々⽊の岩⼿県綴⽅講習会発表「要項」案

 成⽥忠久監修、⼾⽥⾦⼀ほか編著『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』（1999 年）には、佐々
⽊昻が成⽥忠久に宛てて、1934 年の「六⽉〈推定〉」（29）に送っていたとされる⼿紙が掲
載されている。その記載内容は、岩⼿県綴⽅講習会での、佐々⽊の発表予定内容の要項案
と考えられる（30）。したがって、この⼿紙は、岩⼿県綴⽅講習会の事前に佐々⽊が記し、
成⽥にその適否を確認するよう依頼した内容のものであると推察される。

   〔〇三九〕成⽥忠久様             佐々⽊昻（秋⽥県由利郡前郷校）
 六⽉九、⼗⽇、岩⼿県花城⼩学校の綴⽅研究会（で発表する私の要項。つぎの通りにしたいと思
ふがいかが。）（31）

 〔⼀〕「私達」の現場
     ―― ⼀つの報告――
  １ 北⽅の⼦等 ⽂芸主義との関係
        ・「きてき」／・「与三郎コ」／・「⾚い⿃」
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  ２ 光に背を向ける者
        テストと環境調査
  ３ 個のリアリテとモラル
  ４ すがた
        ・「不景気」／・「イワシ」／・「ウマノオハナシ」／・「ゐど」／・「⽝」
  ５ 積極性
        ・「どうろこうじ」／・「職業」
 〔⼆〕リアリズム綴⽅教育論
  １ 主観的（ヂェームス・ヂョイス）客観主義的（ギルボーヂン）リアリズム
  ２ 意識以前の意識（無）
  ３ 「無」の⾃⼰発現、⾃⼰実現
  ４ 存在との交渉の「あり⽅」
  ５ 表現作⽤に拠るこの「あり⽅」の展開としての具体的普遍の境

〔三〕作品批評の問題
  １ ⽬的的⽴場と作品との距離の関係
  ２ 批評の対⽴
  ３ 対⽴し得ないもの――作者の意企（感動）
  ４ 印象批評と公式批評
  ５ 正に実践者であり指導者であるものゝ批評
   イ、表現以前――⽣活全⾯のうちから表現にまでカツトして来たもの
   ロ、表現の吟味
   ハ、⽣活の再構成として［の］批評
     ……（後略）……（32）

 ここではそれらの引⽤は略すが、佐々⽊は、この引⽤部の以下に、上掲〔⼀〕に記して
ある夫々の詩、散⽂等の諸作品（本⽂）の⼀部を記載（引⽤）している（33）。
 ここからは、佐々⽊が考え、予定していたであろう発表内容とその構成が、読み取れ
る。この発表要項案では、佐々⽊は、⼤枠として、先ず序盤で「〔⼀〕『私達』の現場」を

「⼀つの報告」として語り、次に「〔⼆〕リアリズム綴⽅教育論」を展開し、最後に、「〔三〕
作品批評の問題」に⾔及する、という⼼積もり、発表を⾏う予定であったことが想像、推
察される。こうしてこの佐々⽊の⼿紙からは、岩⼿県綴⽅講習会に臨む、佐々⽊の事前の
構想、講習会での佐々⽊の講演内容の全体概要、その議論の組み⽴ての発想が窺える。
 そして、この⼿紙の「発表要項」を、先に参照してきた、『秋⽥魁新報』に寄稿の連載
のなかで、佐々⽊が岩⼿県綴⽅講習会で発表し議論したと報告している内容に照らしてみ
ると、この⼿紙の「発表要項」「〔⼀〕『私達』の現場」に該当する内容のことを、佐々⽊
は『秋⽥魁新報』寄稿論考で主に報告していたと考えることができる。
 具体的には、論考の「〔⼆〕」の内容は、⼿紙の発表要項の「１ 北⽅の⼦等 ⽂芸主義
との関係」に相当し、論考の「〔三〕」の内容は、「２ 光に背を向ける者」「３ 個のリア
リテとモラル」、論考の「〔四〕」の内容は、「３ 個のリアリテとモラル」、及び「４ すがた」

（34）、「５ 積極性」に相応している。
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 ⼿紙の中の発表要項案のなかで、⽴てられていた項⽬「２ 光に背を向ける者」の内容
は、⼀つは論考の「〔三〕」での、「テストと環境調査」をめぐる議論や、「⼀般教育思潮と
同様に光を求めながら殊更窓に背を向けて暗さを歎ずるやうな挙に出てはそれこそ⼀⼤事
である。」の論旨と符合するものと考えられる。そして、⼿紙の項⽬「３ 個のリアリテ
とモラル」については、論考の「〔三〕」の「主体のリアリテ」をめぐる議論、そして直接
には、論考の「〔四〕」の「まともに主体のリアリテに⽴つ限り必ず道徳性の問題をからん
で来るのが当然である。……綴⽅と修⾝とは切り離すことが出来ない……綴⽅こそ⽣きた
修⾝である。」との論旨に繋がる議論を構想したものであったとも、推察される。
 なお、⼿紙の発表要項案のなかの、「〔⼆〕リアリズム綴⽅教育論」「〔三〕作品批評の問題」
の内容については、『秋⽥魁新報』の連載論考のなかでは、その全体に論及がなされてい
なかったものと、⼀旦は捉えることができ、その意味では、この予定していた〔⼆〕〔三〕
の内容の全体が実際に発表された可能性は低いものとも、考えられよう。
 しかし他⽅、この成⽥宛の佐々⽊の⼿紙から、⼀つの可能性として、少なくとも、佐々
⽊は、岩⼿県綴⽅講習会で、「〔⼆〕リアリズム綴⽅教育論」、具体的には、ほぼ同時期に、『北
⽅教育』の掲載（連載）論考で実質的に論じていた、「２ 意識以前の意識（無）」、「３ 「無」
の⾃⼰発現、⾃⼰実現」、「４ 存在との交渉の『あり⽅』」、等を論じようとしていたことが、
推察されることは、特に注⽬される。ただし、この項⽬「４ 存在との交渉の『あり⽅』」
の内容と推察されるものが、『秋⽥魁新報』連載論考の「〔三〕」で、「それだけの知能なり、
情意なりを有つ主体が、主体をとりまくもろもろの存在、環境に対して如何様な交渉の仕⽅
においてあるか、あつたか――それが綴⽅の問題としては表現にどう保たれてゐるか――
である。」と論じられていた、と考えるとするならば、この項⽬「４ 存在との交渉の『あ
り⽅』」は、実質的に、岩⼿県綴⽅講習会の話題の⼀つにされていたとも考えられ得ると、
推量される。
 そしてまた、佐々⽊が、「〔三〕作品批評の問題」として、「作者の意企（感動）」、「表現
以前――⽣活全⾯のうちから表現にまでカツトして来たもの」、「⽣活の再構成」などにつ
いての、実質的な議論を展開しようと予定していたことが、この⼿紙から窺われることも
興味深い点である。なお、『秋⽥魁新報』連載論考の「〔四〕」で、佐々⽊は、「私たちは常
に表現作⽤に拠る主体の健康な ､ 積極的な――⽣活の再認識と再構成を志向してゐるので
ある。」と、「⽣活の再構成」に実質的に論及しており、この「〔三〕作品批評の問題」の
内容の⼀部も、岩⼿県綴⽅講習会で発表され議論された可能性も、推量される。
 佐々⽊はこの頃、機関誌『北⽅教育』に「リアリズム綴⽅教育論」を連載しており、丁度、「特
輯岩⼿」が組まれていた第 14 号には、「リアリズム綴⽅教育論（⼆）」が掲載されている（35）。
岩⼿で講習会を⾏った時期は、佐々⽊にとっては、その「リアリズム綴⽅教育論」を論じ
ていた真っ最中のことであり、佐々⽊はその⾃らの「リアリズム綴⽅教育論」を、岩⼿県
綴⽅講習会で「発表」することを予定し、北⽅教育運動の広がりの中で、それを教師の共
同研究の議論の内実に組み込もうと試みていたことは、興味深い点であると考えられる。

おわりに

 以上、本稿では、主に佐々⽊昻の『秋⽥魁新報』への寄稿連載論考の記述を辿りながら、
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その議論・叙述の内実とその特質を検討し、あわせて、1934（昭和 9）年の岩⼿県綴⽅講
習会の実質の⼀端と、そこでの佐々⽊の発表内容や議論の内容を探る作業を進めてきた。
 佐々⽊の『秋⽥魁新報』連載論考は、⾔わば、岩⼿県綴⽅講習会の報告記録でもあり、また、
実践発表の内容の紹介を⾏う研究会報告論考であり、岩⼿の綴⽅実践の状況や教師の在り
様について述べた随想の論考でもあった。
 本稿で検討した、連載論考のなかの指摘は、岩⼿での講演内容そのものを語った側⾯が
あったとも⾔え、その意味では、本稿で確かめた佐々⽊の連載論考の検討から、岩⼿の綴
⽅教師たちが、昭和九年の岩⼿県綴⽅講習会で、佐々⽊らからどのような話の内容を聴い
たのか、その⼀部がこの報告から推察されるところであった。秋⽥の「闘将」とも⾔われ
た佐々⽊昻は、1934（昭和 9）年に、岩⼿の教師たちの前で、何を語ったのか。それはど
のような意図からか。結果的に、本稿の検討作業は、この岩⼿県綴⽅講習会の実像の⼀端
に迫る作業でもあったとも⾔える。また同時にこの連載論考は、その内容からして、佐々
⽊らが岩⼿の教師たちと語り合ったこと、「北⽅地帯の同志的集団性の拡充深化」の様、
北⽅教育社と岩⼿の教師たちの連帯の動向を佐々⽊がどう捉えていたかを伺い知れる資料
でもあった。
 ⼀⽅、特にその⼀部では、実質的に、佐々⽊が他の雑誌論考で展開していた「リアリズ
ム綴⽅教育論」、「個のリアリテ」論に相当する、あるいはそれらと関連する議論がなされ
ており、その内容が岩⼿県綴⽅講習会で話された可能性もあると推察されることが確認で
きた。もしそうであれば、彼の雑誌論考を舞台とした理論的考察が、教育研究会の場で教
師たちの前で実際に語られ、その教育運動の推進に影響を与えていた可能性が考えられる。
 更に、とりわけここでは、連載論考で、「個のリアリテとモラル」との関連で、「主体の
リアリテ」と「道徳性の問題」に関する議論が展開されていたこと、そしてそこには「⽣
活綴⽅と道徳教育」への⾔及があり、佐々⽊が「綴⽅こそ⽣きた修⾝である」と述べてい
たことを確かめ得た点に、⼤きな意義があった。これは⾔わば、〈⽣活綴⽅と道徳教育〉（及
びそれらの相互関連）という、古くて新しい、根源的問題にかかわる論点である。その佐々
⽊の議論の内実については、以後検討してゆく課題としていきたい。
 最後に、本稿での検討に関連する、今後に残された検討課題について、更にその幾つか
を挙げておきたい。
 先ず、先に⾒た、『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』において、その所収の佐々⽊の成⽥宛
て⼿紙「綴⽅講習会発表要項」の注記には、「この要項のうちの「〔⼀〕私達の現場」の内
容は、佐々⽊昻「綴⽅教育に於ける北⽅的営為」（『実践国語教育』⼀九三四年⼋⽉号）と
して⽂章化。（太）」と記されている（36）。次稿以降での検討課題の⼀つは、岩⼿県綴⽅講
習会のすぐあとの約 2 か⽉後に雑誌に掲載された、この佐々⽊昻の論考「綴⽅教育に於け
る北⽅的営為」（37）の記述の中⾝と、本稿で取り上げた、岩⼿での綴⽅講習会の講演内容
の報告という側⾯を持つ、佐々⽊の『秋⽥魁新報』寄稿論考「岩⼿の教育」の記述とのあ
いだにどのような関連、共通点・相違点があるかなどを探り、⽐較し確かめることである。
両者は、いずれも、岩⼿県綴⽅講習会での講演内容を⽂章化したもの、あるいは同講習会
に向けて準備した内容であったとしても、それらのあいだには異なる記述部分が⾒られる
ことが予想される。その詳細を厳密に⽐較検討することが、今後に残されている課題の⼀
つである（38）。その意味で、本稿で検討したこの「秋⽥魁新報」寄稿論考の、研究（資料）
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上の価値や、その読み取りへの新たな視点は、それらの記述内容の相互⽐較・吟味の末に、
新たに⾒えてくるものであるかもしれない。したがって、上記に関連して、本稿で対象と
した資料・論考が、佐々⽊の⾔説に占める位置（そして佐々⽊昻研究に占める意義）を考
察することも、あわせて今後の課題と⾔わなければならないところである。
 この「秋⽥魁新報」寄稿論考は、管⾒の限りでは先⾏研究の中ではこれまで検討の対象
とされてこなかった論稿内容であり、佐々⽊の「個のリアリテ」論の解釈、特に「個のリ
アリテとモラル」の問題に関する佐々⽊の捉えや理解に関わるものとして重要であろうと
考えられ、それ故に更に検討の余地を今後に残している。したがって、佐々⽊昻の論じる

「個のリアリテ」概念、「個のリアリテとモラル」の問題に迫る視点を、この連載論考から
どう抽出し、この連載論考と雑誌『北⽅教育』の中の佐々⽊の⼀連の「リアリズム綴⽅教
育論」との関連を、どう捉えるかについて検討することもまた今後の重要な課題となる。
 更に、「岩⼿県綴⽅講習会」そのものの実際、その歴史的事実についても、解明が⼗分
でなく、未だ不明な点が多いものと思われる。当事者の記録（当事者の当時の記録・報告
⽂等）の資料探索も含め、資料を基に実証的に検証・解明することもまた、以後の課題と
なる。岩⼿県綴⽅講習会の主催はいかなる団体・組織（⼈物）か、「主催」と準備を進め
たとされる及川晃の経歴や⾔動などについても不明な点が多く、確かめてゆく必要がある

（39）。同会はどういう内容のものだったのか、また、開催校の花城尋常⾼等⼩学校の校⻑・
三⽥憲の関与・庇護の如何（40）、そしてその後の岩⼿の⽣活綴⽅実践の展開に与えた影響、
当時の岩⼿の実践者・吉⽥農らの受け⽌め⽅等の詳細について、吉⽥六太郎らの記録・論
考などに改めて学びながらも（41）、その実像を丁寧に追い、確かめてみたい。それらの作
業は、戦前の北⽅教育運動の⼀側⾯、岩⼿の戦前⽣活綴⽅運動の⼀局⾯を探ること、また
戦後岩⼿の⺠間教育研究運動の⼀つのルーツを探ることにも、つながるものとなるであろ
う。
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励ましをいただいた。ここに記して謝意を表したい。
＊本稿は、JSPS 科研費 22K02251 の助成を受けたものである。

【註】

（1）例えば、佐藤広和・伊藤隆司編『佐々⽊昻著作集（全 1 巻）』（無明舎出版、1982 年）、佐藤廣和『⼦
どものなかの未来をつかむ―⽣活表現と教育―』（⽂理閣、2023 年）、参照。なお、佐々⽊昻の略歴や先
⾏諸研究等については、前掲『佐々⽊昻著作集』（同書所収の、佐藤広和・伊藤隆司の論考「佐々⽊昻研
究」、及び「佐々⽊昻著作年譜」所収）のほか、拙稿「⽣活綴⽅と戦後社会科・再考―勝⽥守⼀の⽣活綴
⽅論への着⽬から―」（『岩⼿⼤学教育学部研究年報』第 77 巻、2018 年）、拙稿「北⽅教育社同⼈の『佐々
⽊昻』論―戦後初期〜 1950 年代の回想記録等から―」（『岩⼿⼤学⼤学院教育学研究科研究年報』第 10 巻、
2026 年）、等を参照されたい。

（2）佐々⽊昻「岩⼿の教育―主として綴⽅について―」（（⼀）〜（四））（『秋⽥魁新報』1934・昭和 9 年
7 ⽉ 4 ⽇〜 7 ⽇（⼣刊））。
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（3）伊藤隆司「佐々⽊昻の⼈と⾏動」（前掲、『佐々⽊昻著作集』所収）277 ⾴。
（4）このことについて、筆者が、『佐々⽊昻著作集』の編集の⼀⼈、佐藤廣和⽒に質問を⾏ない、事情等
を直接伺ったところ、当時の資料探索・確認条件の困難な状況とあわせて、ここに記載のような「⾒落とし」

（⾒逃し）の可能性に関して、⽰唆を得たところである（2026 年 1 ⽉ 27 ⽇・e-mail による）。そうであれば、
この佐々⽊の『秋⽥魁新報』寄稿記事は、何らかの理由・意図から、著作集への収録から除外されたとい
うわけではない、ということになる。

（5）前掲、『佐々⽊昻著作集』373 ⾴。
（6）前掲、『佐々⽊昻著作集』377 ⾴、及び 264-270 ⾴。
（7）伊藤喜助『教師の群像』（杜陵印刷、1983 年 8 ⽉ 1 ⽇発⾏）229-231 ⾴。同書で伊藤が引いている佐々
⽊昻の寄稿論考の⼀部分は、本稿で引⽤している、筆者が確認した 1934（昭和 9）年 7 ⽉ 4 ⽇〜 7 ⽇の 4
回の連載の記事内容と、同⼀のものである。なお、この「秋⽥魁新報に六⽉⼀三⽇から四⽇間」という指
摘に関して、秋⽥市⽴中央図書館明徳館に所蔵（マイクロフィルム）の『秋⽥魁新報』6 ⽉ 13 ⽇前後の
記事を参照するも、そこには管⾒の限りでは佐々⽊昻の論考は確認できなかった。なお、後に確認する通り、
佐々⽊の連載論考の 4 回⽬の記事の末尾には、「（了） 六、⼀六」と記されていた。連載の他の 3 つの記
事の末尾には執筆年⽉⽇の記載は無く、ここから推察するに、伊藤（及び吉⽥）は、ここから逆算して 6
⽉ 13 〜 16 ⽇の 4 ⽇間の新聞掲載と推察したものとも考えられる。しかし、この「（了） 六、⼀六」が脱
稿⽇を意味するとすれば、それをすぐさま新聞掲載⽇と考えることは難しいと思われる。

（8）なお、関連して、吉⽥六太郎の論考「岩⼿の⽣活綴⽅群像・その歩み」の中にも、「佐々⽊昻は、帰
県後直ちに『秋⽥魁』紙上に四⽇間にわたって花城集会のようすを書いている」との⾔及があり、またそ
の注記には、吉⽥は「『秋⽥魁』紙 ⼀九三四年六⽉⼀三・⼀四・⼀五・⼀六⽇」と記しており、前記の
伊藤『教師の群像』を参照・引⽤したものと推察されるが、伊藤が佐々⽊の記事内容を引⽤した箇所から
の孫引き、あるいは論旨要約と思われる吉⽥の引⽤（重引）箇所については、伊藤の記述とは異なる、不
正確・不明瞭なところがある（吉⽥六太郎「岩⼿の⽣活綴⽅群像・その歩み」⽩い国の詩編『北⽅の児童
⽂集 岩⼿編』東北電⼒株式会社発⾏、1993 年、所収、626 及び 636 ⾴）。

（9）「北⽅教育 魁分記事 逆年次順（補⾜）（58.3.11）」（秋⽥⼤学附属図書館所蔵）（横書き 400 字詰め
原稿⽤紙に⼿書き、全 4 ⾴。作成者は記載がなく不明）。この記事⼀覧表の 4 ⾴に以下の記載がある。
   「岩⼿の教育―主として綴り

（ママ）
⽅について― 佐々⽊昻

            〃             （⼀） 昭 9-7-4 ⼣ 4-4
            〃             （⼆） 〃 7-5 ⼣ 3-6
            〃             （三） 〃 7-6 ⼣ 4-6
            〃             （四） 〃 7-7 ⼣ 4-4」
なお、当該部分には、「殆んどが秋⽥県綴り⽅の内容」との⼿書きの添え書きがある（記載者の明記なし）。

（10）例えば、阿部真『岩⼿の教師・その伝統―⺠研岩⼿班共同研究―』（富⼠屋印刷所、1979 年）229-235 ⾴、
伊藤喜助『教師の群像』（杜陵印刷、1983 年）221-233 ⾴、吉⽥六太郎「岩⼿の⽣活綴⽅群像・その歩み」

（⽩い国の詩編『北⽅の児童⽂集 岩⼿編』（東北電⼒、1993 年、所収）623-627 ⾴、等参照。
（11）例えば、鈴⽊正之「北⽅教育社のころ〔6〕―北⽅的結集への活動―」（教育科学研究会編『教育』
№ 237、1969 年 7 ⽉）103-105 ⾴、北⽅教育懇話会編著『秋⽥の北⽅教育史』（秋⽥県教職員組合、1964 年）
36-41 ⾴、⼾⽥⾦⼀『秋⽥県教育史 北⽅教育編』（みしま書房、1979 年）336-340 ⾴、参照。

（12）成⽥忠久「『北⽅教育』覚え書」（『⽣活綴⽅と作⽂教育』⾦⼦書房、1952 年、所収）270-271 ⾴。
（13）「佐々⽊昻著作年譜」（前掲、『佐々⽊昻著作集』所収）372 ⾴。
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（14）ただし、岩⼿県綴⽅講習会そのもの、及びその教育史的意義についての直接的な検討を主題とする
本格的な研究は未だ⼗分でなく、その実際の姿を記録している第⼀次資料や、当時の報告記録についても、
明らかになっていないところもあり、その全貌が資料実証的に⼗分に解明されているとは⾔い難く、以後
の更なる調査・研究の余地があると⾔える。本稿では、「岩⼿県綴⽅講習会」そのものの実際についての
資料実証的な検討、また岩⼿の綴⽅教師たちの受け⽌め⽅や、その後における昭和戦前期岩⼿の綴⽅実践
に与えた影響などについての検討には⽴ち⼊らず、別途、稿を改めて論じたい。

（15）成⽥忠久監修、⼾⽥⾦⼀・太郎良信・⼤島光⼦編著『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』（教育史料出版会、
1999 年）のなかの、及川晃より成⽥忠久ほか宛て⼿紙のその傍注（補注）では、「岩⼿県稗貫郡部会主催
綴⽅講習会（六⽉九⽇〜⼀〇⽇、花城校）に成⽥忠久、加藤周四郎、佐々⽊昻、⽥村修⼆らが講師として
招かれていた。なお、主催者の『稗貫郡部会』とは及川の『岩⼿県部会』の⽤法（〔〇三

（ マ マ ）
九〕参照）から

判断して北⽅教育社稗貫郡部会の意とみられる。（太）」と記している（太郎良信の⾒解）（96 ⾴）。⼀⽅、
同書『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』所収の資料、「〔〇四六〕」を参照すると、及川晃の成⽥忠久あて⼿紙

（「七⽉⼆⼗⼋⽇」）には、「岩⼿県部会創⽴記念号原稿について」「岩⼿県部会ノ活動⼆関シ」などの表現
がある（110-115 ⾴）。こうしたことから、「稗貫郡部会」とは、（「岩⼿県教育会」の稗貫郡部会というこ
とではなく、）北⽅教育社の稗貫郡部会と捉えることができると⾔える（96 ⾴）。なお、この及川晃（当時、
花城尋常⾼等⼩学校訓導）の活動・動向の実際、「稗貫郡部会」「岩⼿県部会」などの実際やその後の顛末
については、不明な点が多く、今後の検討課題としたい。

（16）なお、例えば、昭和戦前期の和賀、⽔沢地域で⽣活綴⽅教師として活躍した吉⽥農は、戦後、「⼀九六〇
年⼀⽉、第三回岩⼿教科研究会［岩⼿教育科学研究会のことか…引⽤者注］」に参加し、「私たちの歩み」
という発表を⾏い、岩⼿県綴⽅講習会での佐々⽊らの報告への「感動」を語っていたとされる（伊藤、前
掲『教師の群像』325 ⾴）。その講演記録は、例えば、岩⼿の教育物語編集委員会『岩⼿の教育物語―昭
和史をつづる 1000 ⼈の証⾔―上巻』（岩⼿県教育弘済会、1991 年）176 ⾴に、ほぼその全⽂の引⽤・再
掲がある。その吉⽥が戦後に回想として語った、岩⼿県綴⽅講習会の、内実・実際の⼀端を、佐々⽊の『秋
⽥魁新報』寄稿論考は、語っているものである、とも⾔えよう。なお、関連して、拙稿「1935 年前後に
おける北⽅教育運動の⼀断⾯―吉⽥農の⼀論稿から―」（岩⼿⼤学教育学部社会科教育科編『岩⼿⼤学⽂
化論叢』第 7・8 輯、2009 年）を、あわせて参照されたい。

（17）佐々⽊昻「秋⽥の北⽅教育運動」（『教育』第 7 巻第 10 号、1939・昭和 14 年 10 ⽉）、117-118 ⾴。なお、
ここに佐々⽊が記している、「北⽅教育の岩⼿⽀部を創⽴し、岩⼿⽂選を発⾏することにした」という点
については、後述の通り未だ不明な点があり、その実際的展開についての検討は、今後の検討課題となる。

（18）北⽅教育社（成⽥忠久編）『北⽅教育』第 14 号、1934・昭和 9 年 8 ⽉ 26 ⽇発⾏）。「特輯岩⼿」欄は、
53-66 ⾴。なお、53 ⾴には「講習会控室」で撮影された、15 名の集合写真が掲載されている。

（19）ＸＹＺ「岩⼿講習スナツプ」（前掲、『北⽅教育』第 14 号）、66 ⾴。 
（20）⽥村修⼆「北⽅性の展開―岩⼿県綴⽅講習会―」（前掲、『北⽅教育』第 14 号）、55 ⾴。
（21）「編輯室」（前掲、『北⽅教育』第 14 号）、71 ⾴。
（22）佐々⽊昻「岩⼿の教育―主として綴⽅について―（⼀）」（『秋⽥魁新報』「昭和九年七⽉四⽇（⽔）」⼣
刊（三⾯））。なお、連載１〜４の各原稿番号の括弧は、１が（ ）で、２〜４が〔 〕で表記されている。

（23）佐々⽊昻「岩⼿の教育―主として綴⽅について―〔⼆〕」（『秋⽥魁新報』「昭和九年七⽉五⽇（⽊）」⼣
刊三⾯）。なお、同⽇の新聞⼀⾯には、岡⽥新内閣成⽴の記事が載っている。

（24）この⼆篇の具体的な吟味・検討にはここでは⽴ち⼊らず、別途後⽇に期したい。なお、この⼆篇の
作品への「感動」は、例えば、岩⼿の吉⽥農の回想にも表されているものである（前掲、吉⽥農「私たち
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の歩み」（前掲、『岩⼿の教育物語（上巻）』）176 ⾴、参照）。
（25）佐々⽊昻「岩⼿の教育―主として綴⽅について―〔三〕」（『秋⽥魁新報』「昭和九年七⽉六⽇（⾦）」
⼣刊（四⾯））。

（26）なお、佐々⽊昻の「個のリアリテ」概念については、拙稿「『⼦ども理解』の視座としての『個のリ
アリテ』―佐々⽊昻の『リアリズム綴⽅教育論』から―」（⽇本臨床教育学会編『臨床教育学研究』第 14 号、
2026 年）を参照されたい。

（27）⽊村⽂助『悩みの修⾝』（厚⽣閣、1932・昭和 7 年）。同書の冒頭の「序」の中には、次のような記
述がある。「修⾝と綴り

（ママ）
⽅とは、⼈性

（ママ）
の、或る深い所を覘つてゐる点に於て⼀致してゐると信ずる。児童

の真実の叫びは綴り⽅に現れる。綴り⽅は、精神内容を的確に表現した具体の証書である。その引き出し
たものを捉へて、正しく発展させるやう、修⾝はそこに⽴脚してゐるものでなければならない。時間と仕
事は別々であつても、本領はそこにある。それ程、両者は密接の関係をもち、対⼈⽣的態度を作る上、全
教育の上に重⼤な役割を演じてゐるのである。」（3 ⾴）。これら⽊村の同書での所論と、佐々⽊昻の「綴⽅
と修⾝」に関する所論の関係、等々の検討作業は、今後の課題としたい。

（28）佐々⽊昻「岩⼿の教育―主として綴⽅について―〔四〕」（『秋⽥魁新報』「昭和九年七⽉七⽇（⼟）」
⼣刊（四⾯））。

（29）同書に掲載・所収の当該⼿紙の末尾「六⽉〈推定〉」と記されている、当該箇所の傍注には、「原書
簡には発信年⽉⽇未記載。内容からみて、六⽉と推定。（太）」と記載がある（前掲、『⼿紙で綴る北⽅教
育の歴史』104 ⾴）。

（30）なお、同書の当該⼿紙の脚注では、この佐々⽊の成⽥宛⼿紙に、「綴⽅講習会発表要項」の⾒出しが
つけられている（前掲、『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』96 ⾴）。

（31）なお、同⼿紙資料の、当該記述箇所の脚注には、「原⽂は謄写刷り。（ ）部分はペン書きで追加した
もの。（⼾）」（執筆は⼾⽥⾦⼀）と記されている（前掲、『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』97 ⾴）。

（32）前掲、『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』96-98 ⾴。
（33）ただし、そこには、上掲の〔⼀〕に⽰されている作品に加えて、「はとば」という散⽂が加えられ、
また⼀⽅で、上掲〔⼀〕で⽰されている、散⽂の「職業」の記載（引⽤）は、ここにはなされていない。
これら以外については、〔⼀〕に記載の諸作品が、記載（引⽤）されている。

（34）ただし、連載論考の「（⼀）」のなかで、「すがた」について、「こゝでは先づ私達現場の⼦供たちの『す
がた』を語る必要があると思はれたので」と記しており、発表要項案の「４ すがた」は、「１ 北⽅の⼦等」
の 3 つの詩との関連で語られた可能性があるものとも推察されよう。

（35）前掲、『北⽅教育』第 14 号、9-14 ⾴。なお、同論考末尾には「昭和九、六［、］⼀」とある。
（36）前掲、『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』96 ⾴。あるいは逆に、佐々⽊が、「綴⽅講習会発表要項」を考
える以前から、論考「綴⽅教育に於ける北⽅的営為」の執筆内容を構想（をあるいは⽂章化し、既に原稿
を書き上げて投稿）しており、それを岩⼿県綴⽅講習会の発表要項にしていったという可能性もあり、太
郎良信が⽰した⾒解のように発表要項内容を「⽂章化」した、と⾔うことができるか否かについても、そ
の執筆・投稿時期との関わりで、検討を要するものと考えられる。あるいは、この『秋⽥魁新報』への連
載論考の執筆⽇（あるいは脱稿⽇）の「六、⼀六」からして、同連載論考を、のちに雑誌論考「綴⽅教育
に於ける北⽅的営為」（同年 8 ⽉発⾏）として加筆・リライトした可能性があるとも、捉えられ得る。も
しそうだとするならば、論考「綴⽅教育に於ける北⽅的営為」は、岩⼿県綴⽅講習会の発表内容の報告と
して（記述されたものとも）読むこともできるのかもしれない。

（37）佐々⽊昻「綴⽅教育に於ける北⽅的営為」（『実践国語教育』第１巻第５号、1934 年 8 ⽉）74-78 ⾴。
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（38）例えば、佐々⽊は、論考「綴⽅教育に於ける北⽅的営為」の「個のリアリテとモラル」の項のなかで、
児童詩「不景気」に触れ、作品における「不道徳性」をめぐる議論を展開しているが（76 ⾴）、この連載
論考では、新聞記事ということで紙幅の都合故もあろうか、その議論には論及していなかった。

（39）前掲の『⼿紙で綴る北⽅教育の歴史』では、及川晃の⼿紙の内容から、その「主催」は「北⽅教育
社稗貫郡部会」と特定しているが（96 ⾴）、及川の機関誌発⾏等の企てはその後⾏き詰っていたとの指摘
もあり（例えば同書 162 ⾴、203 ⾴）、同部会も実質的に存在し機能しているものであったのかなども、
資料実証的に検証してみる必要があるであろう。

（40）校⻑・三⽥憲に関しては、例えば、拙稿「昭和戦前期『遠野教育』の実践理念について」（『岩⼿⼤
学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要』第 2 号、2003 年）48-49 ⾴を参照されたい。

（41）例えば、吉⽥六太郎「岩⼿県⽣活綴⽅教育運動史―その⾏動を概説する―」（⽇本作⽂の会編『作⽂
と教育』第 17 巻第 13 号、1966 年 12 ⽉）、吉⽥六太郎・藤沢靖「岩⼿の⺠間教育運動史抄―北の教師の
⽣き⽅をさぐる―」（教育科学研究会編『教育』№ 442、1984 年 8 ⽉）、参照。
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課題設定

 本稿の⽬的は、学びの多様化学校（１）における勤務経験を通じて得られた実践知が⼈事
異動を通じて他校へ普及する可能性を検討することである。具体的には、学びの多様化学
校から他校に転出した教職員を対象に、転出先の学校にいかなる変化をもたらしうるのか
について事例調査を通じて明らかにする。本研究で得られる知⾒は、不登校を経験した⼦
どもたちが通いたいと思える学校づくりから得られた実践知が学びの多様化学校に留まる
ことなく、他校へ普及する際の条件や課題の解明につながると考えられる。
 学びの多様化学校とは、学校教育法施⾏規則第 56 条にもとづき、⽂部科学⼤⾂の指定
により不登校児童⽣徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する学校を
指す。2016 年 12 ⽉ 17 ⽇に成⽴した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育
の機会の確保等に関する法律」第 10 条にもとづき、不登校児童⽣徒の実態に配慮して特
別に編成された教育課程に基づく教育を⾏う学校の整備及び当該教育を⾏う学校における
教育の充実のために必要な措置を講ずることが国及び地⽅公共団体に対する努⼒義務と
なっている。
 2023 年 6 ⽉ 16 ⽇に閣議決定された第 4 期教育振興基本計画（2023 年度から 2027 年度）
では、各都道府県・政令指定都市での 1 校以上の設置を今期計画期間内に進め、将来的に
は分教室型も含めて全国で 300 校の設置が⽬指されている。2025 年 11 ⽉現在、設置形
態別でみれば全国に 59 校・コースカ所が学びの多様化学校として指定されている（２）。
 学びの多様化学校の第⼀義的な役割は、不登校を経験した⼦どもたちに対する学習機会
の保障や社会的⾃⽴への⽀援である。同時に、2023 年 3 ⽉ 31 ⽇に公表された「誰⼀⼈取
り残されない学びの保障に向けた不登校対策」（COCOLO プラン）で描かれているとおり、
学びの多様化学校におけるノウハウの他校への普及も期待されている。
 ところが、授業時数の削減を含む不登校を経験した⼦どもの実態に配慮した教育課程と
いう特殊な状況での実践を通じて得られたノウハウが他校でどのように活⽤されているの
かについて現状では明らかになっていない。そこで、定期的な⼈事異動が不可避な公⽴学
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校を対象として、学びの多様化学校勤務経験者の他校への異動に伴い学びの多様化学校で
得られた実践知が転出先の学校にいかに移転及び受容され、教育実践の変化を⽣み出して
いるのかについて事例調査にもとづいて検討する。

先⾏研究の検討

 本稿が対象とする学びの多様化学校に関する先⾏研究については、教育特区として設置
された不登校特例校を含めて多岐にわたる。
 不登校特例校における教育課程や不登校特例校を含む⾃治体における⽀援のネットワー
クに注⽬した後藤（2014）及び後藤（2016）を嚆⽮として、実践者による学びの多様化
学校における教育的価値に関する考察もみられる（髙垣 2023）。また、学びの多様化学校
の設置主体である教育委員会を対象として、設置過程における議論や教育委員会の主導性
に対する知⾒が蓄積されている（俵 2022；俵 2024）。
 学びの多様化学校における教職員の学びや変容に焦点を当てた知⾒として、奈良県⼤和
郡⼭市に設置されている学科指導教室 ASU（現郡⼭北⼩学校・郡⼭中学校分教室 ASU）
での勤務経験を有する當嶋（2015）は、学校では当然とされてきたことが ASU では通⽤
しない場⾯があることや、⼦どもの⾏動を悪い⽅に受け⽌めていたことに気づき⾃⼰と向
き合った教職員のエピソードが記されている。
 学びの多様化学校における実践から学校づくり全般への⽰唆を引き出す先⾏研究とし
て、塩瀬隆之は岐⾩市⽴草潤中学校を事例として、学びの多様化学校づくりから得られる
実践知を抽出している。塩瀬は草潤中学校に勤務した教職員へのインタビュー調査を通じ
て、他校でも転⽤可能な要素として以下の 3 点をあげている（塩瀬 2025：122）。

〇⼦どもが⾃分の状況に応じて学びに参画できる多様な選択肢を準備し、その選択を⼦どもに委ねる
こと
〇⼀⼈ではなく、複数の⽬で、⼦どもを⾒守ることと⼦どもと「ともに」学校の「より良い」を創る
機会・接点をつくること
〇⼦ども中⼼の教育実践を前提とした「同調」「個別対応」ではない「多様性の受容」を軸にした学
校づくりを⽬指すこと

 草潤中学校の実践は柔軟なカリキュラム編成と⼗分な S ／ T ⽐（教員⼀⼈当たりの⽣
徒数）に⽀えられているとしつつも、塩瀬は登校スタイルや⾃分に合った学び⽅といった

「学校側が決めるという半ば思い込みにも似た数々の条件を、⽣徒⾃らの選択に取り戻す」
（塩瀬 2024：120）ことは、公⽴学校で⼗分実現できると指摘している。
 ⼀⽅で、管⾒の限りでは学びの多様化学校での勤務経験者が転出先の学校に与えた影響
やその過程に焦点を当てた先⾏研究はみられない。学びの多様化学校から創造される実践
知の普及が期待されるなか、学びの多様化学校における勤務経験を有する教職員が転出先
の教育実践にどのような影響を与えているのかが具体的に明らかにされる必要がある。
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分析枠組

 本稿では、学びの多様化学校勤務者による実践知の伝達と受容の過程について、主に組
織間の知識移転研究を参照する。
 中⻄善信は、知識移転を「送り⼿から受け⼿へある経路を経由して知識が移転され、受
け⼿の成果に影響を及ぼすとともに、移転された知識が受け⼿のルーチンに統合されるプ
ロセス」（中⻄ 2018：15）と定義する。知識移転のプロセスと構成要素は図 1 の通りである。

図１ 知識移転のプロセスと構成要素
（出典）中⻄（2018）129 ⾴。

 上記の中⻄の定義を共有する教育分野における先⾏研究として、畑中（2015）及び福⽥・
前川・畑中（2018）がある。
 畑中（2015）は教職員の多忙化や教員年齢構成の変化に伴い、学校組織で培われてき
た「組織改善を果たすアイディアやノウハウ」（畑中 2015：14）としての知識の創造・継
承が困難な状況にあることに鑑み、単位学校を中⼼とした知識の創造・継承から学校組織
間で⾏われる知識移転を可能とする「知識移転チャンネル」を検討している。畑中は、あ
る⾼校教師によってなされたカリキュラムマネジメントの事例分析をもとに、教員の異動
を知識移転チャンネルとして仮説的に⾔及している。加えて、学校組織で移転する「知識」
とは何か、いかにして学校組織・教員に伝播するかを研究課題として指摘する。
 福⽥・前川・畑中（2018）は、⻑崎県における⾼等学校の⽂化活動の展開を事例として、
県単位の⽂化活動の組織化に加えて全国⾼校総合⽂化祭の開催に伴い導⼊されたノウハウ
の学校への波及過程を分析している。県総合⽂化祭という実践を伴い県の⾼校⽂化連盟事
務局という組織を媒介する学校組織間の知識移転を可能とした要因として、アイデアやノ
ウハウを蓄積し各学校や各地域をつなぐ組織の存在と、教員の⼈事異動があげられている。
畑中（2015）及び福⽥・前川・畑中（2018）では教員の⼈事異動が知識移転のチャンネ
ルや知識移転の⼀因として指摘されているものの、その過程や条件については検討の余地
が残されている。
 新たな知識をもとに学校組織のルーチンが変わる営みは、学校におけるイノベーショ
ンとして捉えることができる。天笠（1983）は、学校におけるイノベーションについて、
学校組織の特性を踏まえたイノベーションの規定要因及びイノベーションの過程に関する
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分析枠組を提⽰している。学校組織の特性として、（１）学校は単なる知識の受け⽫では
なく主体的、創造的な意思決定を下しうる組織であることに加えて、（２）個々の教員の
専⾨性や主体的な判断が尊重される傾向にあること、（３）協働意欲に⽀えられて教育活
動が展開される組織として統⼀した意思決定を形成していく機能を有すると述べている。
 学校におけるイノベーションの規定要因として、天笠は「学校の客観的条件」、「コミュ
ニケーション・チャンネル」、「学校の組織⾵⼟」、「教師（集団）の信条システム」、「イノベー
ションの遂⾏⽅略」を提⽰し、「コミュニケーション・チャンネル」の数や特性、イノベー
ションに対する「学校の組織⾵⼟」、イノベーションや教職などについて有する「教師（集
団）の信条システム」を重視する。天笠はイノベーションの過程では「送り⼿のイノベー
ションの価値に関する認識が、受け⼿側の教師（集団）の信条システムの中にどのように
位置づくかによって、イノベーションの展開過程も様相を異にするものと予想される」（天
笠 1983：60）と指摘する。
 分析対象である知識及び実践知について、本稿では知識創造と知識実践の往還について
体系的に論じる野中・⽵内（2020）を参照する。野中・⽵内（2020）は、知識を「ある
特定の状況や⽂脈において、他者や環境との相互作⽤を通じ、⼈々によって創造され、実
践される、正当化された真なる信念」（野中・⽵内 2020：105）と定義する。また、実践
知を「経験によって培われる暗黙知であり、賢明な判断を下すことや、バリューとモラル
に従って、実情に即した⾏動をとることを可能にする知識」（野中・⽵内 2020：39）とする。
アリストテレスによる知識の類型を踏まえ、野中・⽵内（2020）は客観的・科学的な知識（エ
ピステーメー）や技術的な知識（テクネー）ではなく、実践知の理念型をフロネシスに求
めている。
 上記の通り、ある状況や⽂脈における個⼈の主体的な実践に基づいて獲得・創造される
信念であり、実情に則して懸命な判断を下すことを可能にする実践知の定義に従えば、学
びの多様化学校における勤務経験者は不登校の経験がある⼦どもへの理解や⽀援に対する
深い理解だけでなく、学びの空⽩がある⼦どもたちに学びを保障するための様々な⼿⽴て
を獲得しているとともに、⼦どもの実情に応じて賢明な判断が下せるものと予想される。
 しかしながら、実践知が特定の状況や⽂脈で獲得・創造されるからこそ、状況や⽂脈が
異なる組織に移転するのは容易ではない。なぜなら、暗黙知を表出化して形式知に転換す
ることで知識を異なる⽂脈において共有できるとしても、表出化の過程で「捨象されるも
の中には、関連知識、⽂化、価値観、あるいは経営システムといった⽂脈が含まれていて、
移転された形式知だけでは、本来の知識の価値をもたらさないことがある」（⽯塚 2005：
32）ためである。⽯塚（2005）は、移転された形式知が本来の価値を発揮するためには、
移転先においても同様の⽂脈を補うか、暗黙知を⼀括して移転させる必要があるとする。
⼈事異動によって転出した教職員による知識移転を分析対象とする場合、暗黙知を⼀括し
て移転させるという⽅策は選択し得ない。したがって、異動先の学校における知識移転に
際しては、知識の送り⼿による⽂脈の補完に着⽬してその遂⾏⽅略を検討する必要がある。
加えて、知識の受け⼿の主体性や「教育経営学研究では、経営過程および管理職に代表さ
れる経営過程の中⼼的アクターが主たる研究対象となっていることが多く、教育実践の主
たるアクターである教師さらに⼦どもがその枠外に置かれてしまっていることが多いとす
る問題提起も継続的に存在する」（照屋 2023：208）という指摘を踏まえて、知識移転に
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おける教職員の受容過程や実践の変化を視野に⼊れた調査が求められる。

⽅法

 本稿では 2024 年度に校⻑として⼤和町⽴吉⽥⼩学校（３）に就任した⽣出真理校⻑に対す
るインタビュー調査に加えて、知識の受け⼿にあたる吉⽥⼩学校の教職員 4 名に対するイ
ンタビュー調査を⾏った。⽣出校⻑は、2023 年 4 ⽉に開校した公⽴の⼩中⼀貫型の学び
の多様化学校である⽩⽯市⽴⽩⽯南⼩学校・⽩⽯南中学校（通称⽩⽯きぼう学園、宮城県
⽩⽯市）の開校時に⼩学校の教頭を勤め、1 年間の勤務経験を経て校⻑職として転出した。
 調査の概要は表 1 の通りである。本稿ではインタビュー調査で得られた証⾔に加えて、
訪問時に提供された資料や吉⽥⼩学校のホームページから得られる情報を分析資料とした。

表１ 調査の概要

（注）個⼈の特定を避けるため、本稿ではグループインタビューに協⼒を得た教職員を⽣出校⻑の着任前
から在籍していたかどうかのみを属性情報として扱う。

 なお、本稿に係る調査は「岩⼿⼤学における⼈を対象とする研究実施計画」に基づく倫
理審査を経て実施している（承認番号；第 202444 号）。インタビューにあたっては事前
に⽬的や趣旨について説明を⾏い、同意書への署名を得てから実施した。また、本稿での
掲載にあたり、⽒名の公表や引⽤箇所について事前に確認を得ていることを付⾔する。
 ⽣出校⻑着任後の吉⽥⼩学校における変化を理解する前提として、⽩⽯きぼう学園の概
要を若⼲補⾜する。⽩⽯きぼう学園は「10 年後、20 年後の社会で活躍する⼦供の育成」
を学校教育⽬標に掲げている。学校経営⽅針は「学校の主役は⼦供たち」であり、「⼦供
の周りの様々な⼤⼈のチーム⼒で⼦供が育つ⽩⽯きぼう学園をつくる」ことが⽬指されて
いる。「学校の主役は⼦供たち」という学校経営⽅針のもと、学ぶ内容や場所の選択を含
めて、⼦どもの声を聴くことや⼦どもの⾃⼰決定が重視されている。
 学校教育⽬標や学校経営⽅針と並んで、「今のあなたを認め、受け⼊れる」、「学校らし
くない学校」というコンセプトも⽩⽯きぼう学園の特徴として⾔及される。その具体化と
して、新設科⽬における学び直しの時間（「⽩⽯タイム」）をはじめ、授業中の⼀時的な離
席（クールダウン）が認められていることや、制服の指定や定期テストの実施がないこと
などがあげられる。また、2023 年度の開校時には⼊学式（新たな⾨出を祝う会）と卒業
式以外の学校⾏事は計画されておらず、⼦どもたちの主体性や希望にもとづいて実施の有
無や内容が企画・実施された。

インフォー
マント ⽣出真理校⻑ 吉⽥⼩学校の教職員 4 名

⽇時 2025 年 3 ⽉ 27 ⽇・2025 年 12 ⽉ 23 ⽇ 2025 年 12 ⽉ 23 ⽇
録⾳時間 1：30：22 1：52：11

備考
2025 年 12 ⽉ 23 ⽇訪問時は録⾳ではな
く筆者のメモを分析資料としている。

⽣出校⻑の着任前からの在籍者 2 名（A
先⽣、B 先⽣）及び⽣出校⻑と同年度
に着任した 2 名（C 先⽣、D 先⽣）。
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結果

 ⽩⽯きぼう学園での勤務経験を有する⽣出校⻑が吉⽥⼩学校に移転した実践知として、
「学校の主役は⼦どもたち！」（４）という学校経営⽅針の継承が注⽬される。本稿では、学
校経営⽅針にもとづく⼀⼈⼀⼈の声をいかした学校づくりとともに、傾聴と共感の⽂化を
育む「探究の対話（p4c；Philosophy for Children）」、不登校の状態にある⼦どもへの⽀
援の在り⽅に注⽬して、知識の送り⼿による遂⾏⽅略と受け⼿の認識や実践の変化につい
て記述する。また、これらの実践の導⼊や変化を可能とした⽣出校⻑による学校経営⼿法
も記述する。

（１）実践知の形成過程と受け⼿の認識
 ⽣出校⻑による知識移転のうち最も特筆されるのが「学校の主役は⼦どもたち！」と
いう学校経営⽅針であり、⽩⽯きぼう学園と通底する学校経営⽅針が掲げられている。
2024 年 4 ⽉ 4 ⽇に開催された職員会議資料において、⽣出校⻑によって⼤切にしたいこ
との筆頭としてあげられているのが「学校の主役は『⼦どもたち』」であった（５）。同資料
では、「学校の主役は『⼦どもたち』」という項⽬に関して、「⼦どもに任せる・⼦どもが
選ぶ・決める場を設定する（授業・学級経営・クラブ・委員会・⾏事等）→次への意欲・
協働する⼒・⾃⼰有⽤感・⾃⼰肯定感」（下線ママ）、と「常に『⼦どものためになってい
るか』『⼦どもにとってどうか』を考える」という 2 点が記されている。授業だけでなく、
あらゆる場で⼦どもの主体性や⾃⼰決定、⾃⼰選択を重視する意図がうかがえる。また、
学校の主役が⼦どもたちであることが第⼀に掲げられていることから、⽣出校⻑にとって
の重要性が推察される。
 「学校の主役は⼦どもたち！」という学校経営⽅針について、⽣出校⻑は「どこの学校
に⾏ってもこれだと思いました。この⾔葉に凝縮されると。なので、我妻先⽣にお願い
をして使わせていただいています。始業式の⽇に⼦どもたちにも話しました」と述べられ
ている（６）。この証⾔の通り、吉⽥⼩学校の学校経営⽅針は、⽩⽯きぼう学園での勤務経
験を念頭において掲げられている。このような教育観や学校経営観が形成された背景とし
て、⽩⽯きぼう学園での勤務に加えて、教職経験を通じて抱いてきた問題意識や実現した
い教育に対するイメージ及び⽩⽯きぼう学園の前任校時代から参加していたオンラインセ
ミナーの影響があげられる。
 中学校における勤務経験も有する⽣出校⻑は、⼦どもの主体性や声を尊重する学校づく
りについて、次のように述べている。

 これまでの勤務校で先⽣たちを⾒ていて、こうしなさい・こうあるべきという関わりが強いと感じ
るときがありました。私が校⻑になったら、こういうところを変えたいと思っていました。中学校で
勤務していたときも、⼦どもたちからどんどん意⾒を出させたいね、こうしなさいじゃない・ああし
なさいじゃよねという話を同僚とよくしていました。

 上記の問題意識に加えて、⽣出校⻑には「あまり喋らない授業をしたいとずっと思って
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いて。中学校では⼦どもたちに任せられる部分があったんですけど、⼩学校でももっとで
きないかなというのを感じていました」という教育観が培われていた。⼩学校と中学校の
両⽅での勤務経験を通じて、⼩学校における⼦どもたちの主体的な参加という理念が形成
されていった。
 また、⽣出校⻑は⽩⽯きぼう学園の前任校時代から、共育の杜が運営する「みらい塾」
というオンラインセミナーに継続的に参加している。このオンラインでの学びを通して、
⼦どもを主語にした学校づくりを⾏った森万喜⼦⽒や、サーバントリーダーシップにもと
づく学校づくりで知られる住⽥昌治⽒とのつながりを得ており、両⽒の著書にも触れてい
る。オンラインセミナーへの参加について、⽣出校⻑は「学校リーダーを育てるプログラ
ムに参加していて、その影響もあります。全国の管理職の⽅や管理職候補の皆さんの実践
を聞いたり、住⽥先⽣もいろいろお話をしてくださったりして、考え⽅がリセットされま
した。そこからきぼう学園に⾏ったので、私の思いが強化された感じがします」と述べてる。
 以上の証⾔より、⽣出校⻑による「学校の主役は⼦どもたち！」という経営⽅針は、教
職経験を通じて抱いてきた問題意識や実現したい教育のイメージとともに、オンライン等
のネットワークを通じて得られた知⾒に⽩⽯きぼう学園における勤務経験が重なって形成
されたものと推察される。そして、⽣出校⻑は⽩⽯きぼう学園における勤務経験から得た
学びを伝えることについて、以下の通り使命感をもっていた。

昇任試験の⾯接前に考えていたことを今も⼤事にしています。（⽩⽯きぼう学園の：注筆者）システ
ムは他校と全然違います。それでも、私たちが⽬指すものだとか、⼦どもたちに接するときに⼤事に
しなければならないこと、私たちの在り⽅は、きぼう学園でも他校でも変わらないと考えています。
それをきぼう学園を知らない先⽣⽅、そして、不登校対応に苦しんでいたり悩んでいたりする先⽣⽅
に伝えていきたいと思いますという話をしました。きぼう学園での勤務を経験したからこそ、それを
伝えていくのが私の役⽬だろうと感じています。

 このような背景をもつ⽣出校⻑による学校経営⽅針は、吉⽥⼩学校の教職員にどのよう
に受け⽌められたのか。本調査の範囲では好意的に受け⽌められていたといえる。ただし、
⽩⽯きぼう学園における実践知としては理解されていなかった。
 ⽣出校⻑が着任する以前から吉⽥⼩学校に勤務している A 先⽣は、吉⽥⼩学校の⼦ど
もたちに対して、「吉⽥⼩学校に着任した当初から、⼩規模校で⼦どもたちが結構しっか
りしているイメージがありました。縦割り活動が活発で、6 年⽣の⼦たちが下級⽣を引っ
張っていく雰囲気がもともとあったんです」という。そのため、⽣出校⻑による「学校の
主役は⼦どもたち！」という⽅針に対しては、「今までやってきていることを⾔語化して
いただいたという印象で、変化というような感じ⽅ではなかったです」と証⾔する。
 ⽣出校⻑と同年度に着任した C 先⽣は、「私は⼩規模校が 3 校⽬なんです。⼩規模校の
良さを感じていて、良いところに来たと思っていました。そこで⽣出校⻑先⽣が学校の主
役は⼦どもたちだとおっしゃったので、その通りだと⼼の中で思っていました」と証⾔す
る。同様に、D 先⽣は次のように述べている。
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着任したときに、温かい学校だと感じました。着任したときの⼦どもの歌声が 40 ⼈の歌声じゃない
という印象でした。みんなしっかり声を出ているし、挨拶も⽴派にしてくれるし、⽴派だなと感動し
たのを覚えています。まさに⼦どもたちの活躍の場⾯が多いんだろうなという感じでしたので、校⻑
先⽣が学校の主役は⼦どもたちだと⾔葉にしてくれたことによって再認識できています。

 
 上記の証⾔より、「学校の主役は⼦どもたち！」という学校経営⽅針は、⽣出校⻑の着
任以前から吉⽥⼩学校に勤務する教職員にとっては吉⽥⼩学校の⼦どもの姿や学校の雰囲
気が概念化されたものとして受け⽌められていた。また、⽣出校⻑と同年度に着任した教
職員は、⼩規模校の良さを⾔い当てた⾔葉や重視すべき価値の再認識を促す⾔葉として認
識していた。
 しかしながら、本調査に限っていえば、⽣出校⻑が掲げる学校経営⽅針は、吉⽥⼩学校
の教職員に⽩⽯きぼう学園での勤務経験等を踏まえて獲得された実践知として受け⽌めら
れてはいなかった。その理由として、⽣出校⻑が学びの多様化学校である⽩⽯きぼう学園
から着任したと⼗分に認識されていなかったことがあげられる。その要因として、D 先
⽣は「学校の存在は知っていますけど、管外なので、この辺では情報が何も⼊ってこない
です」と証⾔する。本調査では唯⼀事前に⽩⽯きぼう学園について把握していた B 先⽣は、

「⼩・中学校なんだということで。実際にどういう学校なのかは校⻑先⽣がいらしてから
お伺いしました。⼩学校の校⻑先⽣でも最近は中学校からいらっしゃることも多いので、
今度はそういう学校の先⽣が来られるんだという感じでした。いろんな経歴の⼈が増えて
いくなという受け⽌めでした」と述べている。学びの多様化学校から着任したというより
は、むしろ、新たに昇任した校⻑であったり、「⾳楽の先⽣」として認識されていた。新
たに赴任する校⻑の前任校について特段の関⼼が寄せられないのは、「普段校⻑先⽣が変
わるタイミングと何も変わりません」（A 先⽣）という。
 

（２）⼀⼈⼀⼈の声をいかした学校づくり
 ⽣出校⻑が掲げる「学校の主役は⼦どもたち！」という学校経営⽅針は、年度当初の職
員会議や始業式を通じて、教職員だけでなく⼦どもたちにも伝えられた。そのビジョンの
実現に向けて⽣出校⻑が取り組んだのが⼀⼈⼀⼈の声をいかした学校づくりである。⼀⼈
⼀⼈の声をいかして継続的な学校改善を図るという点では、教職員に対しても⼦どもたち
に対しても同様のアプローチがとられている。教職員を対象とする取組の⼀例として、教
職員対象に開催したワークショップについて⽣出校⻑は以下のように述べている。

 ワークショップをしたいとずっと思っていました。初回は吉⽥⼩学校の⼦どもたちの良いところは
どんなところだと思いますかということと、教育⽬標に照らし合わせたときに課題と思っていること
をテーマにしました。そうしたら、⻑くいらっしゃる先⽣たちからいろいろと出てきたんです。出て
きた意⾒を職員室に掲⽰しました。1 回⽬のワークショップではこれを共通理解として、次のワーク
ショップまでにできそうなことがあったらやってみましょうと終わりました。
 2 回⽬の時には、皆さんからあがった課題に対してどんなことができそうですかというのを考えま
した。そこで早速具体的なことを提案してくださった先⽣がいました。毎⽉の⽣活⽬標というのは校
務分掌の先⽣が伝えるんですが、それを⼦どもに任せてみようと⾔ってくださいました。早速 6 ⽉か
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らやってみたら、5 年⽣の担任が⽣活⽬標の内容も⼦どもたちに考えさせてくださって。とても良い
発表だったので、各学年の持ち回りでやっていくことになりました。

 教職員の声をもとに吉⽥⼩学校の良さや課題について認識を共有したうえで、課題解決
の⼿⽴てを共に考えるためのワークショップが定期的に開催された。これは学校の良さや
課題について共通理解を図ることで、個々の教職員の学校経営に対する参画意識を⾼める
ことが意図されている。継続的な取組とするために、ワークショップで出された意⾒が職
員室に掲⽰された。学校教育⽬標や⽬指す⼦ども像と照らして、また「学校の主役は⼦ど
もたち！」というビジョンのもとにそれぞれの教職員の校務分掌や知識が関連付けられる
ことで、⼦どもに任せられることが⾒出されていった（７）。ワークショップで共有された
課題とその解決に向けた実践や具体的な成果を共有するために、校⻑だよりを媒体として
成果の収集と共有が図られた（８）。
 ⽣出校⻑は⼦どもたちに対しても同様に、2024 年 6 ⽉ 10 ⽇の開校記念⽇に合わせて⾏
われた校⻑講話のなかで「吉⽥⼩のいいところ」や「吉⽥⼩をもっと楽しい学校にするた
めのアイデア（みんなでやってみたいこと・⼤切にしたいこと）」を募集した。教職員に
は校⻑だよりを通じて、事前に協⼒依頼と具体的な⼿順が周知されている。
 付箋に記された⼦どもたちの意⾒は、分類して職員室前に掲⽰された（写真１）。⽣出
校⻑によって「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」と名付けられ、6 年⽣の企画によって全校児童
が⼀緒に、ときには教職員も⼀緒になって⼦どもたちの希望が叶えられていった（９）。

写真 1 ⼦どもたちから寄せられたアイデア（2024 年度）
（注）児童の⽒名が判別できないように画像を加⼯した。
（出典）⼤和町⽴吉⽥⼩学校ホームページ（最終アクセス 2026 年 1 ⽉ 3 ⽇）。

 2025 年度は「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」の名称も⼦どもたちが検討し、「吉⽥⼩ワクワ
クドキドキ⼤作戦！」として継続している。写真 2 の通り、2025 年度も⼦どもたちから
寄せられたアイデアが掲⽰されている。
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写真２ ⼦どもたちから寄せられたアイデア（2025 年度）
（注）児童の⽒名が判別できないように画像を加⼯した。
（出典）⼤和町⽴吉⽥⼩学校ホームページ（最終アクセス 2026 年 1 ⽉ 3 ⽇）。

 ⼦どもたちからアイデアを募る⽅法として、2024 年 6 ⽉ 7 ⽇発⾏の校⻑だよりでは「吉
⽥⼩のいいところ・好きなところ」をピンクの付箋に記⼊し、「みんなでできること・やっ
てみたいこと・⼤切にしたいこと」を緑の付箋に記⼊することと⽰されている。写真 2
の通り、2025 年度は「⼤切にしたいこと」がピンクの付箋に記⼊され、「みんなでやって
みたいこと」が緑の付箋に記⼊されている。このため、単純な⽐較はできないが、写真 1
と写真 2 を⽐較すると、掲⽰されている付箋の数が 57 枚から 80 枚に増えている。
 また、写真 3 の通り、2025 年度からは⼦どもたちから集まった声を集約した掲⽰物の
隣には学校経営⽅針が掲⽰されている。⼦どもたちが意識して⾒ているかは問わずとも、
掲⽰物を通じて「学校の主役は⼦どもたち！」というメッセージが⽇常的に⼦どもたちに
伝えられている。

写真 3 ⼦どもたちから寄せられたアイデアの隣に掲⽰されている学校経営⽅針
（出典）筆者撮影（2025 年 12 ⽉ 23 ⽇）。
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 ⼦どもたちからアイデアを募りそれを実現していくという⼿法について、⽣出校⻑は「こ
れもきぼう学園でやられていたように、⼦どもたちにアンケートをとったり、⼦どもたち
と話している中で出てきたことを吸い上げて、それを実現していくというのを意識しまし
た」と述べる。⼦どもたちにとって「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」は、「⾃分たちで考えた
ことが、⾃分たちの⼒で実現する」、「⾃分のアイディアでみんなが笑顔になる」経験になっ
ていた（１０）。また、2024 年度の振り返りとして⽣出校⻑が⼦どもたちにとったアンケー
トでは、「先⽣もいっしょにあそべる」、「みんなのゆめをかなえてくれる」、「みんなのや
りたいことが⼀⽬でわかるから、やりたいことをすぐに実現できる」等の回答が寄せられ
ている（いずれも原⽂ママ）（１１）。
 この「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」は、吉⽥⼩学校における⽂化として根付く「縦割タイ
ム」のなかで実施されている。吉⽥⼩学校では毎週⾦曜⽇の 8：25 から 8：40 までが「学
級タイム」や「縦割りタイム」として、⼦どもたちが遊べる時間が設けられている。「学
級タイム係」の⼦どもが企画し、学年を超えて遊ぶ場所の調整を⾏うほか、年に 1 回児童
会⾏事として全校⾏事が開催されている。「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」の企画や実施に関
して、「縦割りタイム」を活⽤することも教職員から提案されたものであった。
 従来の「学級タイム」や「縦割りタイム」でも異年齢での遊びは⾒受けられたものの、「複
数の学年をまたいで先⽣と⼀緒にやるのは、機会としてはそんなに多くなかった」（A 先
⽣）という。「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」の特徴として、「⼀番の決定的な違いは、先⽣が
⼀緒に遊んでくれるので、また違う⾯⽩さがあるんだと思います」（D 先⽣）と指摘される。
それによって「先⽣⽅の⽴ち位置が変わっているんですよね。結局⼦どもたちと同じ線上
に⽴って隠れたりしているわけなので」（C 先⽣）とも⾔及されている。教職員のなかで

「学級タイム」や「縦割りタイム」は少なくとも 8 年前以上から続く吉⽥⼩学校の⽂化と
して理解されているが、⼦どもたちから寄せられる感想と同様に、意図的に全校規模で教
職員が⼀緒になって遊べるのは「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」になってからだとされる。
 また、学校でやってみたいことが常に⾒える形で掲⽰されることで、A 先⽣は児童会企
画⾏事等における⼦どもたちの話し合いの様⼦にも変化がみられると指摘する。

この 2 年は校⻑先⽣が⼦どもたちからこんなことをしてみたいと吸い上げたものがあるので、何があ
るかまず⾒ておいでというと、⼦どもたちがゼロから何かを企画するというより、書いてあるものの
中から提案をする形になってきました。⼦どもたちとしても、学級で話し合ったりするときに、あの
⼈がこういうことを書いてたとか、誰かが書いてたやつだねという話になったりするので、話し合い
のしやすさが変わったかなという気がします。

 さらに、「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」の新たな展開として、2025 年 12 ⽉ 19 ⽇に「全
校かくれんぼ」が⾏われた際に、初めて 6 年⽣が活動のめあてを考えて企画した（１２）。
教職員を交えて全校的にかくれんぼを⾏うこと⾃体は昨年と同様といえるが、⼦どもたち
の意図や願いが込められた企画となっている。
 

（３）傾聴と共感の⽂化を育む「探究の対話（p4c）」
 学校経営⽅針に加えて、⽣出校⻑の着任によって吉⽥⼩学校に導⼊されたものの⼀つに
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「探究の対話（p4c）」がある（１３）。⽩⽯きぼう学園では、⼈との関りを重視した活動のひ
とつとして「探究の対話（p4c）」が学びの特⾊の⼀つとして位置付けられ、開校当初から
実践されている。⽣出校⻑も⽩⽯きぼう学園における p4c を経験しているが、下記の証
⾔の通り、⽣出校⻑と p4c との出会いは⽩⽯きぼう学園での勤務以前にさかのぼる。また、
吉⽥⼩学校での p4c の実践は⽩⽯きぼう学園での実践知を意図的に転移しようとしたと
いうよりは、初任者研修における偶然を好機として捉えたことで導⼊されたと推定される。

 授業公開の案内が届いて⽩⽯市に⾏ったんです。10 年以上前ですが、中学校 1 年⽣の道徳の授業
を⾒たときに衝撃を受けました。先⽣の出番はあまりなく、ファシリテーターみたいな感じでした。
結構重いテーマだと思ったんですが、それでもどんどん話が広がって深まっていて。これをやりたい
なと思いました。当時は学年主任だったので、道徳の時間を 1 時間いただいて、問いを⾃分たちで決
めるというのを実践したことはあります。
 その後、教頭になった最初の学校では p4c を実践する機会がありませんでした。きぼう学園ではやっ
ていたので、この⼦たちもこんなに話せるんだなと。やっぱりすごいなって思っていました。
 p4c をどこかでやりたいなって思っていたところ、去年本校に初任者指導員の先⽣が来られて、宮
城教育⼤学で p4c に携わっていた⽅でした。授業のご提案をいただいたので 3 年⽣の授業をお願いし
たら、⼦どもたちがとても積極的に話していたんです。授業を⾒に来ていた本校の先⽣たちも驚いて
いました。放課後に教員対象の研修会もやってくださり、その後はできる範囲でいいので各クラスで
やってみてくださいとお願いました。そうしたら、5 年⽣だけでなく 1 年⽣でも始めてもらって。ま
るまる 1 時間とかじゃなくても、道徳の最初の導⼊や、国語の授業で部分的にうまく取り⼊れてもらっ
ています。

 その後、⽣出校⻑は 2024 年度中に校⻑講話を拡張した全校道徳として p4c を実践して
いる（１４）。全校道徳としての p4c の実践について、D 先⽣は「全校でやる姿がいいなと思っ
て⾒てました。上の学年の⼦も気を遣って 1 年⽣、2 年⽣に⽑⽷の⽟を投げるんですけど、
絶対否定はしないので。みんな傾聴の姿勢でうなずいたりしている姿はすごく温かいなと
思います」という。これに加えて、A 先⽣は以下の通り、縦割り活動への波及効果を指摘
する。

もともと吉⽥⼩の⼦どもたちも下級⽣に対して話を聞こうとか、お世話しようみたいな気持ちはある
と思います。ただ、p4c をやったことで、きちんと聴くというのを⼦どもたちが再確認できたと思い
ます。p4c をやったことによって、特に 6 年⽣は⼈の話をより聴こうとする気持ちが強くなったとい
うか、受け⽌める姿勢ができたと思います。4 ⽉、5 ⽉には縦割り活動がスタートするので、⾼学年
にとってそういう⼼構えにもつながっています。2 年⽣も 1 年⽣のときに p4c を経験しているので、
1 年⽣が話せなくても待てる姿もみられます。

 このように、⽣出校⻑の着任後に導⼊された p4c は、吉⽥⼩学校の⽂化として根付い
ていた縦割り活動の充実に資するものとして評価されている（１５）。
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（４）不登校の状態にある⼦どもへの⽀援
 ⽩⽯きぼう学園における勤務を通じて、⽣出校⻑には不登校の経験のある⼦どもたちへ
の理解や⽀援に関する実践知を獲得していることが予想される。以下の証⾔からは、⽣出
校⻑が不登校の状態にある⼦だけでなく、その⼦の保護者や担任に対しても⽀持的に関わ
る姿が浮かび上がる。⽣出校⻑による不登校⽀援について、B 先⽣は次のように述べてい
る。

学校に来たくなくなった⼦どもへの⼼理的な理解が深いと思います。不登校の⼦どもの気持ちが理解
できる⽅もいればできない⽅もいらっしゃるなかで、学校に来られない⼦どもたちや保護者、その⼦
を持った担任の先⽣の気持ちを理解していらっしゃいます。雰囲気もとても柔らかいので、別室登校
している⼦どもがいるんですけれども、校⻑先⽣が⼊ってくださると⼦どもたちもとても喜びます。

 また、⽣出校⻑による不登校の状態にある⼦の保護者に対して、C 先⽣は「保護者を温
かく包み込むというか、そのあたりの姿勢を⼤事にして実際に⾏動に表してくださってい
ます。私たちにもアドバイスしてくださり、保護者の⽅、⼦どもたちへのアプローチをし
ていただいています。私としても何ができるのかというのを考えています」と証⾔する。
また、担任への⽀援について、A 先⽣は次のように証⾔する。

 校⻑先⽣が率先して家庭に対しても担任に対しても理解を⽰してくださっているので、変なプレッ
シャーやストレスがないです。チームというか学校で⾒ようというのが担任レベルでも感じられます。
担任 1 ⼈で頑張らなくても、ちゃんと全員が保護者と連絡をとって先⽣たちが共通理解をしようと声
をかけてくださるし、そういう場をすぐに設けてくださるので、本当に余裕を持って考えられるよう
になりました。
 担任の⽴場では関わり⽅が難しいところもあるので、⼦どもたちの好きなことや良い部分とか、私
が「校⻑先⽣から聞いたよ」と⾔って、⼦どもとの会話の⽷⼝になる情報をいただくこともあります。
もちろん校⻑先⽣や教頭先⽣というお⽴場ではあるんですけど、そういう情報を本当に普通の雑談の
なかで気軽に共有していただいています。この 2 年間は校⻑先⽣や教頭先⽣によるサポート体制が本
当に⼿厚いと感じることが多いです。

 ⼀連の証⾔から、不登校の状態にある⼦どもへの⽀援にあたって、⽣出校⻑の率先した
⾏動や「温かく包み込む」ような姿勢によって、⼦どもや保護者だけでなく教職員が孤⽴
せず安⼼して対応にあたれる雰囲気が醸成されていることが推察される。
 また、不登校の状態にある⼦どもの授業参加について、⼦どもの声をもとに教職員同⼠
の協⼒による柔軟な対応が⾏われるようになった。このときの経験に関して、C 先⽣は次
のように証⾔する。

不登校でなかなか教室に⼊れない⼦がいます。その⼦からリモートで授業に参加したいという希望が
あり、B 先⽣からリモートでの学習をやってみたいんですと提案がありました。最初はタブレットで
教室の様⼦を流すだけでしたが、最近になって話しかけてみるようにしました。今何をやっているの
かをライブで伝えたらどうかということでやってみたんですね。こちら側で喋るんだけども、（⼦ど
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もからの：注筆者）反応はない。でも聞いている。それでも嬉しかったみたいですよという話を聞い
て、不登校の⼦どもに対するアプローチとして⼤きな⼤きなヒントをもらったなと思いました。でき
ることはやっぱりやりたいというのを感じたところです。私の中で⼤きな収穫でした。

このときの様⼦について、B 先⽣は次のように述べている。

リモートでも直接「〇〇ちゃん今これやってるよ。⼤丈夫？」って授業で 1 回か 2 回声をかけてくれ
るだけでも、離れた教室で受けていても⾃分のことが忘れられていないと感じるみたいです。別室で
受けるぐらいだから直接マイクに向かって話しかけたり、カメラをオンにはできません。でも話しか
けられると、明らかに表情が嬉しそうですね。名前で話しかけられると特に。

 さらに、⽣出校⻑による不登校理解や⽀援に関する実践知の移転が観察された場として、
2025 年度の 1 学期学校経営反省会があげられる。同会では不登校児への対応をテーマと
するワークショップが開催された。教職員から出された意⾒は、「現状」、「悩み」、「改善案」、

「実践してみること」に分類されている。「改善案」として「⼀⽇の時間割を⾒て教室か別
室かを決めさせる」、「朝、登校したら、学級に⾏くように⾔う。選択肢を 2，3 ⽤意して
その中から本⼈に⼀⽇の予定を決めさせる」というように、学校経営⽅針に含まれる⼦ど
もの⾃⼰決定を尊重する記述が確認できる。ワークショップを通じて「実践してみること」
として、「⼀⽇のスケジュール表をもたせる」、「⼼のエネルギーを貯められるように」が
あげられている。スケジュール表は吉⽥⼩学校の教員が前任校で使っていたものを取り寄
せて加⼯して使⽤している。このワークショップついて、⽣出校⻑は「出てきてほしいア
イデアが先⽣たちから出てきた」と証⾔する。
 加えて、このワークショップでは⽣出校⻑も現状の共有や改善案を積極的に提⽰してい
る。「改善案」として出された 19 の意⾒のうち、5 件が⽣出校⻑によるものである。⼀⼈
あたりの「改善案」の数でみても、⽣出校⻑が最も多く提⽰している。その⼀例をみると、

「課題を複数⽤意し、選ばせる。息抜きの時間も必要かな。」、「⼀⽇のがんばったことやで
きたことを⾒える化してあげるといいかも。カード？などにしてハンコ押してあげるとか、
シール貼ってあげるとか（以下略：筆者）」といった提案がなされている。「息抜きの時間」
は⽩⽯きぼう学園におけるクールダウンと重ねて理解できる。また、頑張ったことやでき
たことの⾒える化についても、筆者が⽩⽯きぼう学園で観察してきた実践と符合する。⽣
出校⻑による実践知が表出化されて他の教職員の意⾒と連結化することで、吉⽥⼩学校な
らではの⼦どもの声や⾃⼰決定を尊重した⽀援につながっていると考えられる。
 このように、⽩⽯きぼう学園での勤務経験を通じて獲得された実践知は、⽣出校⻑の⾏
動や姿勢を通して⽰される知の共同化に加えて、その⼀部が表出化されて吉⽥⼩学校の教
職員のアイデアや前任校での経験と結合化することで独⾃の展開をみせている。

（５）学校経営⼿法
 ここまで「学校の主役は⼦どもたち！」という学校経営⽅針をはじめとして、教職員対
象のワークショップや、「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！（吉⽥⼩ワクワクドキドキ⼤作戦！）」、
p4c 等の⽣出校⻑の着任とともに導⼊された実践を記述した。それぞれが吉⽥⼩学校の教
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職員による知識の統合や実践によって新たな展開をみせるなか、⽣出校⻑は新たな取組が
追加の負担とならないように業務改善にも取り組んでいる。
 2024 年からの 2 年間にかけて⽣出校⻑によって削減された業務として、教職員に放課
後の時間を確保するために毎⽇⾏っていた清掃が週 3 回に変更された。また、週案や学級
経営案の書式の⾒直しとスリム化により、教職員の負担軽減が図られている。
 ⼀⽅で、教職員⼀⼈⼀⼈の声をいかした学校づくりのために、個別⾯談（1on1 ミーティ
ング）が⾏われている。この⾯談の効果として、B 先⽣は次のように述べている。

 個⼈⾯談をしたときに、「先⽣遠慮してない？」って⾔われました。傍で⾒えるぐらいだったら、
もうちょっと出していった⽅がいいかなと思って、⾃分の考えを出すようになったかなと思います。
校⻑先⽣はいつも応援してくださるので、より考えを出しやすくなったかなと思います。

 同様に、⽣出校⻑による教職員へのエンパワメントは他の証⾔からもうかがえる。A 先
⽣は、「校⻑先⽣は、まずやってみようと常に⾔ってくださいます。いろんなことにトラ
イしやすいというのをこの 2 年間で強く感じています」という。また、D 先⽣は、「私た
ちのいろんな実践をいっぱい褒めてくださる」と受け⽌めており、職員室で会話している
ときに気になることがあると、校⻑室から職員室に来て話を聞いてもらえるところに話し
やすさや⾵通しの良さを感じている（１６）。C 先⽣からは、⼦どもたちに共⽣の意識を⾼め
るための取組として、朝会の時間を使わせてもらったことについて⽣出校⻑に対する感謝
が語られていた。
 このような業務削減と教職員へのエンパワメントは学校経営⽅針の浸透と⼀体的な取り
組みとして位置づけられている。⽣出校⻑は⼀連の経営⼿法について、「こんな学校にし
たいんだという思いをもちつつも、どうやって納得感をもってもらえるかが⼤事です。⾃
分に置き換えて考えてもらえるように、また、先⽣⽅が負担を感じずにやっていけるよう
に⼯夫しています。きぼう学園はこうだったからこうしたいではなく、吉⽥⼩学校バージョ
ンにアレンジする必要があります」と述べている。そして、「先⽣たちの元気」が⼦ども
に確実に伝わっているという前提のもと、教職員が挑戦できるための時間を⽣み出すのが
校⻑の役割だと述べている。
 

考察

 本稿は学びの多様化学校における勤務経験者の異動に伴う転出先への知識移転に関する
事例調査の報告である。本稿で得られた知⾒を図 1 に⽰した知識移転のプロセス及び構成
要素を踏まえて整理し、考察を加えたうえで、本稿の意義と課題を述べる。
 はじめに、知識の送り⼿である⽣出真理校⻑が知識の受け⼿にあたる⼤和町⽴吉⽥⼩学
校の教職員と⼦どもたちに伝えた実践知の⼀つが「学校の主役は⼦どもたち！」という学
校経営⽅針であった。これは「使わせていただいている」と証⾔されたように、⽩⽯きぼ
う学園における学校経営⽅針が踏襲されていることが確認された。この学校経営⽅針を具
現化する取組として、⼦どもの声を拾い上げて教育実践につなげていた⽩⽯きぼう学園で
の経験を参考に導⼊されたのが「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」であった。これは、吉⽥⼩学
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校の伝統である縦割り活動と関連付けて実施されたものであり、⽣出校⻑が⽰したビジョ
ンにもとづいて吉⽥⼩学校のルーチンに変化が⽣じた⼀例といえる。加えて、教職員の提
案による⽣活⽬標の考案や発表、朝会での司会、「吉⽥⼩ワクワクドキドキ⼤作戦！」と
いう名称変更等、学校⽣活において⼦どもたちに委ねられることが増えていった。⼦ども
の主体性を尊重し⼦どもの声をいかした学校づくりという⾯で、持続的な成果の向上が観
察される。
 受け⼿に対して知識の移転が図られる経路として、本稿では複数のチャンネルが確認さ
れた。はじめに、⾔語化された知識として、教職員に対しては職員会議の資料や校⻑だより、
学校だよりという⽂書があげられる。また、校⻑講話を通じて教職員と⼦どもたちに「学
校の主役は⼦どもたち！」という共通のメッセージが繰り返し伝えられており、これも⾔
語を介した知識移転のチャンネルとして位置づく。また、⼦どもたちから寄せられたアイ
デアの隣に「学校の主役は⼦どもたち！」というメッセージが常に⽬に留まるように掲⽰
されているのは、⾔語や⼈⼯物を介した組織⽂化の醸成として解釈できる。
 不登校の状態にある⼦どもへの⽀援についても、⾔語化された知識と⾮⾔語的な知識を
含めて⽣出校⻑による実践知が吉⽥⼩学校に受容され、独⾃の実践を⽣み出した。⾮⾔語
的な知識として、不登校の状態にある⼦どものみならず、その保護者や担任への深い理解
にもとづく⾏動から、⽣出校⻑の「温かく包み込む姿勢」や担任にとってのサポート体制
の⼿厚さが感じ取られている。担任に負担を感じさせない管理職の姿勢や⼦どもとの会話
の⽷⼝となる情報共有、保護者との関係構築等のチームとしての在り⽅が、⽣出校⻑が着
任してからの変化として⾔及されている。また、ワークショップにおける実践知の積極的
な表出化も観察されており、⾔語化された知識の⼀部は⽩⽯きぼう学園において観察され
た実践と符合する。校⻑への昇任にあたり概念化された⼦どもと接するときに⼤切にすべ
き在り⽅を「不登校対応に苦しんでいたり悩んでいたりする先⽣⽅に伝えていきたいと思
います」という使命は、転出先の学校において実践され、吉⽥⼩学校の教職員に受容され
ていることが⽰された。
 なお、⽩⽯きぼう学園と吉⽥⼩学校の共通点の全てを⽣出校⻑による意図的な知識移転
だけでは説明しえないことも明らかになった。「探究の対話（p4c）」のように、⽩⽯きぼ
う学園と共通する実践には、初任者研修の指導員との出会いという偶然を好機と捉えて実
践に結びついたと解釈すべきものが含まれている。ただし、偶然を好機と捉え実践につな
がった経緯は、⽩⽯きぼう学園での勤務経験を含む⽣出校⻑の教職経験と関連付けて理解
される必要がある。
 本稿において考察を要するのは、学びの多様化学校における実践知が⽂脈の異なる学校
へ移転される際の受け⼿による受容過程とその結果としての実践の変化である。本稿で
は、学びの多様化学校における勤務経験を通じて信念として⽰された「学校の主役は⼦ど
もたち！」という学校経営⽅針は、学びの多様化学校における勤務経験を踏まえた実践知
としてではなく、吉⽥⼩学校における実践の⾔語化や⼩規模校の特徴を捉えたものとして
理解されていた。もとより、2024 年度当初に⽣出校⻑が学びの多様化学校での勤務経験
を有すること⾃体が⼗分に認識されていなかったことから、吉⽥⼩学校の教職員が⽩⽯き
ぼう学園における実践や学校経営⽅針が⽰された⽂脈を当初から理解していたとは考えづ
らい。
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 しかしながら、「学校の主役は⼦どもたち！」という学校経営⽅針が肯定的に受容され、
また、吉⽥⼩学校における様々なルーチンに変化をもたらし⼦どもの成⻑が成果として共
有されたことで、⼦どもの声をいかした学校づくりとして吉⽥⼩学校における新たな共通
経験が蓄積されていった。加えて、教職員へのエンパワメントを基盤とする⼀⼈⼀⼈の声
をいかした学校づくりが定着した結果として、不登校の状態にある⼦どもに対するリモー
トでの授業参加や不登校への対応をテーマとするワークショップにおいて⽣出校⻑が「出
てきてほしい考えが先⽣たちから出てきた」といえるようになったと考えられる。
 「学校の主役は⼦どもたち！」という「⼦ども中⼼の教育実践」をはじめとして、⼦ど
もと「ともに」「より良い」学校づくりに取り組む「吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！」等、学び
の多様化学校での勤務経験を有する⽣出校⻑による学校経営は、上述の塩瀬が指摘する他
校でも転⽤可能な要素と多くの⾯で通底する。この点に限っても学びの多様化学校におけ
る勤務経験者の実践知が他校で転⽤可能であることが⽰されたといえる。加えて、学びの
多様化学校における内省を伴い概念化された実践知は、不登校への理解や⽀援に限定され
ない実践を共にする過程で教職員集団に意味づけられ内⾯化されることで、結果として不
登校の状態にある⼦どもへの理解や⽀援についても学びの多様化学校に通じる実践が創造
されたと考察する。
 本稿の意義として、本稿は教育分野における知識移転研究として、知識移転の条件やプ
ロセスをより詳細に記述したことがあげられる。知識の送り⼿の役職に関連したチャンネ
ルの具体例に加えて、知識の受け⼿による解釈を踏まえたルーチンの変化とその展開につ
いて記述した。⼈事異動が知識移転の⼀因であることは既に⾔及されているが、その成否
の⼀因は知識の送り⼿が転出先でどのような役職や分掌を担うかによると考えられる。加
えて、知識の送り⼿に求められる条件の⼀つとして、学校のシステムにおける相違点を超
えて教職員に解釈と実践の創造を促す⾔葉を獲得するための内省や概念化の機会が求めら
れる。⽣出校⻑の場合は校⻑昇任に向けた⾯接の準備がそれにあたる。
 知識移転の観点でいえば、校⻑職であることは、教職員だけでなく⼦どもたちを知識の
受け⼿として様々なチャンネルを通じて知識を伝達できることを意味する。同時に、校務
分掌が異なれば、学校の中で知識を伝達できる範囲やチャンネルが異なることが予想され
る。校⻑による知識移転や学校改善は、広く校⻑によるリーダーシップ研究の⼀部として
位置づけられる。⽣出真理校⻑は学びの多様化学校における勤務経験を通じて「既存の教
育政策や学校経営を相対化し、普遍的な教育価値の基盤となる価値」（浜⽥ 2024：180）
としての教職員の「在り⽅」を⾒出だし、全国各地のモデルとなる教職員との交流を含め
て「学問的交流や情報メディアを⽀えとして意識し、⾃ら開拓したネットワークから得ら
れる知識や情報を活かして学校経営を⾏う校⻑像」（浜⽥ 2024：175）と重なることが指
摘でき、⾃律的学校経営を⽀えるリーダーシップの資源と⾏動⼒を有し、実際に発揮して
いたと考えられる。
 また、本稿は野中・⽵内（2020）を踏まえて学びの多様化学校における勤務経験者に
よる実践知の移転を分析したものとして、フロネシスとしての教職員の実践知を解明する
必要性を指摘する。授業の実践者としての側⾯を重視する坂本・秋⽥（2012）は、教職
員の実践知を「授業を想定した教科内容知識」とする。教職員の中核的な業務が授業であ
ることはもちろんだが、実践知の多⾯性を踏まえつつ、⽇本の公教育における学びの多様
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化を促進する教職員による実践知の析出が求められる。
 この点について「⾏為の知」としてのフロネシスに⾔及しつつ、ライフコース研究の視
点から教師の〈実践知〉を析出する⼭﨑（2023）が参考となる。⼭﨑は、転機をもたら
す⾔葉や思いに対する意味づけを通じて形成される〈実践知〉による促しや⽀えによって
新たな教育実践が創造されると論じる。また、教員の⼒量形成が状況や⽂脈に依存的で⾃
⼰形成的であると指摘していることから、学びの多様化学校における勤務経験者には学校
の在り⽅そのものの問い直しを含めて、「授業を想定した教科内容知識」とは質的に異な
る実践知が獲得されている可能性がある（１７）。不登校児童⽣徒数の増加と⼀条校内部での
学びの多様化が進展するなか、フロネシスという観点から学びの多様化学校における実践
知がいかに獲得され、教育条件の差異を超えて他校へいかに移転しうるのかがより⼀層問
われる必要があるだろう。
 最後に、本稿の課題を明記する。本稿は学びの多様化学校における勤務経験にもとづく
実践知が転出先の学校にも波及しうることについて、事例調査を通じて明らかにしたもの
である。しかしながら、あくまで⼀事例の分析に留まる点に限界がある。全ての教職員と
⼦どもたちを知識の受け⼿としてリーダーシップが発揮できるという点で、校⻑職による
知識移転はモデルに沿った理解が得られやすい可能性がある。今後は⽩⽯きぼう学園か
ら転出した教職員による知識移転について、転出前の勤務経験に対する意味づけや転出先
の学校規模、転出先での役職や校務分掌の違いによる影響⼒の差に注⽬して調査を重ねて
いく。また、「幾⽇・幾⽉・幾年という時間を経て、また新たな経験が積み重ねられて、
その⾔葉に意味付与されて『気づき』が⽣まれた場合もあることが認められた」（⼭﨑
2023：492）とあるように、学びの多様化学校における経験が⻑い教職経験を通じて意味
づけられ、新たな実践を促す可能性もある。学びの多様化学校から創造される実践知の普
及は、⻑期的に捉えるべきものとして継続的な課題としたい。最後に、知識移転に基づく
学校改善が組織のルーチンとして定着しているとすれば、本稿で記述した実践が⽣出校⻑
の転出後にどのように変容するのかを継続的に追跡することも課題となる。

＜注＞
（1）2023 年 8 ⽉ 31 ⽇に出された⽂部科学省初等中等教育局児童⽣徒課⻑通知「『不登校

特例校』の新たな名称について（通知）」を機に、「不登校特例校」の名称について当
該学校の児童⽣徒を含む関係者から意⾒を募集した結果、「学びの多様化学校」へと
改称することが公表された。同通知では当⾯の間は「学びの多様化学校（いわゆる不
登校特例校）」と併記するとされているが、本稿では引⽤箇所をのぞき、学びの多様
化学校と表記する。

（2）⽂部科学省ホームページ「学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）の設置状況」
（最終アクセス 2026 年 1 ⽉ 8 ⽇）。

（3）吉⽥⼩学校の 2025 年 4 ⽉ 1 ⽇時点の児童数は 42 名で、教職員は 13 名である。2025
年 11 ⽉時点で⽩⽯きぼう学園の在校児童⽣徒数は 40 名である。

（4）着任当初から「学校の主役は⼦どもたち！」とは表記されておらず、学校だよりやホー
ムページでも複数の表記が確認される。ただし、2024 年 8 ⽉ 8 ⽇に開催された令和
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6 年度富⾕⿊川地区校⻑会第 2 回研修会における⽣出校⻑による話題提供資料では、
学校経営⽅針として「学校の主役は⼦どもたち！」と表記されており、2025 年度の
学校経営⽅針にも「学校の主役は⼦どもたち！」と明記されている。⽣出校⻑の理念
が最も反映された表記であると推定されるため、本稿では「学校の主役は⼦どもた
ち！」と統⼀して表記する。

（5）筆者訪問時資料による。学校の主役は「⼦どもたち」の他に⼤事にしたいこととして、
「『勉強って楽しい！』と実感できる授業…授業改善は永遠のテーマ」、「『させる指導』
から『⽀える指導』へ…発達⽀持的⽣徒指導への転換を！」、「教師⇔⼦ども・⼦ども
同⼠の温かなつながり」、「⼼理的安全性の⾼い・対話のある職員室」が⽰されている。
なお、不登校に関する記述は「教師⇔⼦ども・⼦ども同⼠の温かなつながり」の中に「不
登校を⽣まない…児童の特性・性格・家庭環境等を考慮した対応」と記載されている。
同資料のなかに⽩⽯きぼう学園や学びの多様化学校について明⽰された箇所は確認で
きない。

（6）学校だより「わかくさ」第 2 号（2024 年 4 ⽉ 26 ⽇付）には、4 ⽉ 8 ⽇に⾏われた始
業式において、「校⻑先⽣から『学校の主役は⼦供たちです。みんなの⼒を発揮して
ほしいです。』と話され、⼦供たちは笑顔になりました」と記されている。

（7）2025 年度には吉⽥⼩学校において開催される朝会の司会も 6 年⽣が持ち回りで担当
するようになった。

（8）2024 年 9 ⽉ 11 ⽇に発⾏された校⻑だよりでは、4 ⽉、5 ⽉に開催されたワークショッ
プで共有された課題やアイデアについて再度共有され、学級・委員会・⾏事等の中で
実践してきたことや⼦どもたちの変化等に関するアンケートへの協⼒が呼びかけられ
ている。

（9）2024 年度にはドッジボールや学校かくれんぼ等、合計 4 回実施された。
（10）吉⽥⼩学校ホームページ「全校のみんなで遊んだよ！〜 7.12 吉⽥⼩ワクワク⼤作戦！ 

第１弾〜」（最終アクセス 2026 年 1 ⽉ 8 ⽇）。
（11）筆者訪問時資料による。
（12）2025 年度の「全校かくれんぼ」では、①全校児童の仲を深める、② 2 学期最後に

みんなで楽しいことをしたい、③ 5 年⽣にリーダーとして縦割り班に慣れてほしい、
という 3 つのめあてが⽰された（⼤和町⽴吉⽥⼩学校学校だより『わかくさ』第 10
号（2025 年 12 ⽉ 23 ⽇付））。

（13）宮城県では、宮城教育⼤学上廣倫理教育アカデミーによって「⼦どもの哲学（p4c）」
を⽇本の教育⽂化に根差して学校教育に取り⼊れやすい形にアレンジした「探究の対
話（p4c）」が普及している。⽩⽯市は 2014 年度から宮城教育⼤学上廣倫理教育アカ
デミーとの連携のもと、p4c の普及や実践及び効果検証に取り組んでいる。

（14）2024 年度には全校道徳の場で p4c が 2 回実践されているのが確認できる。⼤和町
⽴吉⽥⼩学校ホームページ「みんなで話し合ってみよう・縦割り班で p4c に挑戦〜
12.3 全校道徳『わたしのせいじゃない』〜」、「〜「本当の友達」ってどんな⼈？〜
2.4 全校道徳（縦割り p4c）〜」（最終アクセス 2026 年 1 ⽉ 5 ⽇）。

（15）縦割り活動の充実という点では、B 先⽣の提案による縦割り清掃の導⼊もあげられる。
前任校での経験をもとに、6 年⽣がリーダーシップを発揮できる機会を増やすべく吉
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⽥⼩学校において縦割り清掃が導⼊され、他の先⽣からも⼦どもの成⻑が⾒られる点
で評価されている。これも教職員の声をいかした学校改善の⼀例として解釈される。

（16）このような証⾔により浮かび上がる⽣出校⻑の姿も、⽩⽯きぼう学園の我妻聡美校
⻑と重なるものとして指摘できる。我妻校⻑は普段は校⻑室と職員室の間にある扉を
開けており、職員室から教職員の話し声や笑い声が聞こえると「校⻑室に 1 ⼈でじっ
としていられなくて『その後、どうなったの？』と話の中に⼊っていく放課後です」（我
妻 2024：37）と記している。

（17）吉⽥⼩学校における 1 年間の学校経営を踏まえて、⽣出校⻑は⽩⽯きぼう学園での
勤務経験の意義について次のように述懐する。

今までの教育を 1 回脇に置くというか。森万喜⼦先⽣はよく「鎧を脱ぐ」と⾔っていますけども、「こ
うあるべきだ」とか、「こうしなきゃいけない」というのがいっぱいあったのを脇において、もう
1 回改めて⼦どもと向き合う⼤切さに気づかせてくれた 1 年だったと思います。この 1 年ここで校
⻑としてできたことは、⽩⽯きぼう学園での 1 年がなかったら全然違っていたと思います。

 上記の証⾔から、学びの多様化学校における勤務経験には⼀定のアンラーニングが
⽣じていることが推定される。⼈事異動という必ずしも選択し得ない環境の変化を契
機とする教職員のアンラーニングと、⽇々の実践を通じた内省によって学校教育にイ
ノベーションを創出する主体へと変容を促す過程や条件を明らかにするとともに、そ
のような変容を⽣み出す学校の在り⽅についても今後の研究課題としたい。この点に
ついて SECI モデルを援⽤した先⾏研究という観点からも、Hargreaves の知識創造学
校論について考察する織⽥（2008）が参考となる。

＜引⽤⽂献＞
我妻聡美「不登校の⼦どもたちの今を受け⼊れ、未来へつなぐ」『⽉刊学校教育相談』

2024 年 9 ⽉号、2024 年、34-37 ⾴。
當嶋舞「ASU の教師として学んだこと」千原雅代編著『不登校の⼦どもと保護者のた

めの〈学校〉公⽴の不登校専⾨校 ASU における実践』ミネルヴァ書房、132-150 ⾴、
2015 年。

天笠茂「学校組織のイノベーションに関する基礎的研究」『千葉⼤学教育学部研究紀要』
第 32 巻、1983 年、55-63 ⾴。

安藤史江『コア・テキスト 組織学習』サイエンス社、2019 年。
⽯塚浩「知識移転を妨げる要因への対応」『情報研究』第 33 号、2005 年、23-34 ⾴。
織⽥泰幸「学校の組織能⼒を構築するための知識経営論に関する考察―D．H. Hargreaves

の知識創造学校論に注⽬して―」『⽇本教育経営学会紀要』第 50 号、2008 年、50-64 ⾴。
後藤武俊「オルタナティブな教育機関に関する政策動向とカリキュラム開発の現状 : 不登

校児童⽣徒を対象とする教育課程特例校に注⽬して」『琉球⼤学⽣涯学習教育研究セン
ター研究紀要』第 8 号、2014 年、41-51 ⾴。

後藤武俊「地⽅⾃治体における不登校児童⽣徒へのサポート体制の現状と課題―不登校児
童⽣徒を対象とする教育課程特例校を設置する⾃治体を中⼼に―」『東北⼤学⼤学院教



93

学びの多様化学校の勤務経験者による知識移転

育学研究科研究年報』第 64 集第 2 号、2016 年、157-180 ⾴。
坂本篤史・秋⽥喜代美「教師」⾦井壽宏・楠⾒孝編著『実践知――エキスパートの知性』

有斐閣、174-193 ⾴、2012 年。
塩瀬隆之「『学びの多様化学校』と学校づくりのインクルーシブデザイン（第 9 回）学び

の多様化学校から他校へ転⽤可能な実践知を探る（3）」『授業⼒＆学級経営⼒』2024 年
12 ⽉号（177 号）、明治図書、2024 年、120-123 ⾴。

塩瀬隆之「『学びの多様化学校』と学校づくりのインクルーシブデザイン（最終回）『学び
の多様化学校』に学ぶ未来の学校づくり」『授業⼒＆学級経営⼒』2025 年 3 ⽉号（180 号）、
明治図書、2025 年、120-123 ⾴。

髙垣明夫「⽣徒指導の視点から捉えた不登校特例校と夜間学級の⽣徒の相互交流の教育的
価値―全国唯⼀の京都市⽴洛友中学校の取り組みをもとに―」『京都⼥⼦⼤学教職⽀援
センター』第 5 号，2023 年，33-44 ⾴。

俵⿓太朗「義務教育段階における公⽴の不登校特例校に関する研究 : 学校の設置過程に関
する議論に着⽬する重要性について」『教育学研究紀要』第 68 巻、2022 年、235-240 ⾴。

俵⿓太朗「公⽴不登校特例校の設置過程における教育委員会の主導性―住⺠との合意形成
を中⼼に―」『⽇本教育⾏政学会年報』第 50 号、2024 年、126-144 ⾴。

照屋翔⼤「教育経営学研究における質的調査研究の特徴と課題」『⽇本教育経営学会紀要』
第 65 号、2023 年、202-211 ⾴。

中⻄善信『知識移転のメカニズム 実践コミュニティは国境を越えて』⽩桃書房、2018 年。
野中郁次郎・⽵内弘⾼（⿊輪篤嗣訳）『ワイズカンパニー 知識創造から知識実践への新

しいモデル』東洋経済新報社、2020 年。
畑中⼤路「学校組織間における知識移転―カリキュラムマネジメントの事例を踏まえた仮

説 ⽣成―」『教育経営学研究紀要』、2015 年、13-22 ⾴。
浜⽥博⽂「校⻑のリーダーシップの実態と課題」浜⽥博⽂・諏訪英広編著『校⻑のリーダー

シップ ⽇本の実態と課題』学⽂社、2024 年、168-185 ⾴。
福⽥鉄雄・前川卓郎・畑中⼤路「⻑崎県における⾼校⽂化活動の展開過程―⾼等学校総合

⽂化祭を事例とした「知識移転」の視座からの分析―」『⻑崎⼤学教育学部教育実践研
究紀要』第 17 号、2018 年、137-146 ⾴。

⼭﨑準⼆『教師と教師教育の変容と展望――結・教師のライフコース研究――』創⾵社、
2023 年。

【謝辞】本稿に多⼤なご協⼒をいただいた⼤和町⽴吉⽥⼩学校の皆様に御礼申し上げます。
【付記】本稿は JSPS 科研費 25K05833 による研究成果の⼀部である。



本 ⼭ 敬 祐

94



95

課題設定

 本稿の⽬的は、学びの多様化学校（１）である⽩⽯市⽴⽩⽯南⼩学校・⽩⽯南中学校（通
称⽩⽯きぼう学園；以下、⽩⽯きぼう学園と表記する。）における実地研修参加者を対象
とする事後調査を⾏い、学びの多様化学校における研修を通していかなる学びが得られた
のか、また、得られた学びが勤務校での実践にいかなる影響を与えているのかを明らかに
することである。加えて、実地研修参加者が認識する学びの多様化学校と勤務校の共通点
及び相違点を問い、学びの多様化学校で創造された知識を拡張する⽷⼝を探る。
 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇に公表された「誰⼀⼈取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

（COCOLO プラン）」（以下、「COCOLO プラン」と表記する。）によれば、学びの多様
化学校とは「学校に⾏きづらい児童⽣徒のために、通常の学校より授業時間数が少ないな
ど、柔軟に学ぶことができる学校（⼩ ･ 中 ･ ⾼等学校等）」と説明されている（２）。「COCOLO
プラン」や 2023 年 6 ⽉ 16 ⽇に閣議決定された第 4 期教育振興基本計画では、不登校児
童⽣徒の多様な教育機会の確保に向けて各都道府県・政令市に 1 校、将来的には全国で
300 校の設置が⽬指されている。⽂部科学省（2024）では 2023 年 4 ⽉時点で 24 校とさ
れていたものが 2025 年 11 ⽉ 1 ⽇時点で 59 校・コースまで増加しており、学びの多様化
学校が急速に拡⼤しているといえる（３）。
 不登校を経験した⼦どもたちの学びの保障に加えて、学びの多様化学校には不登校を経
験した⼦どもたちが通いたいと思える学校づくり、授業づくり、教職員と⼦どもの関係づ
くりといった様々な実践知の創造と発信が期待される。「COCOLO プラン」においても、
学びの多様化学校に関して「⼈事交流等を通して、NPO やフリースクール等との連携を
強化するとともに、他の学校の児童⽣徒へのオンラインを活⽤した相談⽀援、他の学校へ
の助⾔やノウハウの普及を⾏います」と記されている。
 学びの多様化学校に関する先⾏研究について、対象別に概観する。はじめに、学びの多
様化学校を対象とした研究として、主に教育課程の編成について事例調査や理論的研究が
蓄積されてきた（後藤 2014；⾼⼭ 2019）。学びの多様化学校を含む⾃治体を対象とした

岩⼿⼤学教育学部研究年報 第 85 巻（2026.3）95 〜 114
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研究として、後藤（2016）は学びの多様化学校を含む⾃治体単位での不登校⽀援のネッ
トワークに注⽬し、俵（2024）は学びの多様化学校の設置過程における教育委員会の主
導性について分析している。さらに、学びの多様化学校に勤務する教職員を対象とした研
究として、学びの多様化学校への異動に伴う実践知の創造過程やその条件に注⽬する（本
⼭ 2025）や、学びの多様化学校から転出した教職員による知識移転に関する事例研究が
ある（本⼭ 2026）。しかしながら、学びの多様化学校において創造される実践知の普及や
活⽤における設置主体の役割を問う先⾏研究は確認されていない（４）。
 学びの多様化学校が設置される意義の⼀つである実践知の普及に関して、本稿は学びの
多様化学校の設置者が実施している教職員研修の事後調査を実施した。研修参加者が学び
の多様化学校で何を学び、勤務校における実践にどのような影響を与えたかを把握すると
ともに、研修参加者が認知する学びの多様化学校と勤務校の差異や共通点を明らかにする
ことで、学びの多様化学校の外部効果といえる実践知の普及に関する実態を把握し、実践
知を他校へ普及させる条件を探るうえで⼀定の⽰唆が得られると考えられる。

分析枠組

 学びの多様化学校における実地研修について、本稿は⾃治体主導による教職員の越境学
習として捉える。また、学びの多様化学校における実地研修について、学校設置者による
SECI スパイラルを通じた実践知の拡⼤過程の⼀例として位置づける。
 近年、産業界を中⼼に越境学習が注⽬されている。中原淳は越境学習を「個⼈が所属す
る組織の境界を往還しつつ、⾃分の仕事・業務に関連する内容について学習・内省する
こと」（中原 2021：186）と定義する。仕事や業務に関する学びは、職場の中で⾏われる
OJT（On-the-Job Training）や職場を離れて受ける Off -JT（Off -the-Job Training）が主
流である。しかし、仕事のための学習について学習形態と学習の場をもとに類型化した荒
⽊は、社会⼈の学習機会が職場に留まらない状況に鑑み「職場を越える様々な学習空間に
おいて、個⼈がどのような活動や経験をし、それらがどのように個⼈の成⻑につながって
いるのかも含めて研究を⾏う必要があるだろう」（荒⽊ 2008：126）と指摘する。ただし、
職場を越えた勤務時間外の学習は、個⼈の⾃発性や⾃由意思に基づいて⾏われていると考
えられていたことから、中原（2021）によれば、越境学習が経営学や組織論の学問的探
求の対象となってこなかった。しかしながら、競争⼒を⾼めるためにイノベーション創出
のニーズが⾼まるなか、組織内部で調達される知識では限界があるという認識の広まりを
背景として、⼀部の企業では勤務と関連づけた研修として越境学習が導⼊されている。
 上述の越境元におけるイノベーションの創出に加えて、学習者⾃⾝に対する越境学習の
効果として、「組織にいては気づかなかったような新たなアイデアを⽣み出したり、組織
のなかでは獲得できない知識・技能を⾝に付けたり、⽇々の仕事のなかで⾃明化してしまっ
た⾃らのキャリアを問い直すことを可能にする」（中原 2021：185）意義があるとされる。
雇⽤の流動化に伴いキャリア形成の⾃律性が求められるなか、労働者は出世を含むスキル
アップやキャリア形成に資する知識や経験を組織外部にも求めるようになっている。
 越境学習の形態として、越境学習は異動や出向、転職とは異なり、越境元となる所属組
織から越境先に⾏き、所属組織に戻るという往還の形をとるのが特徴とされている。越
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境学習に関する事例集である経済産業省（2025）には、主に数カ⽉以上所属組織を離れ
て⾏われる事例が紹介されているが、なかには 2 泊 3 ⽇で社会課題の現場に⾏くワーク
ショップ型や、個⼈で取り組むプロボノや副業等のいわゆる「⼩さな越境」も含まれる。
 越境学習における境界には主に職場や組織の内外という枠が想定されているが、⽯⼭

（2018）及び⽯⼭・伊達（2022）は、越境学習における境界を必ずしも職場や組織の枠に
限定していない。⽯⼭と伊達は越境について「個⼈にとってのホームとアウェイの間にあ
る境界を越えること」（⽯⼭・伊達 2022：28）と定義し、組織や物理的な場所の移動だけ
でなく、個⼈の⼼理や認知に基づく境界を含めている点に特徴がある。⽯⼭・伊達（2022）
が越境学習において個⼈の⼼理や認知に注⽬するのは、越境学習には、⾃らが準拠してい
る状況として慣れ親しんだホームから抜け出し、普段当たり前とされてきたことが通じず
居⼼地がいいとは限らない場で感じる葛藤とともに、アウェイで得た知⾒をホームにい
かそうとするときに感じる葛藤こそが学習を⽣み出す原動⼒になると考えているためであ
る。
 越境学習のプロセスについて、⽯⼭（2018）は越境学習が進⾏するプロセスには経験
学習のサイクルが⽣起しているとして、図 1 のモデルを提⽰している。

図 1 越境学習のプロセス
 （出典）⽯⼭（2018）58 ⾴。

 図 1 より、異なる状況を往還することから、越境学習では⼆重の経験学習のサイクルが
⽣じていると想定されている。なかでも「3．越境先経験を概念化」したあとに「4．越
境元で実験」するフェーズは異なる状況から得た知⾒を別の状況で実践する試みであるこ
とから、学習者は越境元において反発を含む様々な反応を経験するとされる。越境先で得
た学びを越境元でいかすためには、周囲からの反発を含む「5．越境元での経験」に対す
る「6．内省」と越境元での概念化を経て越境元の状況に合わせることが求められる。
 このように、異なる状況の往還を伴う経験学習として越境学習を捉えることができる⼀
⽅で、⽯⼭は経験学習と越境学習はそれぞれの学びの⽅向性が異なるとする。経験学習で
⽬指されるのは特定の環境への適応を含む個⼈の熟達であるのに対して、状況的学習論に
基盤をもつ越境学習は、「学びが深まっていくと、個⼈、越境元の状況、越境先の状況に
それぞれ変化が⽣じていくことになる」（⽯⼭ 2018：57）と指摘する。経験の内省と概念
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化を通じた実践の創造という学びの過程を共有しつつも、普段準拠している状況とは異な
る状況での経験が含まれる点で、越境学習には⾃⼰の前提を問い直すアンラーニングを伴
うと考えられている。
 図 1 は越境学習者個⼈の学習プロセスに注⽬したモデルであることから、越境元の状況
の変化を捉えるためには周囲との関りを含めて理解する必要がある。そこで本稿は、組織
的な実践知の創造と実践を通じた持続的なイノベーションについて体系的に論じる SECI
モデルを参照する。SECI モデルとは、野中郁次郎と⽵内弘⾼によって提唱された組織的
な知識創造のフレームワークである。暗黙知と形式知の共有や変換に注⽬して、個⼈間
での経験の共有を通じて暗黙知が共有される共同化（Socialization）、チームにおいて個
⼈が有する暗黙知が形式知に変換される表出化（Externalization）、形式知が組み合わさ
ることで新たな形式知が⽣み出される連結化（Combination）、実践を通して新たな形式
知が吸収される内⾯化（Internalization）という過程を経て、知識の組織的な促進、維持、
拡⼤の過程が説明される（図 2）。

図 2  SECI モデル
 （出典）野中・⽵内（2020）108 ⾴。

 そして、SECI モデルに時間軸と存在論的な次元を加え、知識が及普する過程を⽰すの
が SECI スパイラルである（図 3）。

図 3 SECI スパイラル
 （出典）野中・⽵内（2020）127 ⾴。
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 SECI スパイラルでは「ある次元で創造された知識がやがて⾼い次元にスパイラルに上
昇するにつれ、知識ベースが広がっていき、意味が創造される。また同時に⾼次の⽬的を
持った知識実践者のコミュニティが拡⼤する」（野中・⽵内 2020：47）と想定されてい
る。ある知識や実践が創造され他者と共有される帰結として、その実践に関わる⼈が増え
コミュニティが拡⼤していくことで社会に影響を与えうることが指摘される。
 企業における競争⼒の向上に限らず、公的組織にも丹⽻（2010）が述べる「従来の慣
⾏軌道」から離れ、「新しい軌道への」修正としてのイノベーションが求められている。
また、イノベーションに資する知識の創造、普及、活⽤を含むナレッジ・マネジメントも
求められている。しかしながら、医療や⼯学、情報通信技術の領域と⽐較して、教育セク
ターにおけるナレッジ・マネジメントは低調であるとされる（OECD 教育研究⾰新セン
ター編著 2012）。本稿の関⼼に即していえば、不登校児童⽣徒数が過去最⾼を更新し続け
ている現状や「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する
法律」（以下、「教育機会確保法」と略記する。）の成⽴を契機として⼀条校の内外で官⺠
を超えた学びの多様化が進むなか、不登校の状態にある⼦どもの学習権保障に資する学び
の多様化学校等において創造される実践知が⼈事異動や研修等を通じて普及、活⽤される
過程とその影響を捉える研究の蓄積が急務であると考える（５）。
 学びの多様化学校において創造される実践知の普及や活⽤は研究上及び政策上の課題で
あると同時に、観察可能な状況になりつつある。2025 年 7 ⽉ 22 ⽇に⽰された多様な学
びの場の確保に関するタスクフォース（主査：⾦城泰邦⽂部科学⼤⾂政務官）による論点
整理では、「設置数の少なさや特別の教育課程に基づき教育活動が⾏われるという性質上、
通常の教育課程に基づき教育活動を⾏う学校の教員と相互連携を図る機会が少なく、また、
学びの多様化学校やその設置者が⾃⼒で情報収集することなどについても負担が⼤きいと
の声がある」と指摘されている。また、論点整理では⽂部科学省が学びの多様化学校同⼠
の連携強化や相互の情報共有等を⾏うネットワークの形成を⽀える取組を進めていく必要
があるとも指摘されている。
 このような背景から、2025 年 10 ⽉ 31 ⽇に学びの多様化学校の関係者による「学びの
多様化学校全国研究協議会」が設⽴された。同協議会の主な⽬的には、全国の学びの多様
化学校関係者をはじめ、「不登校や多様な学びのあり⽅に関⼼のある教育関係者等が⼀堂
に会し、情報交換、研究協議、共同開発等を通じて、各学校の実践を深化させるとともに、
教育の質的向上に貢献すること」と記載されている（６）。
 そこで、本稿は学びの多様化学校の設置主体が実施している教職員を対象とする実地研
修を事例として研修参加者に対する事後調査を⾏い、勤務校とは異なる状況に⾝をおいた
研修参加者の学びと勤務校における実践に与えた影響を検証し、学びの多様化学校におけ
る越境型研修の成果や知識の普及を促す要因を検討する。

対象と⽅法

 本稿では、2023 年 4 ⽉に宮城県⽩⽯市に開校した⽩⽯きぼう学園における実地研修参
加者に対してアンケートフォームによる事後調査を実施した。
 ⽩⽯きぼう学園は「教育機会確保法」の施⾏後では初となる全国で 3 校⽬となる⼩中⼀
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貫の学びの多様化学校である。2019 年に閉校した⽩⽯市⽴南中学校の校舎が活⽤されて
いる。2023 年 4 ⽉の開校当初の⼊学者は 17 名であったが、2025 年 11 ⽉現在の在籍者は
40 名となっている。児童⽣徒数 40 名に対して、教職員数は⽀援員 4 名を含む 28 名である。
 ⽩⽯きぼう学園の校⻑を務める我妻（2024）及び我妻（2025）を参照し、⽩⽯きぼう
学園の概要を記述する。⽩⽯きぼう学園の学校教育⽬標は「10 年・20 年後の社会で活躍
する⼦供の育成」である。学校経営⽅針として「学校の主役は、⼦供たち」、「⼦供の周り
の様々な⼤⼈のチーム⼒で、⼦供が育つきぼう学園をつくる」が掲げられている。また、「今
のあなたを認め、受け⼊れる学校」「学校らしくない学校」をコンセプトとする⽩⽯きぼ
う学園は、「落ち着いて過ごせる居場所」となること、「認めてもらう」こと、「個別最適
な学び」で意欲と⾃信をもてるようになることが重視される。このようなコンセプトは、「⾃
分のペースを尊重すること」、「個別の学びで学習の保障をすること」、「学校内外での体験
活動の機会を確保すること」として具体化され、学びの場の柔軟性や授業中に⼀時的に席
を離れて気持ちを整えるクールダウンが認められるほか、教育課程内における学び直しの
時間（「⽩⽯タイム」）、⼦どもたちの興味や関⼼に基づく探究活動（「夢スタジオ」）、⽉に
1 回の調理実習という特⾊ある教育課程や教育実践へとつながっている。また、学びの多
様化学校としての存在意義や学校教育⽬標を共有する⾼い同僚性に⽀えられた教職員によ
る創意⼯夫も⽩⽯きぼう学園の特徴とされる。
 ⽩⽯きぼう学園における実地研修は 2024 年度に導⼊され、2025 年度も実施されてい
る。⽩⽯市教育委員会による事前の集合研修を経て、⽩⽯きぼう学園における実地研修は
2 ⽇間にわたって⾏われる。1 ⽇⽬は主に参加者の校種や教科に応じた視察が⾏われてい
る。2 ⽇⽬には研修参加者が 1 時間分の授業を⾏うのが原則となっており、研修参加者に
よる実践を伴う点が特筆される。実地研修終了後には、校⻑室や職員室での振り返りの時
間が設けられている。
 実地研修の参加者は、研修実施後 1 週間以内に報告書を⽩⽯市教育委員会に提出する。
報告書には 2 ⽇間を通した所感・所⾒に加えて、今後の不登校⽀援推進に向けた所信が
記載されている。⽩⽯きぼう学園における振り返りや研修実施後の報告書の作成は、越境
学習におけるホームとアウェイそれぞれでの内省や概念化に相当する。ただし、報告書で
は実地研修を通じて勤務校の実践にどのような変化が⽣じたかまでは把握できないことか
ら、事後調査を通じて⽩⽯きぼう学園での研修から得られた学びが勤務校でどのように活
⽤されているかを検証する。
 なお、本調査の実施にあたっては、⽩⽯市教育委員会に事前に質問項⽬について確認を
受けて実施している。また、⽩⽯市教育委員会から研修参加者にアンケートフォームを周
知いただいた。回答者に対してはアンケートフォーム上で調査⽬的を明記し、調査⾃体は
記名式だが結果の公表に関して個⼈が特定されることの無いよう匿名化することを明⽰し
ている。また、本稿における調査結果及び報告書の引⽤箇所に関しては、脱稿時に⽩⽯市
教育委員会の確認・承諾を得ている。調査の概要は表 1 の通りである。
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表 1 調査の概要

結果

 以下では筆者が 2 年度にわたって実施したアンケート調査の結果を記述する。本稿で
はアンケート調査の結果に加えて、2025 年度実地研修参加者による報告書を分析資料と
して⽤いる。なお、2024 年度と 2025 年度では調査項⽬を⼀部修正している。そのため、
厳密に⽐較できない項⽬は各年度の調査結果を⽰す。

（１）不登校観の変化
 はじめに、不登校経験のあった⼦どもが通う学校として、⽩⽯きぼう学園における実地
研修を経て不登校に対する⾒⽅や考え⽅、すなわち不登校観の変化についてたずねた結果
を図 4 に⽰す。

図 4 不登校に対する⾒⽅・考え⽅の変化

 図 4 より、2024 年度調査では 46％が、そして、2025 年度調査では 69％が不登校観に
何らかの変化があったと回答している。本調査ではそれぞれの選択について理由をたずね
ている。
 不登校観に変化があったという回答の中には、「児童・⽣徒と会話すると、居住地の学
校で不登校になったとは感じないような明るさで話してくれたので、児童・⽣徒が⽣き⽣
きする環境が⼤切であると考えました」（2024 年度）、「不登校の児童の学びへ向かう強い
意欲を感じました」（2024 年度）、「『私のやりたいこと・させたいこと』ではなく、『⼦供
たちがしたいこと』が⼤前提として受け⽌め、⼦供たちの⼼の貯⾦が満杯になるまで、根
気強く寄り添っていくことが⼤切であると感じた」（2024 年度）と述べられている。また、

対象 2024 年度実地研修参加者 2025 年度実地研修参加者

調査期間 2024 年 10 ⽉ 10 ⽇〜 11 ⽉ 30 ⽇ 2025 年 12 ⽉ 10 ⽇〜 12 ⽉ 31 ⽇

研修参加者 16 名 13 名

回答数 15 件 13 件
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「⼦どもたちの⾏動に対して、教員側がルールにしばられず、その⼦に合った対応をして
いくことが不登校⽀援には必要だと考えるようになった。」（2025 年度）という教員側の
在り⽅を問い直す記述も確認された。
 「どちらともいえない」と回答した理由には、「実際に多くの児童⽣徒と関わらせてもら
い、今までの⾃分の考え⽅が間違えてないと⾃信を持てるようになりました。⾒⽅、考え
⽅が変わったというよりは、強化されたと感じています。」（2025 年度）といった回答が
含まれている。
 「いいえ」と回答し不登校観の変化がなかったという回答の理由には、⼀例として「⽩
⽯に勤務しているので、不登校へ対する⾒⽅、考え⽅は共有されていたので、そこまで⼤
きな変化はありませんでした」（2025 年度）と記載されていた。
 実地研修参加者の不登校観の変化をもたらした要因として、⽩⽯きぼう学園で「⽣き⽣
き」と過ごし学ぶ意欲のある⼦どもの姿や、そのような姿を⽣み出す教職員の関わりや環
境づくりがあげられる。

（２）教科指導に対する考え⽅
 新設教科や授業時数の弾⼒化を含む不登校児童⽣徒の実態に配慮した特別の教育課程を
編成・実施する⽩⽯きぼう学園における授業実践を伴う実地研修を通じて、教科指導に対
する考え⽅の変化をたずねた結果を図 5 に⽰す。

図 5 教科指導に対する⾒⽅・考え⽅の変化

 図 5 より、いずれも半数強が教科指導に対する考え⽅についても何らかの変化が⽣じて
いたとみられる。2024 年度の調査では「いいえ」が 13％であるのに対し、2025 年度調
査では 0％であった。
 不登校観と同様に、教科指導に対する考えの変化についても理由をたずねている。
 教科指導に対する考えに変化があった理由として、「この研修を受ける前まで、私は教
科書の内容全てをギチギチに詰め込んだ授業をしていたため」（2025 年度）、「これまで、
どうしても教えなければいけないことがあるため、教師から押し付けるような指導をして
しまうことがあったが、児童に寄り添い、授業の展開や内容を変えることで、児童が納得
する形で教科指導を⾏っていけるのではないかと感じたから」（2025 年度）といったこれ
までの勤務校での実践との対⽐による気づきが述べられている。また、⾃⾝が研修中に実
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践した授業を通じて「説明が難しくないか、説明を聞かずにやってしまって失敗すること
ないようにするにはなど、授業というものは、⼀⻫授業ではなく、『⼀⼈ひとり』のため
のものなのだと改めて気付きました」（2025 年度）というように、授業実践に関する内省
が得らえたと思われる記述もみられる。また、「児童の実態に合った授業の形や教材の内
容を⼯夫していることが⼤変勉強になり、より個に応じた授業ができるようにしなければ
ならないという意識になりました」（2024 年度）や「⽣徒の実態に応じて探究課題を提⽰
したり、課題でなく楽しむ時間を作ったあとに学習時間を設定するなど、個別最適な学び
をつきつめて考えていく必要があることを学びました」（2025 年度）のように、個別最適
な学びや探究的な学びという観点から⽩⽯きぼう学園での教科指導の特徴が捉えられてい
る記述も得られた。
 「どちらともいえない」という回答の理由として、「きぼう学園でも、その学年の学習指
導要領にそって算数や国語を学習していたので、そこは変わらないのだと感じた」（2025
年度）というように、勤務校との共通点が⾒出された回答がみられた。また、「⾃校にも
多様な⽣徒がいると感じており、⽣徒⼀⼈⼀⼈に対応した学習を進めている点等、参考に
したいと思いました。⾒⽅、考え⽅が変わったというよりは、強化されたと感じています」

（2025 年度）というように、認識が強化されたという記述もある。認識の強化という点では、
「保健体育の授業において⽣徒個々の能⼒に応じた個別指導を⾏ってきた。実地研修で学
んだ不登校対応も能⼒や実態に応じた個別指導と同様であると感じた。これまで通り教科
指導において、個々に応じた指導を⼼掛けていきたい」（2024 年度）、「『勉強が分からない』
ということが不登校の要因のひとつだとは聞いていたし分かる授業を⾏うことが⼤切だと
は理解していた。ただ、今回の実地研修で⽣徒の様⼦を⾒て、改めて⽣徒の知りたいとい
う欲求を感じることができた」（2024 年度）という記述もみられた。「いいえ」が選択さ
れた回答のうち、その理由が記述されていた⼀例は下記のとおりである。

児童の実態にあった⾃由進度学習や個に合った学習と合わせて，全体指導は必要だと感じました。
集団の中に属しているという気持ちは，⽣活だけではなく，学習でも⼤事だと思いました。なので，
個を重視する学習だけで成り⽴つのは難しく，教師や仲間と協⼒する活動が必要と思いますので，
研修を受けたことで教科指導への考え⽅は変わりませんでした。

 上述の通り、⽩⽯きぼう学園における実地研修を通じて個に応じた指導の重要性に気づき、
教科指導に対する考え⽅に変化が⽣じた参加者が⼀定程度いたことは確かである。⼀⽅で、
個に応じた指導に加えて学習の中で集団への帰属意識の重要性が再認識されたことから、実
地研修を通じて教科指導に対する考え⽅が変化しなかったという記述も確認された。

（３）勤務校における実践の変化
 つづいて、⽩⽯きぼう学園における実地研修を終えて勤務校に戻った研修参加者が研修を
通じて得られた学びを勤務校においてどのように活⽤できているかを検討する。
 2024 年度調査では、「実地研修を経て、現在の勤務校における不登校児童⽣徒への⽀援
について個⼈的な変化はございましたか。」とたずねたところ、15 名中 9 名が「はい」、「ど
ちらともいえない」が 4 名、「いいえ」が 2 名であった。回答者による具体的な変化は表
2 の通りである。
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表 2 実地研修を経て勤務校における不登校児童⽣徒への⽀援に関する個⼈的な変化

 表 2 より、不登校児童⽣徒への⽀援に関する個⼈的な変化として、9 名のうち 5 名が⼦
どもへの寄り添いについて⾔及している。この点については、⽩⽯きぼう学園が開校初年
度の実践を通して⼦どものへの寄り添い⽅を 4 段階のモデルとして概念化していたことが
関連すると想定される。2024 年 2 ⽉ 8 ⽇に開催された教育実践「ローンチ・シンポジウム」
ver.1 をはじめ、⽩⽯きぼう学園における⼦どもへの寄り添いについて下図のモデルが⽰
されている。

図 6 教職員の寄り添う姿
 （出典）⽩⽯市教育委員会主催 教育実践「ローンチ・シンポジウム」ver.1 発表資料。

毎⽇声をかけるようになった。
今までより、⼦どもの声を聞き、寄り添う態度で児童に関わるようになったと思います。
不登校⽣徒がいた場合、その⼦に「寄り添う」ということはどういうことかを考えるよ
うになった。
⼀⼈⼀⼈に寄り添い⽅や⾔葉掛けの在り⽅、⾃分のペースを⼤切にしてあげることの⼤
切さ。
⽣徒の思いに寄り添うことの⼤切さや、魅⼒ある学校や授業を作っていくことの⼤切さ
を認識した。⼀⽅で、不登校⽣徒への⽀援で、速効性のある⽅法があるわけではないと
も感じ、⽀援の難しさを感じる。
児童に寄り添う気持ちの⼤切さ。
不登校傾向のある児童でも学びたいと思うタイミングはあると思います。そのタイミン
グ「逃さない⽬」また「すぐに対応する⼿」が重要だと強く感じるようになりました。
本校は準不登校の児童がおり、その児童の様⼦を以前より注意深く⾒たり、折を⾒て話
し掛ける機会が増えた。
学校のルールだからこうしなさい。学校だからこうするのは当たり前と押し付けるので
はなく、⽣徒がどのように学びたいのか、どのように⾏動したいのか話を聞き、⼀緒に
良い⽅法を模索していくようになった。
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 図 6 のモデルは 2025 年度の実地研修における事前指導資料にも含まれていることから、
4 段階で⽰される教職員の寄り添う姿や⼦どもたちへの問いかけにおいて⼤切にしたいこ
とは、⽩⽯きぼう学園において創造され形式化された実践知として位置づいていると推定
される。
 そして、2025 年度実地研修参加者も⽩⽯きぼう学園における教職員の寄り添う姿を体
感していることが推察される。2025 年度実地研修参加者による報告書にも「児童⽣徒の
ネガティブな⾔葉に対して、前向きに活動できるように返したり、児童⽣徒のつぶやきや
些細な⾏動に対して⼀⼈⼀⼈に合わせた⽀援をしたりしていることに、実態把握の深さを
感じた」、「共感的な傾聴、そして前向きなことばへの変換を、どの先⽣⽅も⾃分なりの話
し⽅で⼦供たちへ伝えていた姿が印象的だった」、「先⽣⽅が⽣徒の話を傾聴するのはもち
ろんだが、⽣徒の良さや本⾳を引き出していると感じた」という記述が確認できる。
 2025 年度調査では実地研修で得られた学びのうち、回答時までに勤務校で実践できた
ことについてたずねた。実践できたことが「ある」という 11 件について、具体的な記述
を児童⽣徒への関わり、教職員間の関わり、環境構成や複合的な内容を含むその他に⼤別
して表 3 に⽰す。

表 3 実地研修を通じて得られた学びのうち勤務校で実践できたこと（2025 年度調査）
児童⽣徒への関わり

児童のペースに合わせること。

児童に選択肢を提⽰し、⾃分で⾏動を決定させること。

本⼈に選択の場を与え、本⼈の準備ができるまで可能な限り待つ。
毎⽇⼦どもたちの顔をしっかり⾒る時間を取ることです。いつもは、⾒ているようでな
がら⾒だった気がしますが、他愛のない会話でもきちんと体を向けて話す時間を取るよ
うにしています。
児童に前向きな声がけをしたことで、複式学級の間接指導の際に、児童が⼀⼈でも意欲
的に学習に取り組む姿が⾒られた。
⽣徒から話を聞く際に傾聴するだけでなく、本⾳を引き出すための問いかけを⼯夫しな
がら話を聞いています。また、授業の際に⾃由進度学習をするだけでなく、学習形態に
ついても少し⼯夫をするようになった。
不登校の⽣徒や他の⽣徒の話を聞く際に、まずは⽣徒の声を最後まで聞き、⽣徒が考え
ていることを理解しようと研修前以上に意識しました。また、教科指導では学び直しの
機会を意識しました。

教職員間の関わり

担任が「⼦供⼀⼈ひとり」に向き合うことができる職場環境を整えることです。先⽣⽅
が、⼼にゆとりを持って⼦供に関わることができるように、チーム担任を⽣かして⼀⼈
で抱え込まない体制づくりや、明るく話せる職員室の環境づくりに努めました。
教職員間の連携をさらに密にするために、情報の共有を積極的に⾏うために、⾃校で活
⽤している教職員間のみ閲覧・編集できるポータルサイトに定期的に書き込んでいる。
また、週 1 回に⾏っている教育相談部会で、様々な情報を共有している。
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 表 3 より、実地研修で得られた学びが研修参加者の勤務校での実践に⼀定の変化をもた
らしていることが⽰された。また、実地研修を通じて得られた学びをもとに勤務校で実践
されたことは多岐にわたる。⼦どもの⾃⼰決定の尊重をはじめとして⼦どもへの声かけや
⼦どもの話の聞き⽅といった⼦どもとの関りから、⾃由進度学習や学び直しの機会を含む
授業改善、さらには担任が⼀⼈で抱え込まない体制づくりや情報共有が⾏われている。ま
た、本調査において詳細は把握できていないものの、⽩⽯きぼう学園における学びの特徴
の⼀つであるクールダウンできる居場所を勤務校で取り⼊れているという回答が確認でき
た。さらに、不登校の状態にある⼦どもや保護者への関わりにおける「忍耐⼒と曖昧さを
受け⼊れる⼒」を⼤切にしたいという気付きが得られたという回答も得られた。具体的な
登校⽀援のノウハウではなく、不登校の状態にある⼦どもや保護者と向き合う⾃⾝の在り
⽅が⾒直されていることが読み取れる。
 本稿では実地研修参加者が⽩⽯きぼう学園での学びをもとに勤務校で活⽤できた要因を
検討するために、勤務校における情報共有の実態や管理職あるいは同僚からの⽀援の有無
について回答者の認識をたずねた。本稿の結果では、実地研修の学びを勤務校で活⽤した
11 名にとって、管理職や同僚からの⽀援に対する認識は⼀様ではなかった。「実地研修で
得られた学びを活⽤するために、同僚からの⽀援が得られていますか。」という質問に対
する回答は、「そう思う」5 件、「ややそう思う」4 件、「あまりそう思わない」2 件であっ
た。管理職からの⽀援についても同じ結果であった。⽩⽯きぼう学園における実地研修で
得られた学びを勤務校での実践につなげたとしても、必ずしも管理職や同僚から⼗分な⽀
援が得られているとは認識されていなかった。
 また、管理職や周囲からの⽀援の有無は、勤務校にける実地研修に関する情報共有の在
り⽅とも関連する。上述の周囲からの⽀援に対する認識をもとに勤務校における情報共有
の様態を⽰したのが図 7 である。

その他

クールダウンすることができる居場所の確保。

現在は、本校にも不登校児童がいる。本⼈や保護者の希望により無理な登校刺激を与え
ないようにしている。今回の研修を受けて、より忍耐⼒と曖昧さを受け⼊れる⼒を⼤切
にしていきたいと感じた。無理に登校を勧めるのではなく、本⼈や保護者の意思を尊重
し、家庭訪問を続け、家庭で学ぼうとする本⼈の意欲が継続していくように⽀援してい
る。今後、本⼈の⼼のエネルギーが⾼まり、登校できるようになった時には、学校での
過ごし⽅を本⼈の意思で選べるように⽀援していきたい。



107

学びの多様化学校における越境型研修の成果と課題

図 7 勤務校における⽀援に対する認識と実地研修で得た学びを共有する機会の関係

 図 7 の通り、勤務校における⽀援について、「そう思う」と「ややそう思う」を合わせ
て周囲からの⽀援に対する肯定的な回答とみた場合、いずれも「教職員同⼠の⽇常的な会
話」による共有がなされていた。本調査に限っては、実地研修の学びを活⽤する際に周囲
からの⽀援があまり得られていないと認識する回答者であっても、肯定的な回答群と同様
に管理職への報告は⾏っている（７）。また、参加者の校種にもよるものの、同じ教科を担
当する教職員での情報共有がなされているという回答も確認できた。しかしながら、⽩⽯
きぼう学園における実地研修の成果を実践する際に周囲からの⽀援があまり得られていな
いと回答していた 2 名は、校内での伝達講習や報告会といったフォーマルな場に加えて、
教職員同⼠の⽇常的な会話というインフォーマルな場を含めても、⽩⽯きぼう学園におけ
る実地研修に関する情報が共有されているとは認識できていない。⽩⽯きぼう学園におけ
る実地研修を通じて得られた学びを勤務校における個⼈の裁量の範囲内で実践につなげて
いるものの、勤務校で⼗分に共有し、組織の知として活⽤されていない可能性がある。

（４）勤務校との相違点と共通点
 前項の通り、⽩⽯きぼう学園での実地研修を通じて得られた学びが勤務校の実践に⼀定
の変化をもたらしていることが⽰された。ただし、⼀部の参加者は勤務校での情報共有が
⼗分に⾏われているとは認識できておらず、知識の発信や共有に際して何らかの障壁が存
在すると想定される。2025 年度調査では「実地研修で得られた学びを勤務校で活かすう
えで障壁になっていると感じられる⽩⽯きぼう学園と勤務校の違い」とともに、実地研修
を通じて感じられた⽩⽯きぼう学園と勤務校の共通点についてたずねた。
 実地研修参加者が認識する⽩⽯きぼう学園と勤務校の相違点は、⽩⽯きぼう学園と地域
の学校との認知上の境界となりうる。⼀⽅で、⽩⽯きぼう学園と勤務校の共通点は、学び
の多様化学校における実践知を特殊なものに留めず、勤務校の教職員や地域の学校に理解
が得られる形で学びの多様化学校の実践知を普及する⼿がかりとなりうる。なお、⽩⽯き
ぼう学園と勤務校の相違点と共通点に関する質問については、それぞれ 13 名全員から回
答が得られたわけではなかったことから、回答に苦慮する質問であったと推定される。⽩
⽯きぼう学園における実地研修参加者が認識する⽩⽯きぼう学園と勤務校の相違点と共通
点は表 4 の通りである。



本 ⼭ 敬 祐

108

表 4 ⽩⽯きぼう学園と勤務校の相違点と共通点

（注）「学び⽀援教室」とは、教室での学習に困難を抱えて別室で学ぶ⼦どもを対象とした学習⽀援と⾃⽴
⽀援の充実を⽬的として宮城県教育委員会が実施している校内体制の整備⽀援事業である。

相違点

特別な教育課程が組めるかどうか。

教育課程が弾⼒的であるところ。教員と⽀援員の⼈数に対する⽣徒数が異なる。

職員が少ないこと。

児童⽣徒⼀⼈⼀⼈にかける教員の⼈数。

教員数の違い。勤務校は本当に⼈が⾜りていない。
⼦どもの実態や学校の⽅針が違うので、⽩⽯きぼう学園の⽅針をそのまま取り⼊れたら、
勤務校の良さが失われてしまうと感じる。障壁があって当然で、すべてを受け⼊れて、
活かす必要はないと感じる。
教える側の⼈⼿が圧倒的に⾜りない。施設設備や⽀援体制が全然違う。

たたみなどの場所の多様化、学校の光の⼊り具合。
先⽣⽅は⼤変協⼒的なので、担当している⾃分⾃⾝がどのように発信するかによるもの
と感じて実践しているところです。

共通点
本校には学び⽀援教室が設置されているので、その教室ではきぼう学園と同じような体
制が整っていると感じた。
教員がチームとなって、全校⽣徒を⾒ているところです。

職員全員が全校児童とかかわろうとしているところ。

ほとんどの職員が全校児童と関わりを持つことができていること。

⽣徒のことを考えて教育活動を⾏っている点
少⼈数ではあるが、⼀⼈⼀⼈の個性が異なり、その個性を尊重し、教育活動に活かして
いる点
⾃校では今年度の校内研究のテーマとして「個別最適な学び」と「協働的な学び」に重
点を置いて指導している。このことは改めてこれからの指導に必要なことだと感じてい
ます。
基本的な教職員としての⼟台（授業づくり、かかわり⽅等）は同じ、しかしより児童⽣
徒に応じたものがきぼう学園では必要とされていると感じた。
⼦ども⼀⼈⼀⼈の考えを⼤切にしている点だと考える。

なし。
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 表 4 より、⽩⽯きぼう学園と勤務校の相違点としてあげられるのは、⼤別すれば児童
⽣徒数に対する教職員の配置、教育課程の柔軟性、校舎という教育実践の諸条件にあたる。
これらは学校の依拠する制度的な違いに伴う客観的な境界といえる。
 他⽅、⽩⽯きぼう学園と勤務校の共通点としてあげられていたのは、教職員の同僚性や
⼦どもの個性を重視した教育、個別最適な学びと協働的な学びといった実践⾯に⾒出され
ている。また、「⼦ども⼀⼈⼀⼈を⼤切にしている点」や、「基本的な教職員としての⼟台」
に共通性を⾒出だす記述もみられた。ただし、⽩⽯きぼう学園と勤務校の共通点について

「なし」という回答もみられた（８）。

（５）実地研修を充実させるために期待されること
 最後に、2025 年度調査では⽩⽯きぼう学園における実地研修を改善するために期待さ
れることをたずねた。得られた回答の⼀部を表 5 に⽰す。

表 5 実地研修を充実させるために期待されること

 「視野を広げる」、「こんな学校もあることを知る」という記述から、⽩⽯きぼう学園に
おける実地研修は参加者にとって⽇頃とは異なる状況での経験として捉えられていること
が読み取れる。また、不登校児童⽣徒の社会的⾃⽴という定型句ともいえる概念につい
て、実地研修を通じて腹落ちしたこともうかがえる。⼀⽅で、普段とは異なる状況で学ん
でいるからこそ、「通常の学校でどのように⽣かせるのか、また、どのように⽣かして欲
しいのか具体的な案を提⽰してもらえるとそれをイメージして実地研修に臨めると感じま
した。きぼう学園と通常の学校の組織的な差が⼤きく、どのような形であれば勤務校に⽣
かして⾏けるのか具体的なイメージが湧かないのが正直なところです」という回答が寄せ
られたと考えられる。
 また、他の実習参加者の記録等を知りたいといったニーズや、受講者の選出に関する提
案も確認された。これらは実地研修に参加した者として、⽩⽯きぼう学園において創造さ
れる知識の普及や活⽤に寄与する要望や提案として理解できる。

視野を広げるためには良い経験になった。こんな学校もあることを知る良い機会になっ
た。
事前研修や 2 ⽇間の実地研修を通して、得られたものがとても多かったです。「⼦供た
ちが、⽩⽯きぼう学園での学びを通して、社会的⾃⽴の歩みを１歩ずつ進めるための⼒
を付けている」このことを実際⾒ること、体験することができて本当に良かったです。
通常の学校でどのように⽣かせるのか、また、どのように⽣かして欲しいのか具体的な
案を提⽰してもらえるとそれをイメージして実地研修に臨めると感じました。きぼう学
園と通常の学校の組織的な差が⼤きく、どのような形であれば勤務校に⽣かして⾏ける
のか具体的なイメージが湧かないのが正直なところです。

ほかの体験した先⽣の実地研修記録等を知りたい。
内容というよりも、誰が研修を受けるかだと思います。現在は各校に委ねられています
が、初任者層や不登校等⽣徒を担任している教員などが伝講で受けるのではなく、実地
で受けた⽅がそれ以降の指導に活かせるものと思いました。
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考察

 本稿は学びの多様化学校である⽩⽯きぼう学園における 2 ⽇間の実地研修参加者を対象
に実施した事後調査の結果をまとめたものである。本調査では越境学習を通じた勤務校へ
の知識の普及や活⽤という観点から、実地研修で得られた学びが研修参加者の勤務校にお
ける実践にいかなる影響を与えたのか、また、実地研修での学びが勤務校においてどのよ
うに共有されているのか、そして、実地研修参加者が認識する学びの多様化学校と勤務校
との相違点と共通点についてたずねた。本稿を通じて得られた知⾒を整理して考察を加え、
最後に本稿の課題を述べる。
 本稿で得られた知⾒として、主に 3 点あげられる。
 第 1 に、⽩⽯きぼう学園における実地研修の成果として、研修参加者の不登校観や教科
指導に対する考え⽅に⼀定の変化をもたらしていることが⽰された。2 ⽇間という短期間
の研修プログラムであったとしても、⽩⽯きぼう学園の教職員及び⼦どもたちの姿や⾔葉
に触れ、研修参加者⾃⾝が授業を⾏うことで、不登校に対する⾒⽅や教科指導に対する考
えに変化が⽣じ、⾃⾝の教育実践を問い直す契機になっていることが推察される（９）。また、
実地研修参加者による報告書や本稿で⾏った事後調査では、⽩⽯きぼう学園の教職員の寄
り添う姿に対する記述が多くみられた。事前研修で⽩⽯きぼう学園において創造された実
践知を理解し、⽩⽯きぼう学園において実践を共にすることで、実地研修参加者には越境
先での形式知の内⾯化と暗黙知の共同化が⽣じていると推察される。
 第 2 に、実地研修参加者の⼀部は、越境元となる勤務校において⽩⽯きぼう学園で得た
学びを⾃⾝の裁量の範囲で活⽤していることが⽰された。本稿で得られた記述としてはわ
ずかではあるが、学びの多様化学校への越境型研修は、学習指導要領に基づいて教育課程
が編成されている学校を変⾰しうることが⽰唆される。企業のミドルリーダーを対象とし
た異業種交流を伴い地域課題解決に取り組む越境型研修を事例として半年後の事後調査を
⾏った辻他（2017）は、多様なメンバーとの協働経験が「与えられた仕事の『組織にとっ
ての意味』を考えて⾏動するようになった」、「⾃分の意に沿わないアイデアでも相⼿の主
張を 1 度は聞くようになった」、「問題解決の⾏動に移す前に、本質的な課題やその原因
が何なのかを考えるようになった」という⾏動に積極的な変化がみられたことを⽰してい
る。研修の⽬的や⽅法にも左右されるが、⼦どものペースの尊重や⼦どもの話を聴く姿勢
等、学びの多様化学校における実地研修を通じて得られた学びは、教育課程等の客観的な
違いや状況を超えて⼀定期間保持され勤務校で活⽤されていることが⽰された。
 第 3 に、実地研修参加者に学びの多様化学校と勤務校の相違点と共通点をたずねた結果、
相違点として教育課程や学級規模、教職員体制といった教育条件の違いが認識されてい
た。このような客観的な違いへの注⽬が避けがたい⼀⽅で、学びの多様化学校に勤務して
いる教職員以外の視点から学びの多様化学校と勤務校に⼀定の共通性が⾔語化されたのは
新たな知⾒といえる。学年相当の授業が⾏われているということに加えて、全教職員が全
校児童⽣徒と関わろうとしている教職員のチーム⼒、「個別最適な学び」や「協働的な学
び」が実践されているところに学びの多様化学校と勤務校の共通点が⾒出されていた。ま
た、程度の違いはあったとしても、授業づくりや関わり⽅といった「基本的な教職員とし
ての⼟台」が同じであるとも指摘されている。これらの共通点は、実地研修における経験
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の概念化や概念化された知識を勤務校で活⽤する際の⽷⼝となりうる。
 本稿で得られた結果を踏まえ、学びの多様化学校において創造される知識の普及と活⽤
を促す要因と設置者の役割について考察を加える。本稿は学びの多様化学校における実地
研修で得られた知識が実地研修参加者の勤務校で⼀定程度活⽤されていることを明らかに
した。ただし、勤務校での実践は主に個⼈の裁量の範囲に留まるものであった。実地研修
で得られた知識を勤務校全体で活⽤しうる余地が残されていると考えられる。
 越境学習のサイクルや SECI モデルに則していえば、学びの多様化学校における実践を
通じて得た知識を勤務校の組織的な知として活⽤するためには、実地研修参加者が何を学
びどのように概念化し越境元に移転するかという個⼈的な要因とともに、越境元となる勤
務校の教職員も含めて勤務校の状況に応じて解釈し直し、それぞれのもつ知識と連結化さ
れる必要があるといえる。越境学習による学びを活かす条件として越境元の特性を分析し
た中原は、「定期的な上位者との個別⾯談によるコミュニケーションや、越境先での学習
内容を発揮する場の提供」や、「職場を取り巻く⾵⼟設計として、トップマネジメント、
及び従業員が越境学習に対して理解があり、積極的に活⽤しようという取り組みがある点
が共通して確認された」（中原 2024：167）と論じている。中原によって析出された諸条
件は、実地研修後に勤務校に戻ってからの情報共有の場⾯と管理職や同僚からの⽀援に対
する認識に差が⾒られたことと通じる。学びの多様化学校における実践知を他校へ普及さ
せる際の成否を左右する条件の⼀つとして、実地研修参加者だけではなく、勤務校の管理
職や⾃治体全体として実地研修の成果を普及、活⽤していくことが求められる（１０）。
 最後に、本稿の課題を述べる。本稿は実地研修参加者へのアンケート調査の結果をまと
めたものであり、上述の考察で述べた実地研修参加者の勤務校における管理職や同僚の認
識や⾏動は調査対象に含められていない。実地研修参加者が勤務校に戻ってから⽇々の実
践を踏まえて実地研修での学びを概念化し、共有し、勤務校の教職員のもつ知識と連結化
して新たな実践知が創造される過程までを捉えるには⾄っていない。学びの多様化学校に
おける越境型研修の成果として得られる知識が越境元の組織において活⽤される過程や条
件について、追加の事例調査が求められる。また、⽯⼭（2018）は、越境学習には学習
者個⼈や越境元の組織だけでなく、越境先にも変化が⽣じるとする。保育者の越境型研修
の影響を分析した境他（2025）は、研修者を受け⼊れる越境先の変化として、固着化し
た⼈間関係の揺さぶりをはじめ、⾃園や⾃地域の⾒つめ直しや⾔語化を促進すると考察し
ている。⼀定数の教職員が視察に訪れ、⼗分な関係性ができているとは限らないなか研修
参加者による授業が⾏われるという特徴を有する実地研修が⽩⽯きぼう学園の⼦どもや教
職員に与える影響についても今後の研究対象としたい（１１）。

＜注＞
（1）2023 年 8 ⽉ 31 ⽇に出された⽂部科学省初等中等教育局児童⽣徒課⻑通知「『不登校

特例校』の新たな名称について（通知）」を機に、「不登校特例校」の名称について当
該学校の児童⽣徒を含む関係者から意⾒を募集した結果、「学びの多様化学校」へと
改称することが公表された。同通知では当⾯の間は「学びの多様化学校（いわゆる不
登校特例校）」と併記するとされているが、本稿では引⽤箇所をのぞき、学びの多様
化学校として表記している。
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（2）制度的な特徴としては、不登校児童⽣徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して
教育を実施する必要があると認められる場合に学校教育法施⾏規則第 56 条に基づき
⽂部科学⼤⾂による指定を受け、教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成し
て教育を実施することができる学校を指す（⽂部科学省 2024）。

（3）⽂部科学省ホームページ「学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）の設置状況」（最
終アクセス 2026 年 1 ⽉ 8 ⽇）。

（4）現状では学術的な調査研究の蓄積は確認できていないが、⼀部の⾃治体では既に学
びの多様化学校を活⽤した設置者による研修が実施されている。岐⾩市⽴草潤中学校
を設置運営する岐⾩市では、「不登校対策研修」として草潤中学校の取組から不登校
児童⽣徒への関わり⽅や⽀援⽅法について考えるために、草潤中学校を会場とする半
⽇の集合研修が企画されている（「令和 7 年度岐⾩市教育研究所研修講座⼀覧」）。ま
た、⼋王⼦市⽴⾼尾⼭学園を設置運営する⼋王⼦市教育委員会は、2024 年度より市
内各校の不登校⽀援教員を「登校⽀援コーディネーター」として役割を明確化し、年
に 2 回の集合研修に加えて⾼尾⼭学園での実地研修を 1 ⽇⾏うとされている（『View 
next』（教育委員会版）2024 年 Vol.1、10 ⾴；第 4 次⼋王⼦市教育振興基本計画）。

（5）⽩⽯市教育委員会は⽩⽯きぼう学園における実地研修に加えて、⽩⽯きぼう学園の
開校初年度から年に 1 回「教育実践ローンチ・シンポジウム」を開催し、⽩⽯きぼ
う学園の実践を全国に発信している。実地研修が⽩⽯市内の教職員を主な対象とする
実践的な知識の普及に関する取組とすれば、後者は⽩⽯市内外や宮城県内外を問わな
い知識の普及と位置づけることができる。加えて、⽩⽯市議会会議録では、⽩⽯きぼ
う学園は開校から 220 件以上の視察を受け⼊れているという（「令和 7 年決算審査特
別委員会（第 3 号）」2025 年 9 ⽉ 22 ⽇における⼭⽥知佳⼦教育部⻑による答弁より）。
2025 年 4 ⽉に開校した⼭形県上⼭市⽴⻄郷⼩・中学校（通称上⼭きらり学園）は開
校にあたって⽩⽯きぼう学園を参考にしたと報じられており、学びの多様化学校にお
いて創造される知識の普及と活⽤には多様な形態と帰結が想定される（「県内初『学
びの多様化学校』が上⼭で開校 初年度は 10 ⼈の児童⽣徒」「朝⽇新聞」（2025 年 4
⽉ 5 ⽇付））。

（6）「学びの多様化学校全国研究協議会設⽴趣意書」（「学びの多様化学校全国研究協議会
設⽴記念 多様な学びフォーラム 2025」（2025 年 10 ⽉ 31 ⽇開催）配布資料）。

（7）報告書の提出をもって管理職への報告と認識されている可能性がある。ただし、この
場合は 11 名全員が該当すると推定される。

（8）回答にかける時間が無かった可能性を含めて、回答の解釈には注意を要する。
（9）2025 年度実地研修参加者による報告書から、⽩⽯きぼう学園における⼦どもの⾔葉

や姿から教科の本質を問い直す深い内省が得られたと推察される記述が確認できた。

実践研修として体育の授業を⾏った。前⽇に⽣徒から話を聞くと「体育の先⽣も授業も嫌い」「戦
犯扱いされるから」と前の学校で苦しんだ経験が語られた。スポーツのおもしろさでもある「競
争や卓越性」は、上辺だけの⼯夫で授業に持ち込まれるとそれ⾃体が「⼈間疎外」の要因になっ
てしまう。⼀⽅で、今回の授業での⽣徒の姿や表情、そして昼休みには体育館に集まり夢中になっ
て体を動かす姿を⾒て、彼らも運動やスポーツを根源的に欲しているのだと感じた。体育の授
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業のあり⽅によって多くの⼦どもたちを苦しめてしまうということを⾃覚する必要があること、
そしてそれを乗り越えるような教材づくり・授業づくりが求められるとういことを再確認する
ことができた。

   このように、意図的に伝達された知識以外から学びを得た参加者は、報告書に「学
校を拒絶した⼦どもたちが笑顔で通ってくる姿を⽬の当たりにして、『学校らしさ』
とは何かについて考えさせられた 2 ⽇間だった」とも記している。この記述から、⽩
⽯きぼう学園における実地研修には、授業者の⽬的をよりよく達成するための技術向
上としての熟達というよりは、専⾨とする教科の本質を問い直すアンラーニングを促
す機能をもつとともに、総じて教職員の授業⼒の向上に資する研修となりうることが
⽰唆される。

（10）筆者による⽩⽯きぼう学園の訪問調査や⽩⽯市教育委員会での聞き取り調査の範囲
では、⽩⽯市教育委員会は校⻑会等で実地研修の成果を活⽤するよう働きかけている
ことを把握している。また、注（5）に記したローンチ・シンポジウムには⽩⽯市内
の教職員の多くが研修の⼀環として参加している。設置者による多層的な取組が⾏わ
れていることを前提として、実地研修参加者が得た学びと各学校における取組の関連
が問われる。

（11）この点については、研修参加者の報告書に⼿がかりがあることを付⾔する。ある研
修参加者の報告書によれば、2 ⽇⽬の授業実践の後にクラスの担任から「こんなに集
中して取り組む姿や、話を聞いている姿に⼦供たちの成⻑が⾒られた」とフィードバッ
クが得られたことが記されている。実地研修参加者の多くにとって、⽩⽯きぼう学園
が⼦どもたちにとって安⼼できる居場所であり同校の教職員が⼦どもの安全基地とし
て機能していることを体感できているのに対して、実地研修参加者による授業は、⽩
⽯きぼう学園の教職員が⼦どもの成⻑を⾒取る場⾯として機能しうることが⽰唆され
る。
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第 1章 研究の背景

 令和 4 年 12 ⽉ 13 ⽇に⽂部科学省より「通常の学級に在籍する特別な教育的⽀援を必
要とする児童⽣徒に関する調査結果」が公表された。「知的発達に遅れはないものの学習
⾯⼜は⾏動⾯で著しい困難を⽰す」とされた児童⽣徒の割合は平成 24 年度の 6.5% より
も増加し 8.8% であった。また，中学校で通級指導を受けている⽣徒は年々増加し，平成
5 年には 296 名であった⽣徒が令和 3 年には 27,650 名となり約 93 倍になり現在も増加し
ている（⽂部科学省 2023）。ここで注意しなければならないのは，中学校には障害のある
⽣徒以外にも障害等はなくとも学習に困難があり教育的⽀援を必要とする⽣徒が多く在籍
していることである。筆者らは今まで⾼校において数学学習に⽀援が必要な⽣徒を対象に
困難性を改善するための指導の研究を継続的に⾏ってきた（例えば，中村・佐々⽊・⼩⽥
島 2016，2019，中村 2024 など）。その中で，彼らの多くは⾼校⼊学以前の中学校のとき
から数学学習に困難を抱え悩んでいたことが明らかとなり，数学学習に⽀援が必要な⽣徒
への⽀援はより早期の段階（中学校）から⾏うことが必要であることが⽰唆された（中村
2024）。また，中村（2024）では，⾼校において数学学習に⽀援が必要な⽣徒はメタ認知
が⼗分に獲得されていないことが明らかとなった。そこで，本研究では中学校⽣徒の数学
学習におけるメタ認知の現状と課題を調査し，中学校⽣徒のメタ認知を育成するための指
導や⽀援を検討することを⽬的とする。
 中学校の数学指導においては，数学的な知識や技能の習得に重点が置かれ，⽣徒のメタ
認知に関する指導や⽀援については，⼗分に検討がなされていないのが現状である。その
ため，数学学習に⽀援が必要な⽣徒は，繰り返し学習して数学的な知識や技能を習得した
にも関わらず，数学の授業についていけないということが少なからずある。中学校におけ
る数学学習に⽀援が必要な⽣徒のメタ認知の指導や⽀援の検討は喫緊の検討課題と⾔え
る。中学校における数学学習に⽀援が必要な⽣徒のメタ認知の育成に関する研究の前に，
まずは中学校⽣徒の数学学習についてのメタ認知の現状と課題を把握し，彼らのメタ認知
を育成するための指導や⽀援の検討が必要であると考え，本研究を設定した。
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第 2章 研究の⽬的

 本研究の⽬的は，中学校の⽣徒のメタ認知の現状と課題を分析し，数学学習におけるメ
タ認知を育成するための指導や⽀援を検討することである。また，中学校における数学学
習に⽀援が必要な⽣徒のメタ認知の育成をするための指導や⽀援を検討するための基礎的
な資料を得ることを⽬的とする。

第 3章

3. 1 先⾏研究の調査
 数学教育におけるメタ認知に関する先⾏研究を調査し，本研究で使⽤するテスト調査や
質問紙調査の内容の検討や調査結果の分析・考察のための資料とする。
3. 2 テスト調査の⽬的
 ⽣徒の算数と中学校第 1 学年の学習内容の習得度を把握するためにテスト調査を実施す
る。このテスト調査の得点を「問題解決」の習得度とする。この習得度によって，メタ認
知が「問題解決」に与える影響を考察する。
3. 3 質問紙調査の⽬的
 質問紙調査は，「数学に対する意識」を測定する質問紙調査Ⅰと，「メタ認知能⼒尺度」
を作成するための質問紙調査Ⅱからなる。これらの結果をもとに中学校⽣徒のメタ認知を
分析する。
3. 4 テスト調査と質問紙調査の時期
 2024 年 10 ⽉下旬から 11 ⽉上旬に，調査対象校の各学級の数学の授業時間を利⽤して
実施した。
3. 5 テスト調査と質問紙調査の対象
 公⽴Ａ中学校⽣徒 221 名（198 名，89.5%）カッコ内は回答者数と回答率
  第 1 学年 3 学級 ⽣徒数 77 名（69 名，89.6%）
  第 2 学年 2 学級 ⽣徒数 73 名（60 名，82.2%）
  第 3 学年 3 学級 ⽣徒数 71 名（69 名，97.2%）
3. 6 テスト調査と質問紙調査の⼿続き
 テスト調査及び質問紙調査は，Google Forms による実施を依頼し，それぞれ決められ
た期間内に解答及び回答する。テスト調査及び質問紙調査ⅠとⅡは，解答及び回答に当て
はまる語句や数値，記号を Google Forms において選択する形式である。
3. 7 テスト調査の内容
 テスト調査の問題は，令和 6 年度全国学⼒学習状況調査の⼩学校算数（国⽴教育政策
研究所 2024a）の問題（9 問）と中学校数学（国⽴教育政策研究所 2024b）の問題（1 問）
を⽤いる。中学校数学の問題は中学校第 1 学年でも既習である内容を選択した。全国学⼒
学習状況調査の問題は，数学の学習において⾝に付けておくべき基礎的な資質・能⼒を問
う問題であり，⽣徒の数学に関する「問題解決」の能⼒をどの程度⾝に付けているかを評
価するのに適していると考えた。
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3. 8 質問紙調査の内容
（1）質問紙調査Ⅰの内容
 質問紙調査Ⅰの内容は，「数学に対する意識」に関する次の 10 項⽬について，当ては
まると思うものを，「はい（5 点）」「どちらかと⾔えばはい（4 点）」「どちらとも⾔えな
い（3 点）」「どちらかと⾔えばいいえ（2 点）」「いいえ（1 点）」の 5 択式で問うものである。
この質問項⽬は，中村・⽴花・⼭本（2021）でも⽤いたものである。中村・⽴花・⼭本（2021）
においては，これらの質問項⽬について因⼦分析を⾏い，「数学への興味」「数学の実⽤性」

「数学への姿勢」の 3 因⼦を得た。
  ① 数学は好きである（「数学への興味」）
  ② 数学は得意である（「数学への興味」）
  ③ 数学は楽しい（「数学への興味」）
  ④ 数学はよく分かる（「数学への興味」）
  ⑤ 数学は将来役に⽴つ（「数学の実⽤性」）
  ⑥ 数学は⽣活に利⽤できる（「数学の実⽤性」）
  ⑦ 数学の授業に積極的に参加している（「数学への姿勢」）
  ⑧ 数学の学習に⼒を⼊れて取り組んでいる（「数学への姿勢」）
  ⑨ 数学の授業で⾃分の考えを良く発表する（「数学への興味」）
  ⑩ 数学の授業では他の⽣徒の考えがよく分かる（「数学への興味」）

（2）質問紙調査Ⅱの内容
 質問紙調査Ⅱは，上⽥（2009）が開発したメタ認知を測定するアンケートの 26 項⽬を
使⽤する。これらの項⽬は，数学の問題解決の際に有効に機能すると考えられるメタ認知
の項⽬に精選されており，数学学習に⽀援が必要な⽣徒が最低限⾝に付けておくべきメタ
認知であると考えられる。そのため，この 26 項⽬は質問紙調査Ⅱの調査内容として適切
であると考えた。
 質問紙調査Ⅰ（「数学に対する意識」）の質問項⽬の内容も，メタ認知と考えられるが，
上⽥（2009）が開発したメタ認知を測定するアンケートでは，⽣徒の数学的な問題解決
の際に有効に機能する項⽬のみを取り上げているため，本研究では質問紙調査Ⅰの内容を
質問紙調査Ⅱの内容とは区別し，「数学に関する意識」として調査することにした。
 質問紙調査Ⅱは，数学の問題を考えるとき，次の各項⽬について，頭に思い浮かぶかど
うかについて，「よく思い浮かぶ（5 点）」「時々思い浮かぶ（4 点）」「どちらとも⾔えな
い（3 点）」「あまり思い浮かばない（2 点）」「全く思い浮かばない（1 点）」の 5 択式で問
うものである。この質問項⽬は，中村（2024）において⾼校⽣を対象にメタ認知の調査
を⾏ったものと同じものである。中村（2024）では，これらの質問項⽬の結果を上⽥（2009）
の問題解決の段階（理解，計画，実⾏，検討，全体）と重松（1987）のメタ認知のカテゴリー（環
境，課題，⾃⼰，⽅略）から整理したが，今回は 26 項⽬の質問結果について新たに因⼦
分析を⾏うこととした。というのは，メタ認知に関するこれらの項⽬が，必ずしも１つの
問題解決の段階に当てはまらない場合があることと，メタ認知を育成するための指導や⽀
援を得るための観点を得たいと考えたからである。
  ① 前に同じような問題をやったことがあるかな
  ② おもしろい問題だな
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  ③ 図が書ければ必ずできるぞ
  ④ 式がわかれば簡単だ
  ⑤ 問題は計算だけでできるとは限らないぞ
  ⑥ 求めなければいけないのは何かな
  ⑦ わからないことは何かな
  ⑧ 他の⽅法はないかな
  ⑨ 問題の意味はわかっているかな
  ⑩ 式はどうなるかな
  ⑪ わけを説明できるかな
  ⑫ 今まで習ったことを使えるかな
  ⑬ 図を書いて考えてみよう
  ⑭ 問題をよく読んでみよう
  ⑮ できたら⾒直そう
  ⑯ どんなやり⽅でもいいから答を出してみよう
  ⑰ 問題によっては，答がいくつもあるぞ
  ⑱ わからなくなったらもう⼀度はじめから読み直してみよう
  ⑲ わからなくなったら別の⽅法でやろう
  ⑳ 今までのパターンに当てはめよう
  ㉑ すぐできるとは限らないぞ
  ㉒ 何がわからないから解けないのか考えてみることが重要だ
  ㉓ 問題を解くのには順番が⼤切だ
  ㉔ 問題の意味はわかっているのかな
  ㉕ 途中まででもいいからやろう
  ㉖ ⾃分にわかるところまで簡単にして考えてみよう

第 4章 結果と分析

4. 1 先⾏研究の調査の結果
 数学教育におけるメタ認知に関する研究は，1980 年代から多く⾏われており，数学指
導においてメタ認知は問題解決を⽀える重要な役割を果たしている。例えば，メタ認知に
ついて，重松・勝美（2010）は問題に対する直接的な解決⾏動をコントロールしようと
する間接的な解決⾏動としての思考活動とし，知識や技能がうまく活⽤されているかなど，
認知作⽤を調整する作⽤と述べている（p.310）。中学校数学におけるメタ認知の指導につ
いては，重松・吉岡（2012）が「振り返りシート」を⽤いた授業実践を通じて，⽣徒の
メタ認知の育成を試みている。この研究では，教師の⾔語⾏動（説明，発問，指⽰，評価）
が⽣徒のメタ認知形成に影響を与える可能性が⽰されている。しかし，中学校の数学指導
でのメタ認知育成に関する研究はそう多くはない。
 また，重松・勝美（1995）は，児童・⽣徒のメタ認知を捉えるための測定⽅法（アンケー
ト，再⽣刺激法）を開発し，数学的問題解決におけるメタ認知の特性を明らかにした。また，
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上⽥（2009）は，重松・勝美（1995）で開発されたメタ認知を測定するアンケートの 60
項⽬を数学的問題解決の際に有効に機能するメタ認知に精選し 26 項⽬に整理している。
この上⽥（2009）が開発したメタ認知を測定するためのアンケートの 26 項⽬を本研究で
は活⽤する。
 また，中学校⽣徒のメタ認知の状況を把握し，数学学習に⽀援が必要な⽣徒のメタ認知
をどのように育てるのかという視点の研究はまだ少ない。数学学習に⽀援が必要な⽣徒へ
の指導では，単に数学的な知識や技能を指導するだけでは⼗分な成果が得られていない。
数学学習に⽀援が必要な⽣徒は，獲得した数学的な知識や技能が使えないことが多く，メ
タ認知の育成が重要と考える。そこで，本研究では，中学校⽣徒のメタ認知の状況を調査
し，彼らのメタ認知を育てるための指導や⽀援の在り⽅を検討し，さらに数学学習に⽀援
が必要な⽣徒のメタ認知を育てるための指導や⽀援を考えるための基礎的な資料を得たい
と考えた。
4. 2 テスト調査と質問調査の結果と分析

（1）分析の対象
 調査対象の⽣徒 221 名（第 1 学年 77 名，第 2 学年 73 名，第 3 学年 71 名）のうち，テ
スト調査と質問紙調査Ⅰ・Ⅱの両⽅に解答及び回答した⽣徒 198 名 89.5%（第 1 学年⽣
徒 69 名 89.6%，第 2 学年⽣徒 60 名 82.2%，第 3 学年⽣徒 69 名 97.2%）から回答を得た。
そのうち，回答に不備のある⽣徒を削除した 187 名（84.6%）を分析の対象とした。

（2）「メタ認知能⼒尺度」の作成
 中学⽣のメタ認知能⼒に関する観点を抽出するため，回答に不備のあるものを削除した
187 名（84.6%）から得られた回答を分析に⽤いた。因⼦数は，固有値の落差を⼿がかりに，
3 因⼦を抽出した．また，26 項⽬のうち，複数の因⼦に同等の負荷量を⽰している項⽬
を削除し，20 項⽬で因⼦分析（最尤法）を⾏った。そのプロマックス回転後の因⼦パター
ンと因⼦間相関を表 1 に⽰す。回転後の累積寄与率は 53.151％であった。
 第 1 因⼦では「わからなかったらもう⼀度はじめから読み直してみよう」や「わから
なくなったら別の⽅法でやろう」などの 8 項⽬に⾼い負荷量が⾒られたため，これらは，
解決が難しいと感じたときに思い浮かぶ思考であると考えられた。そこでこれらを「解決
困難」と命名した。
 第 2 因⼦では「式がわかれば簡単だ」「式はどうなるかな」「前に同じ問題をやったこと
があるかな」など 9 項⽬に⾼い負荷量が⾒られたため，この因⼦は解法を検討する際に思
い浮かぶ思考であると考えられた。そこでこれを「解法検討」と命名した。
 第 3 因⼦では「問題は計算だけでできるとは限らないぞ」「すぐできるとは限らないぞ」

「問題によっては，答がいくつもあるぞ」といった 3 項⽬に⾼い負荷量が⾒られたため，
これらは，解法が浮かばないときに再度解法を検討する際に思い浮かぶ思考であると考え
られた。そこでこれらを「解法再考」と命名した。
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表 1「メタ認知能⼒尺度」の作成

 次に各因⼦に⾼い負荷量を呈した項⽬を⽤いて，その⾜しあげによる測定尺度を作成す
ることを試みた。そこで各因⼦に基づく各下位尺度の内的整合性を検討したところ，「解
決困難」では Cronbach のα係数は .896，「解法検討」では .893，「解法再考」では .727 であっ
た。また，当該項⽬とそれ以外の項⽬の合計とのピアソンの積率相関係数についても問題
となる項⽬は⾒られなかったことから，⾼い内的⼀貫性が確認されたといえる。表１の下
位尺度間相関を⾒ると，「解決困難」と「解法再考」，「解法検討」と「解法再考」では中
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程度の相関がみられ，「解決困難」と「解法検討」においては強い相関が⾒られたが，概
念的には異なる側⾯を測定していると考えられるため，本研究では解釈可能性を考慮して
独⽴した尺度として扱うこととした。

（3）「数学に対する意識」が「問題解決」に与える影響
 独⽴変数と従属変数ともに回答に不備のない 187 名（84.6%）を分析に⽤い，その回答
率は 100％（N=187）であった。中学⽣の「数学に対する意識」は中村・⽴花・⼭本（2021）
が作成した尺度を分析に⽤いた。重回帰分析の結果を表 2 に⽰す。重回帰式は有意であり，

「数学への興味」が「問題解決」に与える影響には正の偏回帰係数が得られた。すなわち「数
学への興味」は「問題解決」に有意に正の影響を与えることが⽰唆された。なお，VIF は
すべて 10.0 未満であり多重共線性には問題がなかった。

表 2 「数学に対する意識」が「問題解決」に与える影響

（4）「メタ認知」が「問題解決」に与える影響
 独⽴変数と従属変数ともに回答に不備のない 187 名（84.6%）を分析に⽤い，その回答
率は 100％（N=187）であった。重回帰分析の結果を表 3 に⽰す。重回帰式は有意であり，「解
法検討」が「問題解決」に与える影響には正の偏回帰係数が得られた。すなわち解法を検
討するメタ認知を有している⽣徒は「問題解決」に有意に正の影響を与えることが⽰唆さ
れた。なお，VIF はすべて 10.0 未満であり多重共線性には問題がなかった。

表 3 「メタ認知」が「問題解決」に与える影響

第 5章 考察

（1）「解決困難」に関するメタ認知の育成
 数学的問題解決の際に有効に機能するメタ認知に関する 26 項⽬の質問項⽬について因
⼦分析を⾏い，「解決困難」「解法検討」「解法再考」の 3 つの観点を得た。「解決困難」は
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解決が難しいと感じた時に思い浮かぶメタ認知，「解法検討」は解法を検討する際に思い
浮かぶメタ認知，「解法再考」は解法が思い浮かばない時に再度解法を検討する際に思い
浮かぶメタ認知である。「解決困難」と「解法再考」，「解法検討」と「解法再考」では中
程度の相関がみられ，「解法困難」と「解法検討」においては強い相関が⾒られた。下位
尺度間に相関があることは想定通りであり，各側⾯が相互に関連しながら全体的な構成概
念を形成していることを⽰唆している。
 実際の問題解決場⾯では，「解決困難」に関するメタ認知は，「解法検討」や「解法再考」
に関するメタ認知と関係があり，すぐには解決できない問題に取り組むときに，必要なメ
タ認知である。問題解決能⼒を育成するためには，難しい問題に取り組む際に，すぐに解
答をみたり，教えてもらったりするのではなく，まずは「わからなくなったらもう⼀度は
じめから読み直してみよう」や「わからなくなったら別の⽅法でやろう」のような「解決
困難」に関するメタ認知を働かせるような指導や⽀援が重要であり必要である。
 ⼀⽅で，重回帰分析において多重共線性が⾒られなかったことから，下位尺度の間に強
い関連が存在しても，理論的に異なる側⾯を測定しており，下位尺度を独⽴変数として扱
うことは妥当であると考えられる。この「解決困難」に関するメタ認知能⼒に関しては，

「問題解決」に与える影響には有意な結果が得られなかった。これは，「解決困難」に関す
るメタ認知能⼒が，すぐ解決できない問題に取り組むときに必要なメタ認知であるためだ
と考えられる。「解決困難」が「問題解決」に与える影響には有意な結果が得られなかっ
たものの，係数の符号は正の⽅向性が得られたため，理論的予測と⼀致している。今後サ
ンプル数を増やす，別な問題で調査するなど，検討を重ねる必要がある。

（2）「数学への興味」に関するメタ認知の育成
 「数学に対する意識」の 3 つの観点「数学への興味」「数学の実⽤性」「数学への姿勢」
のうち，「数学への興味」が「問題解決」に強い影響を与えることが明らかとなった。「メ
タ認知能⼒尺度」の作成で⽤いた 26 項⽬は，⽣徒の数学的な問題解決に際に有効に機能
する項⽬のみを取り上げている。しかし，「数学に対する意識」の調査で⽤いた 10 項⽬
も⽣徒の数学的な問題解決の際に直接は機能しないものの，重要なメタ認知であると考え，
質問紙調査Ⅰとして調査の項⽬に加えた。中学校⽣徒の指導においては「数学が好きであ
る」や「数学が楽しい」などの「数学への興味」を向上させることが重要である。教師が，
数学の楽しさを授業を通して伝えたり，得意だと思わせるよう個⼈の成⻑を評価したり価
値づけたりしながら指導を⼯夫することで，問題解決能⼒の向上につながること⽰唆され
た。

（3）「解法検討」に関するメタ認知の育成
 「解法検討」に関するメタ認知を有している⽣徒は「問題解決」の能⼒が⾼いことが明
らかとなった。「解法検討」を検討するメタ認知とは，具体的には
  「式がわかれば簡単だ」
  「式はどうなるかな」
  「前に同じような問題をやったことがあるかな」
  「わけを説明できるかな」
  「問題を解くのには順番が⼤切だ」
  「おもしろい問題だな」
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  「今まで習ったことを使えるかな」
  「問題の意味はわかっているかな」
  「図が書ければ必ずできるぞ」
である。問題解決する際に，このようなメタ認知を働かせることができるような指導や⽀
援が必要である。
 実際の指導場⾯では，教師がこのような発問をすることがしばしば⾒受けられる。今回
の調査では，これらの問いかけを問題解決場⾯で⽣徒⾃⾝が⾏えることが問題解決につな
がることが⽰唆された。問題解決が困難な⽣徒に対して，「解法検討」を促す問いかけを
しながら，⾃分⾃⾝でもこれらの問いかけができるようになることが問題解決につながる
ことを指導することが必要であると考える。今後はそれらの指導⼯夫について検討する必
要がある。

第 6章 まとめと課題

 本研究では，中学校⽣徒の数学学習におけるメタ認知の現状と課題を分析し，彼らのメ
タ認知を育成するための指導や⽀援を検討した。その結果，(1) メタ認知について「解決
困難」「解法検討」「解法再考」の 3 つの因⼦を特定したこと，(2) 中学校⽣徒の「数学へ
の興味」は「問題解決」に強い影響を与えること，(3)「解法検討」に関するメタ認知を
有している⽣徒は「問題解決」の能⼒が⾼いことなどの成果が得られた。これらから，中
学校⽣徒の「問題解決」の能⼒を育成するためには，「数学への興味」と「解決検討」に
関するメタ認知を育成していくことが重要であることが⽰唆された。また，これらの成果
は，中学校における数学学習に⽀援が必要な⽣徒のメタ認知の指導や⽀援を検討するため
の貴重な資料となった。
 今後は，中学校⽣徒のメタ認知の指導や⽀援を具体的に検討することと，それらの指導
や⽀援が数学学習に⽀援が必要な⽣徒のメタ認知を育成することにも有効であることを検
証することが課題である。
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第１章 問題背景

 １節 学習上の援助要請とは
 児童・⽣徒 1) は授業において，問題を解決できない，あるいは資料や他者の説明を理
解できないなどの困難に直⾯しながら学習している。このような場⾯において，⾃分⾃
⾝で解決できない際に，教師や学級内の他の児童・⽣徒に援助を求めることは，援助要請

（help-seeking）とよばれる 2)（Karabenick, 1998; 中⾕ , 1998 など）。1980 年代に⼊るまで，
学習⾯において他者に援助を求めることは，⾃⽴性と対極にあり依存的であるとネガティ
ブに捉えられてきた。しかし，Nelson-Le Gall(1981) は，⾃ら援助を求めるという児童の
視点に⽴って⼗分に検討していないことを指摘し，学習にとって⽋かせない能動的で社会
的かつ認知的なスキルであることを説明した。それ以降，援助要請に対する解釈は劇的に
変わり，学習プロセスにとって有効な⽅略として，次々と研究されるようになった。
 学習に有効な側⾯に着⽬した概念は，Nelson-Le Gall(1981) によって実⾏的援助要請
(executive help-seeking) と区別するかたちで道具的援助要請（instrumental help-seeking）
として提唱され，動機づけとの関連に注⽬が集まり，その後⾃⼰調整学習に関する研
究動向に位置付けられた (Zimmerman, 1989)。様々な研究者によって，適応的援助要
請 (adaptive help-seeking; Newman, 1991)，⾃律的援助要請 (autonomous help-seeking; 
Butler, 1998)，適切な援助要請 (appropriate help-seeking; Ryan et al., 2005) と呼称され
ている。このように援助要請が⾃⼰調整学習の学習⽅略の 1 つであると捉えられるよう
になることは，学習者が援助要請を避けるという課題（Good et al., 1987; Karabenick & 
Knapp, 1988; Newman & Goldin, 1990）と並⾏して進展してきた。また，ミドルスクー
ルの 6 年⽣において教師に対する援助要請を⾏った⽣徒ほど学業成績が向上したことが実
証されるなど（Ryan & Shin, 2011），援助要請の学習に対する効果が明らかにされてきた。
そのため，児童・⽣徒に対する援助要請の⽅略の促進に関⼼が集まり，援助要請の⽣起に
対する規定因の解明を志向する研究が蓄積されている（野﨑 , 2003; 瀬尾 , 2013; 中⾕・岡
⽥ , 2020 のレビューに詳しい）。
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 研究⼿法としては，規定因を解明するために変数を設定して質問紙調査が⾏われるこ
とが多い。たとえば，学習者における動機づけと学習⽅略の使⽤を捉えるための質問紙
(Motivated Strategies for Learning Questionnaire; MSLQ, Pintrich et al., 1993）において
は，⾃⼰調整学習⽅略のリストの 1 つに援助要請が該当する。困難に直⾯した際にどの程
度援助要請を⾏うかという頻度を指標としている。また，援助要請の質や援助要請がなさ
れるプロセスにも関⼼が寄せられている。適応的援助要請と依存的援助要請という援助要
請の質との関連要因を検討している研究や（岡⽥ら，2012; 後藤ら , 2025），援助要請⾏
動に⾄るまでの必要性の認知プロセスにおいて，⾃⾝のつまずきを明確化するという⽅略
指導の有効性を検討している研究もある（瀬尾，2005）。これらのような研究により，児童・
⽣徒が習得することが望ましい学習上のスキルとして援助要請概念は発展し，個⼈の内的
要因（⽬標志向性など）やそれに影響する外的要因（教室の⽬標構造など）に関して多く
の知⾒をもたらしている。

 ２節 援助要請概念に対する課題
 ただし，⾃⼰調整学習⽅略に位置づく援助要請の研究は，学習⽅略の中でも他者の存在
を前提とし，その他者との関わりによって成⽴する社会的なプロセスであるのに対し，他
者の応答を含めた⼀連の相互作⽤が児童・⽣徒の⾏動や学習に何をもたらすかを⼗分に検
討しているとは⾔い難い。研究の視野としては，援助要請が必要な特定の瞬間において，
児童・⽣徒の取りうる選択肢の中に他者が固定化されたリソースとして位置づけられ，特
定の他者が要請対象として選出されて援助要請⾏動が⽣じる⼀連のプロセスであるといえ
る。⼀⽅，援助要請の質や援助要請がなされるプロセスに注⽬が集まる中で，現実の教室
場⾯でみられる社会的な影響プロセスを考慮することの重要性が指摘されている通り（中
⾕・岡⽥，2020），教室場⾯では児童・⽣徒は不可逆的な時間を過ごし，互恵的に関わり
ながら学習をしている。学習中に誰かが何らかの⾏動を起こせば，それに対して教師ある
いは他の児童・⽣徒が何らかの応答をする。その連鎖によって，児童・⽣徒の次の⾏動は
可変的である。
 このような教室場⾯における相互作⽤を対象として援助要請を検討した研究もある。質問
という⾏動に関する研究群や，教室での学習場⾯の観察による研究が挙げられる。King によ
る相互質問法や，Shwalb & Sukemune による質問⾏動，Dillon や Van der meij による質問⽣成
は，Karabenick が 1998 年に編著した論⽂集 “Strategic help seeking: Implications for learning and 
teaching” に登場し，同じく King の相互質問法と，グループ学習場⾯での援助要請は 2013
年 の “The international handbook of collaborative learning” に お い て，Webb が “Information 
processing approaches to collaborative learning” という章で登場させている。上述した学習⽅略
としての援助要請の研究群とこれらの各研究群は，援助を求めるという⾏動と質問をするとい
う⾏動として，同じ論⽂集やレビューに登場するなどの類似点が⾒出されるものの，研究⼿法
や研究背景，⽤語の点で⼀致していない側⾯もある。ただし，⼗分にその概念の共通点や差異
点が論じられているわけではない。
 そこで本稿では，Nelson-Le Gall（1981）以降に概念化された援助要請研究を軸に据え
つつ，援助要請と類似点が認められる研究を含めた授業内の実際の振る舞い（behavior）
や相互作⽤（interaction）に基づく研究の動向を包括的に検討することとする。そして，
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現実の教室場⾯での他者との相互作⽤を視野とした援助要請の概念について整理する。
 まず，第 2 章において，援助要請が学習にとって有効であると解釈が⼤きく転換した時
期に遡って援助要請の研究意義を確認し，現在の動向と課題を改めて捉える。続いて，第
3 章において質問するという⾏動に関連した研究群の課題の背景や視野を確認する。また
第 4 章において，現実の教室場⾯で援助要請を観察した研究群の課題の背景や視野を確認
する。それらをふまえて第 5 章で，援助要請を教室場⾯での相互作⽤を視野として研究す
る上での概念の構造を整理し，論点について整理する。これらの検討を通して，援助要請
という振る舞いが他者との関わりにおいて教室場⾯で表出され，学習がどのように⽣まれ
るかという社会的なプロセスを研究する上での⽰唆を得ることを⽬的とする。

第２章 学習に対する援助要請の意義

 １節 他者に援助を求めることの価値
 Nelson-Le Gall（1981）が強調したのは，それまでの⼤⼈どうしを前提とした援助関係
の研究に対して，⼦どもという存在に着⽬することであり，それは「助けられる側による
援助の獲得 (p.225)」という視点であった。学習および発達は社会的な次元で始まり，そ
れらが次第に内化するプロセスである（Vygotsky, 1978）。⼦どもは⼤⼈や⼦どもどうし
といった他者との相互作⽤や仲間との協働の⽂脈，つまり他者の存在に⽀えられて問題解
決をしながら，次第に⾃らその問題解決を遂⾏することができるようになる。このように
⼦どもにとっての援助という視点に⽴つと，援助要請は⼦どもの⽇常的な問題解決のプロ
セスの 1 つの要素として捉えることができ，教室は⼦どものその振る舞いを研究する上で
⾃然な場であると指摘している。「教室において誰が援助を求め，どのような援助が求め
られ，援助が問題解決プロセスのどの段階で求められるか (p.229)」が重要な問いである
と導いている。
 さらにレビューに基づいて道具的援助要請のプロセスをモデル化し，今後の研究課題と
して「(a) ⾃⾝の問題に対して有⽤な⽀援を得る可能性に影響しそうな様々な要因につい
て⼦どもたち⾃⾝が何を知っているか，(b) 実際の⽣活場⾯でその知識がどの程度表出さ
れるか，(c) ⼦どもたちの知識と⾏動が，学習環境に応じて建設的で互いに満⾜のいく⼤
⼈や仲間との相互作⽤とどの程度関連しているか (p.241)」を挙げ，それらの研究⼿法に
は観察や臨床⾯接，構造化⾯接などが⽰唆されている。Nelson-Le Gall(1981) によるこの
主張が，動機づけ研究や質問⾏動研究，グループ学習研究などの多様な研究群のそれぞれ
に影響を与えたと考えられる。
 Nelson-Le Gall の⽰した道具的援助要請の概念について，Newman(1994) は，臨床⼼
理学な観点に基づく援助を求めることの価値と，動機づけ理論に基づく環境を調整する⼿
段としての価値と，いずれに対しても調和すると捉えている。援助要請の学習にとっての
意義に対して，学習に⾏き詰ったときに，集中が切れたり諦めたりして何もしなくなるよ
りも，教師や学級の他の児童・⽣徒に頼り，学習に向かうことができるという⾃⼰調整学
習の側⾯が強調された。Nelson-Le Gall のモデルを拡張し，援助要請のプロセスモデルを
以下のように定義している。
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1. 児童・⽣徒が理解できていないことに気づいた後に⽣じる。
2. 児童・⽣徒は以下を意思決定する際に，関連する⼊⼿可能な情報を全て考慮する。
 (a) 要請の必要性：助けを求める必要があるか？
 (b) 要請の内容：何を尋ねるべきか？（あるいは具体的な質問をどう構成するべきか？）
 (c) 要請の対象：誰に尋ねるべきか？（教師かクラスメイトか）
3. 特定の状況に最も適した⽅法で援助を求めていることを表現する。
4. その後の援助要請の成功の⾒込みを最⼤化する形で受けた援助を表現する。

 この援助要請の認知プロセスに対して，さらに情動的な動機づけフィルターが付与され
ている点に Newman の研究の特徴があるといえる。
 援助要請の⽣起に関わる様々な理論的要因が検討される背景は，Newman（2002）に
よれば，多くの児童・⽣徒が逆境を乗り越えるために必要な⾃発性を発揮せずに受容的な
学習者に変化してしまうことや，失敗に直⾯しても成功しようとする意思を児童・⽣徒の
中に維持させる背景には何が起きているかという問いである。様々な研究のレビューから
教室における⽂化が適応的援助要請に及ぼす影響に⾔及し，教室の⽂化が異なれば，学校
で児童・⽣徒に求められる基準やルールが変わり，それにともなって学習プロセスにおけ
る援助要請の役割に対する価値観も変わることを整理している。例えば，⾃⽴して取り組
むことが期待されている教室では，必要なものであっても援助を得ることは弱さの表れや
不正とみなされることがあったり，その教室では，援助することが許されるのはクラスメ
イトではなく教師であり，児童・⽣徒は⼀⽣懸命頑張ることよりも賢く⾒えること（愚か
に⾒えないこと）で評価され，間違えることは恥ずかしいこととされたりするなどである。
学習に対する援助要請の役割は，児童・⽣徒それぞれの内的な価値観によってのみ決まる
わけではなく，⾝を置いた教室によって可変的であることが明らかであると整理されてい
る。困った状況を乗り越えて持続的に学習する児童・⽣徒であることが⽬指され，その⽬
的のもとで適応的援助要請が価値づけられ，促進が追究されている。
 以上のように，児童・⽣徒の視点に⽴つと，困った状況を放置することなく⾃ら他者に
援助を求め，問題解決を進める⼿がかりを獲得する⼿段として，援助要請の価値が再確認
できる。

 ２節 援助要請の質とプロセス
 援助要請の価値が認められると同時に，援助要請は無条件でただ促進すればよいわけで
はないことにも注意が必要とされる。援助を求めることが常に望ましい結果を⽣むとはか
ぎらないのではないかという疑問である。そこで質とプロセスという問題が重要となる。
⾃分の頭で考えるのが⾯倒だから尋ねるのか，⾃分の頭で考えたものの解決できない疑問
が残ったから尋ねるのか，あるいは空欄に答えを埋めるために尋ねるのか，どう考えると
その答えになるのかを探究するために尋ねるのかでは，援助要請という⾏動の理解や学習
に向かう態度に対する働きは異なる。したがって，第１章において学習に有効な側⾯に着
⽬した概念として先述したように，研究者によって多様な⽤語で質が区別されながら研究
されている。
 援助要請の質を区別する観点は，先⾏研究のレビューをした瀬尾（2007）によれば「問
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題解決の主体」，「必要性の吟味」，「要請内容」である。学習にとって望ましいのは，援助
要請者が⼗分に必要性の吟味を⾏い，答えではなくヒントや解き⽅の説明を求めることで，
問題解決を援助要請者⾃らが主体となって⾏うような援助要請と考えられる。援助要請研
究においては授業中の援助要請の頻度を⾼めることが⽬指されるわけではなく，児童・⽣
徒の志向性と学習にとって望ましい質の援助要請との関連が検討されている。
 たとえば上述の瀬尾（2007）は，学習観と援助要請の質の関連を検討し，中学⽣では
丸暗記・結果重視志向と依存的援助要請が正の関連を⽰すのに対し，⾼校⽣では丸暗記・
結果重視志向と⾃律的援助要請が負の関連を⽰すことを明らかにしている。また，中⾕・
岡⽥（2020）は，援助要請が他者から学習のリソースを得る社会的⽅略であることを重
視し，学習⾯での達成⽬標に加えて，教室の社会的環境に関する⽬標と学習に関する援助
要請の関連を，援助要請の質に着⽬しながら検討している。児童・⽣徒が教師による情緒
的なサポートを認知していることが適応的な援助要請にとって重要な意味をもつことや，
仲間⾵⼟があることが不適応的な援助要請を抑制すること，さらに他者に対する思いやり
や援助が価値づけられていることを⽰す向社会的⽬標構造が⾼いと認知される学級におい
て相互学習が促されることなどが整理されている。児童・⽣徒の視点から，望ましいとさ
れる援助要請を⾏いやすい志向性が明らかにされてきており，どのような⽀援が有意味で
あるかに⽰唆的である。
 また，質を区別する観点は，援助要請が⾏動に移されるまでの認知プロセスとも関連す
る。瀬尾（2005）は，前節で確認した Nelson-Le Gall と Newman のプロセスモデルを，「援
助要請の必要性の認知」，「援助要請に関する意思決定」，「援助要請⾏動の遂⾏」の 3 つの
段階に整理した上で，援助要請の必要性の認知は理解できないことに気づいた後，援助要
請の必要性について判断するという 2 つの下位プロセスでは不⼗分であり，⾃分は何がわ
からないのか，なぜわからないのかと思考を振り返り，⾃⼰のつまずきを明確化すること
が，2 つの下位プロセスの間に存在することを⽰している。つまずきを明確化するための
具体的な⽅法は，仮の質問を⽣成することとされており，メタ認知を促進する⽅法として，
次章で取り上げる King の質問法との類似点が⾔及されている。このつまずきを明確化し，
仮の質問を⽣成することへの着⽬は，質問の意思があっても⾃分が何に理解できていない
か把握できない児童・⽣徒に⽬を向け，質問を諦めてしまうことを回避するための教育的
⽰唆といえる。
 援助要請の質とプロセスに対するアプローチの研究意義を確認した。ただし，研究上の
制約も指摘できる。まず，援助要請の質を各児童・⽣徒に対して固定的に捉える点である。
例えば，友だちに対する援助要請の質を捉える質問紙の項⽬として次のものが⽰され（岡
⽥ら , 2012），後続の研究でも活⽤されている（後藤ら , 2025）。

わからないところがあると，すぐに友だちに答えを聞きます
わからないことは，⾃分で調べるより，友だちに答えを聞きます
難しい問題は，⾃分で考えるよりも友だちに答えを聞きます
わからない問題があって友だちに質問するときは，答えではなくヒントを教えてもら
います
友だちに質問するときは，⾃分がしっかりわかるまで教えてもらいます
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⾃分で考えてどうしてもわからないときには，友だちに教えてもらいます

 これらに回答することによって，児童・⽣徒が普段どのように⾃分のわからなさや質問
するという⾏動と向き合う性質を持っているかが明らかとなる。⼀⽅で，⽂脈や状況，相
⼿の応答といった点は検討の範囲外といえる。例えば授業場⾯を想定してみると，授業形
態によっては要請対象を⾃由に選べないこともある。⾝を置いた環境下で他者というリ
ソースを活⽤すると考えると，活⽤可能な他者に応じてその都度⾏動が変わる可能性があ
り，検討する価値があるといえる。
 次に，援助要請プロセスにおいて他者の存在がどこに位置づくかという点である。質問
の意思があっても何が理解できていないかを明確にすることに困難がある児童・⽣徒に焦
点があたると，今度は⾃分が理解できているのかいないのかがわからないという児童・⽣
徒もいるのではないかという疑問が⽣じる。そして，援助要請のプロセスモデルは質問の
意思をもつことが前提となっていることもまた浮き彫りになる。質問⾏動と質問⽣成に関
する研究動向を次節で確認し，援助要請と質問の意思や他者の存在について検討を進める。

第 3章 質問するという⾏動に関する研究

 １節 質問⾏動の価値
 援助要請と類似の概念として，質問⾏動 (questioning behavior) や質問⽣成に関する研
究群がある。質問⾏動は，例えば「主として講義やゼミなどの集団学習場⾯で他者に対し
質問する⾏動 (p.71)」であり，疑問を解消し，理解を深めるという情報学習的機能に加え，
話し⼿およびまわりの⼈にどういう印象を与えるかという社会的対⼈的機能を備えたもの
と捉えられている（無藤ら , 1990）。また，質問をすることは，問いを発することであり，
批判的思考の要素であることも指摘されている（King, 1995; 道⽥ , 2011）。ある考えに直
⾯した際に，無批判に受け⼊れるのではなく，深く考え，理解の質を向上させる契機にな
るとされる。他にも，⼤学である学⽣が質問をした際に教員から「私の講義をよく聞いて
いないから，そういう質問が出るのです (p.14)」と応答があったケースに対し，「質問が
発⽣したということは，何らかの意味で，その講義内容に対して学⽣が積極的に取り組ん
でいたことの何よりの証拠である (p.15)」と指摘されるように（祐宗 , 1995），学習に向
かう態度の表出としての役割も認められる。あるいは，教師と学⽣のコミュニケーション
として，⽣産的な議論の⽣起や相互の理解を促すという授業の質を向上させるものとの指
摘もある（藤井・⼭⼝ , 2003）。
 しかし，幼少期の質問⾏動を⽇⽶で⽐較した場合に⼤きな差異はみられない⼀⽅で，中
学校以降になると，⽇本の⽣徒は次第に無質問⾏動をとるようになるなど，⽇本の⼤学
⽣が授業であまり質問しないことが課題であることが多く指摘されている（藤井・⼭⼝ , 
2003; 道⽥ , 2011 など）。そのため，⽇本において質問⾏動の研究は，⼤学⽣がなぜ質問
しないのかという無質問⾏動の原因を探るもの（無藤ら , 1990; 祐宗 , 1995; 武藤 , 2020）
として確認できる。
 観察によって⼤学⽣の質問⾏動の実態の把握を試みた研究によれば，授業中に⾃ら教師
に質問する⾃発的質問スタイル，教師に指名されたり学⽣全体に質問はないかと問われた
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りした場合に質問するという他発的質問スタイル，授業が終わった後に教師や友⼈に個⼈
的に質問する授業外質問スタイル，そして無質問の存在が確認されている（藤井，⼭⼝，
2003）。そして授業中にあまり質問しない⼈は，対⼈的な雰囲気を尊重する傾向があり，
場の調和を乱すことを恐れ，質問によって有益な情報が得られることを⼗分に認識してい
ない可能性が⽰唆されている（無藤ら , 1990）。また，「( 質問してみたいとは思うが ) 恥
ずかしいので，また⼈⽬が気になるので」，「質問しようという「意識」が湧かない」，「質
問したい気持ちはあるがタイミング，その他で質問の機会を逸してしまう」，「授業内容を
⼗分理解していないので」という理由などが明らかにされている ( 祐宗 , 1995; Shwalb & 
Sukemune, 1998)。
 援助要請の研究と⽐較すると，援助要請が困った状況をそのまま放置することなく⾃ら
問題解決を進めるという児童・⽣徒の学習に不可⽋な要素としての価値を中核に据えてい
るのに対し，質問⾏動の研究は質問することによって⽣まれるよりよい理解や思考，より
よい社会的環境に焦点があたっているといえる。これらはまったく別の現象を指している
というよりは，捉える対象と視野の違いだと考えられる。対象について 2 点指摘できる。
1 つは，研究の対象とされがちな発達段階である 3)。援助要請は Nelson-Le Gall の指摘に
基づけば，⼤⼈との対⽐としての⼦どもの視点で検討することに価値を置いている。質問
⾏動の研究では，質問を徐々にしなくなる存在としての⼤学⽣が主に研究の対象となって
いる。もう 1 つは，援助か質問かという点である。援助を求めることは，困った状況に対
して協⼒的な⽀援を獲得することであり，答えにあたるものを得ることに限らない。質問
は，問いの形式で発せられるものを指すとすれば，その都度の問いに対応する答えを獲得
することといえる。次に，視野については，援助要請が困った状況からその解消のための
⾏動の⽣起までのプロセスを主に捉えるのに対して，質問⾏動では質問した後の学習者の
変容を⾒据えている。野﨑（2003）の表現でいえば，他者に援助を求めるか否かの⾏動
の⽣起を問題とするか，質問内容の想起や知識を獲得した後の既有知識の変容に⾔及する
かという違いとなる。援助を求める中の１つの形に質問があること，また質問の後の理解
の変容を期待することという点をふまえれば，質問⾏動の⽅が援助要請より限定的な概念
といえるだろう。
 しかし，重なりがあるということでもある。第２章で確認したように，援助要請の研究
において，答えを聞くこととヒントを教えてもらうことが質の違いとして扱われていたり，
⾃分は何が理解できていないかを把握して援助を求めるために仮の質問⽣成をしたりする
などの議論がある。上記では質問⾏動の価値や，無質問⾏動の理由を個⼈の傾向や授業中
という状況にあることを確認したが，これは質問⾏動の⽣起に関わる⼀部分であるため，
次節で質問⾏動による学習者の変容を捉えている研究を確認する。

 ２節 質問⽣成への着⽬
 質問の回避の原因を，疑問や困惑の気づきから質問を⽣成する段階に求めている研究
もある。King(1990a) は，授業からより有意義に学習するため⽅略として，相互質問法
(reciprocal peer-questioning) を提唱している。あるテーマについて講義時間があった後，
思考の型 (think-type) と呼ばれる⼀般的な質問（「…は何を意味するか？」「…はなぜ起こ
るか？」「…は以前に学習したこととどう結びつくか？」など 20 程度）が⽣徒に提⽰され，
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講義内容に合わせて各⾃質問を書き出し，グループで互いに質問し応答するという指導法
である。⽣徒個⼈の学習の達成度は，その⽣徒がグループ内で他の⽣徒に対して⾏う援助
の精緻化の程度と相関があるという Webb(1989) の知⾒に基づき，⾔語によるやりとり
に注⽬して考案されている。⼤学⽣を対象とした実践から，グループで応答がないなどの
状況が回避され，責任をもって学習に向かう姿や応答の⽔準の⾼さの変化，また「…につ
いて私は何を知っているか？」というタイプの質問を，ばかげた質問と受け取られるとし
て教師に質問することに抵抗があった学⽣がグループでは仲間にあまりためらわずに⾏う
ことができた変化などを実践から⾒出している (King, 1990b)。このような指導法で学習
することを通して，主に⾼校⽣や⼤学⽣が学習教材に対して批判的に思考することが⽬指
されている (King, 1995)。
 Dillon(1998) や Van der meij(1998) は，ある個⼈の質問に関して⼀連のプロセスを想
定している。まず，驚き，新鮮さ，葛藤，好みといった，既に知っている事実と新しい情
報との間の齟齬への気づきから⽣まれる疑問感の浮上の段階である。次にそれらを⾔語化
しようとすることが質問の⽣成の段階である。そして，その答えを得る質問の表出の段階
へと進む。したがって，児童・⽣徒が質問するときは学習の始まりであると⽰唆されてい
る。⽣⽥・丸野 (2005) は，この質問⽣成活動に注⽬し，質問づくりを中⼼とした 5 週間
の指導を通して，授業中の児童の⾃発的な質問が増えたことや，「積極的な知識の精緻化
に結び付く気持ち（もっとよく知りたいなぁ）」が質問⽣成により結びつく疑問感であっ
たことなどを明らかにしている。
 援助要請の研究と⽐較すると，援助要請では困った状況が出発点に据えられるのに対し，
質問⽣成の研究では⾃発的な質問頻度やその質を⾼めることが⽬指されて疑問感に気づか
せることが出発点に据えられている。視野の違いはあるものの，瀬尾 (2005) の援助要請
プロセスモデルにおける理解できていないことに気づくフェーズと疑問感の⽣起のフェー
ズに重なりがあるといえる。⾔い換えれば，わかったふりをしたりわかったつもりになっ
ていたりする状態から，疑問感をもち，もっとよく知りたいという気持ちを経て，質問の
形式にし，他者に対して表出するプロセスである。援助要請は理解できていないことへの
気づきの状況を起点とし，他者への援助を求める必要性や内容や対象の意思決定を視野に
⼊れ，質問⾏動・質問⽣成は疑問感を持つことから働きかけて質問⾏動を変容させること
を視野に⼊れている点がそれぞれの特質である。⽣⽥・丸野（2005）では，疑問感への
気づきのフェーズでも他者との意⾒交流が設定されている。⾃分が理解できていないこと
に⾃分⾃⾝で気づくことができるとは限らず，疑問感から学習を進める上で，他者の存在
が質問⽣成や質問表出など場⾯として固定されるわけではないことがうかがえる。
 ただし，いずれの研究も先に確認した通り，質問するという意思や表出した際に応答す
る相⼿が安定して得られることを前提としている点が確認できる。実際に教室で援助要請
はどのように⽣じているのだろうか。観察に基づく研究を続いて検討する。

第 4章 教室における援助要請の観察研究

 １節 個⼈単位の援助要請への着⽬
 授業中に児童・⽣徒は様々な学習形態を経験している。それぞれのフェーズにおける援
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助要請の振る舞いを個⼈単位で検討した研究がある。Nelson-Le Gall（1985）は，⼩学校
1,3,5 年⽣の学級で算数 (math) とリーディング (reading) の授業の観察を⾏っている。学
級全体や⼤規模なグループにおける教師による解説や質疑応答の時間よりも，個⼈あるい
は⼩グループでワークシートやワークブック，テストに取り組んだり，教師の主導があり
つつも⿊板の前でグループとして取り組むなど課題に能動的に参加したりしている時間の
⽅が，児童は援助要請を頻繁に⾏っていたことや，教師よりも児童に対して援助要請を頻
繁に⾏っていたことが確認されている。また，援助要請の量だけでなく，男児と⼥児で教
科ごとに⾏った援助要請のタイプ（道具的援助要請 / 実⾏的援助要請）が⼊れ替わったこ
とや，⼗分な応答が得られないときに再び援助要請を⾏う児童は能⼒が⾼い児童であった
ことなども明らかにされている。
 観察による研究であることから，授業における援助要請が⼀様ではないことがわかる。
どのような児童がどの場⾯で誰にどのような援助要請を⾏っているかという動態が追究さ
れている。また，⼗分な応答が得られないときの援助要請が検討されている点は，援助要
請のプロセスモデルに照らせば，児童１⼈あたりに対して単⼀のプロセスで捉えているわ
けではないことが⽰唆される。授業場⾯の教室では，援助を要請する者がいるのと同様に
援助をする者がいる。援助―被援助の相互作⽤によって各児童・⽣徒の問題解決が進み，
学習が成⽴すると考えられる。

 ２節 グループ単位の援助要請への着⽬
 児童・⽣徒どうしの援助―被援助の相互作⽤を詳しく検討するには，グループによる学
習の時間が 1 つの⼿がかりとなる。Webb は，援助要請という概念を⽤いる前から 4)，グルー
プ学習における児童・⽣徒どうしの相互作⽤について，プロジェクト型の授業を実施，観
察した上で，グループの会話の⾳声記録を⽤いて研究していた。
 他者からの援助を受けることが，児童・⽣徒の学習にどのように有益に働くかを教室環
境で明らかにすることを⽬的に，ロサンゼルス都市圏の中学校で 7 年⽣と 8 年⽣の混合
クラスで⾏われた数学の授業について検討が⾏われた (Webb, 1982)。⽣徒たちは 2 週間
の単元（指数と記数法）の間，グループで学習することが求められ，教科書や教師が作成
した演習問題にグループで取り組む授業形態だった。作業を分担せずに協⼒すること，困っ
ているメンバーがいたら⽀援すること，必要なら助けを求めることが指⽰され，教師に助
けを求める時はグループ内で誰も問題を解けない場合に限ることも付け加えられていた。
グループ学習中の⽣徒の会話は録⾳され，発話は「説明を受けない」，「説明を受ける」，「説
明する」，「⼿続きに関する質問への応答を受ける」，「簡潔なフィードバックをする」，「計
算をする」という指標で，単元後のテスト成績との関連が検討されている。その結果，質
問に対して何の応答もなかったり誤りに対して説明なしに正答だけがフィードバックされ
たりすることが成績と負の相関を⽰し，説明をしたり説明を受けたりすることが成績と正
の相関を⽰したことが報告されている。
 さらに Webb は，グループ学習の効果がそれまで，他者に説明することによって⾃分の
解法が再確認されたり⽭盾点に気付いたり新たな意味づけを発⾒したりするという説明を
する⾏為に向けられていたことに対し，説明を受ける側の⽣徒の成績が必ずしも向上せず，
援助をすることが必ずしも説明を受ける側の学習にとって有益であるとは限らないことに
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注⽬した。ロサンゼルス都市圏の都市部の中学校において⼩数と分数の単元に，協働学習
プログラムの⼀環としてグループで数学に取り組む 7 年⽣のクラスを対象に参与観察が⾏
われた (Webb et al., 1995)。援助をする⽣徒の説明の精緻化度合いにより学習に有益な結
果がもたらされる (Webb, 1989) との知⾒をふまえ，援助を必要とする⽣徒に焦点をあて，
グループにおいて正答のみではなく説明を受けること，そして援助を受けた後の建設的な
活動（受け取った説明に含まれる明⽰的・暗⽰的概念を⽤いて問題を解く，または解法を
説明する活動を実⾏する）と，受けた援助の精緻化の⽔準，および⾃⼒解決が求められた
事後テストの成績のとの関連が検討された。答えを教えてもらうだけの援助要請の仕⽅で
は⼗分でないこと，そして⾼度に精緻化された援助を受けることが，⽣徒が問題に対して
建設的に取り組むよう促したり，それを可能にしたりして，その結果として成績に寄与し
た可能性が⾒出されている。
 そこで，説明を受ける⽣徒にとってのグループの経験を明らかにする重要性が指摘され

（Webb & Palincsar, 1996），援助要請をする⽣徒の中で，精緻化された説明を受けて理解
できる⽣徒とできない⽣徒がいることから，その振る舞いの質が追究されることとなった。
7 年⽣を対象に⾏われた⼩数の単元のうち，⼩数のかけ算を含む電話料⾦課題に取り組む
グループの談話から，得られた援助の⽔準や事後テストの成績との関連から成績が向上し
た⽣徒を抽出し，それらの⽣徒のグループでの談話が援助要請の質の変化に着⽬して分析
されている (Webb & Mastergeorge, 2003)。その結果，「混乱を認めて告⽩したうえで具
体的な説明を求めること」，「納得するまでパターンを修正しつつ諦めずに援助要請を続け
ること」，そして「受けた説明を適⽤すること」という援助要請の振る舞いの特徴が明ら
かにされている。
 Webb らの援助―被援助の関係に基づいたグループの相互作⽤に関する研究では，個⼈
が表出した 1 つのタイプの援助要請が単独で効⼒をもつわけではなく，応答のされ⽅にと
もなって変化することが暗黙とされている。説明が精緻化されるためには，援助をする⽣
徒にも援助を求める⽣徒にも全員に責任がある (Webb et al., 2002)。援助要請が個⼈のス
キルとして捉えられているというよりは，援助する側の説明と連動する状況依存的なもの
として捉えられているといえる。
 また，研究法の点で談話において援助要請と捉えられているのは，「（⾃ら発⾔した場合
も他者から⼿元を⾒て指摘された場合も含み）誤りがあるとき，援助を求めたとき，ある
いは混乱したり何をすべきかわからなかったりすることを明確に宣⾔するとき（Webb et 
al., 1995, p.410）」であり，質問する意思を伴っていないものや，質問の形式をとってい
ないものも含む。第２章で動向を整理した援助要請の規定要因の解明を⽬指す研究群では，
あらゆる場⾯が⾃由に想定され，質問の意思をもち，⾃ら状況を変える⾏動をとるか否か
が追究されており，これらと⽐較すると，Webb らの⾒⽅は教室での授業中，特にグルー
プという環境において成り⽴つ援助―被援助であるといえる。また，質問⾏動や質問⽣成
の研究群では個⼈の批判的思考を向上させる⼿段としての質問の型を活⽤したグループ活
動であり，それと⽐較するとグループ学習過程で全メンバーの責任が問われ，1 ⼈の⽣徒
の振る舞いの結果，援助が⾏われ，問題解決に向けて説明が精緻化される⼀連の現象に焦
点があてられているといえる。
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 ３節 状況に応じた援助要請への着⽬
 Webb らの状況依存的な援助要請の流れをひき，学級内での援助要請の様々な動態が研
究されている。中学校 1 年⽣の数学の授業において，ある 4 ⼈グループに着⽬した場合に，
解決を志向する課題に取り組むか意味理解を志向する課題に取り組むかによって，各⽣徒
の援助要請と援助のバランスやパターンに変化がみられ，学級内の援助者と被援助者が固
定ではないことが⽰唆されている（⼭路 , 2014）。同様に，課題の⽬的によって議論の内
容が変化し，意味理解を志向する課題に取り組む場合に，⾃分たちのこれまでの思考や問
いが何であるかを話題として探究する協働的な談話が⽣じていたことも明らかになってい
る。また，同⼀課題に取り組む学級内複数グループの談話プロセスに着⽬すると，潜在的
な援助関係は終始みられるものの，解決したことを表明する者が現れる前と後で，援助要
請の機能や内容が変化していることも描かれている（⼭路 , 2019）。仮に⽂脈を考えなけ
れば，意思をもって質問をする場合，⾃分より知識を持っている他者が質問相⼿として選
択されるといえる。しかし，教室での授業場⾯という⽂脈においては，必要としている援
助を誰ができて，その他者にアプローチ可能かという状況は不確かである。どのような学
習の問いであるか，どのような学習場⾯かによって援助要請と，そこから展開される談話
の質が可変的であることがうかがえる。
 また，グループに限定せず，単元を通してある 1 名の⽣徒がどのように困難に直⾯し，
その際にどのような振る舞いを表出して学習を進めているかが検討されている。学級全体
での教師や他の⽣徒による説明を聴いている場⾯，特に指⽰されずに隣の⽣徒と呟く場⾯，
グループでの場⾯のそれぞれにおいて，他者の考えをよく聴き (listening)，援助要請する
にもかかわらず誤解を重ねながら，粘り強い振る舞いが組み合わされて理解に⾄る様⼦が
描かれている（⼭路 , 2017）。学習形態や特定の振る舞いの万能さというよりは，授業に
おいて適切なタイミングが存在することが⽰唆されているといえる。
 観察による援助要請に関わる研究では，援助を求める意思は検討の範囲外である。⼀⽅
で，必ずしも⾃ら問いの形式に整えて発信しなくても，他者の⽬から⾒て援助が必要と受
け⽌められて援助―被援助関係による相互作⽤が始まるなかで援助要請が修正される場⾯
や，援助がなされてから要請者が理解するまでといったその後の相互作⽤の展開を含んで
おり，絶えず他者の存在がある。

第 5章 相互作⽤を視野とした援助要請概念の整理と課題

 １節 援助要請概念の包括的な整理
 援助要請ならびに質問⾏動，質問⽣成の価値を概観してきた。これらの概念は，類似点
が多く，区別することなく論じられていることもあった (Shwalb & Sukemune, 1998; Van 
der meij, 1998)。ただし，ここまで確認してきた通り，援助要請の概念も学習⽅略の側⾯
を捉えるか，観察によって援助―被援助の関係を捉えるかによって微妙に異なっていた。
それぞれの研究群が重なりと差異をもっている。その構造を整理すると，以下の表の通り
となる。
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 第 1 に，研究背景の点での異なりがある。学習⽅略としての援助要請の研究では，学習
上の困ったことをそのままにせず⾃らその困難を乗り越える姿を捉えた能動的に学習する
児童・⽣徒像，あるいは環境への働きかけを調整する姿を捉えた⾃律的に学習する児童・
⽣徒像があり，児童・⽣徒がその学習者像として育つための⽅略の促進が⽬指されている
といえる。質問⾏動や質問⽣成の研究では，学習者の批判的思考が授業を通して活性化さ
れることが⽬指され，それにともなうように，授業における学習者どうしの交流を⼿段と
して⽤いたり，教師と学習者や学習者どうしの交流が建設的なものとなることが期待され
たりしている。援助―被援助関係における援助要請の研究では，学習者の⾃⼒解決の成果
が向上することや，援助の精緻化を含めて要請者だけでなく関係者相互の学習の保障，談
話の質の向上が⽬指されている。
 第 2 に，視野としているプロセスを援助者・応答者の登場の前後で整理すると範囲が
異なる。学習⽅略としての援助要請では，援助者を特定して遂⾏するまでの学習者内の認
知プロセスを重視している。基本的には援助要請を実⾏する相⼿としての他者が想定され，
ピア・ラーニングに⾃律的に参加できることが求められる。質問⾏動・質問⽣成も類似し
ており，学習者内の疑問感の⽣起から質問として表出されるまでのプロセスを重視してい
る。ただし，問いを作り，考えることができるようなるために，疑問を持つところから質
問を表出した後まで，他者との交流が⼿段として想定されている。援助関係における援助
要請は，個⼈内のプロセスは視野とせず，何らかの援助が必要である状況が他者に共有さ
れるところからが検討の対象となっている。援助要請を単体で捉えず，援助者の説明の質
や援助要請者の振る舞いの質を含み，相互作⽤を捉えている。
 したがって第 3 に，意思という点で学習⽅略としての援助要請や質問⾏動・質問⽣成は
明確に援助を求めたり質問したりする意思を伴っているのに対し，援助関係における援助
要請では学習者本⼈の意思の有無を明確に区別していない。学習者のスキルとして捉える
か，関係性の中で⽣まれる現象として捉えるかの違いがあるといえる。

 ２節 援助要請研究における議論
 学習上の援助要請が着⽬されるようになった原点では，他者の存在に⽀えられた⽇常的
な問題解決のプロセスの 1 つの要素として，児童・⽣徒が⾃ら必要な援助を獲得するス
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キルとしての価値が⽰されていた。本稿では，そこから派⽣したと考えられつつ，別の研
究背景をもって発展してきた研究群を包括的に振り返った。これらの研究で共通して重要
な役割を果たしているのは他者の存在であった。援助を求め，質問するという振る舞いは，
個⼈のある意味で未完の思考を表出することであり，その要請を受け取った直接の相⼿，
あるいはその要請を⾒聞きする周囲の⼈々を含めた他者の評価に晒されることである。他
者の受け取り⽅によって，その後の展開は変わる。援助要請が回避される⼀因となりうる。
学習⾯での困ったことを解消するのは授業中に限られたことではないものの，児童・⽣徒
が多くの時間を過ごす授業場⾯で援助要請して学習することは保障される必要がある。
 授業場⾯では，そこにいる児童・⽣徒が互いに潜在的な援助要請者であり，援助者であ
る。援助要請の価値の受け⽌められ⽅という教室⽂化や，授業中の学習形態によって援助
要請の振る舞いが変わり，援助要請者の振る舞いと援助者の応答は互いに状況依存的に連
動して，説明の精緻化や議論の内容を左右する。このような点に着⽬すると，援助要請は
児童・⽣徒が個⼈として備える学習⽅略としての機能のみならず，授業において成⽴する
学習の質を左右する重要な機能を担う概念であることにさらなる注意を向けることが求め
られている。
 最後に，今後の研究に向けた論点を整理する。第 1 に，援助要請の質を考える際に，援
助と質問を無条件に同じと捉えてよいかという点である。質問はある程度個⼈の中で明確
に⽣成されたものである。⾃分がわかっていないことに気づいた上で，何がわかっていな
いか，何を知ることができればわかるようになるのかを⾃分でマネジメントするものであ
る。それが⾃律的な学習者像であるが，援助が必要な状況を授業中の児童・⽣徒の様⼦か
ら想起すると，必ずしも⾃分がわからないことに気づく児童・⽣徒ばかりではない。もや
もやとした違和感はあるが意味を⾒出せない場合や，無⾃覚にわかったつもりである場合，
またわかったふりをしていられる場合など，援助要請の必要性を認知することがなければ，
その児童・⽣徒のその場における学習は⽌まる。質問という形式でなくとも，混乱や違和
感を共有したり誤りを含めて表出したりすることも援助の獲得の第⼀歩として機能するこ
とが観察の研究により明らかである。児童・⽣徒にとっての援助とは何かを丁寧に検討し
て研究する必要がある。
 第 2 に，学習の内容や質の考慮である。援助する側の説明と連動する状況依存的な性質
を持ち，援助者も援助要請者も相互に学習する点をふまえると，どのような疑問感を⽣じ
させるかという授業の課題のデザインよって，⽅略の型が同じでも学習の質の⾯で変わる
可能性がある。学習の質の⾯で検討を重ねる必要がある。
 第 3 に，学習形態を限定しない，様々な授業場⾯での⽂脈の考慮である。Webb らの研
究はプロジェクト型であり，グループワークの仕⽅のレクチャーがあり，個⼈成績以外に
グループ全員の成績も評価されている。これは授業の⼀側⾯に位置づくものであるがすべ
てではない。授業には，学級全体での議論 (whole-class discussion) や私的な会話 (private 
conversation)，グループによる協働的な活動 (small-group collaborative work) の時間が含
まれ，また授業の導⼊場⾯や共有場⾯といった⽂脈が加味され，説明したり他者の考えを
聴いたりするなどの各フェーズでの参加スタイルは⽣徒によって異なり，教師は⽣徒に合
わせて働きかけ⽅を変える (Webb et al., 2019)。1 つの授業内でどのように援助関係の現
象が⽣まれているかを⽂脈に応じて捉えることが求められる。
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 第 4 に，教室の⽂化と相互作⽤の関連である。規定因に関する研究群が明らかにしてい
るように，援助要請は教室の⽂化によってその⽣起が左右される (Newman, 2002)。援助
要請がその教室でどのような価値観で捉えられるかによって，場の調和を乱すのではない
か，恥ずかしい，能⼒不⾜がさらけ出される⾏為は避けたいなどの児童・⽣徒の情動が抑
制されたり促進されたりする可能性がある。児童・⽣徒がなぜ援助要請を控えてしまうの
か，あるいは援助要請してよいと思えるのか，相互作⽤の事例を含めた研究はなされてい
ない。教師の情緒的なサポートが⾼いと認知する教室，仲間⾵⼟が⾼い教室では実際にど
のような援助関係が展開され，そのような教室の⽂化はどのように創造されるのかの検討
が必要といえる。
 本稿では，援助要請の⾏動とその前後のプロセスに焦点をあてて研究を整理した。その
ため，児童・⽣徒の援助要請に対する教師の役割に関する研究については扱えていない。
また，児童・⽣徒と教師，あるいは児童・⽣徒どうしによる援助―被援助の相互作⽤を視
野としており，AI を含む ICT との関係についても検討していない。これらは本稿の限界
である。

註

  1） 本稿において，援助要請の主体を基本的に児童・⽣徒と表記する。先⾏研究にお
いて対象が特定されている場合は児童，あるいは⽣徒と，⼤学⽣やその他を含む場
合は，⽂脈をふまえて学習者と表記する。

  2） help-seeking の研究は，臨床⼼理学の分野においても「援助要請」と訳され，研
究が蓄積されている。また，学習⾯での help-seeking は academic help-seeking と
明記して研究される場合も多いが，必ずその⽤語が⽤いられているとも限らない。
academic help-seeking の訳は，「学業的援助希求」( 中⾕ , 1998)，「学業的援助要請」
( 野﨑 , 2003)，「援助要請」( 瀬尾 , 2005; ⼭路 , 2014) が確認される。本研究では
academic help-seeking を対象としつつ，読みやすさの点から「援助要請」で統⼀
して表記する。

  3） ⼤学⽣を対象とした援助要請の研究，児童を対象にした質問⽣成の研究がないと
いうわけではなく，多くを占めるという意味である。

  4） ⽂脈に応じて receiving explanation，receiving help，needing help などと記述さ
れている。Webb ＆ Mastergeorge(2003) や Webb(2013) では help-seeking の記述
が確認される。

付記

 本研究は⽇本学術振興会による科研費（若⼿研究 23K12870）の助成を受けたものです。
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問題と⽬的

 ⽂部科学省 (2025) の「令和６年度 学⽣の中途退学者・休学者数の調査結果」による
と、令和６年度、全国の国公私⽴⼤学における中途退学者数は 50,516 名で、全学⽣に占
める中途退学者数の割合は 2.00％（令和５年度 2.04％）であり、横ばいの状況である。
その中途退学理由としては「転学・進路変更等」（22.3％）が最も多く、次いで「学⽣⽣
活不適応・修学意欲低下」（16.3％）で、令和５年度と傾向に変化が⾒られなかった。⼀⽅、
令和６年度、全国の国公私⽴⼤学における休学者数は 68,239 名で、全学⽣に占める休学
者数の割合は 2.70％（令和５年度 2.69％）であり、中途退学者数と同様に横ばいの状況
である。その休学理由としては「海外留学」（13.8％）が最も多く、次いで「精神疾患」（13.0％）
で、中途退学の理由と同様に令和５年度と傾向に変化は⾒られなかった。このように、⼤
学⽣の中途退学者数も休学者数も全学⽣の２％程度で横ばいの状況であるが、その背後に
潜む「⻑期間にわたって講義に出席しない」、いわゆる⼤学⽣の不登校問題は、どの⼤学
においても年々深刻化してきている状況にある。しかしながら、我が国においては、各⼤
学において、現在、休学はしていないが、授業に⻑期間出席していない不登校の学⽣がど
の程度存在するか、各⼤学の評価にもつながるだけに正確なデータは公表されていない。
なお、⼩柳（2014）も指摘しているように、正確なデータは公表されていないまでも、現在、

「⼤学⽣の不登校」という⾔葉は⼀般に使われるようになり、論⽂のタイトルにおいても
義務教育段階の不登校に⽐べてまだまだ数は少ないものの増えてきている状況にある。
 ⼀⽅、中国においては、全国の⼤学における中途退学者数も休学者数も公表されていな
いが、曹（2011）も述べているように、⽇本と同様に、学⽣の不登校問題は深刻な問題
となってきている。李ら（2007）も、学⽣の不登校は、⼤学の運営の品質に影響を与え
る無視できない要素となっており、調査によれば、⼤学の専⾨科⽬の不登校率は 20% で、
基礎教養科⽬は 25%、哲学、政経などの公共授業は 50% 以上と⼤変深刻な状況になって
いることから、⼤学教育制度の改⾰こそが学⽣の不登校問題を解決する上で極めて重要で
あると述べている。また、李（2010）のある⼤学の学⽣ 500 名を対象とした調査によれば、
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学⽣の不登校率は１時限⽬の授業において 16.7％、５時限⽬の授業においては 27.8％と
実に４⼈に１⼈が不登校状態という報告もある。
 ところで、そもそもこれまでの研究者は、学⽣の不登校をどのように定義してきたので
あろうか。荒井ら（2011）は、「何らかの⼼理的、情緒的、⾝体的、あるいは社会的要因・
背景により、学⽣が授業に出席しない、あるいはしたくてもできない状況にあること（た
だし、病気や経済的理由によるものを除く）」と定義している。この定義は、義務教育段
階における従来の不登校の定義を⼤学⽣の不登校に当てはめた⼀般的定義ということがで
きる。その⼀⽅で、より具体的に⼤学⽣の不登校基準まで⽰した定義も存在する。例えば、
⼩柳（1996）は、「３か⽉以上登校していないか、講義に出ていないこと」と定義した上
で、「⾝体的あるいは重篤な精神的病気がないこと」、「家庭にも⼤学にも登校を妨げるも
のはないこと」を条件として挙げている。また、井出ら（2010）は、「進学・卒業に係る
単位取得に必要な出席数の半分以下であること」と定義した上で、「経済的理由、精神疾患、
教育上の理由（留学等）、出産等の理由は除く」としている。いずれの定義も具体的に不
登校の基準は⽰しているものの研究者によって学⽣の不登校基準は⼤きく異なり、かなり
あいまいであると⾔える。このように、学⽣の不登校問題は、義務教育段階における不登
校問題に⽐べて⼀段と複合的要因が絡み合っているために、定義もその基準も義務教育段
階における不登校定義と異なり統⼀したものは未だ存在していないのが現状である。そこ
で、本研究では、学⽣の不登校を「何らかの⼼⾝の不調により⼤学に登校できない状況で
あるために少なくとも複数科⽬において出席すべき回数の１/ ３以上（５回以上）⽋席し
た者」と定義する。なお、義務教育段階における不登校の定義では、「病気や経済的理由
による者を除く」とあるが、学⽣においては、病気も何らかの⼼理的、情緒的要因・背景
が原因して⽣じているケース、また「経済的理由」も「学費が払えなくなったらどうしよう」
という⼼理的・情緒的要因によってアルバイトに没頭して不登校に陥るケースも多いこと
から、学⽣の不登校に関する定義には、あえて「病気や経済的理由による者を除く」とい
う⽂⾔を⼊れないことにした。
 以上の定義に基づいて、本研究では、義務教育段階における不登校問題に⽐べて、これ
まであまり実証的研究が⾏われてこなかった⼤学⽣の不登校問題に焦点を当て、⽇本と中
国の学⽣を対象にして、⼤学⽣の不登校傾向を早期に発⾒できる「国際標準版⼤学⽣⽤不
登校リスク評価尺度」の開発を通して、不登校リスクの⽐較及び不登校リスク低減に向け
て今後⼤学としてどういった対策を取っていくことがより効果的かについて検討すること
にした。

⽅法

１. 調査対象者
 本調査は、⽇本 A ⼤学および B ⼤学の学⽣ 128 名（男性 49 名、⼥性 79 名）と、中国
C ⼤学の学⽣ 225 名（男性 38 名 , ⼥性 187 名）、あわせて 353 名（男性 87 名 , ⼥性 266 名）
を調査対象とした。そのうち、作為的回答や⽋損値のある回答を除き、最終的に⽇本⼈学
⽣ 122 名（有効回答率 95.3％）, 中国⼈学⽣ 211 名（有効回答率 93.8％）, あわせて 333 名（有
効回答率 94.3％）を対象とした。
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2. 調査⽅法
 ⽇本における調査は、2025 年６⽉に、授業中、授業担当者が以下の調査内容から成る
無記名式の調査⽤紙を⼀⻫に配布し，回答を求め，回答終了後，直ちに回収する⽅式で実
施した。⼀⽅，中国における調査は，2025 年７⽉に、以下の調査内容から成る⽇本語版
調査⽤紙を中国語に翻訳し、中国 C ⼤学の学⽣⽀援課の担当員の協⼒を得て、当⼤学の
学術研究交流上の規則に従い、関係事務所からアンケート内容チェック等の承認をもらっ
た後、各担任の先⽣を通じてインターネットリサーチを⽤いて同様の無記名式の調査を実
施した。
3. 調査内容

（1）フェイスシート
 性別（男⼦／⼥⼦／答えたくない）、奨学⾦受給の有無（もらっている／もらっていな
い）、⾝体の調⼦（全く良くない／あまり良くない／どちらかと⾔うと良い／とても良い）、
気分の落ち込み（全くない／あまりない／時々ある／よくある）、週当たりのアルバイト
従事⽇数（全くしていない／週１⽇／週 2 − 3 ⽇／週 4 − 6 ⽇／毎⽇）、週当たりのサー
クル活動⽇数（全くしていない／週１⽇／週 2 − 3 ⽇／週 4 − 6 ⽇／毎⽇）、今年度前期
これまでの⼤学授業⽋席回数（具体的授業⽋席回数明記）、⼤学満⾜度（全く満⾜してい
ない／あまり満⾜していない／まあまあ満⾜している／とても満⾜している）、将来に対
する⼼配の有無（全くない／あまりない／時々ある／よくある）について尋ねた。

（2）⼤学⽣版不登校リスクチェックリスト
 ⽇本の学⽣を対象にして、⼤学に⾏きたくなくなる理由について尋ねた⾃由記述調査に
よって収集された項⽬を参考に新たに作成した 32 項⽬を⽤いた。なお、回答⽅法は、「最
近の状況を振り返って、次のような時、⼤学に⾏きたくなくなりますか」という質問に対
して , ４件法（全くそんなことはない−よくある）で答える⽅式とした。

（3）魅⼒ある⼤学にするためのチェックリスト
 ⽇本の⼤学⽣を対象に、皆が⾏きたくなる魅⼒ある⼤学にするためにはどうすればよい
かアイデイアを募り収集された項⽬を参考に新たに作成した 32 項⽬を⽤いた。なお、回
答⽅法は、「あなたの考えとあっているかどうか」という質問に対して、４件法（全く合っ
ていない−とても合っている）で答える⽅式とした。

（4）⼤学⽣活不安尺度（CLAS）
  ⼤ 学 ⽣ 活 全 般 に お い て 不 適 応 度 の ⾼ い 学 ⽣ の 早 期 発 ⾒ を 主 な ⽬ 的 と し て 藤 井

（1998,2013）が開発した、「⽇常⽣活不安」、「評価不安」、「⼤学不適応」という３つの下
位尺度、計 30 項⽬を⽤いた。なお、回答⽅法は、「⾃分にあてはまるかどうか」という
質問に対して、２件法（はい、いいえ）で答える⽅式である。
4. 倫理的配慮
 ⽇中両調査とも、調査実施に当たっては「答えたくない質問に対しては答えなくてもよ
いこと」、「⾃分の回答が他⼈に漏れる⼼配はないこと」、「学校の成績に全く関係のないこ
と」など、⽂書によって、予め調査対象者に伝えておくことによって、倫理的配慮の徹底
を図った。
5. 分析⼿続
 統計パッケージ SAS を⽤いた。



藤 井 義 久・斯 琴 ⾼ 娃

146

結果

１．⼤学⽣版不登校リスク評価尺度の開発
（1）⼤学⽣版不登校リスクチェックリスト項⽬の検討
 「⼤学⽣版不登校リスクチェックリスト」の各回答に対して、０点（全くそんなことは
ない）から４点（とてもよくある）という得点を与えた。次に、国ごとに、各項⽬得点の
平均値および標準偏差を算出した。その結果、全 32 項⽬の中で項⽬得点の平均値が相対
的に⾼かった項⽬として、⽇本においては順に ,「朝、起きたくない時」（M=2.07）、「体
調を崩した時」（M=1.96）、「睡眠不⾜の時」（M=1.95）が挙げられた。⼀⽅、中国にお
いては順に、「１限がある時」（M=1.48）、「朝、起きたくない時」（M=1.31）、「睡眠不⾜
の時」（M=1.21）が挙げられた。逆に、全 32 項⽬の中で項⽬得点の平均値が相対的に低かっ
た項⽬は、⽇本においては順に、「⼤学⾏事がある時」（M=0.56）、「サークル活動をやり
たい時」（M=0.58）、「⾷事をきちんととっていない時」（M=0.67）、中国においては順に、

「アルバイトに疲れた時」（M=0.60）、「⼤学⾏事がある時」（M=0.73）、「誰かに嫌みを⾔
われた時」（M=0.74）であった。以上の結果、⽇本、中国とも、項⽬得点の平均値が 0.50
以下という明らかに平均値が低かった項⽬は⾒られなかったので、「⼤学⽣版不登校リス
クチェックリスト」32 項⽬すべてを以降の分析対象とすることとした。

（2）⼤学⽣における国別「不登校リスク指数」の算出
 ⽇本、中国ごとに、「⼤学⽣版不登校リスクチェックリスト」における 32 個の項⽬得
点全体の平均値および標準偏差を算出した。その結果、⽇本における項⽬得点全体の平均
値は 1.23、標準偏差は 0.44、中国における項⽬得点全体の平均値は 0.96、標準偏差は 0.19
であった。そこで、両国間の項⽬得点全体の平均値に有意差があるかどうか検討するた
めにｔ検定を⾏ったところ、両国間の項⽬得点全体の平均値に１％⽔準で有意な差（t ＝
3.27,p ＜ .001）があることが確認された。すなわち、⽇本の⽅が中国に⽐べて 32 個の項
⽬得点全体の平均値が有意に⾼いことが明らかになったため、単純に項⽬ごとに粗点を⽤
いて不登校リスクの国際⽐較を⾏うことはできないことが判明した。そこで、国ごとに項
⽬得点全体の平均値と標準偏差を⽤いて、32 個の各項⽬得点を偏差値に換算する国際標
準化⼿続きを取ることにした。その結果、算出された 32 個の偏差値換算スコアを今後「不
登校リスク指数」と呼ぶことにする。そして、「不登校リスク指数」は、平均 50、標準偏
差 10 に変換した値であるので、偏差値の統計学的評価基準に基づき、不登校リスク評価
基準（５段階）を設定した。具合的には、「不登校リスク指数」が 65 以上を評価５（不
登校リスクが⾮常に⾼いと判断される状況）、55 〜 64 を評価４（不登校リスクがかなり
⾼いと判断される状況）、45 〜 54 を評価３（中程度の不登校リスクと判断される状況）、
35 〜 44 を評価２（不登校リスクがかなり低いと判断される状況）、34 以下を評価１（不
登校リスクが⾮常に低いと判断される状況）とした。その結果を Table 1 に⽰す。それに
よると、不登校リスクが⾮常に⾼い状況と判断される評価５に分類された項⽬は、⽇本、
中国とも３項⽬ずつ、その中で国を超えて共通に挙げられた項⽬は「朝、起きたくない時」

（⽇本 69、中国 68）であった。その他の２項⽬については、国によって異なり、⽇本に
おいては「体調を崩した時」（69）や「睡眠不⾜の時」（68）といった⼼⾝の不調に関す
る項⽬が、⼀⽅、中国においては「１限がある時」（77）や「他に⾃分のやりたい事があ
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る時」といった怠学傾向に関する項⽬が挙がった。特に、中国において「１限がある時」
の不登校リスク指数が 77 と⽇中全体で最⾼値となった。ちなみに⽇本においては、不登
校リスク指数が 70 を超えた項⽬は存在しなかった。

Table 1 ⼤学⽣の国別不登校リスク指数評価基準
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（3）国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度の開発
 「⼤学⽣版不登校リスクチェックリスト」32 項⽬について、まず国別に主因⼦法・プロ
マックス回転による因⼦分析を⾏ったところ、いずれも４因⼦解が得られた。そこで、⽇
本と中国のデータを⼀緒にして同様の因⼦分析を⾏った結果、固有値の変化および解釈可
能性から改めて４因⼦解が妥当であると判断された。しかしながら、⼆重負荷の⾒られる
項⽬が複数あったので、それらの項⽬を削除し、同様の因⼦分析を繰り返し⾏った結果、
最終的に Table 2 に⽰す因⼦パターン⾏列が得られた。
 まず、第１因⼦は、「⼤学で孤独感を感じる時」、「⾷事をきちんと取っていない時」といっ
た⼤学⽣活上の問題に関する項⽬に⾼い因⼦負荷が認められたので、これら９項⽬をまと
めて「⼤学⽣活上の問題」因⼦と命名した。第２因⼦は、「気分が落ち込んでいる時」、「体
調を崩した時」といった⼼⾝の健康上の問題に関する項⽬に⾼い因⼦負荷が認められたの
で、これら８項⽬をまとめて「⼼⾝の不調」因⼦と命名した。第３因⼦は、「⼤学の講義
内容に興味がない時」、「講義が役に⽴たないと思う時」といった講義内容上の問題に関す
る項⽬に⾼い因⼦負荷が認められたので、これら５項⽬をまとめて「⼤学の講義内容」因
⼦と命名した。最後に第４因⼦は「１限がある時」、「他に⾃分のやりたいことがある時」
といった多少なりとも怠学傾向を⽰す項⽬に⾼い因⼦負荷が認められたので、これら３項
⽬をまとめて「怠学傾向」因⼦と命名した。
 以上の４つの下位尺度、計 25 項⽬から成る尺度を今後「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リ
スク評価尺度」と呼ぶことにする。なお、「不登校リスク得点」は、各下位尺度を構成し
ている各項⽬の得点を単純に合算する形で算出することにした。その結果、下位尺度間の
相関係数は、Table 2 に⽰す通り .529 から .656 という中程度の値を得た。
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Table 2 国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度の因⼦分析結果
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（4）国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度における信頼性の検討
 国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度における信頼性を検討するために、クロン
バックのα係数を算出した。その結果、⽇本調査におけるクロンバックのα係数は、「⼤
学⽣活上の問題」が .86、「⼼⾝の不調」が .87、「⼤学の講義内容」が .87、「怠学傾向」が .89、
全体でも .79 という値を得た。⼀⽅、中国調査におけるクロンバックのα係数は、「⼤学
⽣活上の問題」が .94、「⼼⾝の不調」が .93、「⼤学の講義内容」が .94、「怠学傾向」が .97、
全体でも .91 という値を得た。以上の結果、⽇本においても中国においても、本尺度には、
⼀定の信頼性が備わっていることが確認された。
(5）国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度における妥当性の検討
 国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度における妥当性を検討するために、まず、半
期における授業⽋席回数と不登校リスク得点（全体）との関連性について分析した。具体
的には、１回も講義を⽋席していない学⽣を「授業⽋席⽇数―L 群」（132 名）、講義を１
回から４回⽋席した学⽣を「授業⽋席⽇数―M 群」（136 名）、講義を５回以上⽋席した
学⽣を「授業⽋席⽇数―H 群」（61 名）とし、授業⽋席⽇数⽔準と不登校リスク得点（全
体）との関連性について⼀要因分散分析を⾏った。その結果、授業⽋席⽇数⽔準ごとの
不登校リスク得点の平均値は、L 群が 25.11 点（SD ＝ 14.20）、M 群が 28.85 点（SD ＝
15.03）、H 群が 32.21 点（SD ＝ 15.05）で、群間における平均値の差は有意（F ＝ 5.28,p <.01）
であった。すなわち、授業⽋席⽇数が多い学⽣の群ほど不登校リスク得点の平均値が有意
に⾼くなる傾向が確認された。この傾向は、⼀般的に考えられている傾向と⼀致している
ことから、本尺度の妥当性を⽀持する１つの結果であると⾔える。
 さらに本尺度の妥当性について検討するために、「⼤学⽣活不安尺度（CLAS）」におけ
る３つの下位尺度のうちの特に不登校傾向の学⽣の発⾒を⽬的とした「⼤学不適応尺度」
得点と不登校リスク得点（全体）との関連性について分析した。具体的には、「⼤学⽣活
不安尺度 (CLAS)」の「⼤学不適応尺度得点」が２点以下の者を「⼤学不適応傾向―L 群」

（64 名）、３点から４点までの者を「⼤学不適応傾向―M 群」（121 名）、５点以上の者を
「⼤学不適応傾向―H 群」（148 名）とし、⼤学不適応⽔準と不登校リスク得点（全体）と
の関連性について⼀要因分散分析を⾏った。その結果、⼤学不適応⽔準ごとの⼤学不適
応得点の平均値は、L 群が 1.27 点（SD ＝ 0.72）、M 群が 3.55 点（SD ＝ 0.50）、H 群が
5.01 点（SD ＝ 0.08）で、群間における平均値の差は有意（F=1639.01,p <.001）であっ
た。すなわち、休学や退学等の⼤学不適応傾向を⽰す⼤学不適応⽔準が⾼い学⽣の群ほど
不登校リスク得点（全体）の平均値が有意に⾼くなることが確認された。この傾向は、⼀
般的に考えられている傾向と⼀致していることから、本尺度の妥当性を⽀持する結果であ
ると⾔える。なお、堀井（2015）も⾃ら開発した「⼤学⽣不登校傾向尺度」においても、
⼤学⽣の不登校傾向は、メンタルヘルス（例：うつ状態）や適応（例：精神的回復⼒の低
さ）といった⼼理的特性と関連性のあることを確認している。
 以上の結果を総合して、「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度」には、⼀定の妥
当性が備わっていると判断された。 
２. 不登校リスクの⽇中⽐較

（1）不登校リスク得点の⽇中⽐較
 ⽇本⼈学⽣と中国⼈学⽣における不登校リスク得点に有意な差が⾒られるかどうか検討



151

⼤学⽣の不登校に関する国際⽐較研究

するためにｔ検定を⾏った。その結果を Table 3 に⽰す。それによると、「⼼⾝の不調」、「⼤
学の講義内容」および不登校リスク得点（全体）において、⽇本⼈学⽣の⽅が中国⼈学⽣
よりも１％⽔準で有意に不登校リスク得点の⾼いことが確認された。

（2）個⼈の要因別不登校リスク⽐の⽇中⽐較
 どういった個⼈の属性や現在の症状が不登校リスクをどの程度⾼めることにつながるの
か検討するために、国別に、不登校リスク得点（全体）によって調査対象者を２群、またフェ
イスシートで調査された個⼈の属性や現在の症状に関する各回答によって調査対象者をそ
れぞれ２群に分けることによって、２×２のクロス集計表を作成し、不登校リスク⽐を算
出することにした。まず、不登校リスク得点（全体）については、国別平均値に基づいて、
⽇本においては、32 点以上の者を H 群、31 点以下の者を L 群、中国においては、26 点
以上の者を H 群、25 点以下の者を L 群とした。⼀⽅、フェイスシートで調査された個⼈
の属性や症状に関する各回答においても同様に、調査対象者を２群に分けた。具体的には、
➀性別（男性／⼥性）、➁奨学⾦（受けている／受けていない）、③⾝体の調⼦（悪い／良
い）、④気分の落ち込み（ない／ある）、⑤アルバイト（していない／している）、⑥サー
クル活動（していない／している）、⑦授業⽋席回数（４回以下／５回以上）、⑧⼤学満⾜
度（満⾜していない／満⾜している）、⑨将来に対する⼼配（⼼配していない／⼼配して
いる）とした。
 以上の⼿続きを経て、国別要因別に不登校リスク⽐を算出した。その結果を Table 4 に
⽰す。それによると、⽇本においてリスク⽐が最も⾼かった要因として、「気分の落ち込み」

（リスク⽐＝ 2.33）が挙げられた。すなわち、気分の落ち込みがある学⽣はない学⽣に⽐
べて、リスク⽐の値から、不登校になるリスクが２倍以上⾼いことが明らかになった。他
にリスク⽐が２以上の要因は⽇本においては⾒られなかった。⼀⽅、中国においてリスク
⽐が最も⾼かった要因として、「⾝体の調⼦」（リスク⽐＝ 2.38）が挙げられた。すなわち、
⾝体の調⼦が悪い学⽣は良い学⽣に⽐べて、リスク⽐の値から、不登校になるリスクが２
倍以上⾼いことが明らかになった。同じく「⼤学満⾜度」（リスク⽐＝ 2.20）も、⼤学に
満⾜していない学⽣は満⾜している学⽣に⽐べて、リスク⽐の値から、不登校になるリス
クが２倍以上⾼いことが明らかになった。
 さらに、要因ごとに、⽇中間でリスク⽐がどのように異なるか検討したところ、⽇中間
でリスク⽐が１以上離れた要因は⾒られなかったが、⽇本と中国間においてリスク⽐に最
も⼤きな差（0.95）が⾒られた要因として、「⾝体の調⼦」が挙げられた。すなわち、「⾝

Table 3 不登校リスク得点の⽇中⽐較（ｔ検定結果）
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体の調⼦」が原因で不登校になるリスクは、中国⼈学⽣（リスク⽐＝ 2.28）の⽅が⽇本
⼈学⽣（リスク⽐＝ 1.43）よりもかなり⾼いと⾔える。

３. 学⽣の不登校リスク低減のための⼤学改⾰の在り⽅
（1）魅⼒ある⼤学にするためのチェックリスト項⽬の検討
 ⽇本⼈学⽣のアイデイアに基づいて作成された「魅⼒ある⼤学にするためのチェックリ
スト」32 項⽬の各回答に対して、０点（⾃分の考えと全く合っていない）から４点（⾃
分の考えととても合っている）という得点を与えた。次に、国ごとに、各項⽬得点の平均

Table 4 不登校リスク⽐の⽇中⽐較
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値と標準偏差を算出した。その結果、全 32 項⽬の中で相対的に平均値が⾼かった項⽬と
して、⽇本においては順に、「学⽣が楽しめる授業を増やす」（M=2.43）、「⾯倒な課題や
試験のない授業を増やす」（M=2.30）、「学⾷を安くする」（M=2.29）が挙げられた。⼀
⽅、中国においては順に、「よりよい就職情報を提供する」（M=2.62）、「気軽に相談でき
る場を増やす」（M=2.59）、「学⽣が楽しめる授業を増やす」(M=2.58）、「学⾷を安くする」

（M=2.58）が挙げられた。⼤学⽣は、これらの⼤学改⾰こそが魅⼒ある⼤学作りに極め
て重要であると考えていると⾔える。

（2）不登校リスク低減に効果的な⼤学環境要因の抽出
 不登校リスクを低減させる⼤学環境要因を抽出するために、「国際標準版⼤学⽣⽤不登
校リスク評価尺度」の各下位尺度得点を⽬的変数、「魅⼒ある⼤学にするためのチェック
リスト」における各回答を説明変数として、⽇本、中国とも、４つの学校環境カテゴリー

（時間割関係、授業関係、コミュニュケーション関係、福利厚⽣関係）ごとに重回帰分析
を⾏った。その結果を Table 5（⽇本）と Table 6（中国）に⽰したが、得られた標準偏回
帰係数（β）の値がマイナスとなった要因（区別するために網掛けで表記）が学⽣の不登
校リスクを低減させる効果が⾼いと考えられる要因と⾔える。逆にその値がプラスになっ
た要因は、学⽣の不登校リスクをむしろ⾼めてしまう可能性が⼤きい要因と⾔える。なお、
標準偏回帰係数（β）の絶対値の⼤きさは、⼀般的に 0.1 未満は⼩さい効果、0.1 から 0.3
未満は中程度の効果、0.3 以上は⼤きい効果が⾒られると判断されるので、ここでは標準
偏回帰係数（β）が− .30 以下になった不登校リスクを低減させる効果がより⾼いと判断
される要因（網掛け部分）を中⼼に⾒ていくことにする。
 そこで、まず、⽇本における調査結果（Table 5）において、カテゴリーⅠ（時間割関係）
では、「講義の中に５分ほど休憩を挟む」と「⼼⾝の不調」との間に− .37 という標準偏
回帰係数（β）の値が得られた。このことから、「講義の中に５分ほど休憩を挟む」こと
が、特に「⼼⾝の不調に伴って⽣じる不登校のリスク低減に効果的であると⾔える。ま
た、カテゴリーⅡ（授業関係）では、「テストよりもレポートを重視する」と３つの不登
校リスクとの間に− .69 から− .56 という標準偏回帰係数の値を得た。このことから、「テ
ストよりもレポートを重視する」ことが、全体的に学⽣の不登校リスク低減に効果的であ
ると⾔える。さらに授業関係では、「もっと学⽣のためになる授業を増やす」も「⼤学の
講義内容」との間に− .65 という標準偏回帰係数の値を得た。このことから、「もっと学
⽣のためになる授業を増やす」ことが、⼤学の講義内容に伴って⽣じる不登校のリスク低
減に効果的であると⾔える。さらに授業関係では、「実習をもっと増やす」と「怠学傾向」
との間に− .48 という標準偏回帰係数の値を得た。このことから、「実習をもっと増やす」
ことは、「怠学傾向」に伴って⽣じる不登校リスク低減に効果的であると⾔える。また、
カテゴリーⅢ（コミュニュケーション関係）では、「学⽣と教員とのコミュニュケーショ
ンを増やす」と、「⼼⾝の不調」及び「怠学傾向」との間にそれぞれ− .30、− .44 という
標準偏回帰係数の値を得た。このことから、「学⽣と教員とのコミュニュケーションを増
やす」ことが「⼼⾝の不調」や「怠学傾向」に伴って⽣じる不登校のリスク低減に効果的
であると⾔える。さらに「学内でのイベントを増やす」も、「⼤学⽣活上の問題」と− .36
という標準偏回帰係数の値を得た。このことから、「学内でのイベントを増やす」ことも、
⼤学⽣活上の問題に伴って⽣じる不登校のリスク低減に効果的であると⾔える。最後に、
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カテゴリーⅣ（福利厚⽣関係）では、「施設をきれいにする」と３つの不登校リスクとの
間に− .93 から− .38 という標準偏回帰係数の値を得た。そのうち特に「⼤学⽣活上の問
題」との間に− .93 という⾼い標準偏回帰係数の値が得られた。このことから、「施設を
きれいにする」ことは全体的に不登校リスク低減に効果的で、とりわけ「⼤学⽣活上の問
題」に伴って⽣じる不登校のリスク低減に⼤きな効果が期待できると⾔える。また「将来
に役⽴つ社会経験の場を増やす」は４つの不登校リスクすべてとの間に− 1.69 から− .42
という標準偏回帰係数の値を⽰した。このことから、「将来に役⽴つ社会経験の場を増や
す」ことも、学⽣の不登校リスク低減に⼤きな効果が期待できると⾔える。さらに、「学
内にコンビ⼆を設置すること」は、「⼼⾝の不調」との間に− .48 という標準偏回帰係数
の値が得られた。このことから、「学内にコンビ⼆を設置する」ことは、⼼⾝の不調に伴っ
て⽣じる不登校リスク低減に効果的であると⾔える。
 ⼀⽅、中国における調査結果（Table 6）において、カテゴリーⅠ（時間割関係）では、

「100 分授業を 90 分授業にする」と３つの不登校リスクとの間に− .71 から− .66 という
標準偏回帰係数の値を得た。このことから、「100 分授業を 90 分授業に短縮する」ことは、
全体的に不登校リスク低減に効果的であると⾔える。さらに、「講義中に５分ほど休憩を
挟む」も、「⼼⾝との不調」との間に―.37 という標準偏回帰係数の値を得た。このこと
から、⽇本と同様に、「講義中に５分ぐらい休憩を挟む」ことは、「⼼⾝の不調」に伴って
⽣じる不登校リスクの低減に効果的であると⾔える。また、カテゴリーⅡ（授業関係）で
は、 「実習をもっと増やす」が４つの不登校リスクすべてにおいて標準偏回帰係数が− .60
以下と⾮常に⾼い値を⽰した。このことから、「実習をもっと増やす」ことは、全体的に
学⽣の不登校リスク低減に効果的であると⾔える。さらに、「⼤学教員の資質能⼒を⾼め
る」ことも３つの不登校リスク間において− .69 から− .34 という標準偏回帰係数の値を
⽰した。このことから、「⼤学教員の資質能⼒を⾼めることによってもっと質の⾼い授業
を⾏っていく」ことが学⽣の不登校リスクを低減させる上で効果的であると⾔える。他に、

「学⽣が楽しめる授業を増やす」ことも、「⼤学⽣活上の問題」や「講義内容に伴って⽣じ
る不登校のリスクとそれぞれ標準偏回帰係数が− .40 以下の値を⽰した。このことから、

「学⽣が楽しめる授業を増やす」ことも、学⽣の不登校リスク低減に効果的であると⾔え
る。さらに、「もっと学⽣のためになる授業を増やす」ことも、「⼼⾝の不調」に伴って⽣
じる不登校リスクとの間において標準偏回帰係数が− .67 と⾮常に⾼い値を⽰した。この
ことから、「もっと学⽣のためになる授業を増やす」ことも、学⽣のとりわけ「⼼⾝の不調」
に伴って⽣じる不登校のリスクの低減に効果的であると⾔える。さらに、「他学の授業を
もっと多くする」と「⼤学の講義内容」との間に− .48 という標準偏回帰係数の値が得ら
れた。このことから、「他学の授業をもっと多くする」ことは、「⼤学講義内容」に伴って
⽣じる不登校リスク低減に効果的であると⾔える。次に、カテゴリーⅢ（コミュニュケー
ション関係）では、「授業中、学⽣同⼠の話し合いを活発にする」ことが、４つの不登校
リスクすべてとの間に− .40 以下という標準偏回帰数の値を得た。このことから、「授業
中、学⽣同⼠の話し合いを活発にする」ことは、全体的に学⽣の不登校リスク低減に効果
的であると⾔える。また、「学⽣と教員とのコミュニュケーションの機会を増やす」ことも、
３つの不登校リスクとの間に− .68 から− .45 という標準偏回帰係数の値を⽰した。この
ことから、「学⽣と教員とのコミュニュケーションの機会を増やす」ことも、全体的に学
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⽣の不登校リスク低減に効果的であると⾔える。また、「学⽣同⼠のコミュニュケーショ
ンを拡げる活動を増やす」ことも、「学⽣⽣活上の問題」や「怠学傾向」とそれぞれ− .71、
− .37 という標準偏回帰係数の値を⽰した。このことから、「学⽣同⼠のコミュニュケー
ションを拡げる活動を増やす」ことも、とりわけ「学⽣⽣活上の問題」や「怠学傾向」に
伴って⽣じる不登校のリスク低減に効果的であると⾔える。他に、「共通の趣味を持つ⼈
と交流できる機会を増やす」ことは、「⼤学の講義内容」との間に− .39、「学内のイベン
トを増やす」ことは「⼼⾝の不調」との間に− .34 という標準偏回帰係数の値を⽰した。
このことから、「共通の趣味を持つ⼈と交流できる機会を増やす」ことは「⼤学の講義内容」
に伴って⽣じる不登校のリスク低減に、「学内のイベントを増やす」ことは「⼼⾝の不調」
に伴って⽣じる不登校のリスク低減に、それぞれ効果的であると⾔える。最後に、カテゴ
リーⅣ（福利厚⽣関係）では、「よりよい就職情報を提供する」ことや「施設をきれいに
する」ことが、すべての不登校リスクとの間において− .82 から− .36 という標準偏回帰
係数の値を⽰した。このことから、「よりよい就職情報を提供する」ことや「施設をきれ
いにする」ことは、全体的に学⽣の不登校リスク低減に効果的であると⾔える。また、「将
来に役⽴つ社会経験の場を増やす」ことは、「⼤学の講義内容」及び「怠学傾向」との間
において− .30 以下、とりわけ「怠学傾向」と− .71 という極めて⾼い標準偏回帰係数の
値が得られた。このことから、「将来に役⽴つ社会経験の場を増やす」ことは、とりわけ「⼤
学の講義内容」や「怠学傾向」に伴って⽣じる不登校のリスク低減に効果的であると⾔える。
さらに、「在学中、もっと専⾨的職業指導を増やす」ことも、「⼼⾝の不調」との間におい
て− .38 という標準偏回帰係数の値を⽰した。このことから、「専⾨的職業指導を増やす」
ことは、「⼼⾝の不調」に伴って⽣じる不登校のリスク低減に効果的であると⾔える。
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Table 5 不登校リスクと⼤学環境要因との関連（⽇本：重回帰分析）
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Table 6 不登校リスクと⼤学環境要因との関連（中国：重回帰分析）
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考察

 本研究の⽬的は、⽇本と中国の学⽣を対象にして、⼤学⽣の不登校リスクを早期に発⾒
できる「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度」の開発を通して、国際的な視点から
⼤学⽣の不登校を未然に防ぐためには⼤学として何をすべきかその対策について検討する
ことであった。
 まず、我が国における学⽣を対象に⼤学に⾏きたくなくなる理由について尋ねた⾃由記
述調査結果に基づき新たに作成した「⼤学⽣版不登校リスクチェックリスト」（32 項⽬）
について、国別に項⽬分析を⾏った。その分析過程の中で、ｔ検定の結果、⽇本と中国間
において 32 個の項⽬得点全体の平均値に有意差が認められた。そのため、単純に項⽬得
点によって国際⽐較を⾏うことは困難と判断し、各項⽬得点を 32 項⽬全体の国別平均値
及び標準偏差を利⽤して国ごとに各項⽬得点を偏差値に換算する⽅法で国際標準化を⾏っ
た。その結果、得られた値を新たに「不登校リスク指数」と命名することにした。その「不
登校リスク指数」が 65 以上という５段階評定で５に相当する極めて不登校になるリスク
が⾼いと判断される項⽬として、⽇本、中国とも「朝、起きたくない時」が挙がった。あ
わせて、⽇本においては「睡眠不⾜の時」、中国おいては「１限がある時」も不登校リス
ク５段階評定で５に相当する項⽬として抽出された。これらの項⽬は⼤きくまとめると
睡眠不⾜に関する項⽬と⾔うことができる。この結果から、何らかの原因による睡眠不
⾜は学⽣の不登校リスクを⾼める最も⼤きな要因となっていることが⽰唆された。井上ら

（2024）は、不登校の理由として「朝、起きられない」を挙げる⼦どもが多く、不登校の
背景に鑑別が必要な睡眠障害が隠れている場合もあり注意が必要であることを指摘してい
る。国際的な診断基準である⽇本語版 DSM-5-TR（⽇本精神神経学会 ,2013）によると、
睡眠障害のうち最も多いとされる「不眠症」の診断基準は、➀症状の持続が週に３⽇以上、
３か⽉以上続くこと、➁睡眠の質や量の低下により⽇中の活動に⽀障をきたすこと、③他
の疾患の除外として他の⾝体的または精神的疾患がないこととされている。そうしたいわ
ゆる「睡眠障害」が学⽣の不登校リスクを⾼める最も⼤きな要因となっていることが本研
究で明らかになったことは、今後、学⽣の不登校の未然防⽌や不登校の深刻化を防ぐため
の⼿⽴てについて考えていく上で今後極めて重要な指標となるであろう。つまり、本研究
結果から、現在、不登校になっている学⽣に対しては不登校の理由を聞く前にまず医療機
関において「睡眠障害」か否かの鑑別診断をしてもらうことが重要であり、その結果に基
づいて今後の対応を検討していくことが望ましいと考えられる。すなわち、主訴が「不登
校」ではなく「睡眠障害」と診断された場合、不登校の原因を探り環境調整や個別⽀援を
⾏っていく形では改善の効果は期待できず、むしろ「睡眠障害」に対する治療が優先され
るべきであることが⽰唆された。なお、前述の不眠症の診断基準において⾝体的疾患や精
神的疾患は除外とあるので、診断の過程において、例えば、精神疾患の１つである「うつ
病」の疑いが⽣じてきた場合には、改めて「うつ病」かどうかの鑑別診断を⾏った上で「う
つ病」と診断されたならば「うつ病」の治療を優先されるべきものと考える。従って、「不
登校」の背後に潜む病的原因の有無について医療機関においてまず明らかにすることこそ
が不登校問題の解決にとって極めて重要であると⾔える。
 次に、⽇本と中国のデータをあわせて、「不登校リスクチェックリスト」32 項⽬につい
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て主因⼦法、プロマックス回転による因⼦分析を⾏った結果、最終的に「⼤学⽣活上の問
題」（９項⽬）、「⼼⾝の不調」（８項⽬）、「⼤学の講義内容」（５項⽬）、「怠学傾向」（３項
⽬）という４つの下位尺度、計 25 項⽬から成る「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価
尺度」が開発された。そして、本尺度の信頼性についてはクロンバックのα係数に基づいて、
妥当性については本尺度の各下位尺度得点と授業⽋席回数及び⼤学⽣活不安尺度の下位尺
度のうち「⼤学不適応尺度」得点との関連性に基づいて慎重に検討した結果、本尺度には、
⼀定の信頼性、妥当性の備わっていることが確認された。従って、今後は、学⽣の不登校
リスクを「⼤学⽣活上の問題」、「⼼⾝の不調」、「⼤学の講義内容」、「怠学傾向」という４
つの評価観点から⾒ていくことが望ましいと考えられる。以上述べた４つの評価観点は、
単に「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度」に基づいて各学⽣の現在の不登校リス
クの測定評価を⾏う場合にのみ適⽤されるわけではなく、広く学⽣相談等において⾯接を
通じて不登校リスクの予測やその原因についてアセスメントしていく際にも活⽤できる評
価観点と⾔うことができる。なお、本尺度においては項⽬得点を単純に合算する形で不登
校リスク得点を算出することにした。そして、ｔ検定によって不登校リスク得点の⽇中⽐
較を⾏ったところ、下位尺度のうち「⼼⾝の不調」と「⼤学の授業内容」において⽇本の
⽅が中国に⽐べて１％⽔準で有意に不登校リスク得点の⾼いことが明らかになった。この
ことから、⽇本においては特に⼼⾝の不調や⼤学の授業内容の改善に焦点を当てた不登校
対策を⼤学として検討していく必要のあることが⽰唆された。
 次に、どういった個⼈の属性や現在の症状が不登校リスクをどの程度⾼めることにつな
がるのか、国別に不登校リスク⽐を算出した。その結果、⽇本では、「気分の落ち込み」
においてのみリスク⽐が唯⼀２倍以上になった。すなわち、リスク⽐の値から、現在、気
分の落ち込みがある学⽣の⽅がない学⽣に⽐べて、2.33 倍、不登校になるリスクの⾼い
ことが明らかになった。「気分の落ち込み」は、まさに現在「抑うつ状態」にあることを
意味する。内⽥ら（2008）らも述べているように、⼀般に⼤学⽣などの⻘年層は他の年
齢層と⽐較して抑うつになる危険性が⾼いことが知られている。「抑うつ状態」とは気分
が落ち込んでいる状態そのものを指しており、治療が必要な病気の診断名である「うつ病」
とは区別されるべきものである。国際的な診断基準である⽇本語版 DSM-5-TR（⽇本精
神神経学会 ,2013） によれば、「うつ病」の診断基準は、10 個の症状（1. 抑うつ気分、2. 興
味または喜びの喪失、3. ⾷欲の減退または増加、体重の減退または増加、4. 不眠または
過眠、5. 精神運動性の静⽌または焦燥、6. 疲労感または気⼒の減退、7. 無価値観または
過剰・不適切な罪責感、8. 思考⼒・集中⼒の低下または決断困難、9. 死についての反復
思考、⾃殺念慮、⾃殺企図、10. 集中困難）のうち、１（抑うつ気分）か２（興味・喜び
の喪失）のうち１つ以上を含む５つ以上の症状が、ほとんど１⽇中、２週間以上にわたっ
て存在し、著しい苦痛または機能障害を引き起こされている場合に診断される。従って、

「気分の落ち込み」、いわゆる「抑うつ状態」は「うつ病」を疑う重要な中核症状の１つで
あることは⾔うまでもない。そうした「抑うつ状態」に現在ある学⽣の⽅がそうでないで
ない学⽣よりも２倍以上、不登校になるリスクが⾼いということが本研究において⽰され
たことは、現在、不登校の状態にある学⽣の中に、「抑うつ状態」にある学⽣が多く含ま
れている可能性が⾼いことを意味する。池⽥ら（2019）も、不登校の前段階として抑う
つを予防することによって不登校になる⼤学⽣を減少させる⼀助となる可能性があるとの
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⾒解を⽰している。そして、そういった抑うつ状態が⻑く続き、医療機関を受診した結果、
最終的に医療機関で「うつ病」と診断されれば適切な治療が受けられ、その結果として現
在の不登校状態の改善も期待できるが、「うつ病」の診断も受けずただ不登校状態をただ
の現象として周囲の者がそのまま放置しておくとさらに悪化することが危惧される。従っ
て、本研究結果から、学⽣の不登校問題解決のためには、不登校状態がある程度続いてい
る学⽣に対して、まずもって医療機関の受診を勧め、「うつ病」かどうかの診断を受ける
ことの重要性が改めて⽰された。そして「うつ病」と診断されれば、医療機関における「う
つ病」の治療こそが現在の不登校問題の解決につながると考えられる。もし、現在、不登
校状態でありながら医療機関において「うつ病」と診断されなければ、⼤学環境改善や学
びの場の保障によって、現在の不登校状態の改善が⼤いに期待できる。その場合には、本
研究において開発した「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度」を活⽤して、不登校
が⽣じている現在の原因についてアセスメントした上で、個々の原因に応じて適切な環境
調整や個別⽀援を⾏っていくことが⼤学として求められることになる。
 ⼀⽅、中国では、⽇本と異なり「気分の落ち込み」といった⼼の調⼦よりも「⾝体の調⼦」
においてリスク⽐が２倍以上になった。すなわち、リスク⽐の値から、現在、⾝体の調⼦
が悪いと感じている学⽣の⽅が良い学⽣に⽐べて 2.38 倍、不登校になるリスクの⾼いこ
とが明らかになった。このことから、⽇本の学⽣は、前述の通り不登校の初期サインとし
て「気分の落ち込み」といった⼼の不調が不登校の初期サインとして特に現れやすいのに
対して、中国の学⽣は、⾝体の不調がまず現れやすいことがわかった。この国による不登
校の初期サインの違いは何によるものか、また発達段階によっても異なるかについては今
後さらに検討していく必要がある。いずれにしても、Fremont（2003）も述べているよう
に、不登校においては、⾃律神経症状、胃腸症状も含む⾝体症状、不安、パニック、抑う
つ等の様々な精神症状など多様な⾃覚症状が出現すると⾔われていることから、多くの症
状の中から各国における不登校の中⼼的初期症状をしっかり把握しておくことは極めて重
要であると考えられる。
 最後に、学⽣の不登校リスク低減に効果的な⼤学環境要因の抽出を⾏った。具体的には、
不登校リスク得点を⽬的変数、魅⼒ある⼤学にするためのチェックリストにおける各回答
を説明変数として、⽇本、中国別に、４つの学校環境カテゴリー（時間割関係、授業関係、
コミュニュケーション関係、福利厚⽣関係）ごとに重回帰分析を⾏った。その結果、標準
偏回帰係数の⼤きさから、⽇本において全体的に学⽣の不登校リスク低減効果が特に⾼い
と判断された⽅策（４つの不登校リスクのうち３つ以上において標準偏回帰係数が− .30
以下になったもの）として、「テストよりもレポートを重視する」、「施設をきれいにする」、

「将来に役⽴つ社会経験の場を増やす」が抽出された。⼀⽅、中国においては、標準偏回
帰係数の⼤きさから「90 分授業にする」、「実習を増やす」、「⼤学教員の資質能⼒を⾼める」、

「学⽣と教員とのコミュニュケーションを増やす」、「授業中、学⽣同⼠の話し合いを活発
にする」、「施設をきれいにする」、「よりよい就職情報を提供する」が特に不登校リスク低
減効果が⾼い⽅策と判断された。⽇本、中国とも共通に学⽣の不登校リスク低減に効果的
だと考えられる⽅策は、「施設をきれいにする」ことのみであった。ただ⼼理臨床・精神
医学領域では、Chawla（1992）も述べているように、これまで外的現実よりも内的現実
が重視されてきたため、⼈間と物理的環境との関係は考察されてこなかった。しかしなが
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ら、本研究において「施設をきれいにすること」が国を超えてとりわけ学⽣の不登校リス
ク低減に効果的であることが⽰されたことから、今後、今まで⾏われてこなかった物理的
環境の視点から、どういった学校施設デザインを構築することが、学⽣の不登校防⽌につ
ながるのか詳細に分析していくことが必要であることが⽰唆された。そして、本研究によっ
て明らかになった結果に基づいて、⼤学に⾏きたくない、あるいは⾏きたくても⾏けない
学⽣が⾏きたくなるような、不登校が起きにくい⼤学施設環境整備を⼤学全体で今後取り
組んでいく必要があると考えられる。他にも、本研究において国ごとにそれぞれの特有の
不登校リスク低減が期待される⽅策が抽出されたので、これら抽出された⽅策を中⼼にし
ながら、各⼤学の状況に応じて物理的環境整備も含めて、学⽣の不登校防⽌に向けた具体
的⼤学改⾰⽅針を作成した上で、実際に学⽣の不登校低減に向けた取り組みを早急に実⾏
し、その効果について検証していくことが必要となる。
 今後はさらに「国際標準版⼤学⽣⽤不登校リスク評価尺度」実施国を増やして、学⽣に
おける不登校の早期発⾒、早期及び中⻑期的対応の在り⽅について検討するとともに、学
⽣の不登校が起きにくい魅⼒ある⼤学作りを⽬指してどのような⼤学改⾰を⾏っていくこ
とがより効果的か、国際的な視点からさらに効果検証も含めて詳細に検討していきたいと
考えている。
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 We investigate the geometric sequence {an mod m | n ∈ N} for a, m ∈ N and especially for the 
case of gcd(a, m) ≠ 1.

 KEYWORDS: geometric sequence, arithmetic sequence, order, Euler function, Euler's 
theorem, Fermat's little theorem, potent, ring, cyclic group, Midy's theorem, Midy's 
sequence

１ はじめに

 例えば、32 = 9 ≡ 3 mod 6 より、3 を何乗しても mod 6 では 3 になる。⼀般に、a2 ≡ a 
mod m ならば、任意の⾃然数 n に対して an ≡ a mod m である。（2 回掛けて変わらないから、
何回掛けて変わらない。従って証明するまでもない。）では、2n mod 6 ならどうだろう？
 2, 4, 8, 16, 32, . . . mod 6 は、 8 ≡ 2 mod 6 だから、2, 4, 2, 4, . . . mod 6 となり、2, 4 が繰
り返し現れるだけである。即ち、mod 6 では、n が偶数なら 2n ≡ 4, 奇数なら 2n ≡ 2 とい
うことである。
 このような現象を⼀般的に記述した数学書が⾒当たらないので、ここで具体例を調べな
がらこの現象を解明しようと思う。従って本研究の⽬的は、⾃然数の等⽐数列

 {an mod m | n ∈ N}
（a, m ∈ N）を調べることにある。⾼校で学習する等⽐数列の合同式バージョンというこ
とで、⾼校の数学教育、⼤学の数学教育においても意義ある考察と考える。
 まず、a と m が互いに素な場合は、an ≡ 1 mod m なる⾃然数が必ず存在する。これは、
例えばオイラーの定理を使えば分かることである。そしてそのような⾃然数 n のうちで最
⼩のものを u とすれば（この u を a の mod m での位数と呼ぶ）、an は、a, a2, . . . , au ≡ 1, a, 
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a2, . . . , au ≡ 1, . . . mod m のように、a, a2, . . . , au−1, 1 が繰り返されるわけである。
 このように、gcd(a, m) = 1（ここで gcd は最⼤公約数）の場合は⼤抵の数学書に書いて
あることなので（例えば [Y]）、本研究では、gcd(a, m) ≠ 1 の場合がメインとなる。⼤学
の講義でも使えるように、多くの例を⾒ながら、最終的にこの等⽐数列の性質を定理とし
てまとめることにする。

２ 簡単な例
 まずは次のような数列がどうなるか調べてみよう。

 (1)  {2n}  mod 8        (2)  {2n}  mod 20 (3)  {2n}  mod 24   (4)  {3n}    mod 24
 (5)  {3n}  mod 189 (6)  {6n}  mod 54 (7)  {6n}  mod 160 (8)  {12n}  mod 160

 素直に調べると、循環⼩数のように、あるところから先、繰り返されることが分かる。
そこで、循環⼩数のときのように、繰り返す部分にオーバーラインを付けることにする。
例えば、冒頭の例は、 3n ≡ 3 mod 6, 2n ≡ 2, 4 mod 6 となる。また、gcd(a, m) = 1 の場合は、
an ≡ a, a2, . . . , au−1, 1 mod 6（u は a の位数）となる。
 さて、上の例を、次節の定理を理解する上での補助となるように答えを導こう。まず (1) 
は、23 以降はすべて 8 の倍数だから、2n ≡ 2, 4, 0 mod 8 となる。
 (2) は、25 = 32 ≡ 12, 26 = 64 ≡ 4 mod 20 だから、2n ≡ 2, 4, 8, 16, 12 mod 20 となる。
 (3)(4) も、162 ≡ 8, 92 ≡ 3 mod 24 から、2n ≡ 2, 4, 8, 16 mod 24, 3n ≡ 3, 9 mod 24 とな
る。
 (5) は、3, 32, 33, . . . と調べていくと、39 ≡ 33 mod 189 となる。従って答えは、3n ≡ 3, 
32, 33, . . . , 38 ≡ 3, 9, 27, 81, 54, 162, 108, 135 mod 189 となる。
 ここで、189 = 33 ・ 7 と「33 から循環」および「3 の mod 7 での位数は 6 の約数（フェ
ルマーの⼩定理）」であることに注⽬しよう。
 (6) は、63 以降はすべて 54 の倍数だから、6n ≡ 6, 36, 0 mod 54 となる。
 (7) は、6, 62, 63, . . . と調べていくと、66 ≡ 65 mod 160 となる。従って答えは、6n ≡ 6, 
62, 63, 64, 65 ≡ 6, 36, 56, 16, 96 mod 160 となる。
 ここでも、160 = 25 ・ 5 と「65 = 25 ・ 35 から循環」および「6 の mod 5 での位数は 1」
であることに注⽬しよう。
 (8) は、12, 122, 123, . . . と調べていくと、127 ≡ 123 mod 160 となる。従って答えは、
12n ≡ 12, 122, 123, 124, 125, 126 ≡ 12, 144, 128, 96, 32, 64 mod 160 となる。
 ここでも、160 = 25 ・ 5 と「123 = 26 ・ 33 から循環」および「12 ≡ 2 mod 5 の位数は 4」
であることに注⽬しよう。

３ 特別な場合
 いきなり gcd(a, m) ≠ 1 の場合を書くより、特別な場合、a = pd（p は素数 , d は⾃然数）
のときを先に述べた⽅が読みやすいと思うので、まずはそれを定理としてまとめることに
する。
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定理 1 p を素数 , m = pkb, gcd(b, p) = 1, pd の mod b での位数を u（k, d, b, u ∈ N）とし、s
を、pdn ≥ pk となる⾃然数 n のうちで最⼩のものとする。このとき、

pdn ≡ pd, p2d, . . . , p(s − 1)d, psd, . . . , p(s+u − 1)d mod m

となる。特に、#{pdn mod m | n ∈ N} = s + u − 1 である。

 （注 1）d = 1 の場合は、s = k である。
 （注 2）b = 1 の場合は、pdn ≡ pd, p2d, . . . , p(s − 1)d, 0 mod pk となる。（この場合、u = 1 とする。）

証）  あとで、より⼀般的な主張である定理 2 を証明するので、この定理の証明は省略す
る。⿎

例 1 ① 82 = 64, 84 = 4096 ≡ 1 mod 15 だから、8 の mod 15 での位数は 4 である。ここ
で 8 = 23 は 60 = 22 ・ 15 の因⼦ 22 を既に超えているので、定理 1 より、8n ≡ 8, 82, 83, 84  
mod 60 となる。
 （注 3） mod m での位数は φ(m)（オイラー関数）の約数である。
 例えば、φ(15) = φ(3)φ(5) = 2 ・ 4 = 8 から、オイラーの定理より、88 ≡ 1 mod 15 となる。
従って 8 の mod 15 での位数は、8 の約数、即ち、2 か 4 か 8 となる（詳しくは [Y] 参照）。
 ② 8 = 23 は 3 乗して初めて 1920 = 27 ・ 15 の因⼦ 27 を超えるので、定理 1 より、8n ≡ 8, 
82, 83, 84, 85, 86 mod 1920 となる。これら 6 個の整数は、定理 1 により、mod 1920 で異な
ることが保証されている。
 ③「21000 の下⼆桁を求めよ」という問題を以下のように解くことができる。
 100 = 22 ・ 25 だから、2 べきで mod 25 での位数が⼩さいものを探す。すると、210 = 
1024 ≡ 24 ≡ − 1 mod 25 より、210 の mod 25 での位数は 2 だと分かる。よって、210n ≡ 
210, 220 mod 100 となる。従って n が偶数なら 210n ≡ 220 ≡ 242 ≡ 76 mod 100 となる。
 （n が奇数なら 210n ≡ 210 ≡ 24 mod 100 となる。） 故に 21000 の下⼆桁は 76 である。
 
４ ⼀般の場合
 a が p べきでない場合は、設定が少し⻑くなるだけで、本質的には定理 1 と同じである。

定理 2 a, m ∈ N に対して、a と m の共通の素因数を {p1, . . . , pr} とし、a = p1
e1 ・・・ pr

er b,
m = p1

f1 ・・・ pr
fr c （ei, fi, b, c ∈ N）とする。（従って、gcd(b,c)=gcd(a, c) = 1 である。） 

 また、a の mod c での位数を u とする。このとき、すべての i に対して、nei ≥ fi となる
⾃然数 n のうちで最⼩のものを s とすれば、

an ≡ a, a2, . . . , as − 1, as, . . . , as+u − 1 mod m

となる。特に、#{an mod m | n ∈ N} = s + u − 1 である。
 （注 4）e1 = ・ ・ ・ = er = 1 の場合は、s = max{f1, . . . , fr} である。
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 （注 5）c = 1 の場合は、an ≡ a, a2, . . . , as − 1, 0 mod m となる。（この場合、u = 1 とする。）
証） sei ≥ fi より、si := sei − fi ≥ 0 である。そこで、

P:=p1
s1···pr

srbs そして Q:=p1
f1···pr

fr

とおくと、as=PQ であり、m=Qc である。このとき、整数 x が as ≡ x mod m を満たすことと、
as=x+mj（j ∈ Z）であることは同値である。よって、

PQ=x+Qcj
より、x=Qx′（x′ ∈ Z）と書けるから、両辺を Q で割って P=x′+cj となる。即ち、

as ≡ x mod m ⇔ P ≡ x′ mod c
が成り⽴つ（⇐も明らか）。同様に、整数 y が as+u ≡ y mod m を満たすとき、

auPQ=y+Qct
（t ∈ Z）から、y=Qy′（y′ ∈ Z）と書け、auP=y′+ct となる。即ち、

as+u ≡ y mod m ⇔ auP ≡ y′ mod c
が成り⽴つ。ここで仮定より、au ≡ 1 mod c だから、PQ ≡ Qy′ mod Qc、即ち、as ≡ y 
mod m となる。よって as+u ≡ as mod m を得る。
 あとは、任意の 1 ≤ h,k ≤ s+u − 1 に対して、ah ≡ ak mod m ならば、h=k を⽰せばよい。
 まず、1 ≤ h< s かつ h ≤ k の場合を考える。このとき、fi − hei>0 となる i が存在する。
その i に対して、

ah=pi
heia′, ak=pi

keia′′, m=pi
fim′

とおけば
gcd(a′,pi)=gcd(a′′,pi)=gcd(m′,pi)=1

となる。ここで、もし ah ≡ ak mod m ならば、
a′ ≡ pi

(k − h)eia′′ mod pi
fj − heim′

となり、fi − hei>0 だから k=h でなければならない。
 従って残るケースは、s ≤ h ≤ k<s+u である。このとき、上記 P , Q を⽤いて、

ah=asah − s=PQah − s,  ak=asak − s=PQak − s

と書ける。よってもし ah ≡ ak mod m ならば、Q で割って Pah − s ≡ Pak − s mod c となる。
 ここで P と c は互いに素だから、ah − s ≡ ak − s mod c となる。よって h − s ≡ k − s mod 
u となり、h ≡ k mod u となる。さらに、0 ≤ k − h<u より、h=k を得る。⿎

 この定理により、合同式の世界における等⽐数列は、必ずあるところから循環すること
が分かる。もちろん、mod m の世界においては異なる整数が有限個しかない（正確には 
m 個しかない）ので、どこかから循環することについてはすぐに気づく⼈も多いかも知れ
ない。
例 ２ 20 の mod 7 での位数は 2 である。m = 29 ・ 5 ・ 7 = 17920 のとき、s = 5 だから、
 20n ≡ 20, 202, 203, 204, 205, 206 mod 17920 となる。これら 6 個の整数は、定理 2 により、
mod 17920 で異なることが保証されている。
 
５ potent な元
 ⼀般に、環の元 a が potent であるとは、an = a となる 2 以上の⾃然数 n が存在するこ
とである。特に、a2 = a となる元は、べき等元（idempotent）と呼ばれている（potent の
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⽇本語訳は普及していないようである）。また、an = 0 となる⾃然数 n が存在するとき、a 
をべき零元（nilpotent）と呼ぶ。これまでの考察から分かるように、mod m の世界では、
potent, idempotent, nilpotent などの整数が普通に現れるのである。
 ここで、an = a となる最⼩の⾃然数を n とするとき、a を n-potent と呼ぶことにしよ
う。このとき、もし a が m と互いに素なら、n − 1 が a の位数となる。また、べき等元
は 2-potent である。
 例えば、例 1 ①の 8n ≡ 8, 82, 83, 84 mod 60 から、8 は mod 60 で 5-potent である。
 （注 6） 8 の mod 15 での位数は 4 だから、8n ≡ 8, 82, 83, 84  mod 15 も正しい。よって 8 
は mod 15 でも 5-potent である。
 potent な元は、主に⾮可換論において研究されている（例えば [K], [O] 参照）。特に、
Nathan Jacobson [J] による定理「すべての元が potent である環は可換である」は有名である。
環論の専⾨家にとって、Zm はほとんど⾃明な環と⾔ってよく、いちいち Zm の potent な元
などは気にしないようである。
 定理 2 から、整数を何乗かすれば、必ず mod m で potent になることが分かる。詳しく
述べると、定理 2 の設定において、as の mod c での位数を v とすれば、as が (v + 1)-potent 
であることが導ける。また、位数の性質から、v = u/ gcd(s, u) である。

例 3 ① 第 2 節の例 (8) の答：
12n ≡ 12, 122, 123, 124, 125, 126 mod 160 より、12 は mod 160 で potent ではないが、123 の
mod 5 での位数は 4 だから 5-potent である（12 の指数 3 が 12 の mod 5 での位数 4 と互い
に素より）。実際、123n ≡ 123, 126, 129, 1212 mod 160 となる。
 ② 第 2 節の例 (5) の答：3n ≡ 3, 32, 33, . . . , 38 mod 189 より、
3 は mod 189 で potent ではないが、33 ≡ − 1 mod 7 より、33 の mod 7 での位数は 2 だから、
33 は mod 7 で 3-potent である。（念のため、3 の指数 3 と、3 の mod 7 での位数 6 との 
gcd が 3 より、位数は確かに 6/3 = 2 となる。）実際、33n ≡ 33, 36 mod 189 となる。

 次のような問題は、学⽣の学習意欲向上によいだろう。

問題 1 mod 40 の世界における 0 から 39 までの整数で、potent なものをすべて列挙せよ。
 また、そのうち、べき等元（2-potent）はどれか。これらも列挙せよ。
 
６ Midy 数列
 等⽐数列の循環部分に着⽬すると、Midy の定理（[Y] 参照）と似た現象があることに
気づく。以下の 2 つの例で説明しよう。

例 4 ① 3 の mod 7 での位数は 6 だから 3n ≡ 3, 32, 33, 34, 35, 36 mod 21 となる。よって 3 
は mod 21 で 7-potent である。この数列を真ん中で分けて順番通りに（1 番⽬と 4 番⽬、2 
番⽬と 5 番⽬、3 番⽬と 6 番⽬を）⾜すと、3 + 34 ≡ 32 + 35 ≡ 33 + 36 ≡ 0 mod 21 となる。
 ② 2 の mod 13 での位数は 12 だから 2n ≡ 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212  mod 
26 となる。よって 2 は mod 26 で 13-potent である。この数列を真ん中で分けて（①と同
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様に）順番通りに⾜すと、2 + 27 ≡ 22 + 28 ≡ 23 + 29 ≡ 24 + 210 ≡ 25 + 211 ≡ 26 + 212 ≡ 0 
mod 26 となる。
 理由は、環論の⾔葉を使えば⽐較的簡単に説明できるが（知らない⽤語や記号は [M] 
または [Y] を参照されたい）、不慣れな⽅は以下の説明を無視して、このちょっと不思議
な現象を楽しんで頂けたらと思う。
 キーとなるのは、定理 2 における c である。mod c が作る剰余環 Zc における「単数群 
Zc

×（c と互いに素なもの全体）が巡回群で、a の位数 u が偶数」ならいつでも同じような
ことが⾔えるのである。これは、a が (u + 1)-potent のとき、a  ≡ − 1 mod c になること
が本質的理由である。

（従って a  +1 ≡ − a mod c となる。）
 特に c が奇素数や奇素数冪ならいつでも Zc

× は巡回群なので（[Y] 参照）、位数 u が偶
数ならいつでもこのことが⾔える。（c が奇素数冪でなくても Zc

× が巡回群になることもあ
る。）
 例えば、例 1 ①の 8n ≡ 8, 82, 83, 84 mod 60 では、c = 15 であり、Z×

15 は位数 φ(15) = 8 
の群だが、巡回群ではない。実際、Z×

15 = {1, 2, 4, 8} × { ± 1} ≅ Z4 × Z2 だからである。
巡回群でなくても Midy 数列（あるいは「Midy の定理の類似品」と呼ぼう）になること
もあるが、上でも述べたように、要は au/2 ≡ − 1 mod c であればよい。巡回群なら常にこ
うなるのだが、この例は、 82 ≡ 4 ≢ − 1 mod 15 だから Midy 数列にならない。実際、8 + 
83 = 40 ≢  0 mod 60 である。
 また、例 4 の①において、3n ≡ 3, 32, 33, 34, 35, 36 ≡ 1 mod 7 は、3 + 34 ≡ 32 + 35 ≡ 33 
+ 36 ≡ 0 mod 7 となる。さらに、第 2 節の例 (5) で考察した、3n ≡ 3, 32, 33, . . . , 38 ≡ 3, 9, 
27, 81, 54, 162, 108, 135 mod 189 のように、3 は mod 189 で potent ではないが、循環して
いる部分は Midy 数列である。実際、

                  27  81  54
               +) 162 108 135
                  189 189 189

となる。（このように、べき乗のままでなく、189 で割った「余り」にしておけば、すべ
て 189 になるのである。）これも Z×

7 が位数 6 の巡回群だからであり、⼀般に、potent な元
でなくても、上記同様「単数群 Zc

× が巡回群で、a の位数が偶数」なら、循環部分は Midy 
数列となる。
 
７ おわりに
 これまでの考察は、単に「等⽐数列の合同式バージョン」ということで、⾼校⽣や⼤学
⽣が⾃然に興味をもつ教材になると思う。ただ、等⽐数列と⾔えば、初項 ℓ が登場するわ
けだが、この場合はすべての an に ℓ を掛けて n = 0 からスタートすればよい。即ち、 ℓan ≡ ℓ, 
ℓa, . . . , ℓas − 1, ℓas, . . . , ℓas+u − 1 mod m となるだけである、と⾔いたいところだが、これは 
gcd(ℓ, m) = 1 の場合である。そうでない場合は、あらためて考察する必要が出てくる。
 この問題は学⽣へのよき課題となるだろう。まずは次の問題を解いてもらって、興味を

u
２

u
２
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喚起するのがよいかも知れない。

問題 2  次の等⽐数列は、mod 25515 でどのように循環するか調べよ。
 (1) {3n}      (2) {45 ・ 3n − 1}
 ついでながら、⾼校数学においては、等⽐数列の前にまずは等差数列の考察である。合
同式における等差数列も調べればいろいろなことが分かってくる。こちらも興味喚起のた
め、まずは次の問題を解いてから、⼀般の場合の定理構築を試みるのがよい。

問題 3  次の等差数列は、どんな数列か。

(1) {2n} mod 17    (2) {3 + 2n} mod 17    (3) {3 + 2(n − 1)} mod 17
(4) {9n} mod 30    (5) {6 + 9n} mod 30    (6) {6 + 9(n − 1)} mod 30

 謝辞 第 5 説で述べた「Midy の定理の類似品」については、盛岡⽩百合学園の伊藤潤
⼀先⽣ならびに⼀関第⼀⾼等学校の宮本次郎先⽣のご指摘によるものです。また、盛岡第
三⾼等学校の⼩倉久恵先⽣、盛岡⼤学の冨江雅也准教授、岩⼿⼤学の⾺渡健太郎教授にも
数々の助⾔を頂いた。ここに感謝の意を表します。
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第 1 章 はじめに

１−１ ⽕⼭学習の意義
 ⽇本には世界の⽕⼭のおよそ 10％が分布する。国⼟の 15% が直接、⽕⼭噴出物に覆わ
れており、⽕⼭は⽇本の国⼟や地形の成り⽴ちに⼤きく影響している。⽕⼭地域の多くは、
⽕⼭のつくりだす雄⼤で美しい景観や、周囲に湧出する温泉などによって、登⼭や観光・
保養の対象となっている。また、農業や⽣活の場としての環境資源、⽔・鉱物資源、熱エ
ネルギー資源などの恵みを活⽤して、地域開発、地熱発電、観光・保養設施設の整備が⾏
われている。⼀⽅、⽕⼭噴⽕とそれに関連する諸活動による噴出岩⽯、⽕⼭灰・礫などの
降下⽕砕物、溶岩流、⽕砕流・⽕災サージ、⽕泥流・⼟⽯流、岩屑なだれ、⼭体崩壊、地
すべり、⽕⼭ガス・噴煙、地震動などは、しばしば⼈的災害や物的災害をもたらし、とき
には壊滅的な被害を⽣じる。⽕⼭国に住むわたしたちは、⾜もとの⼤地や⾃然環境につい
て、よく理解し、それが⼈間⽣活といかに深くかかわっているかを学び、認識しておく必
要がある。それは、⾃然環境の利活⽤と保全を図るとともに、災害から命と⽣活を守るた
めに⽋かせないことである（吉⽥ら、2017；藤井、2023）。
 ⽂部科学省学習指導要領における⽕⼭の学習は、以下のように扱われている。⼩学校第
6 学年の B ⽣命・⼤地（４）⼟地のつくりと変化において、「次のことを理解するとともに、
観察、実験などに関する技能を⾝に付けること。（ア）⼟地は、礫、砂、泥、⽕⼭灰など
からできており、層をつくって広がっているものがあること。（略）（イ）地層は、流れる
⽔の動きや⽕⼭の噴⽕によってできること。（ウ）⼟地は、⽕⼭の噴⽕や地震によって変
化すること。」となっている。（ア）、（イ）、（ウ）を通してみると、⼟・砂・泥や⽕⼭噴出
物が積み重なることで地層がつくられ、⼟地の形、すなわち地形が⽕⼭噴⽕や地震によっ
て⼤きく変化することを学ぶことが企図されている ( ⽂部科学省、2017a)。
 中学校では、第 2 分野の⽬標で、「⽣命や地球に関する事物・現象についての観察、実
験などを⾏い、⽣物の体のつくりと働き、⽣命の連続性、⼤地の成り⽴ちと変化、気象と
その変化、地球と宇宙などについて理解するとともに、科学的に探究するために必要な観
察、実験などに関する基本的な技能を⾝に付けるようにする。」とある。そして、⽕⼭に
ついては、⼤地の成り⽴ちと変化のなかで、「⼤地の成り⽴ちと変化について、問題を⾒
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いだし⾒通しをもって観察、実験などを⾏い、地層の重なり⽅や広がり⽅の規則性、地下
のマグマの性質と⽕⼭の形との関係性を⾒いだして表現すること。」を指導すると記され
ている。ここで注⽬されるのは、「地下のマグマ」を扱っていることである。それまでの
学習・観察・実験の対象が地表での現象であったのが、地球内部のダイナミクスに及んで
おり、地球内部ダイナミクスが地表での⼤地・地形の変化にかかわることを学ぶことが狙
いになっている ( ⽂部科学省、2017b)。

１−２ ⽕⼭学習とモデル実験
 先にいくつか記したように、⽕⼭活動にはさまざまな現象があり、そのいずれも空間・
時間スケールが⽇常的な経験とは⼤きく異なる。また⼀つの現象の中にもいろいろな事象
が複合的に⽣起し、相互に作⽤している特性がある。したがって、⽕⼭活動については、
通常の座学的な授業だけでは、児童・⽣徒に⼗分理解されにくいきらいがある。キッチン
⽕⼭学の提唱者である林（2006）は、⽕⼭活動の学習と理解には、映像などによる視聴
覚学習とモデル実験が有効な⼿法であるとした。モデル実験は、空間・時間スケールを縮
⼩したり、視覚的にとらえやすくすることで、現象の本質的な部分を把握しやくするもの
である。林・吉本（2004）はモデル実験の効⽤として、次の３つを挙げている。

１）  ⽕⼭活動の疑似体験ができ、⽕⼭活動を直感的に理解できる。リアルなイメー
ジを喚起することができる。

２） 観察・考察の対象とすることができる。
３） 強い印象を残すことができる。

 こうした観点から、⾝近な材料を使って⽕⼭活動を模擬的に再現するいろいろなモデル
実験が開発・実践されてきた。表 1 にいくつかの開発・実践事例について、⽕⼭活動の事
象ごとに記す。なお、⽕⼭活動、とくに⽕⼭噴⽕に関する事象の概要については後述する。

⽕⼭活動の事象 材料 ⽅法 備考
A ⽕⼭爆発 炭酸飲料 炭酸飲料を激しく振り泡⽴たせ、

容器⼝から噴出させる
林（2006）

B ⽕⼭爆発 炭酸飲料 + 清涼菓⼦ 清涼菓⼦を投⼊して泡⽴たせ、
容器⼝から噴出させる

永井（2006）

C ⽕⼭爆発 ( ⽔蒸気爆
発）

爆裂種トウモロコシ トウモロコシを加熱し続けて内
部に⽔蒸気を発⽣させ、⼀気に
放出させる

及川（2006）

D ⽕⼭爆発（⽕砕物噴
出）

⼩⻨粉 ⼩⻨粉を注射器に⼊れて空中に
噴出させる

秋⽥⼤学国際資
源学部（2017）

E 噴⽕・溶岩流（ドー
ム）

チ ョ コ レ ー ト + ⽣ ク
リーム + ココア

⽣クリーム⼊りチョコレートを
溶かして注射器に⼊れ、上にコ
コアの⼭をセットしたアクリル
プレートの下から⽳にあてがい、
ゆっくり押し出す。

林（2006）

F 噴⽕・溶岩流 チョコレート + ココア 溶かしたチョコレートを注射器
に⼊れ、ココアの⼭をセットし
たアクリルプレートの下から⽳
にあてがい、押し出す。

柴⽥（2023）

表 1 ⽕⼭活動に関するモデル実験の開発・実践事例
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 ⽕⼭爆発を模したモデル実験には、主材料に炭酸飲料、爆裂種トウモロコシ、⼩⻨粉を
使ったものがある。炭酸飲料（過飽和炭酸⽔溶液）には、その名前のとおり炭酸ガスが溶
け込んでいる。実験はペットボトルに⼊った状態の炭酸飲料を何らかの⽅法で発泡させて
内部の圧⼒を⾼め、ボトルの⼝から⼀気に噴出させるもので、発泡の⽅法は、①ペットボ
トルごと激しく振り、物理的衝撃を与える (A)、②清涼菓⼦を投⼊する (B) がある。②は
メントスガイザー現象と呼ばれ、清涼菓⼦（メントス）の多孔性、表⾯張⼒の低下など
が関係するとされる。他に異物の投⼊や減圧などで発泡させる⽅法もある（早川・宮永、
2008）。爆裂種トウモロコシを使った実験は (C)、加熱により発⽣した⽔蒸気で内部圧⼒
が⾼まり、⽪が破裂すると⽔蒸気が⼀気に放出されるのを、⽔蒸気爆発に⾒⽴てている。
⼩⻨粉を使った⽕砕物噴出のモデル実験は (D)、⼩⻨粉をそのまま注射器に⼊れ、繰り返
し真っ直ぐ上に吹き出させるものである。⽕⼭爆発で形成される「⽕砕丘」に似た円錐型
の⼩⻨粉堆積物ができる。
 噴⽕・溶岩流についてのモデル実験では、チョコレート、⽯膏・⽔・PVA（ポリビニー
ルアルコール）洗濯糊、⼩⻨粉・⽔もしくはエタノールなどが主材料に使われている。チョ

G 噴⽕・溶岩流 ⽯膏液（⽯膏 +PVA 洗
濯糊 + ⽔）+ 重曹

プラスチック容器の中で⽯膏液
に重曹を加えて発泡させ、上に
かぶせた⼭体模型の⽕⼝の下か
ら噴出させる。

⾦井（2007）

H 噴⽕・溶岩流 ⽯膏液（⽯膏 +PVA 洗
濯糊 + ⽔）+ 重曹

ドレッシングシェーカーの中で
⽯膏液に重曹を加えて発泡させ、
上にかぶせた⼭体模型の⽕⼝の
下から噴出させる。

⼭﨑 ・ ⾓縁 
（2019）

I 噴⽕・溶岩流 ⽯膏液（⽯膏＋⽚栗粉
+PVA 洗濯糊 + ⽔）+
重曹

プ ラ ス チ ッ ク 容 器 に ⽚ 栗 粉、
PVA 洗濯糊、⽔を⼊れよく混ぜ
て、⽯膏を加えてさらに混ぜる。
重曹を加えて発泡させ容器から
噴出させる。

久森ら（2023）

J 噴⽕・溶岩流 重曹⽔溶液（⽔ + 重曹）
+ クエン酸 + 中性洗剤

重曹⽔溶液を⽕⼭模型の⽕⼝部
分に⼊れたらクエン酸⽔溶液を
注ぎ、泡を発⽣させ噴出させる。

第 31 回公開講座
（⽇本⽕⼭学会 ）
（2024）

K 噴⽕・溶岩流 ⻭科⽤型取り材 + ⽔ ⽔と混ぜた⻭科⽤型取り材をポ
リ袋に⼊れ、プレートの⽳の下
から絞り出す。

境（2004）

L 噴⽕・溶岩流 ⻭科⽤型取り材 + ⽔ ⽔と混ぜた⻭科⽤型取り材をポ
リ袋に⼊れ、⼭体模型の⽕⼝の
下から絞り出す。

多和⽥ら（2009）

M 噴⽕・溶岩流 ⼩⻨粉＋⽔ ポリ袋に⼩⻨粉と⽔を⼊れよく
混ぜてから、発泡スチロール板
の⽳の下から絞り出す。

デジタル理科室
（富⼭県総合教育
センター）

N 噴⽕・溶岩流 ⼩⻨粉＋エタノール ⼩⻨粉とエタノールをよく混ぜ
てから注射器に⼊れ、発泡スチ
ロール板の⽳の下から押し出す。

秋⽥⼤学国際資
源学部（2017）

O 溶岩流 スライム（ホウ砂 + ⽔
+ 洗濯糊）

ホウ砂、⽔、洗濯糊を混ぜてト
レイ上に置き、形状変化をみる。

⽇向・佐藤
（2017）

P 溶岩流 中濃ソース、とんかつ
ソース

斜めに置いた平らな⽫の上で、
ソースを流下させる。

林（2006）
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コレートを⽤いた実験は、ココアでつくった⼭体下から、溶けたチョコレートを上に押し
出すもので、⼭体の内部にチョコレートが留まり固まる場合は潜在ドームに (E)、⼭体の
頂上から流れ出でて固まる場合は溶岩流になる (F)。⽯膏・⽔・PVA 洗濯糊を混ぜた⽯膏
液を主材料にした実験は、容器中でこれに重曹を加えてよく混ぜ発泡させ、容器の上にセッ
トした⼭体模型の⽕⼝から流れ出させるもので、マグマが発泡して⽕⼝から噴出するプロ
セスを模している。容器には、円形プラスチック容器（G）を⽤いることが他の事例でも
多いが、ドレッシングシェーカー（H）を使うとマグマに⾒⽴てた混合物の上昇過程が観
察しやすい。⽯膏に対する⽔・PVA 洗濯糊の割合を変えると、粘性の異なる混合物がで
きるので、流れやすい溶岩、流れにくい溶岩を模擬的に再現できる。⽚栗粉を加えると、
⽯膏と重曹の使⽤量を減らして⾏うことができる（I）。重曹⽔溶液にクエン酸⽔溶液を滴
下して発泡させ、⽕⼭模型⽕⼝から噴出させる実験もある（J）。これは⽔溶液なので粘性
の極めて弱い溶岩流になる。⻭科⽤型取り材を主材料にした実験（K、L）は、本材と⽔
をポリ袋に⼊れてよく揉み混ぜ、⼭体模型などの下から絞り出して⽕⼝から流出させ、噴
⽕・溶岩流を模擬的に再現する⽅法である。⼩⻨粉を⽤いた実験（M）もこれに類似して
おり、ポリ袋中で⽔とよく揉み混ぜてから⼿で絞り出し、噴⽕・溶岩流のプロセスを描き
出す。⽔の代わりにエタノールを⽤いると（N）、流れ広がる間にエタノールが蒸発する
ので⼩⻨粉が速く固まる。⻭科⽤型取り材、⼩⻨粉とも、⽔もしくはエタノールとの割合
を変えると、⽯膏を使った実験と同様に粘性の異なる溶岩を模擬的に再現できる。
 溶岩流のモデル実験では、スライム、各種ソースが主材料に使われ、スライムがトレイ
上で広がる様⼦（O）やソースが流下する様⼦（P）を、溶岩流の挙動に⾒⽴てている。

１−３ 本研究の⽬的
 既述のように、⽂部科学省学習指導要領では、⼩学校で「⼟地は、⽕⼭の噴⽕や地震に
よって変化すること」を、中学校で「⼤地の成り⽴ちと変化について、問題を⾒いだし⾒
通しをもって観察、実験などを⾏い、（中略）、地下のマグマの性質と⽕⼭の形との関係性
を⾒いだして表現すること」を学ぶとされている。こうした学習指導要領に沿った教材と
しては、マグマ噴出と溶岩流出が⼀連の流れとして再現されるモデル実験であることが望
ましい。さらに、マグマの地下から地表への上昇や噴出にはマグマ内で起こる発泡が深く
関わり、⽕⼭の形にはマグマ・溶岩の粘性が影響するので、これらについても模擬的に再
現されれば、なお望ましい。
 表１のなかでこれらの要件を満たすのは、⽯膏・重曹・PVA 洗濯糊を主材料としたモ
デル実験である。しかし、著者らの経験では、⽯膏を⽤いるモデル実験は実験後の処理に
問題を含む。すなわち、本学の所在する地域では硬化した⽯膏は不燃物としてきちんと分
別する必要があり、また、分別処理の際に出る微細な⽯膏粉の対処にも苦慮する。 
 著者らは上記の要件を満たしつつ⽯膏を主材料に⽤いない⽅法を模索し、試⾏錯誤を重
ねて、⼩⻨粉・重曹・クエン酸を⽤いた⽕⼭噴⽕モデル実験を考案した。

第２章 ⽕⼭活動の概説

 ⽕⼭はマグマの噴出するところで形成される⼭体であり、⽕⼭活動はマグマが地下深く
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から地表に噴出（⽕⼭噴⽕）する過程で起こるさまざまな現象である。その過程は次のよ
うである。
 地球内部のマントル内で局所的に周囲よりも⾼温
部分ができると、その部分は密度が下がるため浮⼒
を得て固体のまま浅い所に移動し、ある深さまで達
すると部分的に融解（減圧融解）する。マグマの発
⽣である。マグマになるとさらに密度が下がるため、
上昇を続けて融解が進みマグマの量が増えていく。
やがて、周囲との密度差が⼩さくなると浮⼒を失っ
て上昇が⽌まり、マグマの蓄積したマグマ溜りがで
きる。マグマ溜りでは冷却と圧⼒低下により結晶が
次第に成⻑し、残りの液相の部分は揮発性成分（以
降、ガス成分）が多くなり、その気化（発泡）によ
り圧⼒が増⼤して⽕⼝へと向かう。⽕⼝近くへ上
がってきて発泡が⼀層進み急激に体積を膨張させる
と，⽕砕物とガス成分の混合物が⽕⼝から激しく噴
出する。これが爆発的噴⽕である（図の右側）。マ
グマのガス成分が少ないか、ガス成分が多くてもそ
の脱出・分離が効率的に進めば爆発には⾄らず、マ
グマは⽕⼝から流出する（図の左側）。流体として
の溶岩流は、マグマの粘性そのものがその形状に反
映され、現実にみられるマグマの粘性の範囲は 10 〜 1011Pa/s で、10 桁も変化する（吉⽥ら、
2017；⽔⾕、2017；藤井、2023）。
 ⽞武岩マグマは粘性が低く、流動しやすいために、平らな場所では広がって流れ、なめ
らかな地形をつくるが、安⼭岩マグマのように粘性がやや⾼くなると流動性が低下するた
め、分厚い溶岩を形成する。さらに粘性の⾼いデイサイトや流紋岩マグマは流動しにくい
ため、⽕⼝近くに盛り上がって溶岩ドームを形成することも多い。このように、マグマの
粘性は⽕⼭の形状に⼤きく影響するが、溶岩流と⽕砕物が交互に積み重なった成層⽕⼭は
⽐較的急な斜⾯をつくることに留意する必要がある。成層⽕⼭の代表である富⼠⼭は安⼭
岩マグマではなく、９割以上は粘性の低い⽞武岩マグマで形成されている ( 藤井、2023)。

第３章 ⼩⻨粉・重曹・クエン酸を⽤いた⽕⼭噴⽕モデル実験

３―１ 実験材料・条件の検討
 ⼩⻨粉液（薄⼒⼩⻨粉 + 中性洗剤⽔溶液）を主材料とした。⼩⻨粉は⾷品であり容易
に⼿に⼊れられ、⽔溶液との配合割合によって粘性を変えることができる。中性洗剤は発
⽣した泡を消えにくくするために加える。⼩⻨粉液と⽔溶液との配合割合は、表１の M
の⽅法を参考にして設定した。
 ⽯膏液を使ったモデル実験（表１の G、H、I）では、⽯膏⾃⾝が重曹からの⼆酸化炭
素の発⽣を誘引して発泡が起こり、速やかに膨張していく。⼩⻨粉液の場合、重曹を加え

図 ⽕⼭噴⽕プロセスの模式図
https://www.es.tohoku.ac.jp/JP/?page_
id=911 の図を、吉⽥・⻄村・中村（2017）

「⽕⼭学」および⽔⾕（2017）「⽕⼭噴⽕」
を参考に⼀部改変
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るだけでは⽯膏液にみられるような速やかな膨張は起き難い。そこで、表１の J の実験に
ある重曹とクエン酸の反応を⼩⻨粉液に適⽤することにした。クエン酸は重曹と同様、料
理や洗浄に⽇常的に使われる。試⾏錯誤の結果、重曹は⼩⻨粉と混ぜて⽤い、クエン酸は
ラムネの製法（共⽴⾷品クッキングレシピ）にならい、コーンスターチおよび粉糖と混ぜ
合わせてクエン酸錠剤に調製することとした。
 ⼩⻨粉液を噴出させる⼭体模型は、紙⽫を材料にして作成した。傾斜の緩やかな⼭体を
模しており、耐⽔性塗料を塗って耐久性を⾼めた。⼩⻨粉液とクエン酸錠剤を反応させる
容器は、表１の H に準拠し、ドレッシングシェーカーを⽤いた。耐久性があり、発泡し
た⼩⻨粉液が膨張して上昇していく様⼦が観察しやすい。

３−２ モデル実験の基本プロトコル
モデル実験の基本プロトコルは次のとおりである。

① ⼩⻨粉（60g）と重曹（10g）を透明ポリ袋に量り取り、よく振り
混ぜる。

↓
② そこに 10％ V/V 中性洗剤⽔溶液＊を適量（50 〜 80mℓ）⼊れ、揉

むようにしてダマがなくなるようよく混ぜる。
↓

③ 注ぎ⼝を外したドレッシングシェーカーにクエン酸錠剤＊２個⼊
れ、そこに②の⼩⻨粉液をシェーカーの８分⽬を⽬安に注ぎ込む。

↓
④ ヘラなどで底のクエン酸錠剤を崩すようにしながら⼩⻨粉液とよ

く混ぜる。
↓

⑤シェーカーに注ぎ⼝をつけ、紙⽫の⼭体模型＊に装着する。
↓

⑥⼩⻨粉液が溢れて流れ出る様⼦を観察する。
    ＊事前準備の項を参照

３−３ 事前準備
 10%V/V 中性洗剤⽔溶液、クエン酸錠剤および⼭体模型は事前に準備する。プロトコ
ルは表２のとおりである。理科実験になじみがなくても実験操作がイメージできるよう、
図解で⽰した。表中の材料・器具類は均⼀ショップやスーパーマーケットなどで⼊⼿でき
る。
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準備物 材料 ⼿順

10%v/v
中性洗剤
⽔溶液

500ml 調製する場合
・中性洗剤（50ml）
・⽔（⽔道⽔でよい、必要量）

① 中性洗剤 50ml を計量カップに量り取り、別の
計量カップ（500ml 程度）に⼊れる。

②⽔道⽔を注ぎ込み、500ml とする。

クエン酸
錠剤

・クエン酸＊（30g）
・コーンスターチ（16g）
・粉糖（4g）
・ 粉末⾷⽤⾊素（⾚⾊、付属のスプー

ン5杯）
・⽔（⽔道⽔でよい、スポイトで20滴

＋α）
＊ 包装等に記載の「使⽤上の注意」に

留意する。
※ 半量ずつにして調整してもよい。

① クエン酸、コーンスターチ、粉糖をボール（ス
テンレス製、φ 14 ㎝ h5 ㎝ サイズは⽬安））
に量り取る。量る際、クリアカップなどを⽤い
ると作業しやすい。粉末⾷⽤⾊素も付属のス
プーンで加える。

② ヘラを使ってよく混ぜたら、スポイトを使って
⽔道⽔を全体にまんべんなく滴下する。ダマが
なくなるようによく混ぜる。少ししっとりして
強く押すと固まるようになる。固まらないよう
であれば、⽔道⽔を追加して滴下する。

③混合物を半球状の計量スプーン＊（1.25ml）に
とり、底の平たいスプーンなどでよく押し付けて
固める。

表２ 事前準備プロトコル
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④ ラップフィルムの上に注意して置き並べ、室内
で⼀昼夜、⾃然乾燥させる。

＊ 計量スプーンは組セット（15ml 〜 1ml）を⽤
意しておくと、他の作業にも使えて便利である。

※ 左記の分量で調製すると、約 1.3g の錠剤が 30
数個できる。

※※ 錠剤は崩れやすいので、プラスチック製の⼩
物パーツ容器などに 1 個毎⼊れておくとよ
い。

⼭体模型 ・紙⽫＊

・ ドレッシングシェーカー＊（本体ポ
リエチレン）

・耐⽔性塗料（ラッカー塗料）
＊サイズは⽬安である。

※同様の形状（注ぎ⼝のあるもの）で
あればオイルボトルなどでもよい。
※※容量が異なる場合、容量に応じて
表3の⼩⻨粉液などの量を調整する。

① 紙⽫の中央部を、注ぎ⼝のサイズに合わせて
カッターナイフで円形に切り取る。

②耐⽔性塗料を両⾯に塗る。
③ドレッシングシェーカーはそのまま⽤いる。
④ 紙⽫にドレッシングシェーカーが下図のように

装着できるかどうか確認する。
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３−４ モデル実験プロトコルの詳細
 表３に⽰すように、１．⼩⻨粉・重曹の計量、２．⼩⻨粉液の調製、３．⼩⻨粉液の噴
出・流出の順に実施する。表中の材料・器具類は均⼀ショップやスーパーマーケットなど
で⼊⼿できる。
 授業や講座での実験は、予め「１．⼩⻨粉・重曹の計量」は済ませておき「２．⼩⻨粉
液の調製」から始めるようにするとよい。複数グループでの体験実験などを実施する場合
にも、スムースに実験を進められる。
 実験の中で留意したいのは、⑥の⼩⻨粉液とクエン酸錠剤を混ぜる作業である。混ぜ⽅
が不⼗分だと発泡量が少なくなる。とくに、粘り気の強い⼩⻨粉液の場合、不⼗分になり
やすいので、意識的によく混ぜる必要がある。

項⽬ 材料 ⼿順

１ ⼩⻨粉・重曹の計量 ・⼩⻨粉（60g）
・重曹＊（10g）
＊ 包装等に記載の「使⽤上の注意」

に留意する。

① 透明ポリ袋（18 ㎝× 25 ㎝）に⼩⻨
粉（60g）と重曹（10g）を量り取る。
量る際、クリアカップなどを⽤いる
と作業しやすい。

② ポリ袋の⼝を⼿で押さえて、外に⾶
散しないように注意しながら、⼩⻨
粉と重曹がよく混ざるよう振り混ぜ
る。

２ ⼩⻨粉液の調製 ・10％ v/v 中性洗剤⽔溶液（50ml
〜 80ml）

③ 中性洗剤⽔溶液を計量カップで 50ml
〜 80ml 注ぎ込む。50ml では粘り気
の強い⼩⻨粉液に、80ml では粘り気
の弱い⼩⻨粉液になる。

④ 袋の⼝を閉じて、ダマがなくなるよ
う⼿で揉むようにして中味をよく混
ぜる。

表 3 モデル実験プロトコルの詳細
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３ ⼩⻨粉液の発泡・噴
出

・⼩⻨粉液（適量）
・クエン酸錠剤（2 個）

⑤ ドレッシングシェーカー本体にクエ
ン酸錠剤を 2 個⼊れる。⼩⻨粉液の
⼊ったポリ袋の下端を切り、シェー
カー本体に⼩⻨粉液を⼿早く注ぎ込
む。注ぎ込む量はシェーカー本体容
量の８分⽬あたりを⽬安にする。

⑥ ヘラなどを使ってクエン酸錠剤を崩
すようにしながら⼩⻨粉液とよく混
ぜたら、シェーカー本体に注ぎ⼝を
つける。⼆酸化炭素が発⽣して発泡
が始まるので、この過程はできるだ
け⼿早く⾏う。ただし、混ぜ⽅が不
⼗分な場合、発泡量が少なくなるの
で注意する。

⑦紙⽫の⼭体模型に装着する。

⑧ ⼩⻨粉液が溢れ流れ出る様⼦を観察
する。クエン酸錠剤に⾷⽤⾚⾊⾊素
を加えているので、⼩⻨粉液が発泡
して上昇・噴出するのを観察できる。

⑨ 実験後、⼩⻨粉液はヘラや布ウェス
 などで拭い取り、ポリ袋に残った⼩
 ⻨粉液と⼀緒に適切に処理する。シェ
 ーカーと⼭体模型は付着した⼩⻨粉
 液を洗い流し、乾燥してから再度使
 ⽤する。
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第４章 教育学部学⽣の実験体験に基づくモデル実験に関する評価

 本学教育学部において、「⼩学校理科」の受講学⽣ 20 数名に対し、⽕⼭の講義のあと
上記モデル実験を体験させ、評価（⾃由書式で記述）を求めた。なお、実験操作は表３の

「２．⼩⻨粉液の調製」から実施した。記述された内容は、１．本モデル実験の印象につ
いて、２．⽕⼭噴⽕の理解やイメージの喚起について、３．理科教育上の効果についての
3 項⽬にとりまとめた。

４−１ 実験結果
 学⽣を６グループに分けグループごとに、①粘性の弱いマグマに⾒⽴てた⼩⻨粉液（⼩
⻨粉 60 ｇ + 重曹 10g+10%v/v 中性洗剤⽔溶液 80ml）と②粘性の強いマグマに⾒⽴てた
⼩⻨粉液（⼩⻨粉 60g+ 重曹 10g+10%v/v 中性洗剤⽔溶液 50ml）を⽤いた実験を⾏った。
 どのグループでも①は噴出してから⼭体模型上を流れ広がる様⼦（写真１、３）が、②
では噴出後あまり広がらず⽕⼝付近に盛り上がる様⼦（写真２、４）が観察された。 

４−２ 評価結果
４−２−１ 本モデル実験の印象について
 本モデル実験の印象や感想については次のように記述された。「てにをは」を若⼲変え、
( ) 内に補⾜を加えた以外は、ほぼ原⽂のままである ( 以降、同様 )。

・⼩⻨粉と重曹といった⾝近な材料を混ぜて” マグマ” をつくり、さらにクエン酸錠剤
を⼊れてガスを発⽣させるという⼿順は、実験というより⼯作に近く、つい夢中になっ
てしまった。

写真 ⼭体模型に⼩⻨粉液が噴出した様⼦
１：グループ A ⼩⻨粉 60g・重曹 10g 中性洗剤⽔溶液 80ml
２：グループ A ⼩⻨粉 60g・重曹 10g 中性洗剤⽔溶液 50ml
３：グループ B ⼩⻨粉 60g・重曹 10g 中性洗剤⽔溶液 80ml
４：グループ B ⼩⻨粉 60g・重曹 10g 中性洗剤⽔溶液 50ml
※いずれも学⽣の撮影による
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・⾃分が思っていたより⾝近な材料で⽕⼭の噴⽕の様⼦を再現できることに驚いた。⼩
⻨粉液をビニール袋で揉む段階から、どのようにあふれ出るのかわくわくした。

・（⼩⻨粉に加える）⽔の量を少し変えただけであれほどの変化があるのがとても⾯⽩
かった。

・⼩⻨粉液が実際に” 噴き出した” 瞬間は、思わず「おお！」と声が出てしまった。
・⽕⼭活動のしくみを「⾃分の⽬で確認しながら理解できる」という点が⾮常に興味深

かった。
・噴⽕の仕組みを⾝近に⼩さい規模で知ることができてすごくおもしろかったし、理解

しやすかった。
 実験の具体的内容に触れつつ、「つい夢中になってしまった」「驚いた、わくわくした」

「思わず『おお！』と声が出てしまった」「とても⾯⽩かった」など、率直な印象・感想が
述べられており、本モデル実験の体験によりインパクトを受けたことが⾒てとれる。

４−２−２ ⽕⼭噴⽕の理解、イメージの喚起について
 ⽕⼭噴⽕の理解、イメージ喚起や体感などに関する記述は、次のようであった。

・特に重曹（の⼊った⼩⻨粉液）とクエン酸を混ぜたときに発⽣する⼆酸化炭素が圧⼒
となり、（シェーカーの中で）⼩⻨粉液を押し上げていき噴出させる様⼦は、実際に
マグマに溶け込むガスの働きを連想させ、⽕⼭噴⽕が決して特別な現象ではなく、⾃
然の中の物理・化学的な変化によって⽣じるということを改めて実感した。

・シェーカーの中でガスが溜まって圧⼒が上がっていく過程は、教科書の「マグマの性
質」「⽕⼭ガスの働き」とつながっており、楽しさの中にしっかりと学びがあったと
感じている。

・マグマ役の材料がゆっくりと押し出される様⼦や、⼭の形が少しづつ変化していく過
程を直接⾒ることで「マグマがどのように動くのか」「噴⽕とはどんな現象なのか」
が体験的に実感できた。

・２つの粘性のマグマの噴⽕をモデルとして作り、⽐較することで、それぞれの粘性の
マグマの特徴や噴⽕の様⼦について改めて理解するとともに、２つの噴⽕の違いを確
認することができた。

・液体（⼩⻨粉液）がゆっくりと盛り上がってくる様⼦は、写真で⾒るよりもずっとリ
アルで、マグマの性質が噴⽕の形に影響することを体験的に実感できた。

・噴出した⼩⻨粉液が時間をかけて広がり、少し固まって層をつくりながら積み重なっ
ていく様⼦を観察することで、「⽕⼭が成⻑する」というイメージもより具体的になっ
た。これまでは、⽕⼭は突然⼤きな⼭として存在しているような印象があったが、実
際には噴⽕を繰り返しながらゆっくりと形をつくることが分かり、地形がどのように
できるのかを学ぶ上でも価値の⾼い体験になった。

・実験を通して、（略）⽕⼭活動には「気体の発⽣」「粘性」「地形の変化」といった複
数の要素が関係していることを実感した。重曹とクエン酸の反応はあくまで化学的な
発泡現象であり、本来の⽕⼭噴⽕とはエネルギー規模も⼤きく異なるが、それでも噴
⽕の「外観的特徴」を体験的に理解するうえで有効であると感じた。

 上記を通してみると、実験のねらいや反応メカニズムを了知したうえで、⽕⼭噴⽕のイ
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メージを時間経過に伴う変化とともに捉えて、マグマの噴⽕・溶岩流出のプロセスを「体
験的」に理解していることがわかる。さらに、本モデル実験を起点とした思考の拡がりが
みられ、学⽣に対しても有効なモデル実験と思われる。

４−２−３ 理科教育上の効果について
 本モデル実験の理科教育上の有効性や学びの教材として活⽤性などについては、次のよ
うに記述された。

・もし、この活動を⼩学校で扱うとしたら、⼦どもたちは” 噴き出す瞬間” に間違いな
く⼤盛り上がりするし、そこから「どうして？」と考え始めるきっかけになると思う。

・今回の実験は材料が⾝近で集めやすく、特別な道具も必要としないため、⼩学校の理
科でも取り⼊れやすい実験だと感じた。⼦どもたちにとっても、⽕⼭の仕組みを楽し
みながら学べる良い教材になると思う。

・⼦どもに、ただ頭で理解して覚えてもらうのではなく、この実験をすることで体系的
に理解し、実験中に「どうしてゆっくり出てくるの？」「もっとさらさらだったらど
うなるの？」といった⼦どもが抱きやすい疑問が⾃然と⽣まれるところも、学びとし
て⼤切だと思った。

・この実験は児童が⽕⼭活動の概念を直感的に理解できる教材として有効であると感じ
た。特に、噴⽕というダイナミックな現象を安全な形で再現できる点は、興味・関⼼
を引き出すうえで⾮常に効果的であると感じた。

・今回の噴⽕実験を通して、⽕⼭活動のしくみをより深く理解できただけでなく、理科
教育における体験的な学習の価値を実感した。

・⼩学⽣は抽象的なイメージだけでは理解が進みにくいが、実験のように「⾒える・触
れる・確かめる」体験が加わることで、⾃然現象を” ⾃分ごと” として捉えることが
できる。特に⽕⼭のように⼀⾒怖い印象のあるテーマでも、安全で分かりやすい活動
を通して、⾃然への興味や探求⼼を⾼められる点が⼤きな利点だと感じた。

 「⽕⼭の仕組みを楽しみながら学べる良い教材」「児童が⽕⼭活動の概念を直感的に理解
できる教材として有効」「理科教育における体験的な学習の価値を実感」などの記述に代
表されるように、本モデル実験を⽕⼭活動の理解に有⽤な学習教材として評価している。
上記の他に、「（こどもたちに）どうしたら⽕⼭の形が変わるのかを先に予想させ、そのう
えでこの実験をすれば⽕⼭の成り⽴ちがより⾝近なものになると思う」「（授業では）この
実験を⾏ってからマグマの性質について説明するのも良いなと思った」のように、モデル
実験を活⽤した⽕⼭学習の進め⽅に⾔及するコメントもみられた。

４−２−４ 評価結果のまとめと留意点
 以上のことを踏まえると、本研究において考案したモデル実験は、⾝近な材料や器具を
⽤いながらもインパクトがあり、⽕⼭活動の学びのモデル実験として効果的で、理科教育
の教材として有⽤であると考えられる。
 評価の中に「粘性が⼤きかった分、ボトルに⼩⻨粉液を加えてからかなりしっかり混ぜ
ないとクエン酸錠剤との反応が全体にいきわたらない」とする指摘があった。実験プロト
コルの詳細の項で述べたように、粘性の強い⼩⻨粉液は、強い粘性の故、クエン酸錠剤と
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の混ぜ⽅が不⼗分になりがちなので、意識してよく混ぜる必要がある。また、粘性の強い
⼩⻨粉液は、粘性の弱い⼩⻨粉液に⽐べて発泡・膨張の進⾏が緩やかであることを付記し
ておく。
 体験実験の際には、保護メガネ・実験⽤⼿袋の準備など安全対策を必要に応じて施すと
ともに、実験操作を要所要所でサポートしてスムースに進められよう配慮する必要がある。
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第 1章 はじめに

 ⼩学校における体育の授業では、ゲーム・ボール運動領域の単元が多く実施されている
が、髙橋（2008）によれば、アカウンタビリティや学⼒の保障という観点からは未だ多
くの課題があると考えられている。戦後のわが国の体育には、動機づけ・学習意欲、⺠主
的な社会的態度の育成、⾝体能⼒への効果、経済的条件等の理由によりスポーツが導⼊さ
れ、特に「世界三⼤学校球技」といわれるバスケットボール、サッカー、バレーボールを
中⼼にカリキュラムが構成されてきた。しかし、⽣涯スポーツが標榜される現代において
は、特定の種⽬を重視する考えが批判されるようになり、指導者の好みや思い⼊れによっ
て様々な種⽬が授業に導⼊されることには疑問が持たれるようになっている。平成 20 年
告⽰の学習指導要領以降、⼩学校中学年のゲーム、⾼学年のボール運動領域は、世界的な
ゲーム理解のための教授論である Teaching Game for Understanding model（TGfU）で
⽰されたタクティカルアプローチ、いわゆる戦術学習をベースとして、ゴール型、ネット型、
ベースボール型の 3 つ型注 1）で構成されている。この学習指導モデルは、教育内容を実現
する観点から教材化がなされることになり、特定種⽬の運動経験ではなく、⽣涯スポーツ
を楽しむための資質能⼒の獲得へ向けた共通性のある技術や戦術の獲得を⽬指していると
ころに特徴がある。Almond（1986）の分類は、グリフィンほか（1999）によって「⽣徒
中⼼」「ゲーム中⼼」の構成主義的な学習観を基盤にさらなる発展を遂げることになった。
わが国の学習指導要領においても型ベースの考え⽅として導⼊され、戦術やルールの類似
性に着⽬することによって学習の転移が期待されている。すなわち、種⽬特有の技能の
習得よりも、ボール操作（on the ball skill）とボールを持たないときの動き（off  the ball 
movement）という枠組みで学習内容が整理されている。戦術学習モデルの導⼊以降、わ
が国でもゲームを中⼼とした授業づくりが多く⾏われ、研究成果も蓄積されるようになっ
ている（鈴⽊ほか，2010；岩⽥，2012，2016）。その⼀⽅で、戦術学習モデルは、そのモ
デルに基づいた検証が⼗分になされていないという指摘（岡出・吉永，1998；Metzler，
2005）もあり、未だ成熟されているとは⾔い難い状況にある。戦術学習モデルの授業展

岩⼿⼤学教育学部研究年報 第 85 巻（2026.3）187 〜 199

＊  岩⼿⼤学教育学部，＊＊  雫⽯町⽴御明神⼩学校

⼩学校ネット型ゲームの導⼊教材に関する実践的検討

清 ⽔   将 *・村 ⽥ 雄 ⼤ **

（2026 年 1 ⽉ 13 ⽇受付，2026 年 1 ⽉ 27 ⽇受理）

−連携型の特性に着⽬した系統性の開発を意図して−



清 ⽔   将，村 ⽥ 雄 ⼤

188

開は、修正されたゲーム、発問、練習、修正されたゲームの形式によって進められるが、
限られた単元時間の中では、Mosston（1986）が指摘するように、唯⼀絶対の学習指導ス
タイルはないと考えられている。実際には M-T-M メソッド（⼩野，1998）やドリル−タ
スク−メインゲーム（髙橋，2008）などの構成で単元が実践されているが、特定の型や
スタイルで効果が保証されるわけではないため、児童の状況に合わせて効果の上がる最適
な授業スタイルを柔軟に選択することが必要であり、単元の進め⽅を教育現場にわかりや
すく⽰すことも課題と考えられる。
 平成 29 年度告⽰の⼩学校学習指導要領では、低学年及び中学年はゲーム、⾼学年にボー
ル運動領域として球技の系統性が整理され、中学年以降でゴール型、ネット型、ベースボー
ル型の 3 つの型が導⼊されている。現実にはこれらの型は、その編成原理が⽰されてい
るわけではなく、何をどのような順番で教えるべきかというシークエンスについては⼗分
な検討が⾏われてきたわけではない。ゲームに要求される基本的課題である攻撃と守備は、
⼊り乱れるよりも分離されれば、戦術的課題の達成は、単純になると考えられる（藤井ほ
か，2003；岩⽥，2015）。したがって、ネット型に着⽬した初歩的な教材によって球技の
系統的なカリキュラムを開発することは、体育の学習指導に⼤きく寄与することになろう。
平成 29 年告⽰⼩学校学習指導要領解説体育編における中学年ゲーム領域のネット型ゲー
ムの記述には、「ラリーの続く易しいゲームをすること」との記載があり、⽤具、⼿、壁
とボールなどのボールの操作⽅法や条件によって、ネット型ゲームをいくつかのタイプに
分けることができる。さらに、ボールを 1 回の触球で直接返す攻守⼀体型と決められた回
数で返球する連携型に分けられ、連携型としては、バレーボールを素材として拳でボール
を叩いてラリーを競うプレルボールやファウストボール注 2）、ボール操作の技能を緩和し
たキャッチバレーボール注 3）などの実践が重ねられてきた（⾼橋ほか，1986；⼩野・岩⽥，
2002；宮内，2002；秋⼭・岩⽥，2004；⽥中・⾕垣，2004；鎌⽥ほか，2005；岩⽥ほか，
2009；浅川ほか，2020；中嶋，2020；辻ほか，2020）。連携型は、ゲームに参加できる
⼈数が多く、仲間と協⼒する場⾯が設定できることから、これまでの授業に多く取り⼊れ
られてきたが、シングルスやダブルスがなく、チームの対戦を基本とするゴール型の課題
と⼀致する。ゲームは、⼀般的に競争のおもしろさに基づくと考えられるが、ネット型で
は、その競争が攻防に置き換えられる。ネット型では、相⼿が返球できないことによって
得点が成⽴するので、返球できないボールを返すことが競われる。ボールを捕球すること
が防御であり、返球が攻撃となって⽤具使⽤の有無やボール操作時間の⻑短にかかわらず、
返球できないボールを返すことの成否を競うことがネット型の構造的特性になると考えら
れる。そのおもしろさは、ラリーが続くことよりも得点を取られないように防御すること
や返球できないボールを返すことによる攻撃の成否におもしろさを感じることが予想され
る。連携型では、このような返球できないボールをめぐる攻防が集団で達成されることに
あり、このようなゲームをどのように達成していくかを解明することが希求されているの
である。そこで本研究では、⾼学年の「相⼿が捕りにくいボールを返球したりするチーム
の連携プレイによる簡易化されたゲーム」への発展を意図した中学年のネット型ゲームの
導⼊教材を開発して実践し、その授業実践を検討することを⽬的とする。
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第 2章 ⽅法

2.1.1 教材及び⽤具開発の視点
 中学年ネット型ゲームの易しいゲームを実現するために、技能を緩和し、戦術的な内容
を中⼼とした教材を開発することにした。戦術的な理解の前提として、球技のおもしろさ
を「意図的・選択的な判断に基づく協同的なプレイ（岩⽥，2012）」と捉え、協同的なプ
レイとして「2 ⼈が異なる役割を演じること」とし、戦術的な課題は、味⽅からのパスや
相⼿からの返球に「正しい位置取りをして捕球すること」や「相⼿のいないところにねらっ
て返球すること」に対して適切な意思決定と技能発揮ができるかどうかと考えた。
 協同的プレイの最⼩単位を検討するにあたり、中学年が型ベースのゲームが導⼊される
最初の段階となることを鑑み、2 ⼈の連携を基本と考えた結果、2 対 2 とした。⼈数が増
えるとプレイの選択肢が増加するために課題が複雑になり、達成度が困難になる。課題を
単純化するために 1 ⼈ 1 回触球することとして、返球の制限を 2 回、すなわち 2 段攻撃
とした。返球に対してはブロックを導⼊し、相⼿の返球をじゃますることができるように
した。ボールの操作は、最も基本的な捕球（キャッチ）とスローとした。ブロックがある
ことによって後衛は、レシーブ（捕球）が役割となり、連携が発⽣し、⼀⽅で攻撃は、後
衛の捕球の後にもう１⼈の味⽅へのパスによって攻撃を組み⽴て、前衛が返球することに
よって連携が成⽴するようにした。ゲームは、時間制として、終了時に得点の多いほうを
勝ちとした。ルール及びゲームの概要については、表 1 のとおりである。ボールは、ボー
ル操作の感触を優しくすることによって痛さを軽減し、かつボール移動のスピードを空気
抵抗で緩やかにして状況判断を容易にするため、ナガセケンコー社製のニュートリムボー
ル（NTB-W：直径 26cm、185g）を使⽤した。コートは、ソフトバレーボールに準じて
バドミントンのコートとネットを使⽤し、ネットの⾼さは、ボールの軌道を⾼くすること
によって対空時間を確保し、多くの児童が両⼿を伸ばして跳ぶことによってボールの軌道
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を遮ることができる⾼さとして 180cm 程度とした。チームは、5 〜 6 ⼈のグループとし、
ゲームタイム 3 分とし、得点する度に役割を交代した。ゲームの基本的なルールは、表 1
のとおりである。

2.1.1 実践した授業の概要
 授業は、X 県の Y ⼩学校の 3 年⽣計 35 名を対象に、2022 年 9 ⽉に実施された（表 2）。
単元計画は、図 1 のとおりである。単元の前半ではチーム内で対戦し、単元後半の 7，8
時間⽬では 6 チーム総当たりの⼤会を⾏った。

2.2．データ収集⽅法と分析の⽅針
 児童による授業の評価を確認するため、⾼橋ほか（2003）による形成的授業評価を実
施し、各次元と総合について 5 段階で評価した。加えて、各授業における個⼈の運動量を
児童⾃⾝が相対的に把握するため、歩数計（オムロン社製 HJ-325）を使⽤して歩数を測
定した。授業及びゲームの様⼦を撮影した。撮影は、ゲームパフォーマンスを測定するた
め、全天球型 360 度カメラ（GoProMax：CHDHZ-202-FX）を体育館中央に設置し、コー
ト全体が⼊るようにした。映像は、3 名の観察者（中学校、⾼等学校保健体育の教員免許
取得者）で分析し、トライアンギュレーションにより確からしさを⾼めるようにした。
 7，8 時間⽬の⼤会におけるゲームは、時間 3 分、ペアのプレイイングタイム、1 ⼈の
出場時間は、1 分程度である。触球数のほか、ゲームの各局⾯における戦術達成に焦点化
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して、パフォーマンスを分析し、ゲームは、攻撃相⼿からの返球を受ける守備局⾯、相
⼿へ返球する攻撃局⾯、返球を待つ準備局⾯の 3 つに分け、様相の変化を、1 ブロックの
有無、2 ブロックの有無によるレシーバーの捕球、3 守備局⾯における正しい位置取りの
役割遂⾏による連携、4 攻撃局⾯におけるアタッカーの移動、5 得点までにボールがネッ
トを越える回数の観点から分析した（表 3）。それぞれのプレイを表 4 のとおりに定義し、
連携プレイについては、前衛、後衛がお互いに異なる⾏動・動作がラインで区切られた適
切な位置に移動して⾏われた場合を連携プレイができていると判定した。また、得点まで
に要する両チームによる⼀連の攻撃と守備をターンとし、ボールがネットを越える回数を
ラリーとした。なお、ラリーは、守備のチームが戦術達成によって返球した回数注 4）とした。

2.3．統計処理
 統計処理に関しては、JS-STAR XR+（release 1.9.7 j）を⽤いてχ2 検定と分散分析を⾏い、
有意⽔準は、5％未満とした。
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2.4．倫理⼿続き
 本研究は、岩⼿⼤学における⼈を対象とする研究倫理審査委員会の承認（第 202204 号）
を得て⾏われた。学校⻑及び担任に対して研究の⽬的や⽅法を⽂書及び⼝頭で説明し、児
童及び保護者へのインフォームドコンセントには、オプトアウト⽅式を採⽤して研究の参
加に同意が得られない場合には、いつでも申し出に応じること、研究の不参加や中⽌があっ
ても⼀切の不利益を⽣じることはないこと、データの管理について個⼈が特定されること
はないこと等を事前に周知した。

第 3章 結果

3.1. 形成的授業評価及び歩数
 形成的授業評価及び平均歩数の推移は、表 5 のとおりである。単元の終わりには総合の
評定が 5 となり、児童には概ね受け⼊れられた授業であった。成果次元の得点が⾼いこ
とからは技能が向上した授業であると評価されたことが⽰された。単元を通した平均歩数
は、2,430.9 歩であった。単元の運動量は 1 〜 6 時間⽬が多く、⼤会としてゲームを実施
した 7,8 時間⽬は、運動量が減少した。各ゲームの 3 分の 2 が待機場⾯となったことが理
由として考えられたが、歩数の多寡、すなわち運動量は直接的に児童の満⾜度に影響を与
えず、ゲームが多く設定されたことが児童の満⾜度を⾼めた。

3.2. ゲームパフォーマンス
 7，8 時間⽬では、15 ゲームを合計 45 分で実施し、そのゲームのできばえを映像から
観察したところ、1 ゲーム平均でブロックは 4.67 回（SD: ± 3.40）、守備の連携は 4.8 回（SD:
± 2.74）、ラリーが 7.07 回（SD: ± 4.49）、触球数は 17.07 回（SD: ± 8.93）であった（図 2）。
サーブを除く触球数は、256 回となり、1 ターンあたりでは 2.12 回の触球であった。1 ⼈
あたり 7.31 回の触球があり、総当たり 5 ゲームで考えると 1 ゲームで 1.46 回であった。
 総守備回数 235 回のうち、ブロック出現数（ブロック成功を含む）は 64 回（27％）で
ある。ブロック（前衛）と後衛の連携に関して、ブロックに跳んだ際の後衛の捕球成功数

（ブロック成功は除く）は 32 回、捕球失敗数は 24 回であり、ブロックに跳ばない場合の
捕球成功数は 134 回、捕球失敗数は 46 回であり、χ2 検定及び残差分析の結果、ブロッ
クに跳んだ際の捕球失敗数とブロックに跳ばない場合の捕球成功数が有意に多く出現した
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（χ2(1)=5.327，p <.05）。よって前衛のブロックの動きが捕球を有利にしているとはいえ
なかった（表6）。守備の連携であるブロックに対する連携出現回数は72回（31%）であった。
攻撃の連携であるアタッカーの移動の出現回数は、総返球回数 106 回のうち 13 回（12%）
であった。
 単元前半の 2,3 時間⽬と 7,8 時間⽬のラリー数を分散分析したところ、有意に向上した（F

（1,233）=5.24,p <.05）。よって単元後半ではネットを越える回数が増え、ゲームのできば
えがよくなった（図 3）。同様に 2,3 時間⽬と 7,8 時間⽬のブロックの出現数をχ2 検定し
たところ、有意に向上した（χ2(1)=53.208，p <.01）。よって単元後半ではブロックに関
する戦術的⾏動が⾝に付いたと考えられた（図 4）。
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第 4章 考察

 運動量を確保の⽬安として歩数を調べたところ、1 時間で平均 2,200 〜 2,400 歩が確保
されていた。3 年⽣のゴール型の授業では平均 3,300 歩（清⽔，2017）であったことと⽐
較すると、ネット型は、1,000 歩程度の減少が⾒られた。攻撃と守備が空間的に分離され
るネット型では、相⼿の陣地までの移動がないため、ゴール型よりも歩数が減少すること
が⽰唆された。しかし、運動量が減少してもゲームに多く参加できることは児童の満⾜度
を⾼めると考えられる。また、簡易的な歩数の測定しかできていないため、ジャンプやス
テップなどの加速度のある動きについても計測できる機器を使⽤して、ネット型がゴール
型よりも運動量が少ないといえるのかについて詳細に検証することが課題としてあげられ
る。
 本教材では、ボール操作としての投捕（キャッチとスロー）、ボールを持たないときの
動きとしての①ブロック、②アタックの際の回り込み、③⾓度のあるパス、④ポジション
のローテーション、⑤ボール落下点への移動などの個⼈の技能、集団での戦術達成⼒が課
題であった。ブロックについては、ボールの操作に関⼼が寄せられる単元の始めではあま
り出現しないが、徐々にゲームの課題性についての理解が進むと積極的にボールをじゃま
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して簡単に返球させないようにする⾏動が出現した。ラリーを続けることよりも返球を
阻⽌する防御によって返球をめぐる攻防を⾏うこと、すなわち相⼿との⾏為に児童がおも
しろさを感じたと考えられる。ネットの⾼さについても全⼒を尽くして跳ぶことによって
ボールに触れられる⾼さが児童には適切な⾼さとして捉えられ、嫌がる児童はいなかった。
また、ボールに触れることで得点とし、ゲームを⼀旦落ち着かせることでブロックへ向か
う動きが出てきたと考えられ、ブロックは児童の⼤きな関⼼の対象であった。
 ゲームではそれぞれの異なる役割が遂⾏されることが連携となり、1 ⼈ではなく、2 ⼈
で協⼒して課題を達成することに満⾜を得られていた。このことから、本教材は、協同的
なプレイを達成できる設えになっていたと考えられた。守備局⾯のブロックによる連携は、
相⼿攻撃への直接的な防御よりも味⽅同⼠の守備の連携に有効であることが明らかになっ
た。つまり、相⼿の返球を捕球して得点を阻⽌する第 1 触球者の役割遂⾏ができなくなる
原因の多くは、ブロッカーが役割を遂⾏せずにボールを追うことによって、第 1 触球者の
後衛と交錯することにある。それに対し、前衛がブロックに跳ぶ、ないしはブロックの役
割を認識し、跳ばなくても前衛に位置することによって、後衛がレシーバーの役割を遂⾏
する際にじゃまにならず、後衛が捕球という役割に専念できることが⽰唆された。ボール
のキャッチができない原因には、単なるボールを捕球する動作の未獲得だけでなく、味⽅
のじゃまや譲り合いによる意思決定の迷いによって、動作開始が遅れることが影響してい
る。前衛がブロックの役割を認識し、所定の位置にいることは、後衛の状況判断と捕球に
対する意思決定のタイミングを早め、その結果として構えを準備し、全⼒で⾏動すること
を即発し、技能発揮を成功裡に導くことになる。ブロックを規則としてルール化し、課題
として取り組ませることによって、前衛の正しい戦術選択が⾏われ、後衛の意思決定の選
択肢が減少し、ボールに跳び込んで捕ろうとするダイナミックな⾏動が増えたと考えられ
る。また、サーブに対しては役割分担ができず、守備局⾯の連携が出現しなかった。⾃陣
の 2 段攻撃からスタートしてレセプション局⾯を省略し、ディグに対しての守備の連携を
誇張して構成することが、攻防の発現とゲームパフォーマンスの向上につながり、守備の
連携を⾏う意味やおもしろさとなることが考えられた。
 攻撃局⾯での連携や動きを考察すると、本教材の攻撃者は、最初の守備局⾯においてブ
ロッカーの役割を担うため、前衛に位置する。そのままの位置では、攻撃となる返球を⾏
うためには後⽅からボールを受けることになる。前衛に位置してボールの送り⼿となるレ
シーバーを⾒るためにはネットに背を向けることになり、相⼿のコートを⾒ることができ
なくなるだけでなく、体の向きを変える必要が⽣じ、⼀連の動作で返球することが困難に
なる。相⼿にとって返球できないところ、つまり、空いている位置を認識し、ねらうため
には、後衛に移動してレシーバーと相⼿コートが⾒えるオープンスタンスで構える必要が
ある。⼀⽅で連携した攻撃、すなわち相⼿が返球できない場所をねらう攻撃を成⽴させる
ためには、捕球者であるレシーバーは、攻撃局⾯に切り替わって味⽅にパスを送る際に、
ネット⽅向にセットするのではなく、オープンスタンスで構えるアタッカーに対して⾓度
のあるトスをセットする必要がある。味⽅の捕りやすい調整したパスを出すことも課題と
なっており、協同的プレイを達成することが低学年とは異なる喜びとなると考えられた。
 単元の始めでは、ブロック、攻撃の際の移動などの動きが出現しなかったが、単元の進
⾏とともにそれらの戦術的⾏動が徐々に出現するようになった。⼀般的にボールを持たな
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いときの動きはボール操作よりも意識して⾏うことが困難で、⾝に付けることが難しいと
考えられる。その中でもボールから⼀旦離れる動きは、経験が浅い者にはイメージが難し
く、ボールに近づき、最短距離を鋭⾓に移動することが多く⾒られる。中学年には⽐較的
難しい課題と考えられたが、⾓度を開いて⼤回りしてボールにあわせることは、ゴール型
にも必要とされる基礎的な動きと考えられ、動きの合理性が理解できるにつれて徐々に発
⽣するようになった。
 ゲームの様相に着⽬すると、1 ターンあたりの触球数は、1 回⽬と 2 回⽬は、投げ⼊れ
サーブ後のレシーブとアタックであるため、2 回以上がラリーの成⽴を意味する。実際の
ゲームパフォーマンスを⾒ると、1 ターン当たりの触球数 2.12 回であり、相⼿から投げ
⼊れられたボールを捕球して返球すること、すなわちレセプションからの攻撃はできてい
たが、その攻撃からの返球、すなわちディグからの攻撃に毎回達することはできなかった。
ディグからの攻撃ができるようになることがラリーの続くゲームの課題であることが⽰唆
され、相⼿の空間をねらった攻撃にブロックを試みて連携して捕球し、攻撃を組み⽴てる
ことによってラリーを 2 回以上とすることが⽬標になると考えられた。
 教材の特徴としては、前衛と後衛を区画で分けたことにより、動きや役割が明確になり、
⾒ている児童や教師にプレイの成否をわかりやすくすることができた。しかし、プレイ
する児童⾃⾝にとっては夢中になって動き⽅や役割を忘れ、協同的なプレイが出現しない
ゲームとなることも⾒られた。1 ⼈ 1 回触球は、技能発揮の難しさは軽減されないが、基
本的なゲームの課題が単純で役割遂⾏が容易になる。ブロックとアタックの役割遂⾏につ
いての課題理解も順序性があり単純であったため、何をいつ、どこでやるかの課題理解が
容易であり、単元が進むことによって協同的プレイを達成し、ラリーが続くことが⾒られ
るようになった。したがって、ブロックキャッチバレーは、協同的プレイが実現するとラ
リーが増加する設えの教材であり、そのような教師の願いに基づいた単元を構成できる可
能性があることが推察された。3 年⽣段階であっても協同的プレイの達成を学習内容の中
⼼として構成することが可能であり、簡単だから基礎と考えるのではなく、その後の学習
に必要とされる動きを抽出して基礎として学習経験として積み上げることが重要であると
考えられた。
 本教材においてはボール操作の技能をキャッチからの⼀連の動作によるスローに設定し
たが、リズムよくボールを処理することができれば、ネット型の特性である制限内でボー
ルを返球することは損なわれることなくゲームを楽しむことができた。ボールをキャッチ
した後に、リズムが崩れることのない動作を⾏うことが⼀連の動作を意味する。具体的に
は、⾜を踏み換えることなくボールをキャッチした腕を⽌めずに伸展しながらボールを離
してスローすることである。歩くことや保持したボールを⽌めたり、揺さぶったりするこ
とは、動作を起こしてからボールを離すまでの間に異質な動作を⼊れることになるので、
相⼿の起こし始めた動作とタイミングが合わなくなり、スムーズにキャッチボールができ
なくなる。ネットを隔てた相⼿との関係だけでなく、味⽅のセットにおいても同様であり、
競争が成⽴するのはお互いがボールの動きに動作を合わせて同じ時間や空間を共有してい
るからである。協同プレイとしての楽しさもこのような感覚の共有とその中での課題の達
成にあると考えられた。キャッチボールは、ゲーム・ボール運動の基礎になる協同プレイ
と考えられ、徐々に難易度をあげていくことによって、キャッチボールを課題とする系統
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性が考えられる。低学年では 1 対 1 で難しいキャッチボールを競うことや 2 対 2 で役割
を交代してキャッチボールを⾏うことなどが本教材のリードアップ教材となることが⽰唆
され、⽬指すべき連携型のゲームの様相が考えられた（表 7）。

 教材の課題としては、ボールをキャッチするためのベースの動き、具体的には後衛の中
⼼位置に相⼿の返球前に移動して準備する動きを⼗分に意識させることができなかった。
また、準備局⾯では、前衛と後衛の役割を交代し、ローテーションを⾏うことを意図した
が、動きが複雑になったため、達成度は低かった。ラリーが続いている中では、運動量が
多くなっても前衛と後衛の役割を固定して戦術を達成する⽅が容易であることが⽰唆され
た。今後の展開としては、2 段攻撃は、ブロックを含めた連携のための動き⽅が複雑なので、
動き⽅の容易さと攻撃組み⽴ての時間的余裕を確保することから 3 段攻撃を戦術の中⼼と
する教材を開発し、系統的なカリキュラムを開発することを研究課題として捉えたい。

第 5 章 まとめ

 ⼩学校中学年におけるネット型ゲームの導⼊としてキャッチバレーボールにブロックを
導⼊した教材を開発し、連携、すなわち協同的プレイのできばえがラリーにどのような影
響を与えるかを検証した。3 年⽣に 2 対 2 の 1 ⼈１回の触球制限があるゲームを実践した
結果、戦術的課題を追求する協同的プレイが発現し、以下の知⾒が得られた。

1) 3 年⽣に 2 ⼈の協同的プレイによる連携型のゲームが可能である
2) ブロックによる守備の連携がパフォーマンスの向上に寄与する
3) 1 ⼈ 1 回触球の 2 回の返球が戦術的理解を⾼め、ラリーを容易にする

 守備局⾯の連携とその課題は明らかになったが、攻撃の連携についてどのような協同的
プレイを⾝に付けさせ、戦術的な課題をどのように焦点化するのかについては、課題と考
えられた。中学年ネット型の連携型教材については、持ち越し効果も検討しながら、系統
性の開発についても課題と考えたい。

注

注 1） ３つの型 技術中⼼の指導によってゲームの理解ができないという課題に着⽬
し、指導⽅法の転換を試みたのが Thorpe, Bunker, Almond らである。Almond

（1986）は、侵略型（invasion）、ネット / 壁型（net/wall）、送捕球・⾛塁型（fi elding/
run scoring）、ターゲット型（target）に分類した。

注 2） ファウストボール ドイツ発祥といわれる⽚⼿でボールを扱い、拳でアタックす
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るゲームであり、ワールドゲームズの公式競技になっている。（JFA ⽇本ファウ
ストボール協会）

注 3） キャッチバレーボール ネットボールを原型として、1970 年に練⾺区で⽣まれ
たスポーツであり、1980 年以降競技として実施されている。（練⾺区キャッチバ
レーボール協会）

注 4） ラリー サーブからのネット越えは起点として数えずに、守備から攻撃までの戦
術達成（ネット越え）とした。
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◎岩⼿⼤学教育学部 FD・教育研究推進専⾨委員会より

１）本委員会規則、投稿規程、原稿作成要領につきましては、以下の URL（学内専⽤）からダ
 ウンロードできます。https://iwjmcg.adm.iwate-u.ac.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/cabinet/index?hid=105
２）学術成果の公開を促進するため ､ 岩⼿⼤学では過去にさかのぼって学内紀要等への掲載論

⽂を電⼦化し、岩⼿⼤学学術成果コレクション（岩⼿⼤学リポジトリ）で公開中です。つき
ましては、過去『岩⼿⼤学教育学部研究年報』第１巻以降に論⽂・作品等が掲載されている
著作者には、学術成果の蓄積と公開のため、著作物の岩⼿⼤学リポジトリヘの掲載許諾につ
いてご理解・ご協⼒を賜りますよう、お願い申し上げます。

  なお、掲載許諾の詳細につきましては https://www.edu.iwate-u.ac.jp/report-list/ をご覧下さい。
３）『岩⼿⼤学教育学部研究年報』に関するお問い合わせは、以下の当委員会メールアドレス
（edujim@iwate-u.ac.jp）まで電⼦メールにてお願いいたします。

岩⼿⼤学教育学部

令和７年度 FD・教育研究推進専⾨委員会

委   員   ⻑  ⾺渡健太郎
副 委 員 ⻑  藤井 知弘
委    員  ⼩川 春美   室井 麗⼦
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